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令和５年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第１号） 

 

令和５年３月９日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和５年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 令和５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和５年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第２５号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第２６号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       荒 生 博 一 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  髙 松 克 年 君   委   員  中 瀬   実 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  米 沢 義 英 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  今 村 辰 義 君 

   委   員  小 林 啓 太 君   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副  町  長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君 

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 保健福祉課長         深 山   悟 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     保 健 福 祉 課         星 野   章 君 

 農業委員会事務局長                       健康づくり担当課長          

 教育振興課長         谷 口 裕 二 君     建設水道課長         菊 地   敏 君 

 町立病院事務長  長 岡 圭 一 君     ラベンダーハイツ所長         鎌 田 理 恵 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         星 野 耕 司 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

◎議 長 ・ 町 長 挨 拶             

○事務局長（星野耕司君） おはようございます。 

 ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

 令和５年上富良野町議会予算特別委員会に先立

ち、議長並びに町長から御挨拶をいただきます。 

 初めに議長からお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 皆さん、おはようございま

す。 

 一言御挨拶を申し上げます。 

 今日から１４日までの４日間にわたり、予算特別

委員会を設置し、令和５年度予算額一般会計７６億

８,３００万円、企業公営予算５６億３,６６９万

２,０００円合わせ１３３億１,９６９万２,０００

円の規模の予算でございますが、真に事業に見合う

予算となっているのか、また必要な事業であるの

か、計上された予算に過不足分がないのか、優先順

位として適切に考えられているものであるのか、十

分に議論を重ねられ、住民の福祉や安全な生活が守

られる予算となっているのか、真剣な御審議をお願

い申し上げ、簡単でございますが御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局長（星野耕司君） 次に、町長、お願いい

たします。 

○町長（斉藤 繁君） 皆さん、おはようございま

す。 

 予算特別委員会の開会に当たりまして、一言私の

ほうから御挨拶申し上げたいと思います。 

 先の執行方針の中でも述べさせてもいただきまし

たが、地方においては少子高齢化、過疎化、それに

加えて昨今物価の高騰、人手不足など、厳しさが一

段と増しています。しかし、厳しい中でも第６次総

合計画の目標を達成すべく、しっかりとまちづくり

を進めていかなければならないこと、そして、私自

身の公約でもあります活力あるまちづくり、魅力あ

るまちづくり、持続可能なまちづくりを念頭にしっ

かりと予算を編成いたしました。既に始まっている

病院や子どもセンター建設、高齢者福祉、子育て支

援など、計画に沿ってしっかりと進めていかなけれ

ばならないことや、地球温暖化やアフターコロナ、

教育、産業の振興など、新たな課題に対応していか

なければならないことなど、将来を見据えてしっか

りと町政を推進していかなければならないと考えて

おります。 

 本委員会は４日間と非常に長丁場となりますが、

皆様方には大変お手数をおかけいたします。何とぞ

御審議賜り、御議決いただきますようお願い申し上

げて、開会に当たっての挨拶に代えさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

─────────────────── 

◎正 副 委 員 長 の 選 出             

○事務局長（星野耕司君） 予算特別委員会の正副

委員長の選出でございますが、３月３日の第１回上

富良野町議会定例会第２日目において、議長を除く

１２名の委員をもって予算特別委員会を構成してお

りますので、正副委員長の選出につきましては、議

長からお諮り願います。 

○議長（村上和子君） 令和５年予算特別委員会の

正副委員長の選出についてお諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、令和５年予算特別委員会の委員長には岡

本康裕君、副委員長には荒生博一君と決定いたしま

した。 

○事務局長（星野耕司君） それでは、岡本委員

長、委員長席へ御移動のほうをお願いいたします。 

(岡本委員長が委員長席に移動) 

 それでは、岡本委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 皆さん、改めまして、お

はようございます。 

 開会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 

 令和５年第１回上富良野町議会定例会第２日目に

上程された議案第１号から議案第９号までの９件の

令和５年度各会計予算案並びに議案第２５号、議案

第２６号の各基金の支消について、さらなる審査が

必要と予算特別委員会が設置され、先例により委員

長に就任いたしました。 

 先ほども議長が申されたとおり、本予算案は、一

般会計予算７６億８,３００万円、令和３年度当初

予算比で４,０００万円、０.５％減、一般会計特別

会計、公営企業会計合わせた町の予算総額は１３３

億１,９６９万円であります。 

 第６次上富良野町総合計画に合致する予算となっ

ているか、また、真に町民の福祉の向上、ニーズに

寄り添った予算となっているか、しっかりと予算委

員会で審査していきたいと存じます。 

 ４日間にわたる委員会となりますが、理事者、説

明員、委員各位の御協力を得まして、円滑な委員会

運営に努めたいと思いますので、どうぞよろしくお

願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 
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─────────────────── 

◎開 会 ・ 開 議 宣 告             

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は１

２名であり、定足数に達しております。 

 これより、令和５年上富良野町議会予算特別委員

会を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程等について、事務局長から説

明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 令和５年第１回上富良

野町議会定例会第２日目において本委員会に付託さ

れた案件は、議案第１号令和５年度上富良野町一般

会計予算から議案第９号令和５年度上富良野町立病

院事業会計予算まで及び議案第２５号上富良野町公

共施設整備基金の一部支消について、議案第２６号

十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消に

ついての１１件であります。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元に配

付いたしました委員会日程のとおり、本日より３月

１４日までの４日間の審査といたします。 

 なお、事前要求資料及び第６次上富良野町総合計

画実施計画書については、昨日、３月８日に配付し

たところであり、予算の審査及び質疑に十分反映さ

れますようお願い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本委員会の審査日程については、ただいまの説明

のとおりといたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の審査日程は、ただいまの説明

のとおり決定いたしました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは委

員長の許可といたします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

いたします。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、委員構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番までの５名、第２分科会が議席番号７番から１２

番までの委員６名といたします。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため、会議規則第７０条の

規定により分科会を設置いたします。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議ありませんので、

委員長において、第１分科会の分科長に中澤良隆

君、第２分科会の分科長に小林啓太君を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答方式としたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答方式とする

ことに決定いたしました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は挙手の上、委員は議席番号を、説明

員は職名を告げて、委員長の許可を得た後に、自席

で起立して発言されるようお願いいたします。 

 なお、一問一答方式でありますので、質疑、答弁

の要点を簡潔明瞭にして発言願います。 

 まず初めに、附属資料の第６次上富良野町総合計

画実施計画書について、説明の申し出がありますの

で、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） おはようございます。

事前配付説明資料をしたいと思いますが、その前に

本日配付させていただきました一般会計予算の予算

説明書の正誤表と差し替えの予算説明書を配付させ

ていただきました。内容につきましては、２１５

ページの教育費、上富良野中学校整備費につきまし

て、工事請負費なのですけれども、校堂渡り廊下請

負防水工事と記載するところ、玄関屋上防水改修工

事と誤って記載させていただきました。併せまし

て、大変申し訳ないのですけれども、本日配付させ

ていただいた正誤表につきましては、校堂渡り廊下

屋上防水改修３０２万５,０００円と記載していま

すけれども、１８７万円に御訂正をお願いします。

重ね重ね申し訳ございません。 

 要因としましては、私どもの確認不足がその要因

ですので、今後さらに確認作業を徹底して、今後な

いようにしたいと思いますので、差し替えの上、御

審議いただきたいと思います。 

 申し訳ございませんでした。 

 それでは、予算特別委員会の事前配付資料につき

まして、概要を御説明申し上げます。 

 まず、第６次総合計画の実施計画でありますが、

第６次上富良野町総合計画「かみふ未来ビジョン」

については、平成３１年度から令和１０年度までの
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１０か年の計画となっており、本年は、その前期計

画の最終年の５か年度となるところでございます。 

 実施計画につきましては、これまで進めてきた事

業との継続性の視点から、これまでと同様に、毎年

度、ローリング方式により、その内容を見直しなが

ら、資金計画も含めまして、令和５年度から令和７

年度の３か年の実施計画としてまとめさせていただ

いたものでございます。 

 ２ページから３ページにつきましては、実施計画

の総括表で、現時点における前期基本計画のうち、

令和５年度分と後期基本計画の令和６年度と令和７

年度については、現時点での見込みとして３か年分

の分野別目標予定事業費と、その財源内訳を掲載し

たものでございます。 

 ４ページから６ページにつきましては、３か年の

ただいまの予定事業費を想定した年度別の収支見込

みを資金計画として示したものであります。 

 次の７ページにつきましては、本町の代表的な財

政指標につきまして、平成２８年度からの推移と資

金計画に基づきまして、令和７年度までの将来推計

を示させていただいたものでございます。 

 特に公債費に関わる指標については、過去の大型

事業であります小中学校や町営住宅整備及び単独災

害復旧事業などが償還終了して、ここ数年は減少傾

向で推移していきますが、他会計も含めた実質公債

比率については、今後横ばい状態と推移される状況

でございます。 

 また、８年度以降につきましては、各公債費の関

係比率については、子どもセンターあるいは町立病

院等々が本格的な償還時期が始まることから、以降

については上昇傾向で推移していると予測している

ところでございます。 

 経常収支比率につきましては、昨今の人口減少、

少子高齢化の中で、町税の大きな伸びは見込めず、

一方、交付税においても、個別の財政需要に伴う算

定分を除くと、全体として縮減傾向で推移していく

ことが予測される中にあって、社会保障関連経費、

これについては年々増嵩があることから、引き続き

財政構造の硬直化が予測されるところでございま

す。 

 ９ページ以降については、分野別事業計画とし

て、３か年の主要な予定事業を記載しております。 

 また、予算特別委員会に当たり、要求のありまし

た資料につきましても配付させていただいたので、

審議の参考としていただきますようお願いいたしま

す。 

 以上で、配付資料の説明といたします。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） これより、附属資料の第

６次上富良野町総合計画実施計画書の説明に対する

質疑を行います。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大枠でちょっと質問させて

いただきます。 

 この実施計画書の令和５年度から令和７年度とい

う形の総体的な計画、ハード、ソフトに関わる事業

における予算等が計上されております。そこで、確

かに国庫補助だとか、あとは過疎債だとかというも

のもありますが、依然としてやはり一般財源あるい

は基金等の財源の各法の中で各事業が展開されてい

くものだと見ております。そうしますと、当然やは

り無駄な投資はできない、効率的な財政として動く

ことが基本になるかと思いますが、この点お伺いい

たします。 

 さらに、財政等の基金等の積み立てでありますが

……。 

（「一門一答えで大丈夫でしょうか、時間たっぷり

ありますので」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 今後数年間の主に投資的事業の見込みというか、

そのような考え方というような質問でよろしいで

しょうか。 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（北川徳幸君） 委員おっしゃるよう

に、一般財源が多く望めない中、地方交付税におい

ても縮減状況で推移していくと予測されておりま

す。その中でまちの町税につきましても、多くは見

込めない状況であり、非常に硬直がしているという

ことは先ほど申し述べたとおりでございます。それ

に加えまして、先ほども申し上げましたが、令和８

年度から子どもセンター、町立病院の償還が本格的

に始まるという時期を迎えまして、ここ数年はある

程度投資的事業も含め、ある程度縮減傾向で予算を

編成した中で、さらに償還に向けての減債基金の積

み立てなどを配慮しながら、ここ３年は投資的事業

を、必要なものはやるのですけれども、その部分を

効率的な、効果的な部分に絞って予算編成を進めて

いきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次の点、それに併せて基金

残高の点についてお伺いいたします。 

 その年度によって支消だとか、いろいろな将来的

な事業等がありますから、当然変動するわけであり

ますが、一定、財政、ハード、ソフトのものも含め

て賄うとすれば、基金の残高というのは一定どのく
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らい必要なのかというところの基準はありませんけ

れども、この間見ていましたら大体２０億円から３

０億円くらいの形で推移しているという形になって

おりますので、この資料を見ても恐らくそこら辺が

一つの目安なのかなと思いますが、この点確認して

おきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、７番米沢委

員の基金の関係の御質問が、基金については目的基

金につきましては、それぞれふるさと納税等々活用

した中でそれぞれの目的基金に積みまして、それぞ

れの決済の意向に沿った事業に合わせて支消してい

る状況でございます。それに加えまして、一方、基

金全体といたしましては、今現在３０億円ほどの基

金現在高が残っているのですけれども、今後、先ほ

ども言ったのですけれども、町立病院並びに子ども

センターの償還が、令和１２年程度がピークになり

ますので、そこら辺を試算いたしまして、減債基金

を一定程度積み立てして、減債基金を賄って予算編

成をしていきたいという考えでございます。その中

で公債費の平均的な今年度の水準でいきますと８億

４,０００万円から５,０００万円、これをキープす

るには、あと基金として約、減債基金として８億円

の投入をしたら平準的な年度の予算編成ができるか

なということで、何とか令和８年、９年くらいまで

に減債基金の残高を８億円以上となるような予算を

進めていきたいと考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ありますか。７ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、附属資料の質

疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） お待たせしました。 

 これより、議案第１号令和５年度上富良野町一般

会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより一般

会計予算の１ページから７ページまでの質疑を行い

ます。 

 質疑は、ページ数と案件を上げて発言願います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、一般会計予算

の１ページから７ページまでの質疑を終了いたしま

す。 

 次に、一般会計予算３２ページから３３ページの

歳入歳出予算事項別明細書、１、総括（歳入）、３

６ページの２、歳入、１款町税から６１ページの１

２款交通安全対策特別交付金までの質疑に入りま

す。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 地方交付税等、５９ペー

ジ、前年よりは若干下回っております。それに伴っ

て、減債補填、増えて、若干地方交付税等は増えて

おります。それで、伴って、この地方交付税の別枠

として減債補填債、そのものが当然減っているわけ

でありますが、この要因というのは、恐らくこの地

方単独の、いわゆるこれ見ますと、町民税等も当然

増えてきております。そういう影響の中で、この交

付税等というのが減少になっているのかなと思いま

すが、現状、今年度予算の現状というのはどうなっ

ているのか確認したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢委員の交付税

等々についての御質問にお答えいたします。 

 基本的には予算ベースで見ますと、６,７００万

円ほど予算ベースでは増やさせていただきます。一

方、決算ベースで見ますと若干の減少というような

ことで予算措置をさせていただきました。その中

で、地方財政計画等々、参酌いたしまして、普通交

付税を一定程度この２８億７,３００万円という形

で計上させていただきました。地方財政計画におい

ては、一定程度の伸びが予想されるのですが、それ

はあくまでも全国ベースでの伸びですので、うちの

町の人口減少等々、そういうのを含めまして、勘案

して、この額に定めさせていただきました。 

 一方、普通交付税の振替措置である臨時財政対策

債、これは昨年、今年として大きく減っている状況

でございます。昨年度の予算ベースにおいては、１

億３,０００万円というちょっと大きい額を計上さ

せていただいたのですが、これについては過去の発

行実績を踏まえまして、４年度予算については額を

予算計上させていただいたのですが、結果的に交付

発行実績については４,７００万円程度ということ

で補正させていただいた経過があります。本年度に

ついては、地方財政対策でも一定程度減少が見込ま

れますので、臨時財政対策債については２,７００

万円計上させていただいた経過でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 歳入の３７ページなのです

けれども、国有資産等所在地市町村交付金というの
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があるのですけれども、これが昨年度より２４０万

円くらい減っているというところを見てみると、北

海道防衛施設局の試算が昨年度から見たら相当小さ

くなっているというか、これ、どういう関係なの

か。前にもこれがあったような気がするのですけれ

ども、これについてお伺いしたいのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ３番髙松委員の御

質問にお答えします。 

 国有資産市町村交付金につきましては、こちらの

ほう、法律に基づきまして試算されている部分とい

うことで、防衛施設局からの交付金につきまして

は、年度末、本年度の官舎の入居者の、俗に言う家

賃、家賃がかかっていないものに関しては交付金を

支給しないという法律になっておりますので、昨年

度、自衛隊の関係ですけれども、家賃につきまして

は取っていないということで本年度減っておりま

す。 

 ちなみに、昨年は改修と６戸の戸数があったとい

うことで、昨年２６１万３,０００円の交付金であ

りましたが、来年度につきましては、今家賃を取っ

ていないということで、この交付金は支給されない

ということでこの金額になっております。 

 以上です。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） よろしいでしょうか。ほ

か、ございますでしょうか。 

 ７番、米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ３７ページの町税でお伺い

いたします。 

 ここで前年度より若干ですが町民税等が延びてお

ります。その内訳を見ますと、農業所得だとか若干

伸びておりますし、営業所得等の、ここら辺の伸び

が一定の要因なのかなと見ておりますが、この営業

所得については、業種別に見た場合、どういった業

種がこういった形になって課税の対象という形で伸

びているのか、まずこの点お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ７番米沢委員の御質

問に対して御説明いたします。 

 まず、個人住民税の予算の算定につきましては、

２年、３年、４年度の課税状況調査に基づいて平均

で計算しております。その中で、給与と営業農業、

その他、分離、この５種類で計算しております。そ

の中で給与所得につきましては課税標準額ですけれ

ども８００万円減、営業所得につきましては２,０

００万円増、農業所得については４,９００万円

増、その他が７００万円増、分離が５,１００万円

増という計算になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。ほか、

ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入、１款町

税から１２款交通安全対策特別交付金までの質疑を

終了いたします。 

 次に、６２ページの１３款分担金及び負担金から

６９ページの１４款使用料及び手数料までの質疑に

入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入、１３款

分担金及び負担金から１４款使用料及び手数料まで

の質疑を終了いたします。 

 次に、７０ページの１５款国庫支出金から、８１

ページの１６款道支出金までの質疑に入ります。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ７１ページの前年度とほぼ

変わらないのですが、総務費の国庫補助という形

で、今デジタルの田園の都市国家構想交付金という

形で地方創生のタイプという形になっております

が、これは今デジタル社会という形の中で、それに

伴った基準の基で支給されているのかなと思うので

すが、どういう基準でこの交付金というのは町に来

ているのかお伺いしておきたいと思います。 

 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時３５分 休憩 

午前 ９時３８分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢委員のデジタ

ル田園都市国家構想交付金地方創生タイプという補

助金について、所管は企画なのですけれども、総体

的なことということで私のほうからお答えさせてい

ただきます。 

 この交付金につきましては、去年から従来の地方

創生交付金と名称が変わっただけで内容は変わって

ございません。うちの計画に基づき、それぞれ事業

を計画を出しまして、それに伴いまして交付予定の

額を今回計上させていただいたものでございます。 

 主な事業としては、定住移住促進費並びにジオ

パーク推進事業、農業後継者対策費等々、十数本に

わたる事業に充当している状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ
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うか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ７３ページの特定防衛施設

周辺整備調整交付金の中の、こちらは予約型乗合タ

クシー運行で１,５００万円という形の金額が出て

おりますが、この中身についてお知らせいただきた

い。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番中瀬委員の防衛施

設調整交付金の予約型乗合タクシーの中身というこ

となのですけれども、これについては、調整交付金

事業のソフト事業の部分に当たります。これにつき

ましては、防衛局と調整いたしまして、おおむね１

０年間ソフト事業として予約型乗合タクシーに充当

させていただきたいということで、これについては

基金もつくりまして、計画的に毎年５００万円ずつ

支消しているところでございます。 

 今回、基金については、前回積み立てた分が全部

支消したので、今回新たに１,５００万円ここで積

み立てて、繰り入れるものでございます。補助金と

して計上するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 同じ今の特定防衛の施設周

辺のあれの中で、保健福祉総合センターのボイラー

の更新１,３００万円上がっているのですけれど

も、これ、昨年度の機種というかでは８１０万円く

らいではなかったかと思うのですけれども、これは

同じ規模のボイラーではないのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ３番髙松委員の保

健福祉総合センターのボイラー更新の事業費の関係

の御質問にお答えいたします。 

 昨年度と比較した増加という部分が、物価高騰と

いうことで、機械備品等々が非常に補正予算でもお

願いした経緯があったのですけれども、高騰したと

いうことで、物については同じ物２基がありまし

て、プールの保温、あとデイサービスかみんの浴

槽、あと施設暖房という形で２基を交互に動かしな

がら対応しているというような形で２基必要な施設

でございます。それで、去年の入札実績等々、あと

現在の物価高騰等を設計のほう、建築、水道課のほ

うと協議しまして、本年度の事業費を予算計上した

ところ、このような差が生じたというような結果で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今の関連なのですが、令和

３年度に実施設計をした事業ということですよね。

そうしたら、その実施設計したものを一応見直した

ということで捉えていいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ６番中澤委員の御

質問にお答えいたします。 

 基本同じ物２基でございまして、設計の部品の積

み上げというのでしょうか、ちょっと設計は詳しく

なくて申し訳ないのですけれども、その部分につい

ては変わっていなく、その単価自体をその設計に基

づいて、今回、Ｒ５年に必要な単価、見込みの分を

掛けて生じた事業費ということでございます。基

本、Ｒ３年にやったボイラー２基の更新の実施設

計、何も設計の費目自体は変わっておりませんの

で、その単価自体が今回実施設計に合わせて予算組

みをしたらこのような数字になったということで御

理解のほう願います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入、１５款

国庫支出金から１６款道支出金までの質疑を終了い

たします。 

 次に、８２ページの１７款財産収入から、９７

ページの２２款町債まで、及び議案第２５号上富良

野町公共施設整備基金の一部支消について、議案第

２６号十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部

支消についての質疑に入ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ９３ページになります。真

ん中ほどに社会福祉金庫運用資金貸付返還金という

のがありますけれども、私が議員になってからこれ

までの間、ずっと一定額で８０万円というような数

字を記憶しているのですが、今年度初めて減額にな

り、６４万円という設定に改められました。その要

因と背景、お聞かせ願います。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ８番荒生委員の社

会福祉金庫運用資金貸付返還金の歳入額につきまし

ての御質問にお答えいたします。 

 ずっと８０万円で計上していたところなのですけ

れども、実際の利用の利用率というものを過去の平

均を出しまして、今回６４万円で間に合う見込みと

いうことで減額をしているところでございます。 

 実際、利用件数につきましては、おおむね２５か

ら３３件ほどということで推移していまして、額も

規定はルールございますので、見込みで急に増える

ものという部分とか、急に減るというような、

ちょっと過去の経緯がございませんでしたので、こ

のような数字で今回計上させていただいたところで
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ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） この３年間振り返って、コ

ロナが始まった以降、民間とか、他の金融機関等も

一定程度無利子とかという形での、そういった助成

とかがあって、いわゆる利用者の方がそれに伴って

減った後の減額なのか、そういった背景の中にコロ

ナ禍というのは考慮してあるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ８番荒生委員の実

際のコロナ禍による利息等々の御質問にお答えいた

します。 

 本貸付金につきましては、無利子ということで社

会福祉協議会と契約して、そこを窓口として利用し

ていただいている制度でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 質問の答えになっていない

ので、もう一度答弁お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） 申し訳ございませ

ん。ちょっと答弁のほうがずれていまして。 

 特に件数的に見ていると、コロナで増えたという

ような形ではちょっと判断していないところでござ

います。影響は、コロナで増えたということではな

いということで御答弁いたします。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 最後にお伺いします。いわ

ゆる、利用者への周知というのは、この間も特別コ

ロナ禍を受けて、普段、年間例えば１０回周知する

ということで、それを１５回にしたとかということ

もないということでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） この資金につきま

しては、保健福祉課、あと社会福祉協議会に生活困

窮等々でいろいろ御相談になったときに、こういっ

た無利子の資金がございますということで、コロナ

以前からそういった生活実態、生活困窮に対応する

ものでありまして、社会福祉協議会のほうでは若干

ＰＲはしているとは思うのですけれども、町として

積極的にこの資金を普通の中小企業融資とか、ああ

いったコロナの影響を受けたような、ああいったＰ

Ｒということではなくて、やはり相談をして、実際

お金を借りないことが一番でございますので、いろ

いろと事情を対面で御相談した後、本当にこの資金

がなければ生活が厳しいという方につきまして、こ

ういった無利子の分を御利用いただいているという

ことでございまして、その１０回、１５回というよ

うなＰＲということはあえてしていなくて、町民の

実態に合わせて、御相談に応じ運用しているという

ような貸付金でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 十勝岳の共生の応援基金の

支消の件についてお伺いいたします。 

 この点については、一部、当然重要なものもあり

ますが、同時に一方で泥流地帯の映画化における支

消という形に計上されておりますが、町長はこの点

で映画化は進めるという形の話でありました。しか

し、私としてはこの点、もう一度原点に戻っていた

だいて、新たな会社とさらに何らかの動きがあると

すれば、そういった部分に対する基金の支消という

のは、ゼロから出発しなければならないのに、こう

いった支消するというのはちょっとどうなのかな、

理解できませんが、この点確認しておきたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 十勝岳と共生するまちづくりの基金からの繰り入

れいついての御質問でございます。泥流地帯の映画

化につきましては、本年度当初予算で進める会の運

営費のみの予算計上となってございます。先に一般

質問でもいろいろと討論いただいたところなのです

けれども、新たにその基金、ふるさと納税ですとか

企業版のふるさと納税を使って、制作のほうにする

場合には、これまでの通常の進める会の運営費では

なくて、しっかりと補正予算でまた御審議いただい

て、新たにちゃんと支消をするということで、今回

計上しているのは、今までレギュラーで行っていま

した映画化を進める会の運営費のほうに充てている

ということで、制作費のほうの予算については、今

年度は当初からはちょっと相手も決まっていないの

で組めていないというのが実態でございますので、

今回の１,０００万円につきましては、主にジオ

パーク、それから拠点施設としての郷土館の整備、

それから先ほど申し上げました進める会の通常の運

営費、そういったほうに充てているということでご

ざいますので、こちらのほうからまた議論になって

おります制作費云々の話になった場合には補正をさ

せていただかないとならないということでございま

すので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 私は、これ、関連があると

思っているのです。そういう形ではないという形
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で。しかし一方、進める会ということになれば、そ

ういった関連性が当然出てきているはずであります

から、そういう意味では当然このケースというのは

納得できるものではないなと思います。当然新たに

出発するわけですから、当然だと思いますが、確認

しておきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 確かに連携協定の相手方がまだ決まっていないと

いうことでございますけれども、地域において、町

の皆様と共に泥流地帯の映画をつくりましょうとい

う気運醸成ですとか、それからロケ、撮影等が始

まった場合の協力をしていただける方々とも、やは

りそういった組織というのは、進める会というもの

は維持しながら、なおかつ今後協定を結ぶような方

との決める際のアドバイスをいただいたり、御理解

を賜ったりするためには、進める会というものがき

ちんと存在していることが大事ですし、また進める

会の方々もこれまで一生懸命映画をつくろうという

ことで取組をしたり、お話し合いをさせていただい

た経緯がございますので、そちらのほうにつきまし

ては、連携協定が解消になったから全てが終わった

ということではなくて、そういった映画づくりに関

しては、町の皆様の引き続きの活動をお願いしたい

ということで予算計上しているものでございますの

で、その点は御理解を賜りたいなと思っておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、この支消金額１,

０００万円の中に、泥流地帯映画化事業として１０

０万円が含まれているということでよろしでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １番元井委員の基金

の、支消の関係の御質問にお答えいたします。 

 総額、支消金額については１,０００万円という

ことで議案で出させていただきました。その中で、

泥流地帯の、今副町長答弁いたしました進める会の

負担金について１００万円、さらに、そのほかなの

ですけれども、ジオパークの推進事業について３０

０万円、あとロケツーリズム関係、これについて１

００万円、あとジオパークの拠点施設の郷土館の施

設整備、展示物の整備に５００万円ということで、

合計１,０００万円ということでございます。先に

お配りいたしました予算説明資料の繰入金のところ

に載っていますので、御参照いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今の十勝岳と共生するま

ちづくり応援基金の支消に関してなのですけれど

も、今回、泥流地帯の映画化事業で１００万円支消

となっており、これまでの様々な機会での御説明の

中では、泥流地帯の映画化に関して、いただいたお

金に関しては色が付いたような形で町で保管してお

ると理解しているのですが、この十勝岳と共生する

まちづくり応援基金の中で、どのお金をこの映画化

い使ったかなどは、例えば基金を分けるなどのよう

にして分かりやすく可視化したほうが、何か我々と

しても分かりやすいような気がするのですが、そう

いう計画はないのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま１１番小林委

員の十勝岳と共生するまちづくり応援基金の主に泥

流地帯の関係の御質問にお答えしたいと思います。 

 皆さんにお示ししている基金調整等については、

特に泥流地帯部分とそれ以外の部分について分けた

ような資料は提供していないところですが、こちら

の資料としてはしっかりとそれを管理してございま

す。今回の部分については、企業版及び個人の泥流

地帯分ではなくて、一般的な十勝岳と共生するまち

づくり事業に拠出していただいた方の寄附を財源と

して今回支消させていただいたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 恐らくなのですけれど

も、令和５年の定例会の間とかにも、この映画化の

事業に関する、いろいろな様々な議論が行われてい

る中で、今ある四千何百万円というのは、結局今幾

ら使っているのかとか、結局今回使う事業はその中

から出るのか、それとも広義な意味で基金全体の中

から支消して使うのかなど、その辺はある程度クリ

アにして、分かりやすく可視化されていったほう

が、何か今後の議論においても、お互いにとって建

設的な話になりやすいのではないかなと考えますが

いかがでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、１１番小林

委員の御質問ですが、なかなか一遍だと映画化の部

分が幾らかとか、支消が幾らかというのが分からな

いので、今後については分けた形で資料をお示しす

るようにしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ８番荒生委員。 
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○８番（荒生博一君） ９３ページ、一番下段にな

ります。他市町村一般廃棄物処理料負担ということ

で、要求資料の１４ページ、資料１３にも詳細を明

記いただいておりまして、この増額というのはきっ

と処理に必要な燃料であるとか、そういった諸経費

の増加に伴うものだとは思いますが、その辺確認さ

せてください。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ８番荒生委員の御

質問にお答えいたします。 

 こちらにつきましては、まず重油に関しまして

は、近年の実績をもちまして重量のほうを算定させ

ていただいております。あと単価に関しましても、

今年度、５年度であれば３年度の実績を踏まえた上

での単価の積算、あくまで前々年度の実績を踏まえ

てやっております。他町村も同様となっておりま

す、単価の積算については。こちらのほうで積算を

させていただいた上での他町村からの受け入れの金

額の合計の試算ということで予算を計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ページ、９５ページの中

ほどよりちょっと上に図面等売払収入１,０００円

というのがございます。この図面というのは何を指

しているのか質問したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １０番今村委員の

図面等の売り払いについてなのですけれども、うち

のほうで、建設水道課のほうで管理しております道

路網図だとか、町の全町図の売り払いを想定してい

まして、ここで１,０００円置かせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 地図には縮尺によって２

万５,０００とか５万とかございますけれども、私

が心配しているのは、その中に演習場のところが

入っている地図があるかないかというのがそうなの

です。縮尺が大きくなれば、当然町全体が含まれて

しまいますよね。そういったものが、演習場も含ま

れた地図もあるのかどうかということをお聞きした

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １０番今村委員の

ただいまの演習場の含まれた図面ということで、通

常、町民の方だとか、来町されて図面を求められる

方は、大体５万分の１の図面ということで、その中

には上富良野町全域入っておりますので、確かに演

習場の外枠を細い線でなぞったような図面の記載に

はなっておりますけれども、どこに何があるだと

か、記載されているのはあと等高線と河川、その程

度で詳細のほうは分からないような感じになってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 分かりました。私、老婆

心ながら、他市町村の規則とか細則、あまり分から

ないと思うのですけれども、演習場というような地

図はコピーを取るのもだめなのですよね。処理する

のも非常に注意する、注意関係になっていますの

で、万が一そういったところが入って、詳しくあれ

ば、売却等を行うとき、注意を払ってやっていただ

きたいと思っています。よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ９５ページですが、富良野

地方自衛隊協力会の旅費の負担というのが出ており

ます。この旅費の負担の部分というのはどういった

形の負担の部分になっているのか教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩です。 

─────────────── 

午前１０時０４分 休憩 

午前１０時０５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番中瀬委員の御質問

にお答えいたします。 

 これ、協力会の旅費負担ということで１０万円計

上させていただいてございます。その関係なのです

けれども、うちの町長のところが上部団体の役員と

して出張するときに、その団体等の経費として、う

ちで先払いして旅費が行くのですが、後からその分

の旅費をいただくという形になっておりますので、

そのようなことで１０万円計上させていただいてご

ざいます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） これ毎年、去年もそうです

よね、１０万円ということで。ということは、そう

いった趣旨でずっと今までやっていたということで

いいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの再質問にお

答えしたいと思いますが、従来このような形で歳入

歳出計上してやらせていただいてございます。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ８２、８３財産収入の当

たりに関してなのですけれども、旧教員住宅で今使

われていない部分の売り払いだったり利活用だった

り、そのような計画は令和５年度あるのかお伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、１１番小林

委員の旧教員住宅、旭町の、この部分については今

多くは、以前お試し住宅等々で使っていたのですけ

れども、その部分についてはまだ具体的な売払計画

というのは持ち合わせてございません。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ９５ページの上のほうなの

ですけれども、宝くじ交付金の収入というのが、昨

年の半分くらいになっているのかな、これ。それ

で、この要因というのは自治宝くじのということで

すよね。それ、売れていないというか、あれだった

のかな。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、３番髙松委

員の御質問の宝くじ収入交付金ということで、去年

５００万円程度が２６０万円になったという予算措

置をさせていただいたところなのですが、これにつ

いては御存知のとおり、サマージャンボをはじめ、

宝くじ交付金の市町村の交付ということで、ルール

によって交付されているような状況でございます。

去年より若干減っているのですけれども、ここにつ

いてはちょっとなかなか支給総額が分からないとい

う部分もあります。併せまして、一部財源調整とい

うのですか、最終的な予算編成するときの調整枠に

使わせてもらっている部分もございますので、若干

この部分については毎年度増減するということで御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ここの部分でまだござい

ますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、ほかになけれ

ば、一般会計予算、歳入歳出予算事項別明細書の２

款歳入及び議案第２５号上富良野町公共施設設備基

金の一部支消について、議案第２６号十勝岳と共生

するまちづくり応援基金の一部支消についてに対す

る質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は２０分でございます。 

─────────────── 

午前１０時０９分 休憩 

午前１０時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 引き続き、委員会を再開

いたします。 

 暑い方は上着を取っていただいて結構でございま

す。 

 それでは、３４ページから３５ページの歳入歳出

予算事項別明細書、１、総括、支出及び９８ページ

の３、歳出、１款議会費から、１２９ページの２款

総務費までの質疑に入ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 予算書１０５ページになり

ます。６の情報公開等審査会運営費のあとに昨年７

という項目で訴訟対策費というのがございまして、

５９万４,０００円の計上がなされているのが今回

載せ忘れてはいないと思いますけれども、裁判、い

わゆる、昨年はもう終わったのですか。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ８番荒生委員から

ありました予算におけます訴訟対策費の予算という

ことでの御質問に私のほうからお答えをしたいと思

います。 

 訴訟に関してましては、まだ継続中というところ

でございますが、こちらに関しまして、３年度にお

きまして補正予算ということでお認めいただきまし

て、その状況を見ながら、４年度当初で昨年は費用

弁償分ということで拠出させていただいたところな

のですが、実質、いわゆるこれまでの裁判所での手

続、私ども初めてですので、弁護士事務所と相談し

ながら取り組ませていただいているところですけれ

ども、ほとんどがこのコロナ禍ということもありま

して、ほとんどウェブで、私どもはウェブで行って

おりまして、いわゆる組んでいた費用弁償は弁護士

さんが旭川に来られたときにお支払いしますという

契約になっていますので、実質４年度につきまして

は全てウェブで終わっているということで、こちら

については、幾らあれば間に合うのかというのも、

ちょっとなかなか難しいということもありまして、

当初予算１月の末に閉めましたので、その当時で５

年度にかかる予算が分かれば載せる予定だったので

すが、ちょっとそこが不明だったということで、予

算編成上、とりあえず当初はまず見送りをしようと

いうことでなってございます。 

 こちらにつきましては、次回、３月１４日にまた

手続がありますので、その状況を受けて、今後どの

ように、いつの頃になるのかなというのが分かるの

かどうかもちょっと分からないのですけれども、そ

こら辺がはっきりした段階で改めて５年度のどこか
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で専決処分なり、あるいは補正予算なりを講じて対

応していきたいと思ってございます。 

 ただ、そのもの自体はまだ継続中ということで御

理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 丁寧な御説明をいただきま

したので、ついでにもう一つ伺います。 

 １年以上経過をしている中で、現在も継続中とい

うことですけれども、見込みとして、例えば年内の

秋口には決着の見込みとかというような、感じとい

うか、そういった先の見込みというのはどのように

お考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ８番荒生委員から

ありました訴訟対策費に関連する御質問ということ

でお答えをさせていただきます。 

 この関係につきましては、始まりましたのが３年

の５月の末からスタートという形になっています。

当初は、おおむね、こういうケース案件につきまし

ては、１年から１年半くらいということで、当初う

ちの委託をした弁護士事務所さんのほうと見込んで

いたところでございますが、既に２年近くもうなる

かなと思ってございます。 

 これまで手続的には１０回の、いわゆる弁論準備

手続というのが行われまして、その中で原告側、被

告側からそれぞれ準備書面というのを提出しながら

やり取りをしているところでございますが、ここら

辺につきましては、次どうするかということについ

ては裁判所のほうで判断をして、お互いにまだ言い

分と言いますか、述べることありますか、あるいは

相手に対して言うことがありますかということで

やってきておりますので、なかなか先は見通せない

かなと思っております。 

 ただ、おおむね２年程度ということを想定すれ

ば、５年度中には何かのことがいくのではないかな

ということで思っておりますが、このことにつきま

しては、実際、全国でこの住民訴訟というのはかな

りありまして、中にはかなり長期的になっていると

ころもありますが、そこら辺はうちのほうの弁護士

と、あと裁判所が判断していくことかなと思ってご

ざいますので、町のほうにつきましては、いわゆる

被告側でございますので、適切に対応してまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １０９ページ、１項５目企

画費の中の地域おこし協力隊管理費に関してお伺い

いたします。 

 令和５年度は、現在３名の方が内定しているとの

ことで大変期待をしております。ただ、募集枠に対

して応募者が少なく、現在再募集をかけていると

伺っておりますけれども、再募集の際、当初の募集

要項に文言等、また募集の手法に何か手を加えたの

かどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 予定していた人数、募集がなかったものですか

ら、再度募集をかけているところでございます。内

容につきましては、前回の内容と同じ内容で募集の

ほうをかけているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 札幌に在住する知人が上富

良野町への移住を希望しておりましたので、個人的

に進めさせていただいたのですけれども、やはり募

集開始から任用開始までの期間が短いというのが一

番大きな理由だったのですが、ホームページを確認

すると、自分が上富良野でどのように活躍できるの

かというイメージが非常に沸きにくいという御意見

があって、移住というか応募を断念したというよう

なことがございましたので、ちょっとその募集要項

に関しては、今後手を加えられたほうがいいかな

と、個人的には御意見として述べさせていただきま

す。 

 また別に、地域おこし協力隊の募集制度のジョイ

ンを見ると、あれは無料ですので予算計上されてお

りませんけれども、２０件くらいがばっとパソコン

のインターネット上では並んできて、上富良野町は

地域振興推進員と観光推進員をまとめて一括で掲載

されているので、これ、僕はむしろ分けたほうが、

結構ほかの町って分けているので、スクロールした

ときに上富良野町が一瞬でぱっと素通りしてしまう

と通過してしまうので、分けて掲載したほうが上富

良野町、上富良野町と目に止まりやすいと感じてい

るのですが、これ、一括している理由がもしあれば

教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、今地域協力隊と観光協議

会のほうはまとめて出させていただいております。

一緒に見てもらったほうが目に止まるのかなという

考えもございまして、今一緒にジョインの中では一

つの中に入れさせていただいております。二つ分け
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てやるというのも一つの方法と思いますし、その辺

につきましては研究検討してまいりたい、ほかの町

村も見ながら研究していきたいなと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 募集に係る経費について

は、予算計上されていないということでよろしいで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 ５年度の募集経費については、予算は計上してご

ざいません。今予算計上しているのは、それに係る

報酬費等々の補助金とか、そういうのを予算計上し

てございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） この募集経費についても１

２月の一般質問で、私質疑させていただきました

が、２００万円上限で特別交付税措置が講じられる

ということですので、今後この応募がない状態が続

いた場合、年度途中で補正予算を組むなりして予算

を伴う募集の手法に着手する可能性があるのかお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 今現在無料のジョインを使わせていただいて募集

のほうかけております。当然のことながら、経費を

かけるのも１００万円までは特交の対象にもなりま

すので、それも含めて、なければその手法になる

か、もしくはあと６年度のほうも考えていかなけれ

ばなりませんので、それも含めた中で、必要が生じ

たときには補正予算等でお願いするような形になる

かと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林君啓太） 今の地域おこし協力隊の

関連で、既に採用が決まっている方もいるというお

話だったのですが、実際この間、何人の応募に対し

て何人の採用が決まったのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（岩田守高君） 小林委員の何人

の応募があったのかという御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、令和４年の１２月３０日から令和５年１月

２７日まで、まず第一弾の募集をかけました。そこ

で４名の応募がありまして、うち３名が内定してい

るという状況にあります。その後、令和５年２月２

日から現在募集中であります、これは特産農作物支

援員ということで現在募集中です。その後、第三弾

といたしまして、地域振興推進員と観光推進員、こ

ちらを２月２２日から５月３１日までということで

募集をしている最中です。第２回目の募集、２月６

日からの募集につきましては、一人応募がありまし

たが、ちょっと内定には至らなかったというような

状況です。第３段の今募集につきましては、問い合

わせは２件ほどあるような状況だったと思いますけ

れども、まだ申込みはないというような状況になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林君啓太） 以前、この地域おこし協

力隊などの募集やマッチングなどを行っているサイ

トの業者の方からお話を聞いたことがあって、その

際に言われたのが地域おこし協力隊として町に定着

しやすい事例だったりですとか、長く続いていただ

ける方がどういう方かというのは、基本的にはたく

さんの応募の中から選ばれた方を使っている地域で

定着率が高いというお話を伺ったのですけれども、

一方で少ない応募の中からほとんどみんな採用のよ

うな形を取っている自治体に関しては、マッチング

がうまくいかなくて定着率が低いというような説明

を受けて、今それでお伺いしたのですが、実際４人

の応募に対して３名というのは結構な確立で応募が

決まっているなということで心配するところである

のですが、今後も、恐らく応募に対して採用するか

どうかの面談なりが行われると思うのですが、その

採用の基準で大切にされているポイントとか大切に

していくポイントや、ちょっと採用に至らないよう

なポイントがあるのであれば教えていただければと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 まず、申込みしたときに、申込みした理由ですと

か、あと上富良野町に来てやっていきたいこととい

うのを書いていただきまして、そのような中で次は

面談しましょうということで、今はズームで面談す

るような形になっているのですけれども、そこでい

ろいろなお話を聞いたりしている中で採用を決めた

りとかはしております。残念ながら不採用になった

方については、ちょっとこちらの希望する職種に
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ちょっと合わなかったのかなということで不採用に

なったことがあります。目的ですとか希望ですと

か、文章見ただけで大体この方が上富良野町に来

て、上富良野町のためにいろいろなまちおこしのた

めにやってもらえる事業ですとか、そういう意気込

みとかも分かりましたので、そういう形で、そうい

うのを重視しながら採用のほうを決めているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林君啓太） 今の御答弁に関してなの

ですが、実際にズームとかをやって、現地に来られ

ないで採用が決まるケースもあるというようなこと

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林委

員の御質問にお答えします。 

 たまたま３名の方の採用になったわけですけれど

も、この３名の方、一度は上富良野に来たことがあ

る方ばかりでして、それで上富良野に来て、きっか

けは、マッチングしたのは移住フェア、北海道移住

フェアは東京でやっていまして、そこに来ていただ

きまして、上富良野に来たことがあると、今募集し

ているのであればぜひそれに参加したいということ

で、一大決心ですよね、東京の大都市圏から会社を

辞めて、そして地域おこし協力隊として来たいとい

うことで決断していただきまして、応募をしていた

だいて、今回採用が決まったという形になっており

ます。やはり、都会に住んでいて、結構ないい職

種、お仕事されていた方なのですけれども、一大決

心をして上富良野のために何かやってみたい、ここ

から情報発信をしていきたい、そのような気持ちを

持って来られている方ですので、上富良野に来たこ

とがある方が、たまたま３名とも上富良野に来たこ

とがある方でした。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林君啓太） 実際に現地を踏まれてい

る方ということで、少し安心する部分ではあるので

すが、今佐藤委員の質問にもあったように、やはり

たくさんの応募の中から選んだほうがマッチング精

度は高いのかなと僕も思うのですが、ただ一方で、

実際現地に来られた方とかのほうが、やはり継続率

とか考えればいいのかなとかいろいろ考えるところ

ではあるのですが、今後はもし仮にズーム等で面談

の申込みとかがあって、現地に来たことはないが、

ちょっと協力隊で働きたいといったような方も採用

の可能性はあるのか、もしくはそういう方が実際現

地に１回来てみたいといったときに使える予算など

があるのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林委

員の御質問にお答えします。 

 移住定住のこの特別交付税の中には、お試しで来

られるというのもあります。ですから、それちょっ

と、こちらに来る経費についてはあれなのですけれ

ども、来るのは自費になってしまいますので、それ

は見れないのですけれども、そういう制度もありま

すので、そういう制度を活用した中で上富良野町に

訪れてみるとか、そういうのも一つの手法だなと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 他の自治体ではいろいろな

取組されております。相手ですから、当然好みもあ

りますし、やはり土地柄でなかなかなじめないとい

うこともあるのだろうと思います。一部の自治体で

は体験ツアーという形の中で実施されている自治体

もあります。そういう工夫をしながら呼び込んで、

恐らくなかなかすぐ結び付くということはかなり難

しいのだと思うのですが、やるからにはやはりいろ

いろな工夫をして、上富良野の魅力を知ってもらっ

たりだとか、そうい体験ツアーの中で組み込みをし

ながらするというのも一つの案だと思いますが、当

然そういった各地の事情なんかもお分かりだと思い

ますがどうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、いろいろな体験ツアーと

かやっている自治体もございます。今後そういうの

を、今地域推進員という方で来られている方がいま

すので、そういう方が移住定住のほうの仕事をやっ

てもらい、情報発信ですとか、将来的には移住定住

コンシェルジュみたいな活躍をしていただいて、そ

の中でまた移住定住の方を少しでも増やしてもら

う、また魅力ある上富良野町に来ていただくような

手法を今後も検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今の件でお伺いしたいので

すが、教育支援専門員という形で１名募集をされて

おります。これ、該当者がいたのかどうなのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答



― 15 ― 

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 教育支援専門員の方、該当者いまして、来年度か

らの採用ということで決まっています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ力持った方がい

らっしゃいますので、やはりそういう力を借りなが

ら、また同時に、先ほどとちょっと重複しますが、

魅力を体験してもらうというようなのを含めて、や

はり積極的な対応、工夫をさらに推し進めるという

ことが大事だと思います。確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 やはり情報発信というのも大事ですし、あと５年

度におきましては、移住フェアというのが東京、大

阪でございます。毎年東京、大阪ということで、今

年は東京、来年は大阪みたいなやっていたのです

が、今年につきましては東京、大阪と２か所に行き

まして、そこでの情報発信、いろいろな方とのマッ

チング等もしていきながら、上富良野の情報発信

と、あと、先ほども言いましたお試しみたいな、そ

ういう事業も今後は検討していきたいなと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １０７ページです。負担金

及び補助及び交付金の関係で、ＪＲ富良野線連絡協

議会の負担金が、令和３年度が６万円、そして令和

４年度が５万円、そしてまた、今年６万円になって

います。１年おきに１万円ずつ動いているのです

が、これはどういう関係で動いているのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（岩田守高君） ４番中瀬委員の

ＪＲの負担金についての御質問にお答えいたしま

す。 

 令和４年度につきましては５万円の負担金で、５

年度の予算につきましては６万円ということなので

すけれども、５万円に至った経緯がありまして、令

和３年度にコロナの影響で事業ができなかったとい

うことで繰越金が多くありまして、令和４年度の負

担金が少なくなったため５万円ということで支出の

ほうをしております。令和６年度につきましては、

コロナの影響も少なくなってきているということ

で、通常の事業体制に戻りますということで６万円

の負担金となっております。 

 内容につきましてなのですけれども、ＪＲの絵画

コンクールだとか、あとＪＲの駅舎の子どもの見学

ツアーだとか、あとは利用促進として、今のところ

の想定なのですけれども、駅のスタンプラリーだと

か、そういったことを実施する予定で６万円の負担

金の予算を計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） いわゆるＪＲの廃止とかと

いう状況は今でも続いていると思いますけれども、

状況的にはこれ、富良野沿線の市町村が存続に向け

ていろいろなイベントをやりながら存続をしてほし

いという形だと思いますけれども、現実の問題とし

て、ＪＲ側からこの富良野沿線を今後どのようにし

たらいいのかという具体的な提案というのがあれば

教えていただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員

の御質問にお答えします。 

 富良野線につきましては、当然通学ですとか通

勤、それから夏になると観光路線、冬も観光で来ら

れる方もいますけれども、やはり存続していきた

い、やはりそこを続けていきたいというか、廃止し

ないでほしいというのは当然、沿線の５市町村の願

いでもございます。 

 その中でいろいろな事業をやっていこうというこ

とで、先ほどもちょっとあったのですがアクション

プラン、これアクションプランというのはＪＲ独自

で国の補助をもらってやる事業なのですけれども、

今ひとめぐり号と昨年も来たと思うのですが、それ

を富良野で止まっています。富良野で止まっている

のを旭川まで行きましょうといったときにはダイヤ

の改正とかいろいろなことがあります。これはＪＲ

のほうでやっていただくような事業です。今度うち

の町としてはめぐりあいが来たときにはそこでいろ

いろな物産を販売したりとか情報発信をしたりと

か、そういうのを一緒にやりながら協議を進めてい

きたいということでございますので、廃止とかは

ちょっと議題の中では出てこらずに、盛り上げてい

きましょう、少しでもお客さん乗ってもらいましょ

う、これからまたインバウンドとかまた復活してく

ると思います。そうなれば列車を利用する方が大分

増えてくると思います。そういうことに対しても、

やはりこの富良野線を存続し、また、地域で、ノ

ロッコ号も含めて盛り上げていきたいなというとこ

ろで沿線で協議を行いながら、いろいろな事業を

行っているところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） そのもう一つ下側のところ

に旭川十勝道路の促進期成会の負担金の負担金とい

うのがあります。こちらは毎年同じ金額なのです

が、これ、当然この沿線、この富良野から旭川に向

けて、それから南富良野のほうに向けての関係の首

長さんは全部それを会議の関係の、この期成会の関

係はよく分かっていると思いますけれども、現実の

問題として、今まだ中富にいますが、こちらの方

向、上富に向かっていく方向性はまだ全然示されて

いないのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 今、委員おっしゃるとおり、旭川十勝道路につき

ましては期成会をつくりまして、行政側、それから

民間側と期成会を二つで道路の着実な早期完成に向

けて進めているところでございます。まだ開発のほ

うからこの路線というようなルート線ですか、案は

提案のほうは何件かあったこともあったのですが、

確実なこの辺という計画のほう、まだお示しいただ

いていないというところでございます。 

 期成会としましても、当然行政とあと民間団体等

も含めて、１日でも早い完成を目指しているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 基本的に、中富から上富ま

での距離というのが五、六キロですよね。あと、来

る距離の間が。中富が終わって上富良野にいつ来る

かというのは、我々もできるだけ早い時期に完成し

てほしいという期待を持っているものですから。だ

から、おおよそどれくらいの時期には上富良野の地

域に工事が入ってこれるよなという、そういったお

およその目安もないということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたします。 

 これ、国の予算が非常に関連してきます。計画段

階評価というのがまず次の目指すところなのです

が、それがないと事業化にはなりません。高速道

路、高規格道路、北海道中いろいろ工事しておりま

して、どこが次どうなるのかというのは、どこの箇

所も要望しておりまして、次どうなるのかというの

は本当分からない状況で、旭川十勝道路につきまし

ても、いつというのは本当に明確に示されていない

ところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 確かに今の、昔はある程度

の予定が立てば早めにルートとかそういうものを示

されたことはありますが、今はいろいろな事情が

あって、そういうことが事前にならなければ公表さ

れないという部分はよく分かります。ですが、今

回、前回まではこの上富良野管内に、いわゆる保守

系の議員さんがいなかったということが工事が遅れ

ている原因だということを若干聞いております。そ

んな中で、特にこの富良野沿線、特に旭川までのこ

の道路については、観光面とかいろいろなことで、

この道路をできるだけ早く完成してほしいというの

は皆さんの要望だと思っております。それがある程

度示されないと本当にできるのか、いつまでかかる

のかという不安ばかりが先に立ってしまって、上富

良野町もそうですし、美瑛町さんもそうでしょうけ

れども、どうなるのだというそのことが不安になる

わけです。ですから、そういった面で、今後町長も

強力に地元選出の議員さんを尻をたたいてでも何と

か早めに完成できるような形を取っていただければ

と思っています。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、非常に観光とか物流、そ

して緊急車両、特に上富良野の場合、上富良野含め

て、富良野圏域の旭川へのルートということで非常

時、十勝岳抱えておりますので、災害時のライフラ

インとして非常に重要な道路出ありますので、一刻

も早く、１年でも早く完成できるように、着工でき

るように、関係機関はもちろんそうなのですが、地

元選出の議員さん、それらを通じて、強力に推進、

要望を続けていきたいと、このように思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 関連でお伺いします。 

 道路を推進するというのは賛成なのですけれど

も、１点、上富良野区間で土地の買収とかは町とし

ては把握しておられるのか、把握しているのだった

ら買収、道路が計画どおりに済む予定があるのかお

伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １２番小田島委員の御質

問にお答えいたします。 

 大変その買収等についてはデリケートな問題でご

ざいますので、私どものほうにもそういったような

情報についてはいただけてはおりません。当然ま
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だ、町長おっしゃったように、調査も入っていない

段階ですから、その前のいろいろな調査は入ってい

るのでしょうけれども、そういった詳細については

外部に漏らさないようになっているのかなというよ

うなことで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １１５ページの町の表彰の

ところなのですけれども、名誉町民審議会委員とあ

りますけれども、審議委員が何名で、この審議をい

つから、何月頃から始めたいのかというのは決まっ

てあれば教えてほしいのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ２番北條委員の名誉町

民の関係の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、名誉町民審議会の委員については７名とい

うような構成となっております。内容的には議会、

教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会の代表者

の方４名と、町内の居住者という形で３名という形

の計７名となっております。時期につきましては、

対象者の意向の部分もありますので、その対象者の

意向を聞きながら、適時、適当な時期に開催したい

というような案件でございます。基本的には表彰式

がありますので、その前には開催したいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） ということは、１１月前に

はやるということでいいのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） そのようなことで考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １１９ページ、１項９目バ

ス運行費全般に関してお伺いいたします。 

 運転手が足りているかというような質問でござい

ます。タクシー運転手さんに関しては、町内２社に

お伺いすると、やはり綱渡り状態でやっているとい

うことでお伺いしております。バスの運転手さんに

関しては、ちょっと私は存じ上げておりませんけれ

ども、町としてはドライバーに関して、現在十分に

確保されていると考えておられるのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、バスの運行の在り方なのですが、こ

ちらのほうにつきましては、長期継続契約でさせて

いただいておりまして、令和７年度までの長期継続

契約といった形になっているところです。バスの運

行については、町の直接的なドライバーをもって運

行しているものではないといったことで御理解をい

ただければと思っているところです。 

 また代替の部分、また目的外で動くような部分の

運行の部分につきましても、経費のほう計上させて

いただきまして、御審議いただいていると思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） すみません、ちょっと分か

りずらかったのですが、要は例えば、免許取得補助

であったりとか、ちょっと私はもうそれくらいしか

思いつかないのですが、担い手不足の対策費という

のは、町で予算計上して、それに充てるということ

は現時点ではないという考えでよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今の御質問の内容としましては、バスの運行とい

より、この上富良野町内のそういったドライバーの

方の確保策ということでよろしかったですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○財政管理班主幹（上村正人君） こちらの経費の

部分については、ここの費用では特に計上はしてい

ないですし、町の予算の中ではそういったものは組

み込まれていないといった状態です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） すみません、質問が分かり

ずらかったでしたら申し訳ないです。 

 ですので、民間のタクシー事業者さんの人材不足

も当然民間の事業者さんの努力でされるべきだし、

バスの運転手さんに関しても、今は町が令和７年ま

で委託しているところの中で努力されることだとい

うような、町とドライバーさんを抱える事業社さん

との関係というのはそういう関係性だということで

よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） そういった考え

方で結構かと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １０５ページの地域情報

化推進費の委託費に当たると思うのですが、町長の

執行方針の中でも公衆無線ＬＡＮのアクセスポイン

ト増設などを図っていきたいという話があったかと



― 18 ― 

思いますが、令和５年度においては、こういった、

どこに新しく増設していく予定なのかをお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） １１番小林委員か

らありました地域情報化推進のところのアクセスポ

イントの増設という部分の御質問にお答えをしたい

と思います。 

 まず、執行方針のほうではその部分につきまして

記載をさせていただいております。ただ、予算書上

につきましては、その分の増設に要する費用につい

ては、予算上は盛り込んでいないというところでご

ざいます。こちらにつきましては、既存、既に買っ

ている機器がストックとしてありますので、それを

今付いていないところに付けていきたいなというこ

とで想定をしておりまして、なかなか業者さんに頼

みますと、１箇所当たりそれなりの費用がかかりま

すので、そこら辺は直接自分たちでやれる範囲でや

るということで、予算については載せてございませ

ん。 

 今想定しているのは学校のほうで、ギガスクール

で中の配線環境が一応改善されましたので、それを

利用した中で学校の中に、学校は避難所としても想

定をされておりますので、そういうときに使えるよ

うなものに、今後時期を見ながら付ける作業を行っ

ていきたいということで予定をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） その計画の中で、例えば

かみん、公民館、社協センターなど、ステージに近

い当たりに関しては、今はちょっとネットが届かな

い状況かなと理解しているのですが、実際様々なイ

ベントを行うタイミングとかで、そのステージのほ

うにもインターネットが届いたほうがいろいろと使

い勝手がよかったなという機会を何回か経験してい

るのですが、そちらのほうに届くような増設とかは

お考えないかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） １１番小林委員か

らありました設置箇所の御質問の関係かなと思いま

す。普段、町民の皆さんが使われる箇所ということ

でかみんですとか、あと公民館とか社協センターと

いうことでございます。それぞれの具体的なところ

というのはきちんとしておりませんが、まずかみん

につきましては、ホールのほうにも既に設置をさせ

ていただいておりますので、ホールというか多目的

ホールの中でも、前はなかったのですけれども、今

は多目的ホールの中でも使えるような形になってご

ざいます。 

 あと公民館と社協センターでございますが、公民

館につきましては、所管は教育委員会のほうなので

すけれども、今付いているのが図書館の中に付いて

おりますので、図書館の中も一部電波が悪いという

ことで、今既存予算の中で教育委員会のほうで図書

館の中の環境をよくするということで今想定をして

いるそうでございます。 

 あと、それ以外の公民館の部分につきましては、

ホールのほうにつきましては、配線工事がどうして

も必要になりますので、今臨時的に必要なときには

設置するような形になっていますが、ドアを閉めれ

ないという状況になっていますので、やろうとする

と配線工事に数十万円実際はかかるということなの

で、そちらにつきましては、今後の検討課題かなと

思ってございます。 

 あと社協センターのほうにつきましても、入った

玄関口と言いますか、入ったホールのところに１か

所しか付いてございません。そちらも課題で、いわ

ゆるアリーナ側、あるいは武道館側のほうの要望は

聞いておりますが、あそこも実際配線工事をします

とかなり、多分何十万円単位ではない金額がかかり

ますので、そこら辺につきましては何かその施設に

対して手をかけるときに、そういう部分の工事も併

せてやれないかなと今のところは予定をしていると

ころでございます。 

 また併せまして、今回の予算でいきますと郷土館

の部分、新年度、ジオの関係で一定程度整備します

ので、そこら辺も環境を整えることの費用が組み込

めないかどうかというのは、その中で見込んでいき

たいと思いますし、組み込めるのでしたらその中で

実現をできるのかなということで想定をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） まず、１０１ページの特別

職報酬審議会の関係でお聞きをいたします。 

 予算額が７万２,０００円となっていますが、こ

れの算定根拠についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ６番中澤委員の特別

職報酬審議会の報酬の額の根拠につきまして、御説

明させていただきます。 

 特別職の報酬審議会につきましては、委員１０名

の方が審議会委員ということでなっていただきまし

て、その方を、２回の審議会を予定しておりまし

て、１回の単価と言いますか、報酬額が３,６００

円となりますので、３,６００円掛ける１０人の２

回分というような積算になっております。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 昨年や何かもこれ予算化さ

れていたのですが、昨年は実施していなかったとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ６番中澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 昨年度と今年度と言いますか、令和４年度につき

ましても実施はしておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 特別職の今審議をしようと

している対象については、どのような対象を考えら

れているかお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ６番中澤委員の特別職

報酬審議会の対象につきましては、特別職非常勤職

員、あと議会、すみません、特別職及び議会議員

等々の方を対象に、審議の対象にしていきたいと考

えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 分かりました。 

 執行機関の、例えば特別職と、それから議会議

員、議会については１回特別委員会を設置して、こ

の件について報告をさせていただきました。それを

受け止めて実施をしてくれると理解しております。 

 そのほか、例えば私は今執行機関と、それから議

会議員、そのほかにやはり特別職というのはたくさ

んあると思うのです。まずは監査委員、監査委員も

自治法改正になって、今議選の監査委員を置かなく

て、一般から選んでいいよと自治法が改正になっ

て、もう大分前ですか、なっています。 

 今、監査委員の報酬や何かは代表監査委員、それ

から議選の監査委員のその二本かないのです。でも

一般の人を選ぶときに二本でいいのかと言ったら、

私は違うと思っています。でなかったら一般の人を

選べられないと思うのです。それで、ぜひ監査委員

も、それから農業委員会の委員、これも６年前くら

いになりますか、我々も特別委員会をつくって１３

名をやって、今のところは１３名だけれども、土地

が流動化するから１３名でいいよねということで答

申をした記憶を持っています。それで、農業委員や

何かもその６年前か何かに公選法から首長の推薦に

変わっています。そうしたとき、６年間全然報酬を

見直さないというのもおかしいのかなと考えていま

す。 

 さらに言えば、教育委員です。教育委員も制度が

変わりました。変わって３年とか、教育長が教育委

員長というのがいなくなりました。そういう中で、

今一本化された、例えば教育委員だったら月額３万

３,３００円くらいだったと思うのですが、そうい

う金額で本当に妥当なのかということを私は一緒に

検討をしてほしいと思っています。 

 それから、また選挙管理委員会とかがあると思う

のですが、そこら辺について審議の俎上にのせてい

ただく考え方があるのかどうかをお聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ６番中澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 今、他の執行機関の委員とのそれぞれの制度の改

正ということでお話を伺いました。この委員会につ

きましては、実は平成２９年からちょっと開催して

いない経過にございます。今言われたような委員の

状況等いろいろ変化してございますので、その委員

の現在の報酬等が今の状況に合っているかどうかも

含めまして、その執行機関の委員等につきましても

併せて現状に合っているかどうかについて審議して

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それで私は７万２,０００

円、算定根拠が２回ということ、これを２回でも本

当に、今言った人たちのことを審議するときに、本

当におざなりというか、ちょっと失礼な言葉でし

た、他市町村との比較だけで本当にいいのかと言っ

たら、私はそうではなくて、やはり上富良野町の実

態はどうなのだとか、いろいろなことを審議すると

きに、まず２回というのは、１回目こういうことで

審議してくださいと諮問文出してやるのだと思いま

す。そして、いつ審議して２回目の結論出すかと

言ったら、ほとんどもう審議する時間がないのだと

思います。だから、この７万２,０００円というの

は非常に私は疑問に思っていて、実質的な審議がで

きないのではないかということなので、ここら辺に

ついては本当に見直しをしていただきたいなと、そ

んなことを感じているのですが、御答弁をお願いし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま中澤委員の質

問にお答えしたいと思います。 

 基本的には２回と組ませていただいて、当初予算

上は、それで必要に応じまして、審議状況におきま

して補正等で、もし足りないとするならば対応して

いきたいと思いますので、御理解願いたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それで、先ほど同僚委員の
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ほうから名誉町民の関係であったのですが、質問が

ありました。そこで私も関連で言おうと思ったので

すが、もうほかに行ったので、もう１回戻させても

らって、名誉町民の審議会の委員の関係です。先ほ

どの御答弁では、対象の意向を聞きながらというこ

とは、対象者もう決まっているということで理解し

てよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） 対象者の方は、ある程

度想定しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） こういう報償とか、そうい

うことについては、我々議会が、例えば議決機関と

して議決するときに、意思が分かれては絶対まずい

のだと思います。ですから、全会一致が原則だと思

います。そうしたときに、あまり表向きに言えない

のかもしれませんけれども、やはりこういう案件と

いうのは当然議会の代表である議長や何かに慎重に

こういうことで考えているのだけれどもとか、そう

いうような手続は、手続と言いませんね、お話合い

か何かはされたのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） 中澤委員の御質問にお

答えします。 

 今、現段階では特にしてはございません。これか

ら審議会を開く時期になりましたら、御相談等した

いと考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 先ほども話しましたが、や

はりこういう報償や何か、この議会の中で賛成者が

いて、反対者がいるというの、非常に不幸だと思う

のです。ですから、やはりこういうことというの

は、本当に慎重に、そしてそういうルールの基、

ルールというか、今までの申し合わせでもありませ

んけれども、そういうことには慎重に行政側は進め

てきたと思うのです。そういうことをやはりしっか

りと受け止めて、こういう執行をしていただかなけ

れば、本当に不幸な事態が起きるのかなと思います

ので、ぜひそんなことも御検討いただきたいと思い

ます。御答弁を。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 委員御心配されているような事態が起こること

は、大変、委員おっしゃるとおりだと思いますの

で、こういった件に関しては、本当に慎重に、それ

からいろいろと情報を、議会の皆様とも情報を共有

しながら、慎重に取り進めてまいりたいと思います

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 非常にデリケートなことと

いうのも十分承知しております。また、同僚議員が

心配されている、全会一致ということも含めて、

私、この場でだから確認させていただきたいのです

けれども、万が一、その対象者の方が、例えば訴訟

の対象者であるとかというような微妙な時期に、

我々議決機関に、この方をと言われたときに、もし

仮に決まって差し上げますといった後々、なぜあの

ときというような、必ず追求は、我々職務として受

けます。ですから後悔のないように、また時期とい

うのもすごいデリケートな配慮が必要と考えますの

で、もう一度その辺も含めて確認をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 そういったような場合が生じることも十分考慮し

ながら、審議と言いますか、調整もした上で、審議

会のほうとも真剣に、慎重に話し合いを進めること

というのは、肝に銘じて行っていきたいと考えてご

ざいます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １０１ページの会計年度任

用職員についてお伺いいたします。 

 非常に会計年度任用職員の方は、町の職員の約半

数になるような状況に見受けられます。非常に貴重

な、大事なやはり仕事をされております。短時間等

の職員もおりますが、会計によっては長期に就労さ

れている方もいます。そういうことを考えた場合に

お伺いしたいのですが、正規職員にあって、会計年

度任用職員にない、例えば有給なんかはあると思う

のですが、事例で言えば、退職手当だとか、そう

いったものも恐らくないのだと思うのです。 

 やはり町のこれだけ重要な仕事を担っているとい

うことであれば、そういった部分に対しても手厚い

やはり支援を行って、働いてもらうと、仕事をして

もらうということが大事だと思います。 

 まずお伺いしたいのは、正規職員にあって、会計

年度任用職員に、有給だとか休暇だとか産休だと

か、いろいろな制度があると思いますが、どういう

ものがないのか、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ７番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 はっきりとこれがないということを、今ちょっと

明確に言えなくて大変申し訳ないのですけれども、

今米沢委員がおっしゃっていました基本的な手当の
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部分につきましては、正職員と変わりなく基本付い

ているところです。 

 また、退職手当の部分の考え方なのですけれど

も、こちらのほうにつきましては、地方公務員法の

部分に会計年度任用職員についても同じく該当する

ということで、基本的には制度としてはございま

す。 

 ただし、今運用している方法といたしましては、

短期間での任用というような形の会計年度任用職員

を採用させていただいておりますので、基本的に退

職手当の支給対象の方がいないといったのが事実と

いう形になっているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 実態として、やはりかなり

劣悪なということではありませんが、正職員に比べ

て、やはり会計年度任用職員だということで、本当

に大変な状況があります。確かに通勤手当も相当分

という形で、期末手当もありますけれども、実際、

やはり働いて、働いてもらうためには意欲をやはり

報われる、そういった形態をつくっていかなければ

ならない。国の制度としてもいろいろ問題がありま

す。だけれども、自治体としてもこういった見直し

等を再度行って、やはり正職員と同じとはいかない

までも、それに近いような対応というのが必要だと

思いますが、町長、この点お伺いいたします。どの

ようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 委員おっしゃるとおり、一定程度そういた戦力と

して、大変貴重な人材でございます。そういった人

材を確保することも大変重要なことと考えてござい

ます。そういった中で処遇の改善と言いますか、そ

ういった部分においては、国の制度を参考に町で定

めているところでございますけれども、昨今、特に

人件費等、最低賃金も北海道もぐんと上がったりも

しております。 

 それから最近の首都の様子を伺っていますと、大

手企業などは満額回答しているというような状況で

ございまして、恐らくですけれども、今年の人事院

においても、一定程度の反映があるのかもしれませ

ん。そういったところも踏まえながら、委員おっ

しゃるとおり、少しでも気持ちよくとまではいかな

いかもしれませんけれども、働いて、続けて、戦力

となっていただけるように、毎年毎年そういった賃

金、勧告なども出ることで、正職員についても毎年

ちゃんとその勧告を見ながら見定めて設定している

ところですので、正規職員だけということではな

く、会計年度の職員さんについても、そういったも

のをしっかり見ながら点検し、改善すべきところは

改善するような検討をやっていきたいなと考えてお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） 換気休憩といたします。 

 再開は３５分といたします。 

─────────────── 

午前１１時２２分 休憩 

午前１１時３５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開させていただきます。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 併せてお伺いしたいのは、

正職員の採用問題なのですが、何回もしつこく質問

されております。この間の質問の中でも、やり取り

の中でも、今は職員を確保するのが非常に困難だ

と。いろいろな特殊な事情がありますから、なかな

か人材不足というのが、今社会的なテーマになって

いるというのが実態であります。しかし、これだけ

会計年度任用職員の比率が高くなって、なおかつ職

員不足という形になって、そのことを考えたとき

に、私は会計年度任用職員の力も当然必要だと思い

ますが、同時に併せて正職員の確保、採用、これは

きっちり行わなければならないと思います。 

 この間の質疑のやり取りの中で、定数枠があるか

ら、この枠はあるから正職員を増やさないのだとい

うような言い方を町長は一環してしております。し

かし私はこういう会計年度任用職員をはじめ、やは

り専門職等々の専門性が求められる社会、また、多

くの職員の力を仕事に反映させなければならないと

いうことになれば、正職員の定数枠を見直して、

きっちりと採用に結び付けていくということが必要

だと思います。それがまた、極端に増やせというの

ではありませんけれども、必要な部分については当

然増やさなければならないと思いますので、この点

は町長は変わらないのですか。定数枠はあるという

ことで、これはあるから見直しは行わないというこ

とでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 定数を変更しないのかという御質問かと思いま

す。現状は定数割れをしていまして、それさえも確

保するのが非常に困難、労力を要していると言いま

すか、エネルギーを使っている状態でありまして、

どういうところに問題があるのか、どういう募集を

したらいいのかということで、社会人枠等を活用し

たり、いろいろやっている状況でありまして、それ
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で職員を募集、採用しております。それでも、なお

かつ定数に達していないという状況で、まずは定数

の前と言いますか、定数、将来的にどうのこうのと

いうことは、今後議論になるかと思いますが、現状

はその手前の状況で、我々リクルートと言います

か、悪戦苦闘している状況にあるということでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） それは分かっているので

す。それではお伺いします。万が一というか定数満

たして十分足りない、あるいはそういう状況になっ

た場合、町長はこれ変更する用意ありますか。そう

いう状況になったとき。今求められているのは、定

数が満たないかどうかではなくて、将来、今までも

言ってきたのですが、やはりこれだけの会計年度任

用職員がいて、やはりこういう人たちが大事な戦力

でありますけれども、同時にやはりそこを正職員に

置き換えてつなぐということも当然必要だと思いま

すが、とりあえず、将来、万が一、そうい状況に

なった場合、定数枠見直しますか、いっぱい足りな

くなった場合。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員の御質問では定数の枠を変えないから職員が

足りないのだという御質問だったと思いましたの

で、まだそれが原因ではなくて、定数にも満たない

という御回答をさせていただきました。将来におき

ましては、どのような状況になるか、まだ分かりま

せんが、流動的に、将来もずっと今の定数が固定さ

れるのかどうか、それについてはその時点で判断し

なければならないと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １２１ページ、防災に関し

て、項目で言うとＪアラートになるのかなというこ

とで、ちょっとお話させていただきます。 

 皆様も御記憶新しいと思いますけれども、防災無

線から思いっきりＪアラートの大音量が我が家にも

響き渡り、特に果敢な７歳、６歳、２歳を抱える父

親として、たまたま出勤を控えてシャワーを浴びて

いるとき、もうまさにそのときにＪアラートが鳴り

まして、恐怖におびえた我が子はとっさに父親の元

に走り込んできて、お父さん、怖い、ミサイルが飛

んでくる、僕たち死ぬのというような、初めて多分

我が子は恐怖を覚えたと思います。その後も引き続

き、近隣の国から、いわゆる脅威を幾度となくその

後も受けて、またＲ５年度の予算というと、これが

Ｊアラートというところになるのかもしれないので

すけれども、過日行われました議会懇談会でも我が

町は弾薬庫を抱えているので、そういった有事の

際、やはりそういった対象になるのかというよう

な、実際に町民の方も不安というのも聞き及んでお

ります。町の防災対策全般についてお伺いしますけ

れども、例えばこの後の近隣の国から、脅威に対し

て何か町民に特別このような場合はこうしたらいい

なんていうのを周知または個々に伝達するような予

算というのはＲ５の予算書に入っていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ８番荒生委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 Ｊアラートの関係ということで、そういった国

民、うちらのほうで言うのでは国民保護法という形

で説明させていただきたいとは思うのですけれど

も、要はミサイルとか飛んできた部分で、どういっ

た周知、そういった部分だとは思うのですけれど

も、こちらについては、基本的には警察だとか、駐

屯地、それを町の中では国民保護法の訓練を行うと

いう形で、今、去年初めて北海道が中心となって自

衛隊、警察と合わせて前段階の会議を行ったところ

であります。この続きとしては、令和５年度中にま

た会議をするということで、今駐屯地の候補地等も

調整はしているのですけれども、国民保護の関係に

ついては、やはりミサイルなどで飛んできて落ちて

しまったら、有毒物とか、そういったものも落ちる

ので、そういった対処とかも出てきますので、どう

いった対応を取ったらいいのか町が、そういった部

分は駐屯地とも詳細に打ち合わせなければいけない

と思っております。 

 ただ、方針とかそういった動きというのは、令和

５年度中にまた会議をして、詳細について決めてい

きたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 例えば地震であれば、学

校、生徒さんはいの一番、この机の下に潜りますよ

ね。例えば今回のシチュエーションで我が家でその

Ｊアラートを聞いたとき、たまたまみんな一堂、風

呂場に介したというようなシンプルな逃げ方では

あったのですけれども、例えばこれが外で歩行時と

か通勤、通学時、様々なシチュエーションでそう

いったＪアラートを受けて有事を察知したときに、

例えば最寄りのどことかというような指示とか、そ

ういったものは民間のメディアからはシチュエー

ションに応じて、この場合はこうだよというような

情報は取り込めますけれども、やはり町民の防災、

また危機管理という意識、また向上も含めると、本
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当に様々な事例はあるかと思いますけれども、今後

こういったことも有事に備えて、ぜひ周知していた

だきたいなと思いますけれども、その辺のお考えを

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ８番荒生委員の御

質問なのですけれども、有事の際の避難経路だと

か、そういった部分なのですけれども、よく都市部

であれば地下の施設に入りなさいとは言ってますけ

れども、御承知のとおり、上富良野にはなかなか地

下の施設というものはございません。その辺のどう

いったところに逃げていいかとか、地元の駐屯地と

かそういった部分、あと北海道とも話ながら、頑丈

な施設、よくガソリンスタンドの下もかなり丈夫だ

よとか、そういった情報もあります。そういった情

報もありますので、ただガソリンスタンドが可燃性

があるので、ちょっと危険なのかもしれないのです

けれども、建物としては丈夫だよというような話も

ありますので、整理しながら、周知できるものは周

知していきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ぜひ、町民の命と財産を守

るという観点からも、なるべく早く、いつそのよう

な有事が起こるか分かりませんので、しっかりと対

策をいただきたいと思います。 

 町長、どうでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員のしっかりと

今後もその辺は室長も申しましたが、関係機関と十

分協議をして、周知できるもの、正しい情報はしっ

かりと町民に伝えていきたいと。もちろん、そうい

うＪアラート以外にも災害も含めてなのですが、そ

れはしっかりやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １１７ページのジオパーク

推進事業の中の備品でジオパーク解説看板とありま

すが、これ、昨年よりも随分増えているのですけれ

ども、新しい郷土館の中で使う説明看板なのか

ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ２番北條委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回ジオパーク看板の解説板ということで、一つ

目が西１１線道路の看板あるのですけれども、それ

かなり古くなったので取り替える、そのときにジオ

パークのマークを入れた形でジオパークの解説板と

いう形で付けたいというのがまず１点。それともう

１点が、深山峠のアートパークのところに看板ござ

います。十勝岳が移ったり見たときに看板を見なが

ら十勝岳、分かる看板です。それを今回ジオパーク

で看板を取り替えまして、マークを入れて、ジオ

パーク推進地だよということもお知らせしながらと

いうことで看板２か所設置を考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １２７ページの町議会議

員選挙費に関して、１８番の選挙公営費負担は、今

回初めて公費負担の部分が盛り込まれていると思う

のですが、この金額の算出根拠をお教えください。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） １１番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 今度の町議会議員選挙の選挙公営費の公費負担金

につきましての内訳でございますけれども、基本的

には選挙運動用自動車のレンタル料だったり、ポス

ターの印刷費等々含まれております。内訳につきま

しては、ちょっと細かい詳細な内訳につきまして

は、ちょっと手元にございませんので、後ほど、一

応、立候補の候補者数としまして、２０名分の予算

を見込みまして計上しております。それぞれ消耗品

とか、必要な物品等々につきましても、２０名の候

補者を見込んで計上しているところとなっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 詳細は大丈夫なのですけ

れども、考え方として、大体その２０名が立候補さ

れた場合と、あとは今回から利用ができるように

なっている自動車、ポスターと、ビラですか、これ

を上限まで利用した場合、この費用がかかるという

認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） １１番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 予算としましては２０名分、全て利用した場合の

予算を計上してございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 先ほどのジオパークの関連

で、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

 １１７ページです。先ほど、補足説明資料か何か

で説明は聞いていたのですが、私が分からないの

は、職員配置だとか管理体制とか、一体誰が管理す
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るか。１点ずつ聞いていきます。 

○委員長（岡本康裕君） 職員配置ということでい

いですか。 

（「管理体制」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 管理体制。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ジオパークで郷土館をつく

るのですが、郷土館の管理体制をどのような形に

我々は認識していいのかということでお聞きしたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えします。 

 郷土館につきましては、社会教育施設という位置

付けをジオパークの施設と切り替えるわけではござ

いませんので、社会教育課の今までどおり郷土館と

して管理運営していくということでございます。そ

の中でジオパークのほうについては、予算的にも教

育費のほうに付いています。パネルとかの郷土館の

改修については教育費のほうに付いておりまして、

ジオパークのほうはそれらの中身を考えたり、そう

いう展示物の中身を考えたりというのはジオパーク

のほうでやっていただきながら、社会教育班が管理

運営については引き続き郷土館として管理していく

ということで、予算的にはジオパークのほうではな

くて郷土館費のほうに予算計上させていただいてい

るということで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それであれば郷土館とし

て、常勤や何かの職員か何かを配置して、そういう

体制を整えるという理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） すみません、教育委員会

いないので私が説明します。とりあえず、冬期間の

開館などもできるように整備をしていきたいという

ことでは考えてございますけれども、今のところは

今までボランティアで来ていただいていた郷土をさ

ぐる会の皆さんとかと冬期間も含めて、どういうよ

うなお休みの日とかの開館や何かをどのようにする

のかというのをこれからお話し合いしながら、そう

いった管理体制をどのようにするか考えていくとい

うことでございまして、今のところは大きく開館後

も専属の人が付くとかというところまでは協議が進

んでないところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ジオパークの拠点施設をあ

そこにすると、そして社会教育施設として郷土館を

管理していく、でも今までと職員体制とかは同じ。

すごく認定を受けて、ジオパークや何かのこれか

ら、例えば町外から訪れる人な何かへのそういう対

応としては非常に不十分だと私は思うので、ぜひも

う少し前向きに考えたほうがいいのかなと思いま

す。 

 もう１点、教育委員会いませんけれども、社会教

育施設をそういう形でするとするならば、当然教育

委員の会議でそれらの認識は共有されているという

ことでよろしいですね。会議にかかってちゃんと、

合議体ですから、教育委員さんもみんな理解してい

るということでよろしいですね。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 当初予算については、しっかりと教育委員会の中

でお話をして、説明をした上で５年度の取組を御説

明した上でこういった予算になっているということ

でございますので、教育委員会については、ちょっ

と細部、どういうようなときにどのような説明した

とかというのは私ちょっと存じ上げませんけれど

も、またちょっと教育費のときに細部については

伺っていただかないとならないかなと。概要として

は、そういう教育委員会の中でしっかりと事前の説

明をして、予算を上げているということで理解して

いるところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） すみません、ちょっと戻っ

てしまいますけれども、ジオパークの説明を受けた

いときに、そこら辺は郷土館の、郷土館の何か教育

長の執行方針なんかは、学芸員を置きたいとかとい

う文言もあったように思いますが、ジオパークの説

明や何かについては郷土館がやるということでよろ

しいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） すみません、教育委員会

のところなので、ちょっと答えづらいところもある

のですけれども、基本的にはジオパークの推進協議

会でサポーターですとかガイドの養成講座で、ジオ

パークって何なのとか、ここの泥流からの復興だと

か、丘だとか十勝岳というのを、そういうのを学習

する講座をきちんと設けておりますので、できまし

たらそういったことでガイドを受けた方が説明に入

るということが、説明のときには来ていただけると

いうことが理想なのだと思っております。 

 ただ、それがすぐにそんな人数がそろうとかいう

こともないですし、また、郷土をさぐる会の方も複

数名、ガイドも受講していただいておりまして、そ

ういったところで職員で足りない部分補うようなこ

とをどのようにすればいいのかとかも、これからガ

イドさん、それからサポーターさん、それから郷土
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をさぐる会の皆さん、そういった方々と相談しなが

らやっていくことになるのかなと考えておりますけ

れども、私のほうからそこまであまりちょっと教育

委員会の社会教育のほうのときにまたちょっとお話

を聞いていただければなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １２小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） ジオの関係で、看板、

解説板設置は既存の看板を更新するという今年度の

予算ということで理解はしているのですけれども、

今後新規に、新しいところに立てる予定はあるの

か、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） １２番小田

島委員の御質問にお答えいたします。 

 来年度につきましては、先ほど企画商工観光課長

から答弁ありましたとおり、２点、新たに設置する

ところと既存のものを改修するところの２点なので

すけれども、今後ジオサイト、ビュースポット等、

増やしていくに当たって、看板はその都度設置して

いきたいとは考えております。ただ、来年度すぐと

はいかないと思います。 

 ただ、十勝岳ジオパークで、この看板について考

慮しないといけないのは、国立公園内の中にサイト

が多数ございまして、これについてもぜひ看板を設

置したいとは考えているのですけれども、環境省で

すとか林野庁と協議をする必要があって、なかなか

特別保護区になると許可が出にくいということもあ

りまして、なかなかすぐに設置とはいかないと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 二つ目の質問は、本当

に今答えてもらったとおり、国立公園内のジオサイ

ト、ここに説明文がやはり、自分たちは、環境省が

なかなか難しいというのも自分も理解はしています

が、登山道の間にジオサイト多分、安政火口のとこ

ろとか休憩するところに解説文があれば、非常に歴

史とか、そういうところの解説があれば、非常にジ

オにもっと触れる環境になるのだろうなと思って。

もうお答えをいただいたので、ありがとうございま

すということで終わります。 

○委員長（岡本康裕君） 答弁は要らない。 

（「答弁は要りません」と呼ぶものあり） 

○委員長（岡本康裕君） ここで、昼食休憩といた

します。 

 再開は午後１時といたします。 

─────────────── 

午後１２時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開いたします。 

 ジオの関係ある方。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 先ほどのジオパークに関連

してですけれども、先ほどからありました郷土館の

ほうが十勝岳ジオパークの拠点施設ということで、

この図面を見ても、１階はもうほぼ全てジオパーク

関連の展示ということになっているのですけれど

も、先ほど来からジオパーク推進協議会として職員

をここの郷土館に配置するというようなことは考え

ていないのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 今現在としては、うちの職員と言いますか、置く

ことは特に考えておりません。ただ、これから整備

をかけていきまして、なったときには土曜、日曜と

か、そういうときにはジオサポーターの方ですと

か、ガイドの方とか、そういう方を置いて、展示を

見に来られた方に御説明とか、そういうことをする

ことも可能なのかなということは、今後協議をして

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 郷土館のほうが、もう１階

にジオの体験ワークショップのスペースだとか、も

うジオ絡みで全部やっているのに、そこに推進協議

会の方がいないというのは、どう考えてもおかしい

ことだと思うので、例えばジオパークの推進協議会

の事務所に一人置くとか、そういったことも今後検

討していかないといけないと思うのですけれども、

その当たりもジオパークの推進協議会からスタッフ

が、郷土館が開いているときにはいるというような

スタンスを取っていくべきだと思うのですけれど

も、その当たりのお考えをお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １番元井委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 とりあえずと言いますか、当面におきましては、

本当に正職員であるとか、ジオパークの事務局を置

くというのは、ちょっと人数的にもまた難しい部分

がございます。それから、ガイドさんの育成とか

も、まだまだ人数を増やしていかないと、そういう

常駐できるほど、皆さんお仕事もある方もいらっ
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しゃったりもするものですから、常駐するというこ

とがなかなか難しい状況でございますけれども、今

元井委員のおっしゃったように、やはり拠点施設と

するからには、常時解説できる人がいるというのが

とても大切なことでございますので、そういったこ

とも含めて、推進協議会とか教育委員会で協議をす

るように進めていきたいなとは思っております。 

 それから、機構的にもどのように、機構改革の中

で議員の配置をどうするのかということも、これか

ら考えなければならない部分もございますので、そ

ういったことも含めて、人を配置するとなると全体

に影響を及ぼす人数のことでございますので、そう

いったものをトータルに考えながら、確かに理想に

近づけていけるように努力はしていかなければなら

ないという認識でおりますので、御理解賜りたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連ありますか。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ぜひ、昨年認定をいただい

てから、また数年後には再認定という高きハードル

も迎えるわけですから、しっかりとその管理体制、

体制整備及び同僚委員から御指摘のあった案内がで

きるような、もう本当に拠点施設ができれば、また

それがきっかけで観光も含めて様々な波及効果とい

うのがあると思いますので、予算的にはまた９款で

施設に関しては伺いますけれども、ジオ事業全体と

して、どちらかというとまだ施設的には美瑛がどう

してもよくなと見えるので、やはり両町での共同事

業ということもありますので、美瑛を訪れてから、

もしうちの町に入った場合、あれというような、差

違が極力なきように、しっかりと迎え入れる体制整

備を強くお願いしますが、町長いかがでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 荒生委員のおっしゃるとおり、美瑛と上富良野の

共同で設置しているジオの協議会ですので、極端な

差違がないように、本当均一、一つのジオパークで

すので、その辺は両町で協議し、話し合い、我々も

しっかり努力して、将来に向けて、次の認定もあり

ますので、しっかりと進めていきたいと、このよう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） すみません、先ほども聞い

たのですけれども、また同じような繰り返しになの

ですけれども、この説明書類では野外看板更新に

なっている、これも４１万６,０００円、これもま

た別なところですか。 

○委員長（岡本康裕君） ページ、何ページです

か。 

（「これ、５２ページ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 補足説明。 

（「そう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 別のところで聞きます

か、９款で。教育で上がってきているので、これ、

５２ページ。９款のほうでまた機会がありますの

で。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連で。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。ジオ

パークの協議会の負担金という形で計上されており

ます。両町でジオパークを推進しようという形で、

さらにいろいろな町を知ってもらおうという動きが

あります。そこでお伺いいたしますが、現在この推

進協議会というのは、体制は何名でされていらっ

しゃるのか、ちょっと確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ７番米沢委

員にお答えいたします。 

 現在、ジオパーク推進協議会の事務局の体制です

けれども、美瑛町から２名、上富良野町から３名、

合わせて５名で運営しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） さらにお伺いいたします

が、この間、ジオサポーターだとかガイド、養成講

座で、そういった人たちが養成されて、実際ガイド

を行っているという形が見受けられます。今後、こ

の中で、取組活動予定という形が資料請求の中の５

ページの中で書かれております。詳細はこの裏の協

議会負担金の内容という形になっておりますが、今

年度に至っては、このガイド養成というのは何名く

らい想定されているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 来年度でよろしいですか。令和５年度につきまし

ては、数名、はっきりしませんけれども、三、四名

程度の新しいガイドさんが養成できたら結構かなと

考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） さらにお伺いいたします

が、こういった公式グッズ販売、開発という形の産
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業部会等で予算も付いております。こういうもの

は、いろいろと販売しているところがあります。な

かなか知らない方もいると思いますが、今年度はど

ういうものを商品開発して、観光だとか地域の方に

知ってもらおうという、そういう工夫があるのだろ

うと思いますがお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ７番米沢委

員にお答えいたします。 

 現在、Ｔシャツやタオルなどを既に販売している

のですけれども、トートバッグを以前につくってい

たのですが、ジオパーク認定後、これがちょっと途

絶えておりまして、新たなデザインでまたつくり直

すということを今計画しております。荒生委員、あ

りがとうございます。あちらが古いデザインであり

まして、プランと付いております。今後そのプラン

のない正式なジオパークとしての物をつくってまい

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、こ

の企業関連ツアーだとか、交流推進事業という形の

内容も掲げられております。こういう内容というの

はどういう目的でこういう事業を進められようとし

ているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ７番米沢委

員にお答えしますけれども、まず現在、十勝岳ジオ

パークの最大の問題として、ジオツアーを通年、い

つでもお客さんに対応できるという体制ができてお

りませんので、まずそういった、例えばぱっと来た

お客さん、今日ツアー参加できますか、何時から行

けますよというような、そこまでが理想なのですけ

れども、少しでもそういった理想に近づけるような

体制を今後つくっていくというのがまず大事になっ

てまいります。それと、いきなりそうもいかないの

で、企業連携ツアーと書いてございますけれども、

大手旅行会社ですとか、教育旅行ですとか、そう

いった団体対応などを行っていくことで、そういっ

たツアー体制を強化していくということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 非常にまた前へ進めるとい

う、いろいろな工夫がされているかと思います。い

ろいろと足りない部分だとか、補わなければならな

い部分というのはいろいろ出てくると思いますが、

改めてお伺いいたします。このジオパークが今後、

美瑛、上富良野町できっちりと位置付けられるとい

うことになれば、当然人の配置もそうなのですが、

こういう企画なども合わさった中で地域に浸透して

いく、また外に広がっていくというのが非常に大事

になってくるのかなと思いますが、室長としてはそ

こら辺はどのようにお感じになっているのかお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ７番米沢委

員にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、ツアー体制をしっかり整え

て、積極的に十勝岳ジオパークを多くのお客さんに

アピールしていくということがまず一つ大きな目標

になります。それと同時に、ジオパークが役場の一

分野でもあるのは、まちづくりですとか、学校教

育、社会教育といった面で貢献して、若い世代を育

てていくというのも大きな仕事です。さらには、こ

の地域の景観を保全して、次世代に伝えていくとい

うことがジオパークの目的でもございます。ですの

で、そういったツアーだけにとどまらず、教育や保

全といったところ合わせて推進していくのがジオ

パークのあるべき姿かと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 私もつい先日ジオガイドの

資格を取得させていただきましたので、何とか頑張

りたいと思います。 

 当初、ジオ認定野菜というものも目指すというよ

うな話を聞いたことがあったのですが、現在、その

話というのはどのような状況になっておりますで

しょうか。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 ジオサイトと言いますか、上富良野、美瑛ででき

たものは全部ジオフードという形で進めておりまし

たが、ちょっと今のところ認定とか、そこまではま

だ進んでいないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １点だけすみません、聞き

忘れていましたが、先ほど米沢委員から資料の６

ページ、真ん中ほどになりますけれども、観光ツー

リズム部会の中の交流推進事業というものに対して

質疑をされていましたけれども、この間、認定以

後、町民単位での美瑛との、上富良野と美瑛、両町

間の交流というのを後に町民の周知とか含めて、２
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町間連携を深める目的として、今後やっていかない

といけないよねなんていうような話が、１回部会で

出ていたことあったのです。 

 このＲ５年の予算を見ると、この交流推進事業と

いうのには多分入っていないのかなとは思うのです

けれども、例えばイベントの中で２町間、例えば町

民を行き来させて、お互いの例えば食やサイトも含

めて、また拠点施設などを巡り合うような、そう

いった交流を推進するような、２町間交流事業とい

うのはこの予算の中に入っていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ８番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘でございました交流推進事業、この事

業につきましては、フォトコンテストの事業で、町

内、町外の方から写真を撮っていただきまして、そ

れをビエールとか、あと社協センターとかで展示を

して、広く情報発信をしていこうというような形で

やっています。 

 また、そのほかに、先ほどもありましたジオフー

ドの策定費、それをこの中で決めて、そのときには

当然上富良野町と美瑛町のガイドとか集まってお話

はすることがあるかと思います。 

 そのほかにやるとすれば地域復旧の中で地域イベ

ント参加に関わるもの、今年度考えているのが、う

ちはボルガー、拠点施設の一つですけれども、そこ

での事業を展開していこうとか、その中で美瑛が集

まったりとか、そういうようなこと、いろいろなこ

とで対応できるのかなと思います。 

 荒生委員から提案ありました両町での協議会と

か、大変いい事業だと思いますので、今後進めてい

きたいなということで検討させていただきたいと考

えております。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 確認しますが、特にこのＲ

５の予算の中では、２町間交流の企画等々の予定も

しくは予算化というのはなされていないということ

でよろしかったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ８番荒生委

員にお答えいたします。 

 これについては、ジオカフェですとか講演会と

いった活動を想定しておりまして、例えば今月２０

日と２５日に講演会とジオカフェを予定しているの

ですけれども、２０日が美瑛町、２５日が上富良野

町で、それぞれ違うテーマなのですけれども、バス

を出して、例えば上富の町民が美瑛の会場に行ける

ように、逆に美瑛の町民は上富の会場に行けるよう

にということを考えておりまして、来年度以降もこ

ういった講演会、ジオカフェを積極的にやる予定で

ございまして、そういった中で２町の交流が進んで

いくものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それぞれうちの町も美瑛町

も夏に祭りがあります。例えば企画を進めていく上

で、そういった祭りなんかもうまく利用しながら、

上富良野から例えば美瑛の○○祭りに行くとかとい

う方も、人口規模的には少ないかもしれないですけ

れども、将来的に２町間交流ということで推進をし

ていくのであれば、例えば美瑛の○○祭りに上富良

野の地場産品を用いて、またＰＲをしたりとかとい

うのも、今後２町間交流の入口として、非常にウエ

イトが高いかなと、自身感じていますが、いかがで

しょう、こういったＲ５年を見据えた上で。ちょっ

と残念ながら町民レベルの子どもさんたちとか、そ

ういったところまで視野にまだ入っていないですよ

ね。ですから、ボトムアップという、基本的な事業

推進の中で、やはり町民に広く知っていただくとい

うことも含めて、ぜひ検討いただきたいなと思いま

すがいかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ジオパーク推進室長、答

弁。 

○ジオパーク推進室長（中村有吾君） ８番荒生委

員にお答えいたします。 

 荒生委員のおっしゃるとおりで、お祭りの機会に

交流するというのは、大変すばらしいことですの

で、ぜひ取り入れていきたいと思っております。 

 今年のそれぞれの町で雪祭りがありまして、ジオ

としてもこちらに協力しておりまして、美瑛、上富

と言わず、美瑛のガイドさんも上富のガイドさんも

上富の雪像づくりをしましたし、逆に上富良野のガ

イドさんも美瑛で雪像づくりをして、それぞれの町

で子どもを集めるといったようなこともやっており

ますので、今後そういった祭りですとかイベントに

ジオパークとして２町一体となって関わっていくと

いうことは積極的に取り組んでまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ジオパークに関連して、先

ほど公式グッズに関して、Ｔシャツやトートバッグ

などの公式グッズを販売しているということなので

すけれども、これの売り上げたお金とかというのは

どこに入ってくるのでしょうか。 
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○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 １時２１分 休憩 

午後 １時２２分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 一応これを使ったのは今開発という形でいろいろ

な商品の開発とか、そういうのをやっています。販

売のほうは美瑛の物産公社ですとか、あといろいろ

な宿泊施設とか、そういうところに販売を委託して

いるところでございます。売上につきましては、別

会計で取っていまして、その会計を、この会計では

なくて別の会計で取っています。売上金について

は、使用的には教育普及とか、そういうところに使

うような形で考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 別会計であって、売上のほ

うは最終的にはジオパーク推進協議会のほうに入っ

てくるのか、上富良野に入ってくるのか、美瑛町に

入ってくるのか、その辺とかって決まっているので

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 協議会のほうに入るようになっています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 協議会のほうに入ってくる

となると、この６ページにあります内訳のほうで収

入の部のところの雑収入とか、去年の売上だった

ら、この繰越金というところなのか、その当たりと

いうのはどうなっているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 別会計ということで、この会計とは別なところで

管理をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １番元井委員の御質問に

お答えいたします。 

 これまでお金というのは、収益上がると当然にし

て税が発生するというか、公益的な部分と、それか

ら収益的な部分、それは切り離して会計しなければ

ならないか、もしそれで入れるのであったら入れる

で、またその税処理をする法人としての団体の登録

というのが必要になってきます。最初の年度のうち

はほとんど売上がなかった、利益なかったのですけ

れども、そういったことも含めて、今までにない、

下のほうに会計処理委託というのが出てきているの

を、資料の６ページ、そういった形で今年度はそう

いった、どういうスタイルで、だんだんお金が発生

してくることが、例えばツアーや何かでも今後想定

されることから、そういったことで、今までは収益

はほとんどなかったので大丈夫だったのですけれど

も、そういったことでこれから協議会の中で会計処

理を税理士さんとかと相談しながらやらなければな

らないということで、予算計上させていただいてい

るところでございます。 

 ということで、今までは美瑛の物産公社さんのほ

うに預かり金で預かっていただいて税処理をしてい

たのですけれども、それを今度はちゃんと協議会の

ほうでどういう税処理がいいのか指導を受けて整え

るための予算もちょっと今年度、次年度計上させて

いただいているということで、これから会計を、全

部に課税されると大変なことになるので、収益の部

分だけでないと、１,０００万円に課税されると大

変なことになるので、そういった部分。それから、

当然収益部分については自立していただいて、町か

らの負担金の部分は公益的部分に使ってもらわなけ

ればならないということですので、例えば商品を売

るにしても、商品開発したりデザインするのは協議

会でやるけれども、販売のほうはそっちの収益会計

でやるとか、いろいろな処理方法はあると思うので

す。そこのところを、今年ちゃんと整理しなければ

ならないということで、予算計上させていただい

て、税詳しくないのであれですけれども、そういっ

たきちんとした会計処理というか、商売のほうの会

計処理ができるような体制をつくりたいということ

で、美瑛の事務局のほうで提案があって、こういう

ような予算になっているということで御理解いただ

きたいなと思っています。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。なけ

れば、ほかに移りたいと思いますが。ジオで。別で

よろしいですね。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 １１１ページの庁舎の施設管理についてお伺いい

たします。 

 昨年、決算委員会等において、コロナ禍というこ

ともあって、トイレ等の、各公共施設の消毒だと

か、サニタリーボックスだとか、そういったものを
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やはり行政としても配置、置くべきではないかとい

う形の質問させていただきましたが、今年度におい

てはそういった予算というのは、どのように位置付

けられているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ７番米沢委員の庁舎

関係の御質問にお答えいたします。 

 トレイの消毒につきましては、令和５年度に、こ

の中でいくと需用費の消耗品の中で消毒の機械を買

いまして、各トイレの洋式トイレの便座を拭くよう

に消毒液の噴射機というのですか、トイレットペー

パーに液を付けて拭き取るようなものを用意する予

定となっております。 

 サニタリーボックスいつきましては、庁舎の中は

以前から設置されているものがあるので、引き続き

使うような形を予定しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） もう１点確認いたします

が、それと併せて関連なのですが、この間、教育施

設についても生理用品の配置ということで訴えて配

置されましたが、今後公共施設等についても、そう

いった生理用品等の配置の予定というのは現在持ち

合わせているかどうか、簡単に御説明お願いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 現在のところ、今の御質問に対しては持ち合わせ

てはないのですけれども、今後はニーズ等、そこら

辺を調査いたしまして、そのニーズに合わせて対応

していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 関連で庁舎の施設管理費に

ついてお聞きをします。 

 燃料費、光熱水費の関係ですが、当然昨年から見

ると、今の物価高騰や何かで上がっています。昨年

度と比べて、約、燃料費だったら何％アップで計上

したのか、それから光熱水費については何％くらい

で結構ですから、そこら辺をお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ６番中澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 これ予算編制上、全般にわたっての話になります

ので、私のほうからお答えさせていただければと

思っております。 

 燃料、光熱水費の部分なのですけれども、何％と

いうような言い方だとちょっとお答えはできないの

ですが、予算編成時にまず電気の高騰の部分につき

ましては、その時点ではまだどういった形で燃料調

整部分も含め上がっていくかが分かりませんでし

た。それで、１２月の補正時に各施設の燃料、そし

て光熱水費の調査をさせていただきまして、調査し

た結果の使用料と金額について、それを基本とした

形で予算計上していこうといった形の方針を出した

ところでございます。 

 それに基づきまして、今回予算を全行政施設の部

分の予算計上をさせていただいているところでござ

います。 

 また、燃料のほうにつきましては、単価のほうを

予算編成の最初の時点での単価を全施設で共有する

ような形で皆さんのほうに通知をさせていただきま

して予算編成をしている状態になっています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それで私がここで聞きたい

のは、庁舎管理については、これ、おおよそこれく

らいのアップ率で見たと。でも公共施設や何か全体

ありますので、例えばもう極端に言えばラベンダー

ハイツとか、それからかみんだとか、そういうのは

一定の水準で予算編成をしているということでよろ

しいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） 考え方としまし

ては、各施設の使用料をそれぞれ積算、見込みを出

していただいて、予算編成に望んでいるといった形

で、機械的にこちらのほうから分配しているような

状態ではないといった状態です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 要するに、あまりでこぼこ

すると、補正のときや何か、こちらのほうは補正す

るけれども、こっちは十分余っているとか、そうい

うことはないという認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ６番中澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 今、主幹のほうから前段説明させていただいたよ

うに、単価については全公共施設統一的な単価とい

うことで、それに積算使用料を掛けて今回予算上程

していただいたので、各施設によってでこぼことい

う形にはならないので、単価が上下したら１年して

補正予算が増加するのか減額するのかというような

形で予算編成させていただいております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そこで、今内部の施設等に
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ついては十分分かったのですが、光熱水費とか、そ

れから燃料費や何かが高騰すると、非常に影響を受

ける委託料があります。補正予算のときに同僚委員

からも聞いていましたけれども、やはり予約型乗合

タクシーとか、それから道路維持費だとか、そうい

うような委託や何かについては、十分そこら辺の高

騰の分をこの予算編成に当たって考慮したのかどう

かをお答えいただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ６番中澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 予算編成の段階で委託料の積算については、しっ

かりとそういった部分も考慮した上で予算要求をす

るといった形で、こちらのほうから指示をさせてい

ただいているところです。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 十分反映しているというこ

とでありますけれども、例えば予約型乗合タクシー

や何か、ちょっと予算や何かを見てみると、昨年と

同額になっている。そこら辺は燃料費の高騰や何か

も十分反映しているということで理解してよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ６番中澤委員の予約型

乗合タクシーの単価の件なのですけれども、補正予

算の質疑の中でも若干内容御質問あったと思います

が、現段階では従来の、単価契約していますので、

その金額を基に積算している状況でございます。補

正予算、答弁のときも答えたのですけれども、タク

シー協会の状況あるいはまたその状況をこちらから

お聞きして、その単価等に不足が生じるような状態

でしたら、そのときは検討させていただきたいとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １２１ページの予約型乗

合タクシー運行に関してなのですが、先日、東中野

老人クラブ連合会の方々と懇談した際に、ぜひ郡部

のほうも料金を下げてほしいというようなことを町

にお伝えしてほしいというお声をいただいたのです

が、令和５年度に関してはそういったことを検討す

るようなお考えあるかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １１番小林委員の予約

型乗合タクシーの郡部、今、市街地は２００円で郡

部は４００円という形で利用料をいただいている形

態にございます。その郡部の４００円の厳格という

ような考えなのですけれども、いろいろ安ければ安

いほうがいいとは思うのですけれども、一応郡部と

市街地のバランス、率にしても通常単価の２０％ほ

どになりますので、現在のところは改訂の考えはご

ざいませんし、令和３年度におきましてアンケート

を取った中においても、料金については大多数が満

足しているというような状況のアンケート結果です

ので、当面はこの単価を維持していきたいと考えて

おります。 

○委員長（岡本康裕君） 関連。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ４月１日からタクシー料

金って上がるというお話、聞いています。ごめんな

さい、これはＲ５の入口なので、ちょっと僕もはっ

きりとした確認というか情報ではないのですけれど

も、諸説このような噂を耳にしたことがあるのです

けれども。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ８番荒生委員の御質

問にお答えいたします。 

 タクシー協会の旭川地区の関係で、４月１０日か

ら料金改定はされるということで、１００円程度。

ただ、今上富良野町の２社につきましては、どうす

るかというのは検討中となっております。その中で

料金が上がるとなれば、乗合タクシーのほうの料金

単価も上がるかどうかというのは、また検討する話

になりますので、タクシー料金の基本料金が上がる

というような情報は聞いておりますが、町内のタク

シー業者がどうするかというのは、またこれからの

話になると聞いております。 

○委員長（岡本康裕君） 関連でありますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 予約型タクシーの委託料は

一般財源が使用されているかと、一般財源が利用料

も含めてなのですがされていると思います。これは

いくらかの交付税措置というのはされているのだろ

うと思うのですが、されていないのかどうなのか、

ちょっと確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、７番米沢委

員の予約型タクシーに係る、交付税措置なのですけ

れども、それは交付税措置はされていません。財源

といたしましては、冒頭、若干説明したのですけれ

ども、調整交付金のソフト事業を基金から繰り入れ

て、５００万円充てている状態でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） こういうこれからの、今の

社会の中で、高齢化が進む、あるいはなかなか移動

手段がないという形の中で、非常に大事になってき
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ていると思うのです。そういった意味で、これ、国

だとか道に要請してもだめだったのだろうと思うの

ですが、こういった部分に対する、やはり財政措置

もしてもらって、なるべくやはり国の手段として、

やはりこういったものに対しても財政措置をしても

らうというような働きかけができないものかなとい

つも思うのですが、この点ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 １時４１分 休憩 

午後 １時４２分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢委員の予約型

乗合タクシーに対しての国からの助成の要望という

ような御質問ですけれども、要望につきましては、

補助金等々については、特に公共交通機関の維持と

いうか、そういう部分については全町村対象になり

ますので、維持のための補助金をいただきたい、あ

るいは拡大したいという要望はできるのですけれど

も、この予約型乗合タクシーについては、個々の市

町村の政策としてやっていますので、なかなかこの

単独案件についての全体の要望としてはちょっと難

しいかなと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 分かりますと言ったら終

わってしまう。いや、そういうやはり考え方もある

と思います。 

 ただ、やはり、確かに公共交通機関ではありませ

んけれども、町にしたら公共交通機関になるのかな

と思うのです。ただ、やはりこういった部分に対し

ても町独自で、やはりそういった移送手段が失われ

てきている人たちに対する、やはり大事な施策の一

環としてあるのであれば、これはやはり国にとって

もいい手段でありますから、やはり積極的に、今

後、恐らくなかなか難しい部分はあるかと思います

が、財政措置が行われるような、ぜひ町長、働きか

けも必要ではないかと思いますがお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、地方の都市、上富良野の

ような規模でも、やはり地域交通というのは独自で

昔は維持していたものがだんだんなくなっていっ

て、維持するのが困難であります。そういう状況の

中で、乗合自動車ということで移行してきました。

その点は日あるごとに関係機関や我々の代表である

道議、国会議員の先生方含めて、また横の連携と言

いますか、他の市町村とも情報を交換しながら、そ

の辺は要望につなげていきたいと、このように思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今の予約型タクシーの関係

でお伺いをいたします。 

 この料金については、郡部と２００円、４００円

の差があるわけですが、これはアンケートの結果、

この料金については満足しているという形が得られ

ているので、特にその差を縮める予定はないという

お話でありましたけれども、私が聞いている範囲で

はできるだけ均一料金にしてほしいという人の意見

のほうが強いのですが、これはアンケートの結果が

全てだと捉えられると、アンケートの結果がいわゆ

る何％の回収でそのようになっていたのかというこ

とをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 １時４６分 休憩 

午後 １時４７分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ４番中瀬委員の乗合

タクシーのアンケートの関係の御質問にお答えいた

します。 

 令和３年度に実施しましたアンケートにつきまし

ては、対象者８８４名ということで、登録者数に対

しまして回答数が４８３名ということで５４.６％

になっております。これにつきましては利用してい

ない方も含めて、登録者全員のアンケートを出した

結果となってございます。そのうち、運賃につきま

しては、安いと思う方４５名、１７.６％、ちょう

どいいと答えた方が１８５人で、７２.３％、高い

と思うという方が２６人の１０.１％というような

結果となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） アンケートの結果が５４％

くらい回答ということですけれども、令和３年、こ

こ２年近くまた登録者というのか、そういう人たち

も変わってはきていると思います。そんな中で、郡

部の人たちが特に町に出るときに、いわゆる負担に

なるわけですよね。差があるわけですから。だか
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ら、そういったときに、最近特にテレビ等々でも免

許の返上とかいろいろなことで免許がなくなったと

きに、交通手段としては、やはりこういうものがあ

ればすごく助かるわけです。そのときに、たかが２

００円の差だと言われるかもしれませんけれども、

これ、国民年金で生活されている方というのは本当

に大変だと思います。これ、４００円だったら倍で

すから８００円かかるわけですよね、１回出れば。

そういったいろいろなことを考えたときに、子ども

政策も大事です。我々、これから高齢者も大事だと

思うのです。 

 やはりこういう高齢者の足の確保、そういった面

に、今すぐはならないにしても、そういう均等の料

金を今後はやはり考えていただくということが、や

はり住民の、いわゆる住民構成の中で我々のような

いわゆる高齢者の数が町民の中には数が多いわけで

すから、子どもたちの政策も大事です。我々の高齢

者の対策も重要だと思います。 

 そこの中で、いわゆるこういった乗合タクシーの

部分のこういう料金設定の中で同じ料金にしていた

だくということは必要だと思うのです。今後そう

いったことを検討していただける余地があるのかな

いのかをお聞かせください。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 乗合タクシーの料金設定につきましては、郡部の

方は１回、片道と言いますか、往復、１回４００円

と、市街の方２００円ということで、当然タクシー

の乗合とはいえタクシーですので走行距離が違って

経費がかかって、それを維持していくためにどのよ

うな料金体系が適正かということは、当時、乗合事

業を組み立てるときに検討した結果が今の２００

円、４００円。町によってはワンコイン等でやって

いるところも、均一料金でやっているところもござ

います。その分、利用者の負担と税金で賄われる部

分はそれぞれ町によって考え方いろいろあると思い

ます。うちの上富良野町においては、当時２００

円、４００円ということが妥当だろうと決定しまし

た。適正な負担として妥当だろうと決定して今に

至っていると思います。 

 ただ、中瀬委員おっしゃるとおり、郡部において

は病院等に通う方、所得の種類、国民年金だけの世

帯とか、いろいろ家庭によって条件は変わってくる

と思います。当市の組み立てが適正な負担かどうか

というのは常にやはりアンテナを張ってと言います

か、それが１回決めたからいいとか、考えないとい

う意味ではございません。常に負担、町民に負担し

てもらう水準がどうあるべきかというのは常に考え

て、しかも、それを考えるだけではなくていろいろ

社会情勢も変わってきますので、それを取り巻く社

会情勢がどうなのかも含めて、それは常に考えてい

かなければならないことかなと思っておりますの

で、将来にわたってもアンケートの結果に縛られ

て、それを是とするわけではなくて、常に我々は町

民の目線に立って、どういう負担がいいのかという

のは考え続けていかなければならないと、このよう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

 １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） ちょっと基本的なこと

をお伺いしたいと思います。乗合タクシーの委託料

ということですけれども、これは基本的には随契と

いうことでよろしいのかということ。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １２番小田島委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 うちの町、御存知のとおりタクシー会社２社です

ので、それを地区割りで見越しているので、随意契

約で執り行ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 随契ということで理解

はしているのですけれども、そういう場合につい

て、今まで燃料費とか人件費が上がるとか、そうい

う部分について、人件費は回答にはなかったのです

が、事業者と値上げをしたいということの要望があ

れば対応していくというような回答をずっと聞いて

いるところですけれども、本来であれば町も燃料と

かガソリンとか上がっていくと、ちゃんと予算に反

映されているという考えだと思っています、今回の

予算も。それが随契のときには、やはりそこの負担

分も考慮して契約をしてあげないと、その部分は全

部事業者の負担に、要求してというような感じ、や

はり公的な機関で公共施設、交通をお願いをしてい

るわけですから、本来であればそういうところも

しっかり見据えて契約をするべきと考えますがいか

がでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １２番小田島委員の御

質問ですが、先ほど来、御答弁しているように、今

タクシー料金がタクシー協会の中では上がっている

という状況ですので、随意契約の契約の時点につい

ては十分事業者と協議して決定していきたいと考え

てございます。 

○委員長（岡本康裕君） １２小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） それはタクシー料金と
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かそういうのが値上げされたというところなので、

自分が今ちょっと質問しているのは、本来であれば

そういう積算をして、値上がり分がこれだけ上がっ

ていますねというところを、こちらからやはり、行

政からしっかり積算をした金額というのをまず出す

というのが正しい手法ではないかと、ちょっと思っ

ているので、一度契約したらその部分で補正で上げ

るとかというのは事業者の問題でしょうけれども、

新たな契約をする場合については、そういうところ

を考慮して、しっかり契約、提案をするべきではな

いか、今年度はいいですけれども、来年度以降も、

そういうところをやはりしっかり踏まえて、事業者

にいろいろ値上がり分をお願いするみたいな契約を

避けるべきだと思うのですが。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） 小田島委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほども答弁したとおり、事業者と協議して決定

していきたいと考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございませんか。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、１０分。 

─────────────── 

午後 １時５８分 休憩 

午後 ２時１０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解き、委員会

を再開させていただきます。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １１３ページの町有林管理

費の中で、町有林整備というところがあって、その

中の１２の委託料、旧東中ごみ埋立地植林というの

が１７万８,０００円が計上されているのです。資

料の３２、３３ページですけれども見ると、目的と

しては現地土壌の適正調査の確認のため、試験的に

植林をしたいということで書かれているのですけれ

ども、今植林してみるということなのですけれど

も、現在の土壌の状況で、下に書いてあるカラマ

ツ、トドマツ、赤エゾマツ、これらの種が生き延び

るということを考えているのかどうか、非常に土壌

としては泥炭だったり流下物というか、硫黄が入っ

たりしたような土も混じっていて、そこに果たして

これらの種が生き延びれるのかと。 

 実験をするのであれば、今まで我々が経験した中

では、シラカバなんかは少しそういう意味では強い

と。あそこでも土手に何か流れて落ちてくる種の中

で、生えていられるのは、その今言う埋立地の中で

はないのですけれども、周りから攻めてきているの

はカラマツとか、あとはシラカバが多いような気が

するのですけれども、その辺についてどのように考

えているのか。一反五畝くらいの、０.１５ヘク

タール、一反五畝、我々が言えば１５Ｒくらいの土

地ですから、今この実験をやるといっても無駄な実

験になってしまって、本体に伸びる、要するに全体

の土地に木を植えるまでに何年かけるつもりなのか

お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今回、東中町有林の隣接します旧東中ごみ埋立地

に、ただいま資料３３に示していますとおり、０.

１５ヘクタールで５区画、０.０１ヘクタールを３

種、樹種的にはカラマツ、トドマツ、赤エゾマツを

試験的に植林しようという事業計画でございます。

髙松委員おっしゃるとおり、こちらの土壌につきま

しては、いろいろな土が混ざっているということ

で、確かにいろいろなところでそういう養分が多い

とかいうことがあるかもしれませんが、昨年森林組

合及び富良野南部地区森林事務所の方と土壌調査等

もしたところ、ｐＨ的には全く、この３樹種に対し

ては問題のないｐＨであるということは確認してお

ります。それで今回、人工林のほうカラマツ、トド

マツ、赤エゾマツで、この土壌の中でちゃんと生育

できるかどうかを試験的に行うために今回この０.

１５ヘクタールで制御を行って、試験的に植林しよ

うという計画でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） やるのはいいのだけれど

も、今言うように、見ているかどうか知らないのだ

けれども、水がついて、それこそエゾシカがぬた

ばっているのだけれども、その泥の中で体に土を

塗って云々というくらいの水もずっと溜まっている

ようなところもあるのです。そういうところで今言

うようにどこら辺に試験法を設けるかというのは分

からないのだけれども、奥のほうの、我々が見ても

改良したなと思われるところだったら育つかもしれ

ないけれども、その今言ったようなところ、それが

一番入口にあって、決して条件がよくないのです。

だから、そういうところまでやると言ったら、この

実験でやったからといって、それで今言ったような

ところに育つかということが問われるのではないか

と思うのです。その辺についてはどう考えている

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えします。 

 確かに現地見ますと、髙松委員おっしゃられると
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おり、いろいろな、先ほども言いましたけれども、

土もいろいろな土が混ざっているのと、そういうぬ

かるみになるようなところ、いろいろな条件が違う

可能性が高いと思います。その中で、実際にこの試

験を行うときに、そういうのも考慮して、どういう

ところで植えて、生育状況を確かめるのがいいのか

を慎重に検討しながら、林業の専門家の皆さんの御

意見をお聞きしながら、植林計画をしていきたいと

考えておりますので、御理解いただければと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 本当にうまくやってくださ

い。というのは、もう下に住んでいると言ったら語

弊あるけれども、本当にそこで、例えばそういう、

どれくらいの雨降るか分からないけれども、崩壊す

るようなことが起きたら、我々生活する基盤を失う

わけですから、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 答弁はよろしいですか。

いただきますか。なしでいいです、ありでいいで

す。 

（「それについてどのように考えるか」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ３番髙松委員の御

質問にお答えします。 

 確かに下流の住民の皆様に御迷惑がかからないよ

うに制御していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 関連と言えば関連なのだ

けれども、同じページの同じ項目で、森林環境保全

整備ということに関して、同じ髙松委員が言った資

料の３２の２のほうに書いてあるのですけれども、

植栽ということで２.６４ヘクタールやると書いて

あります。この若木を植えていくというのは非常に

ゼロカーボンのためにも大事だと思うのですけれど

も、これは毎年計画していくのか、あるいは、そし

てそこに植える面積はいろいろあるのだけれども、

今年はこの面積だけなのか、そこら辺からまずお聞

きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） １０番今村委員の

御質問にお答えします。 

 今村委員の御質問にあります植栽、本年度、令和

５年度につきましては、２.６４ヘクタールの造林

を行うと。この造林の計画につきましては、町有林

の全体的な整備計画の中で、Ｒ５年度においては、

この東中６３の２２という林班、小班で２.６４ヘ

クタールの造林事業を行うという計画でございまし

て、当然東中においては皆伐を行ったところは順次

造林を行って植栽を行っていってるという計画でご

ざいますので、町有林については皆伐をしたらすぐ

造林をするというような計画で事業を組み立ててい

るところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 町もゼロカーボン宣言を

して、二酸化炭素の量を減らしていくということで

ございますけれども、森林は酸素を放出すると我々

も思っているのですけれども、これはプラマイゼロ

くらいになるらしいのです。要するに切るのに適し

たやつは酸素も放出するけれども、二酸化炭素も放

出すると。朽ちくしつつあるのは、元々木は炭素で

すから、逆に酸素を吸収してしまう。そうして朽ち

くしていくと。酸素を多く出すのは、だから苗木か

ら若い木なのです。町としては、町の町有林をよく

多く切って、植林をやっていかなければまずいので

はないかなと私は思っているのです。そういったと

ころも長期的な計画とか、そういったものございま

すか。ゼロカーボン、まさしく森林が一つの大きな

目玉と思っているのですけれども、そこをお聞きし

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） １０番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 確かにゼロカーボンということであれば、森林の

持つそういった機能につきましては、大変重要であ

ると考えております。町有林につきましても、ほと

んどの人工林が伐期齢にかなり近づいているという

か、もう既に伐期齢を超えているものも多く見られ

ることから、計画的に皆伐等を進めて、造林事業を

行っているところですけれども、この皆伐、伐期齢

が迎えられている多くの人工林の皆伐を、面積を、

毎年どの程度くらい皆伐するのが適なのかはあれで

すけれども、そういった計画を大幅に見直して、皆

伐の事業のほうを事業量を増やして、早めに人工造

林を行って更新していくというようなことを計画の

中で検討していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） 関連でございますか。 

 なければほかに。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １０７ページの下段のとこ

ろに自衛隊基地対策費というのがございます。昨年

までは自衛隊退職者雇用対策費と別途に分かれてい

たのですが、今年度からこの自衛隊退職者雇用対策

費が合体された予算編成になっているのです。今、

承知のように、自衛隊の規模が縮小されるとか、非

常にそういうときに、せっかくうちの町は基地対策

にこれだけ力を入れていた、そして自衛隊の退職者



― 36 ― 

の雇用対策にも力を入れていたというのは、なぜ合

体したのか、そこら辺の考え方をお聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ６番中澤委員の御

質問に答えたいと思います。 

 雇用対策協議の部分なのですけれども、元々は商

工観光のほうで費用として持っていたものを、基本

的に雇用対策という部分で、基地調整で結構援護室

長との調整が結構多かったもので、そちらのほうで

実質上の業務としては援護室等基地調整室でやって

いたというのが業務の内容でした。そちらのほうに

ついては合体したと言うよりは、観光のほうで持っ

ていた予算のほうをこちらの基地調整のほうに移し

たということです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そこら辺は内部の事情であ

るのだと思います。やはりこういうのというのは、

外に向かってのこういうことをやってるよとか、そ

ういうことを知らしめ、うちの町は基地対策も頑

張っているし、それから雇用対策も頑張っているよ

というものなので、できれば、それであれば、自衛

隊基地対策費とそこにはもう一つ退職者雇用対策費

と起こせばいいだけの話なのかなと、そのように感

じるのですが、すごく私からするとトーンダウンと

いうか、後退したように感じるので、そこら辺につ

いての考えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ６番中澤委員の御

質問に答えたいと思います。 

 基本的に業務内容というものは変わっていないで

す。外に出す発信力とか、そういった部分も同じよ

うに行っているつもりではおります。雇用対策とい

う部分は、自衛隊の退官される方の中では、次の

マッチングという部分で大切な業務の一つだとは考

えております。その辺の部分については、援護室と

もこれからも変わらず推進していきたいと考えてお

ります。ですから、そのように業務を進めていきた

いと思いますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 関連ですか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 似かよっているのですけれ

ども、すみません。自衛隊の募集事務でお伺いした

いと思います。この資料をいただきましたら、閲覧

されて、募集事務を行っているという形になってお

りますが、これは本人の同意等というのはどのよう

になっているのでしょうか。まずこの点をお伺いし

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 自衛隊の関係でございますが、名簿の関係の提供

ということで、私のほうでお答えさせていただきた

いと思います。 

 こちらのほう、自衛隊法に基づきまして、申請が

あったものに関しまして、自衛隊募集の関係の委任

事務を町で受けているということで、私どものほう

でそれに基づきまして年齢等に基づきまして全部提

供しております。現在のところ、本人の同意という

のは取っておりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 個人情報保護法でいけば、

この点はどうなのですか。町の条例等があります

が、そういった条例、情報が外部に流れるという状

況にあってはならないと。仮にそういったものが

あったとすれば、個人の了解も得なければならない

となっておりますが、この点、条例等ではどうなっ

ていますか。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ただいまありまし

た個人情報の提供と、いわゆる条例との整合性はど

うなっているのだという御質問かと思います。ヶ

ちょっと私のほうで回答させていただきますが、公

人情報保護法につきましては、今回大改正と言いま

すか、しますが、現行のやつも今変わらないのです

けれども、基本、個人情報の提供等につきまして

は、本人の同意が第一となっています。ただ、その

例外ということで、法令等で定められているものに

つきましては、本人の同意は必要ないという条例っ

構成になってございます。 

 先ほどありました自衛隊募集に関する、その情報

の提供の部分につきましては、国のほうから、いわ

ゆる今町民生活課長からありましたが、自衛隊法に

基づくということで依頼が来ておりますので、町の

ほうとしましても、自衛隊法は法令でございますの

で、法令に基づくものという判断の下に提供させて

いただいているということでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 仮にそうであったとして

も、本人がもしも嫌だというような状況がないとは

言えません。そういう場合、明らかに個人情報との

関係で言えば、無理があるのではないかと思います

が、この点は上位が優先されるという答弁でありま

すが、しかし、そうであったとしても個人情報等の

関係では無理があると思いますが、この点いかがで
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すか。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ７番米沢委員から

ありました個人情報保護条例の取扱いに関する御質

問に私のほうからお答えしますが、個人情報の取扱

いの原則につきまして、今説明したとおりでござい

ます。それを保管する制度として、いわゆる自分の

個人情報の取扱いがどうなっているのだという申し

出の制度もあります。その中で、自分の情報につい

てどのように取り扱われているのか、あるいはその

利用の提出等について町のほうに申し出る制度に

なってございますので、そういうものがあれば、最

終的には審査会の中で審議をしていただいて、その

提供するものから除外をするとか、そういうことに

なるのかなとありますが、恐らくこれまで町のほう

で個人情報保護条例施行してから大分たちますが、

今までの中で、いわゆる自分の情報のそういう訂正

等あるいは使用状況の申し出というものにつきまし

てはないという状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 関連。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ちょっと聞きたいのですけ

れども、個人の情報をそのようなことを利用してで

も出すのを拒否した場合は、そうするとそれは出さ

ないと考えていいのですか。自分の情報は出された

くないということを町に情報公開の条例に抵触する

のであれば私は出したくないというのであれば、そ

れは町は出さないということですか。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ３番髙松委員から

ありました個人情報保護条例の取扱いに関してです

が、本人の希望がそのまますんなりいくということ

ではございません。その利用している内容等につき

まして判断した結果、適法と言いますか、妥当なも

のであれば、そのような取扱いになるということで

ございますので、本人が単純に申し出ればそれでＯ

Ｋということではないということだけは御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） それでは申し出て、どのよ

うな方法を取れば、それは認められる可能性がある

ということはどうなのでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ担当課長（宮下正美君） ３番髙松委員から

ありました個人情報保護条例の取扱いの分でござい

ますが、基本的には、実際に事例がありませんの

で、実際は私どもが勝手に決めるのではなくて、そ

ういうものにつきましては審査会のほうにかけて、

その中で議論いただいて結果を出すという形になっ

ていますが、基本はその御本人さんの生命ですとか

財産ですとか、そういうものに危険が迫るような中

止の申し出というのは認められるケースなのかなと

思ってございます。 

 また、そうい部分でいきますと、いわゆる個人情

報とはちょっとずれますが、いわゆる住民基本台帳

のほうでも、いわゆるＤＶとか、そういう方につい

ては一切個人情報出さないというような仕組みも一

方ではありますので、基本はそういう、その人に対

して何か支障のあるような案件であれば認められる

のかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございませんか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 例えば、申し出をすれば審

査を受けれるということも、その今言われる年齢に

達していればあるということですか。可能ですか。 

○委員長（岡本康裕君） ページ数をお示しくださ

い。 

○３番（髙松克年君） １０５ページに情報公開審

査会運営というのがあるのですけれども、情報公開

個人情報保護及び行政不服審査会というのが町には

あるということですよね、ここに書いてある。 

○委員長（岡本康裕君） どうぞ、質問立って。 

○３番（髙松克年君） 情報公開の個人情報保護及

び行政不服審査会というのがありますけれども、そ

こで審査してもらえるということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ３番髙松委員の御質

問にお答えいたします。 

 個人情報のそういった停止とか、そういう手続に

つきましては、この個人情報保護審査会等々で審議

いただきまして決定するようなこととなります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １１９ページの泥流地帯の

映画化事業についてお伺いいたします。 

 この予算負担金、交付金という形の中で、泥流地

帯の映画化が進める会に負担という形で１００万円

予算が計上されております。その内容を見ますと、

制作者との調整旅費という形で２４万円。また、詳

細言いませんが、事業を進めるための予算報告ＰＲ

イベントだとか、制作の支出支援費という形で、ロ

ケ班という形で予算が計上されておりますが、これ

は明らかに泥流地帯、映画化を進めるためのその予

算と受け止めてよろしいかどうか、だと思います
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が、この点いかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回、資料５のほうの説明だったと思いますが、

映画を進める会の運営に対する予算としているとこ

ろでございます。イベント開催とか気運醸成とか、

そういうようなことに使える予算として負担をする

ものでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、事実上、映

画は進めていくということの、この間のやり取りで

も町長はやめないということで、これから３回目、

何が何でもいいものをつくりたいということで、熱

意が語られております。その点について町長にお伺

いいたしますが、この旅費というのは、職員等も当

然関わる旅費だと思いますが、この点いかがです

か。担当の方でもよろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 御質問の映画化を進める会の負担の内訳のうちの

旅費関してですが、こちら調整ということで職員が

行くこともありますし、基本的には進める会の会長

さんであったり、もし協定にまでたどり着いた場合

には、そういった場にも当然出ていただくことにも

なりますし、そういった旅費の一部というか、当面

必要な金額の想定として計上させていただいており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 必要な予算ということの話

があったかと思いますが、町長、これ、先ほどのや

り取りの中で、新たにこの映画化を進める予算とい

うのはだめになったので、新たな予算を計上します

というような話でありました。しかし、この予算を

見ますと、映画化を前提とした予算の内容になって

いるわけです。どこが担うか別としても、映画化、

進める会が担うのですが、同時に当然担う会の人だ

けでは、当然理解できない部分、許諾権等々の部分

も出てきて、当然行政も加わらなければならない、

そういう形だと思うのです。 

 そうしますと、町長が言っているように、ゼロ

ベースから予算を新たに計上するというのが、偽り

とは言いませんけれども、おかしいのではないか

と。これだけもう既に予算が計上されていて、全く

別の形で補正進めるのかという、補正で補うという

ことを言っているのですが、全く話の筋が通らない

と思いますが、この点いかがですか。まずお伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほど私、基金の支消のときにちょっと説明した

ので、再度ちょっと御説明させていただきます。 

 この１００万円につきましては、先ほど基金の支

消のときに御説明したとおり、進める会の運営費、

当然映画化を進める会ですから、映画制作に関する

調整や何かにも使います。新たに今度補正を、段取

りが整ったときに、制作者が、協定を結ぶ相手が定

まったときに新たに補正をお願いしたいというのは

本当の純粋な映画の制作費ということで、そちらの

予算についてはまだ上がっていないので、補正をお

願いしたいというような説明をしたということでご

ざいまして、あくまでも泥流地帯の映画をつくって

いくという取組事態がゼロになったということでは

ございませんので、そういった意味ではこの１００

万円、進める会の運営費というものはしっかりと予

算化して、活動自体は全くやらないということでは

ないですから、活動自体は続けて、何とか新しいお

相手を探していくということで御理解を賜りたいな

と思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 成り立たないのです、そん

な話していたら。明らかにこれは、泥流地帯を意識

した予算ですよね。それなのに、全くゼロベースか

らなったので、どこの配信される映画か分からない

けれども、架空のものに予算を付けたということで

す、副町長。もしもそうであるとすれば。私の受け

る。そういうことになれば、明らかにこの泥流地帯

の予算というのは、そういう意図を隠しながら、泥

流地帯の映画化を進めるという前提でありながら、

別なものを映画を探していくと受けて取られても仕

方がないような話なのですけれども、実態は泥流地

帯の映画化を進めるための負担だということで押さ

えていいですよね、町長。確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ちょっと私の説明がきち

んとできていなかったのかと思いますけれども、泥

流地帯の映画をつくりたいという取組はやめるとい

うことではなくて、ゼロになったというのは今まで

の連携協定を結んでいた会社との協定が解消になっ

たということで、新たな制作者、制作していただけ

る方を探さなければならないということです。その

探すための努力をするためには、やはり泥流地帯、

映画化を進める会の皆さんと共に活動していかなけ
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ればならないということですから、こういった通常

のゼロからと言いますか、新たなお相手探すための

経費というのは何かしら必要になってきますので、

そういった意味での映画を進める会の負担だという

ことでございますので、映画化がゼロになったとい

うか、その意味は、映画化をやめたということでは

ないということをちょっと御理解いただければ幸い

だと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そういう理由は成り立たな

いのです。だめになったら、そこでゼロなのです。

そうすると、この映画化を進める会の負担もゼロな

のです。ところが、そうではなくて、新たな事業者

を探すからその分の予算だということなのですね。 

 この間のやり取りの中では、泥流地帯を、映画化

をつくりたいという事業者も何人か、何社か現れて

きてると。名前教えなさいと言ったら、名前もおし

えてくれないと。私、こういう公の場ですから、そ

の隠す必要がないのだと思います。もしも隠す意図

というのがあれば、後ろめたいか、何かなのです。 

 ですから、私はこういう公の場であれば、どうい

う事業者がきっちりとそういった展開を求めて町に

接触してきているのかということを明らかにすべき

だし、また同時にこういった予算というのは全く白

紙に戻して、今後町は映画化に取り組んでいくのか

ということを基本的にきちんと議会に対して説明し

て、本来であればそこから始めるべきなのです。そ

れもしないで、こういう予算を計上してきながら、

さらに接触している事業者の名前も明らかにしない

というのは、明らかに問題です、町長。この点どう

なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、映画を進める会、この予算は、委員おっ

しゃるとおり、泥流地帯をつくるためです。泥流地

帯は架空とまだ決まっていないのに架空ではないか

とおっしゃるかもしれません。架空かどうかは別と

して、第二者の協定がなくなったということは事実

です。ただ、何回も９月から言っているとおり、３

社目は次は継続的に探すということです。継続的に

次の制作者というか、中心となってくるプロダク

ションと言いますか、そこを探すわけですから、そ

れは行政はもちろん探しますけれども、進める会も

一緒になって、やはり進める会というのは町民の有

志の皆様ですので、そこと一緒になって進めていく

ということで、当然この映画を進める会という活動

が一旦そこまでゼロになるというわけではなくて、

三つ目がもし決まったらそこからまた復活するとい

うわけではなくて、進める会のほうは常に映画化

を、１社目も２社目も次も映画をつくるために、映

画を進める会という町民の有志の方は活動している

わけですから、そこは途切れることなく予算を計上

させてもらっています。 

 ２点目のなぜ隠す必要があるのだ。それはまだ、

向こうはこちら、正式に協定の交渉をしているわけ

ではございません。向こうはこちらのほうにインタ

ビューというか、ヒヤリング、リサーチをして、全

く任意で私たちはそれに対応しているわけなのです

が、当然複数の方が来られていますので、その名前

は公表する、契約前ですので、当然今後のことに影

響ございます。相手方もございますので、それは慎

重に、公表については考えなければならないことだ

と思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 何回言っても理解されない

のか分からないのだと思いますが、一般社会では、

もうその事業がだめになったら全てゼロなのです。

ゼロなのです。そういうところから始まって、町の

映画化を今度こういう思いで進めるのだという話が

本来だったらあるべきなのですがありません。ただ

一般質問等のやり取りの中ではこうだ、ああだとい

う。２億円の制作費、３億円の制作費かかるのでは

ないかというやり取りあります。しかし、公のとこ

ろに、どの事業者か分かりませんが、接触があった

ということであれば、何も問題なければ、それは行

政として、こういう事業者が接触ありましたという

ことを言っても差し支えないのだと思うのです。そ

れ言えないというのは、相手のペースに乗ってし

まっていると思うのです。 

 だから、町長、こういう予算を全く新たに予算計

上やめて、すべきだと思いますし、今本当に町民の

暮らしが大変なときにこそ、やはり町民の、職員の

持てる力を、そういったところに、やはり注ぐとい

う、こういうことが今町に求められていると考えま

すが、再度お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるように、普通の社会ではゼロから

始めるということ、認識は、私はちょっと認識は異

にしておりまして、失敗してもゼロベースと言いま

すか、その組織が解体されたり、予算がなくなった

りするというのは、別にそうならなくても、それは

それで普通と言いますか、つい最近もＨ３ロケット

が発射失敗に終わりましたけれども、それでＪＡＸ

Ａがなくなるとか、その予算がなくなるということ
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はありません。これからもチャレンジしていくと、

ロケットの話ですけれども、映画も同じだと思いま

す。 

 我々が町としチャレンジしていうのだと、私自身

公言して、それに進んでいく、全く、制作費につい

てはまだ相手が決まっていませんのでゼロにしまし

たが、そのほかの進める会の活動については全くゼ

ロに必要がないと、むしろ町民の皆さんの有志の皆

さんの活動ですので、それはしっかり継続していか

なければならないと私は思っております。 

 次に、問題があるから隠すのか、問題があるか

ら、それは違法な行為なのか、そういうことはござ

いません。隠すのにはそれ相当の合理的な理由があ

ります。今後の交渉の契約に重大な影響を及ぼすと

判断した場合、もちろんそれもありますし、相手は

プライベートでこちらに来ているわけです。まだ契

約していません。それを相手の合意なしに公表する

ことが、それこそ個人情報の保護に当たるのか、当

たらないのか、いちいちそんな、それこそ町のどこ

の窓口に誰々が来た、誰々がいつか来た、公表しな

いですよね。自治体の契約になるまで。下交渉と言

いますか、そういう任意のものの行動にまで、全て

公表、できる場合はもちろんあれですけれども、ま

ず公表すると、非常に将来禍根を残すので、合理的

な理由があって、それを公表していないだけで、合

理的な理由というのが理解されるかどうかは別とし

て、私はそう思って、と言いますか、町としてはそ

ういう理由でまだ発表、そういう誰が来ているのだ

ということは発表できないのだということで整理し

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 今、町長、ちょっと私の聞

き違いかどうかあれなのですけれども、映画化を進

める会、町民の有志の方、これまで４年間、東京に

行って制作の調整しています。例えば、会長、副会

長、誰でもいいです。そのジパング社に行って、私

たちはこういう映画をつくりたいのだというような

やり取りしていないでしょう。何でそのしていない

期間、元々泥流地帯映画化を進める会というのは、

あくまでも気運醸成です。先ほど副町長がおっ

しゃった、現在、これまでも町長も答弁しています

けれども、そのような形でリサーチにお見えの業者

さんいらっしゃいます。それは、あくまでも来てい

ただいた中で現場での対応というのは、やはり担当

者であったり、町長であったり、副町長であるとい

うことで、そこで経緯が出るのは分かります。で

も、そもそもの映画化を進める会、その組織の役

割って何でしたか。あくまでも映画化が決まりま

す、それで気運醸成のために諸活動するのに経費が

必要です。ですから、このカテゴリーの中のイベン

トの開催であったりとか、広告、宣伝費、これも当

然映画化になったら必要です。あとは、後の公開に

向けて、ＰＲ用品とか記念品、大いにつくって結構

です。でも、今の問い合わせの段階で、この実行部

隊、何ができるのですか。 

 これまで、私の所管委員会の中では、同僚議員か

ら担当者に１回質問させていただきました。もちろ

ん、担当者の方はその名前を伏せた中で、今日も新

聞報道に出ていたので、著名な作品を手がけた監督

さんとの交渉がいい状態にあるということで所管委

員会で、これは公の、フォーマルな委員会で伺って

います。その際、担当者は同僚議員からの質疑に対

して、例えば映画化を進める会の方と共に進んでい

く場合、そのセッションに充てる際は、映画化を進

める会の方も当然入った中で調整するのですかとい

う質疑に、担当者は、これちょっと１社目、２社

目、３社目ということは別に、その問い合わせをい

ただいている今日の新聞報道の有名な作品を手がけ

たという方がこのくらいのレベルだとしたら、その

前社はこのくらいに当たる、だからこの方と調整す

るのには、すぐにこの映画化を進める会の方と一緒

に東京に行って、すみません、やりましょうなんて

いうことにはならないということをおっしゃってい

るのです。でしたら、この１００万円、僕、５０万

円でも１００万円でも２００万円でも、本当にまっ

とうなやり方で、正当な理論で我々に説明してくれ

たら認めます。 

 一方で、この１１９ページには、さらに、その普

通旅費と特別旅費が計上されていて、先ほどの担当

者の答弁では、この映画化を進める会の負担金の中

で制作者との調整旅費というのにはもちろん職員も

可能性でございます、また、協定が結ばれた後に、

御挨拶とかで、例えば会長が担当者と直に挨拶をし

て、よろしくお願いしますというのも旅費だったら

全然大丈夫です。でも、この中に職員入っています

よね。 

 そして、この１１９ページの、いわゆる普通旅

費、特別旅費も、これ約９０万円近くですけれど

も、東京の１回の費用、６万円と計算しても、こっ

ちの旅費で２４万円、さらに９０万円近い旅費で一

体担当者が月に何回、この調整という名目で行く必

要があるの。これ、どっちか落とすべきですよ。で

ないと、皆さんの理論に合いません。あくまでも映

画化を進める会は、映画が出来上がり、また座組が

組まれて、さあというときに、共に町を支援してく

ださいという位置付けです。ですから、特定団体、

役割として、前町長になりますけれども、全ての組
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織、頭の方をぜひということで募っています。 

 また、その映画化を進める会の総会が昨年１１月

に行われたときに、今後会の在り方の見直しをする

ということもおっしゃっています。でも、今思って

もしても、その組織、会の方、辞退するとかという

声も聞いていないですよね。また、新たに加わりた

いという町民の方からも、そういったところでもと

いうお話されていましたけれども、募ってもいない

ですよね。 

 Ｒ５、今問い合わせ中、この映画化を進める会に

１００万円もいらないですよね。あと、この旅費９

０万円、どっちかいらなくないですか。もう１回

ちょっと予算編成に関して、再度、なぜこのような

旅費の計上があるのか、そして、この１００万円越

えをする、東京の必要旅費というのは、誰が何回、

何人でということも含めて、どのような積算か詳し

く詳細な説明を求めます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 旅費はこういった映画化を進める会の負担金の内

訳と直接経費としての８節での計上と両方あること

についてですが、負担の中身については先ほど御説

明させていただいたとおりでありまして、一方、一

般会計のほうから支出する直接経費として出す旅費

のほうに関しては、普通旅費に関しては、実は両方

同じなのですけれども、映画化プロジェクトそのも

ののＰＲでしたり、ふるさと納税を求めるという

か、そういったものをＰＲして、ぜひこういうのが

ありますので納税してくだいというような形で、こ

れはやはりトップセールスとして町長であったり、

担当者であったりというものが、多くは札幌圏と東

京圏に集中してしまうものですから、そういったと

ころで回数、１回行くとやはり１泊、２泊となって

しまいますので、１回当たりが６万円、８万円とい

う金額になってしまいますけれども、一定の回数生

かせていただいて、ふるさと納税を集めると、ＰＲ

を進めていくということで経費計上させていただい

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） トップセールスがふるさと

納税を集める、これは町長自ら宣言していますの

で、それは理にかなっています。ただし、このよう

な御時世です。わざわざ町長のスケジュールで、例

えば１１月に基地調整等々の諸会議で、２泊３日で

行かなければいけないというときにかぶせたりとか

できますよね。わざわざ一回帰ってきて、また再度

６万円をかけるなんて、そんなナンセンスな時代で

はないです。だったら、こういった普通旅費の計上

というのは本来見直すべきであって、トップセール

スが自ら、私がお金を集めますと言っているのです

から、わざわざ担当者が行くことではない。トップ

セールスに任せましょう。そして、今の時代です。

何かに合わせて合理的にお願いをすべきである。１

泊延泊することで、もちろん行政課題い対応するた

めに現場に町長がいないというのは確かにマイナス

ですが、それをリカバーできるのが副町長でしょ

う。だから、こういった予算の計上は間違っている

と私は考えますがどうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 予算の取り方に関しては、内容は今主幹のほうか

ら申し上げたとおりでございます。当然、荒生委員

おっしゃるように、ほかの案件で東京ですとか首都

圏に行ったときに合わせ技でやるとかということも

確かに今までもできるだけそういうようにして、防

衛関係の要望のときにも、例えば相手に時間を合わ

せますから、そういった空いたときには東京都内

の、そんなに遠くは行けませんけれども、関連の企

業さんなどにも訪問したりと、そういうようなこと

も繰り返しておりますので、そういった部分につい

ては特に今までもできれば、せっかく行っているの

で時間の空かないように、そんな簡単にスケジュー

ル調整はできないかもしれないですけれども、努力

してきておりますので、そういったところは当然配

慮していきたいなと思っております。 

 ただ、今回方針切り替えて、できるだけ多くの制

作費の御寄附をお願いしたいという強い意志を持っ

て望まないと、本当に第３番目のお相手からも、ま

だ定まっていませんけれども、お相手からも愛想尽

かされてというのは変ですけれども、なかなか認め

てもらえないということが分かりましたので、そう

いった意味では本当に我々としては最高責任者です

から、最高責任者にきちんとそういった企業さんな

どに回っていただいて、少しでも有利な条件でいい

方に契約と言いますか、協定もしくは契約を結んで

もらえるような条件を整えるためには、今までのよ

うなことではなくて、一層本人、我々が汗をかかな

ければならないという上での予算だということで御

理解をいただけないかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 泥流地帯の映画化を進める

会のこの予算配分は、適正化どうかという問いに関

しては答えてらっしゃらないので、それは後にかぶ

せて伺いますけれども、本当に不思議なのが、いわ
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ゆる制作実行委員会という組織が形成されて、もち

ろんその時点で映画化を進める会、私たちやっとた

どり着きましたということでお願いしますという１

００万円、５０万円なら認めます。今は問い合わせ

です。 

 不思議なのが、トップセールスが企業に挨拶に行

くときに、何も、脚本も制作会社も中身どんな映画

かというのも分からないで、すみません、映画化に

するのでお金くださいって言いにくいではないです

か。これだって考え方によっては、もちろん制作実

行委員会が立ち上がり、本格的に始動してから、そ

こでトップセールスは加速度上げて、もう具体的に

物事が進むわけです。その時点で、例えば１００万

円旅費を計上して、集中的に全国企業回りますとい

う予算に関しては認めます。全然、達成法、目標を

お持ちなので、それに対するものだということで認

めます。でも、今のこの問い合わせ、しかも中身も

丸っきり白紙のリーフレット持って、すみません、

泥流地帯の映画つくりますのでお金くださいって、

営業する側が可愛そう過ぎます。それはもう当然分

かりますよね。名刺に何も、名前も書いてないの

を、白紙の名刺をわたして、すみません、５０万円

寄附してくださいって、どこの誰がセールスしやす

いです。それは分かりますよね。じゃあ物語を組み

立て直しましょう。今何も決まってない問い合わせ

段階です。この時点で本当に気運醸成の活動を主と

する映画化を進める会に予算が必要ですか。あとは

町長の旅費です。これも何もない白紙の状態で、今

１００万円、９０万円、これは私は不必要です。

だって、どうせ企業に御挨拶行くのだったら、しっ

かりと、キャストが誰で、誰々さんが主人公なんで

すみたいなものがもっとあれば、さらに僕は目標の

寄附額は達成できるのではないかなとも思っていま

す。しかし、何もない状態で、しかも、これだけ会

が発足して６年、また１社目、２社目ということも

あり、必要に年数がたっている中、この間、例えば

文春砲であるとか、昨日申し上げましたけれども、

いろいろなメディアから取り上げられて、企業の寄

附する側も、もし最初の営業に訪ねた際に、お話１

回、じゃあ検討しますということで預かったら、今

の時代、検索しますよ。本当に大丈夫かどうか。そ

して、エンドロールにしっかりと私どもの企業の名

前が確実に載るというところでなければ出しません

から。そんな時代ではないです。だから、しっかり

と制作実行委員会を立ち上げて、しっかりと色を付

けて、名前も書いて、そういう名刺を持ってお願い

しますだったら、目標の２億円は僕は達成できると

信じています。だから、この予算の組み替え方、

しっかりと我々に説明も含めて、理にかなった組み

立て方をして、もう一度出し直しませんか。どうで

す。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 大変そのとおりで、前も言ってましたけれども、

当然制作委員会が出来上がってからであれば、本当

に企業の方もさらに投資意欲というのですか、寄附

する意欲も持ち上がると思いますけれども、まだ

我々そこの段階に行っていないというのは荒生委員

のおっしゃるとおりでございます。そういった今の

お相手を今模索している状況の中で、しっかりとで

きるだけ早く相手を見つけるためにもぜひ進める会

ですとか、町長のトップセールスですとかというこ

とで寄附も集めたい、それから町民の方、荒生委員

御指摘のとおり、何年もたったことで町の方も本当

に、ちょっとしょぼんとしてしまっているという

か、いつになったらというようなお気持ちあること

になっているのだと思います。当然そういったとこ

ろもまた奮い立たせるためには、相手見つかったよ

と、それから制作委員会もできたよというのが本当

にそれが正しい姿だと思いますけれども、だけれど

も、そこにたどり着くためには、やはり一生懸命活

動しなければならないということで、そういった意

味で進める会にも、それから町長のトップセールス

にもぜひ予算をお認めいただいて、取組を絶えるこ

となく続けさせていただきたいというのが我々の願

いでありますので、そこのような一生懸命というか

積極的に前に進んでいきたいということを御理解い

ただけたら幸いだと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 今すごいゆっくり、分かり

やすく御理解いただけるように説明しましたけれど

も、映画化を進める会、何やるのですか、この間。

どこに行って、誰がどのような形で制作会社と調整

をして、そして、じゃあ決まりました、副町長なん

ていうことを誰ができるのですか。このメンバーの

中で。だから今はこの会に対しての負担金は不要だ

ということを申し上げています。この不要論はどう

ですか。何に使うのですか、問い合わせの段階で。

ＰＲ物販も中身がないのにどうやってつくります。

これまでの間のせこいティッシュとかそんな時限で

はないですから。しっかりとお金を集めるのだった

ら。 

 だから町長だって、やはりやりやすいように、先

ほど、何度も説明しているとおり、具体的に形が見

えてから行動したって遅くないです。映画はこれま

での間も協議していますけれども、たった１年で全
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てできないですから。ゆっくり２年、３年かけてと

いうことであれば、なおのこと色が見えた、町長動

きましょうというところでも２億円集めるの遅くな

いと思います。私言っていること間違っています

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 決して荒生委員の御指摘が間違っているとかそう

いうことではなくて、何回も繰り返しになって本当

に申し訳ありませんけれども、とにかく取組を途絶

えさせることのないように、この部分だけは当初予

算に入れさせていただいて、そしてしっかりとお相

手が決まったときには何回、前から説明しています

制作費部分、それの部分についてしっかりとまた御

議論いただきながら、相手が決まったときにそう

いった新たな予算組みについてはまたしっかりと議

会の皆様に説明しながらやっていきます。だけれど

も、こちらのほうについては、本当にレギュラーの

仕事って変な言い方ですけれども、切れ目なく、４

月からしっかりと取り組んでいかなければならない

仕事でございますので、そちらのほうについては予

算化をしたということでございます。 

 それから気運の醸成や何かも、本当に一生懸命や

らなければなりません。それから委員おっしゃると

おりグッズにしても、立派な物というのはちょっと

変かもしれないですけれども、それなりの物を手が

けて、いろいろまた町の人の気運も上げていかなけ

ればならないですし、一応いろいろな登りなどを

使って、各商店や何かも御協力していただいており

ます。そういった方々が、何だやっぱりだめだった

んだということのないように、しっかりとした取組

をするための経費と御理解をいただいて、進める会

の活動が途切れないように、町としてもしっかり応

援していきたいと思っていますので、御理解をお願

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 休憩を挟んで、休憩後に議

論を再開したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、３時２５分。 

─────────────── 

午後 ３時１３分 休憩 

午後 ３時２５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解き、委員会

を再開させていただきます。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 引き続き、質問させていた

だきます。 

 先ほど来、１００万円必要ないよというところの

根拠の一つとして、１０３ページに、一番上になり

ますが渉外経費の中にも特別旅費が２５０万円予算

あるのです。これ、東京６万円だと４０回行けるの

ですよ。月に何回行くの。３掛ける１２、だから、

こういった、ちゃんとした予算化されている経費内

をもって、トップセールスの資金集め、十分可能で

はないのでしょうか。これは泥流地帯に関しての旅

費の支出に対する考え方ということで御答弁願いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えします。 

 当然、他にも町長の、町長に限らないのですけれ

ども、そういった道外等に会議で出席する旅費は当

然ございます。そういった中で、先ほども御指摘い

ただいたように、できるだけ相乗りと言いますか、

合わせ技でもってやってるような努力もしておりま

すので、そういったもの以外にも、こういった予算

を計上させていただいているというのは、例えば相

手方の都合によって、そういった交渉と言います

か、交渉ではなくて会合とか面談、そういった、ま

だ交渉まではいかないと思うのですけれども、もし

かしたら交渉まで進めばうれしいことですが、そう

いった場合には、やはり相手方の都合とかもありま

すので、必ずしもその何かと抱き合わせというのは

大変難しい部分もありますから、そういった意味で

予算計上させていただいているということで御理解

をいただけないかなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） いただけないので、重ねて

申し上げます。先ほど来の議論は、私本当に、

キャッチボールだったら超受けやすい、胸元に球投

げてますよ。あなた返してくれてない。かみ合わせ

ましょう、議論。あなたとは副町長です。 

 漏れまくってるのですけれども、その映画化を進

める会、１１月に総会がありました。Ｒ５の予算化

計上に向けて、資料要求中身の、こちら説明資料と

いうことであれば、まだ総会前なので骨組みとして

はこんな感じなのかなということで、実際に役員会

も開いてなければ、役員の方々に今年は１００万円

の予算をもって会を運営願います、その中身につい

てはかくかくしかじかでこうなりますのでという話

しましたか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 
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 泥流地帯映画化を進める会の役員と言いますか、

三役、会長、副会長と打ち合わせ、プラスオブザー

バーの方とそういった会議をさせていただきまし

て、今進捗はある程度お話させていただく部分、制

作者の方から御相談いただいている部分というのも

もちろんお話させていただいた上で、いずれかと話

がしっかりと結び付くようにということで、Ｒ５に

関しては通常どおりの活動ができるようにというこ

とで進めさせていただきますといったことも含めて

お話させていただいております。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 私、浦島さん御存知のとお

り、三役の方、毎日のように顔合わせています。こ

の予算の細部とか、そういったところには、現段階

でまだ触れていないですよね。私が聞き及んでいる

のは、１０日から１２日の間、有名な作品を手がけ

た監督さんが見えた翌日、１３日に、今、上嶋さん

がそのお話いただいた監督を受けての後に、こう

いった進捗でるよという報告をしたのは聞き及んで

います。その先に、じゃあ、我々に提供した資料に

基づいた内容で、青野会長、中村副会長、このよう

に本年度事業を進める考えがあり、予算は１００万

円になります。その説明してない。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 １００万円という言葉がそのとき出たかどうかと

いうのは、ちょっと今すぐにはあれなのですけれど

も、そのお話させていただいたときに、Ｒ５の総会

のスケジュールの話にもなりまして、ここではそう

いった、こういう具体的なものをお示ししたわけで

はないですが、例年どおりというか、必要最小限、

気運醸成事業を進めていただけるような体制を取る

ための予算取りもしていきますというお話はさせて

いただきました。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 今、申し述べていただいた

とおり、実際問題、中身についても、金額について

も、話し合いは行われていません。そこでもう一度

伺います。数年前に遡ります。そのときは、この会

に負担金って５０万円から始まっていますよね。要

は、具体的な進捗がない中、どのようなタイミング

でスタートダッシュを切れるかというのは分からな

いから５０万円です。また５０万円でいいのではな

いですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 スタートのときに、本当に５０万円だったという

のは私も記憶にございます。そういった中で、いろ

いろと取組を進めていく中で、いろいろなものが増

えてきたというのも御存知のとおりかと思います。

今年になってそういった問い合わせも来ていますの

で、そういった方々の対応や何かについても、こち

らにも書いてありますけれども、予算化していると

いうようなことで、そういった部分が一定程度ない

と来たときに、上富良野町をアピールするためにい

ろいろな経費を使わせていただいているので制作支

援費、ロケ班支援みたいなものが計上されているこ

とでございますので、そういったことも含めて、５

０万円がいいのか、１００万円がいいのかというの

はともかくとして、ともかくというか、詳細何円と

いう答えを私は持ち合わせていませんけれども、一

定程度今まで活動してきた幅を維持するためには１

００万円程度のものが必要なのかなということで御

理解を賜りたいなと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） Ｒ５の予算、ぜひ会長、副

会長、またオブザーバーの方も含めて、皆で協議し

て、本当に１００万円必要かどうか検証してくださ

い。そうしたら、会の役員の方が、皆声合わせて、

やはり我々はかくかくしかじかのために、やはり１

００万円いるのだと、誰も言わないと思いますよ。

だって実態が伴っていないし、何をどうしたらいい

のですか。分からないのに予算は要らないです。副

町長がおっしゃった、その制作にかかる方が、こち

らに来て、具体的に打ち合わせが進む、その過程で

必要な経費というのはもちろん、私も分かります。

でも、ＰＲ物販であるとか、２４万円の旅費、この

辺うまく切ってください。５０万円だったら、考え

ます。どうです。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えします。 

 確かにまだ不確定な要素が大変あるということ

で、委員の皆さんが心配に思われていることは本当

に理解できます。しかしながら、やはり、今年は本

当にもうできるだけ早く相手を見つけたいのです。

そういった意味では、一定程度の活動費を持って、

特に今までそういう、去年の総会でも様々な御指摘

を会の皆さんから言われましたから、そういった会

の皆様と一緒になってやるために、しっかりとした

活動費を確保して、皆さんも使うし、それから、当

然ロケ班の方々の応援にも使うし、そういった形で

の予算化をするべきかなと思っておりますので、そ

ういった意味でのこの１００万円という、ある意

味、ちょっと本当にどこまでがどのように使われる

かというのは１００万円の中で相手によったりして
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上下するかもしれませんけれども、それくらいの予

算規模を持って、ぜひ進める会をより活発な会にな

るように応援していきたいという思いでございます

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） いつまでも平行線なので、

言い切りたいですけれども、かみ合ってないという

理由、分かってないようなのでお話します。映画化

を進める会が副町長のおっしゃる１日も早く相手を

決めたいというところの何の役割をもって何をする

のですか。だから言ってるのです、いらないでしょ

うと。もうこれ以上同じことは言いたくないので、

なぜその分かりやすい説明をしているのに、御理解

賜れないのでしょうか。御説明願います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 例えばジオパークのときもそうでしたけれども、

我々これだけ皆さんを歓迎しますよというのをつ

くっていくことも、この進める会の役割で、それが

気運醸成ということなのです。やはり我々、先にほ

かの委員からも指摘されましたけれども、弱腰と言

いますか、受け身みたいなことを言われましたけれ

ども、まさにそのとおりで、こういった芸能関係と

いうのですか、映像関係というのですか、そういっ

たものは家建てるとかということではなくて、本当

に芸術とかそういう世界なものですから、本当に監

督さんがこの町を気に入って、泥流地帯という小説

を気に入って、このロケーションを気に入って、

じゃあやってみようと。それになおかつ町も協力し

てその制作費も何とか頑張って寄附金を集めている

と、そういう条件がそろっているならぜひやりま

しょうと、そういう気持ちになってもらわないと、

何千万円集まったから、何円万円あげるからやって

と言って、じゃあやりますわというような感じでは

ないのです。 

 やはり三浦文学が求めているような、本当に全国

ロードショーができるような質の高い映画をつくり

たいとなったときに、本当に記録映画なら町でぽん

と出してつくれるかもしれません。だけれども、そ

ういったストーリー性ですとか、そういう歴史を残

すような、そういったものをつくってもらうために

は、できるだけ我が町を制作者の方が、しかもそれ

なりの実力のある制作者の方が気に入っていただか

ないと、これなしえないので、そういった意味でも

ぜひ切れ目なく取組を進めさせていただいて、去年

いろいろ会で御指摘された部分を改善して、そう

やって進めていかないとならないという思いで、今

この予算化をお願いしているところでございますの

で、御理解を賜りたいなと。この歩みを止めると、

連携協定にまでたどり着くことができません、

我々。何かアクション起こしていかないと、ああ、

やっぱり上富良野だめだって、見捨てられることの

ないように、そういう取組、スタンスを持ち続けな

いと、本当に契約をするという所まで本当にたどり

着けないと思っていますので、本当にかみ合わない

ということでお叱り受けていますけれども、私のほ

うからはそういう説明をさせていただきますので、

どうぞ御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） 私のほうからも重ねてと言

いますか、今の副町長の説明プラスアルファになり

ますが、去年のちょうど協定、２社目と解約する前

の町民を進める会への説明、そのときにオブザー

バーとして議員の方にお知らせして、何人か来られ

たと思います。そのときに、皆さん、本当分かった

と思います。大分我々怒られまして、勝手にやって

んじゃないよと。それは心に強く思ったというか反

省して、今年は、５年度は、やはり当然会長はじめ

会の方、今後まだ５年度始まっていませんけれど

も、始まったらもう以前の何倍も関わってもらいた

いなと思っております。それは、もう協定結ぶ先が

決まってからではなく、先ほど副町長が言ったよう

に、その前のＰＲ、監督に対する、監督というか次

の協定先をどうするか、来てください、来てくださ

い、お願いしますと町のＰＲもそうですし、町の気

運醸成もそうです。そこからやらないと、もちろん

だめだと思いますし、あと、やはりまた協定先を今

までの反省に立つと、役場で決めたのではないかと

お叱りも、前回受けましたので、当然今複数来てお

りますので、その中でどれにするかとなったとき

は、当然友の会の人の意見を、意見というか我々や

はり相談して決めないと、また後でしこりを残しま

すので、そういうことは去年の秋の反省の上に立っ

て、そういうことがないように、しっかりと友の会

と……。 

（「町長、友の会ではないよ」と呼ぶ者あり） 

○町長（斉藤 繁君） すみません、進める会と、

この間の一般質問でも言ったと思います。役割は

別々ではありません。別々なのですけれども、しっ

かりと歩調を合わせてと言いますか、ぴったり力を

合わせて、協定先が決まったからではなく、もうそ

れまでも非常に関わってほしいという形で、３回目

を絶対決めたいという私の強い思いから、１００万

円がいいか、５０万円がいいかと、予算の多寡は議

論のあるところですが、我々はとりあえず、とりあ

えずと言いますか、進める会、必要だと、活動は、

協定が結ばれる前の活動も必要だと思っています
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し、それに必要な予算は１００万円なのだと。特に

先ほど来から問題になっております、下のほうから

言いますと、制作支援、あとプロモーション、先ほ

どいろいろ説明したとおりだと思います。旅費は特

に本当に協定決まる前もどこにするかというところ

からもう関わってもらおうと思っていますので、こ

の１００万円というのは我々が積算したと言います

か、金額でありますので、その多寡がどうかという

のは、皆さん、予算特別委員会の皆さんでしっかり

と御審議していただければ、その結果は真摯に受け

止めたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） では、これでしっかりと１

００万円の適正な支出であるかどうかも含めて、こ

の予算委員会内で我々審議し、その結果を後に御報

告させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、先ほどから御説明

いただいていますが、この映画化を進める会の旅費

等なのですけれども、今現在で制作会社どことも協

定というか契約はしていない状態ですよね。それ

で、この旅費は制作会社を共に探しに行くための費

用ですか。確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 こちら、決めに行くと言いますか、最終調整して

交渉するのにというよりは、今のところは向こうか

ら来ていただくことが、非常に、もちろんロケハン

がありますので、そういった機会を利用して見てい

ただきますし、お話もさせていただいております。

ここに進める会の会員さんなり会長さんなりがこち

らで東京に行くという場合に関しては、むしろ協定

なり結ぶに至ったときのことが多く想定されると思

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） では、これは制作会社を探

しに行くための旅費ではないという今のことで、制

作会社と協定等が決まった後に、調整するための旅

費ということで大丈夫ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 もちろん、そこには限定されたものではありませ

んので、もしかすると交渉なり協議の過程によって

は途中で協定前に面会することが必要かもしれませ

んし、逆に協定後にさらに制作についての調整をす

るのにというよりは面会をすることもあろうかと思

います。そういったことで、いついつ何々にといっ

たことでまだ決まったような金額、回数の見込みで

はないことを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 全然分からないのですけれ

ども、旅費のところに書いてある制作者というのは

決まってもいない、協定された制作者なのか、まだ

まだ決まっていない制作者なのか、この旅費、どう

いうことですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 もちろん決まる前の段階では制作候補者とお読み

変えいただくことになると思いますし、決まった後

でしたら、もちろん制作者ということになります。

制作者といっても映画制作事業者ももちろん包含し

ておりますので、交渉過程においては、まだ決まっ

て、協定なり契約なり結んではいないけれども、そ

の制作者との面談ということも、制作者、制作会社

であったり、個人であったり、監督であったりする

と思いますけれども、もう少し大きな意味での制作

者と御理解いただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ちょっともう全然理解はで

きないのですけれども、この映画化を進める会と町

との関わりについて、町長は先ほどから今回は共に

協定前からも関わってもらって、共に進めていきた

いというスタンスであることをおっしゃっていまし

たが、これ、映画を進める会のほうではそういった

スタンスに変更するというのは、もう了承している

のですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井委員の御質問にお

答えいたします。 

 共に進んでいこうと、前からももちろん活動して

いたのですが、どちらかというと、何か距離があっ

て、それで去年の総会のときに怒られたのを多分見

ていると思いますけれども、役場だけで、事務方だ

けで進めるなとお叱りを受けましたので、当然頼ま

れたからとかではなくて、もう進めるなということ

だから一緒に距離を詰めて進んでいくと、そのよう

に私どもは理解しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 町と映画を進める会との間
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で、考え方が違うのではないかなと私は感じている

のですけれども。というのも、その総会以降、広報

のインタビューで会長さんとお話しする機会があっ

たのですけれども、そのときもスタンスとしては町

のロケ等をサポートする会だからというスタンスで

御説明あったのです。共に制作会社もちょっと決め

ていきたいスタンスに変わったのですというお話は

一切なかったのですけれども、それ一方的に町の考

えであって、映画を進める会はそう思っていないの

ではないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 いや、皆さん目撃されていると思います、本当に

去年事務方が怒られたことで、勝手に進めるんじゃ

ないと。もう勝手に進めるなということは一緒にや

ろうということだと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その町の考えは分かったの

ですけれども、本当に映画を進める会、令和５年度

は一緒に制作会社も決定して考えていくという活動

内容になっているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番元井委員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 この場で面接をするとかそういうイメージではあ

りませんけれども、もちろん相談はさせていただき

ますし、意見は十分参酌したいと思います。必要で

あれば、やはり、来てもらえればセッティングしま

すし、そういう場がなければ東京に行って、いろい

ろ情報が必要であれば一緒に会ったりしなければな

らない、情報と言いますか、決めるのは本当、町と

進める会が意見が一致しないと、最終的に行政が決

めたということになったとしても、やはりそこに進

める会の意見が相当聞いたとか参酌しないと、一緒

に進むことになりません。進める会と一緒に進めて

いかないとうまく将来的にいきませんので、私は一

緒に進めていくと。あの総会での会の真意もそうい

うことだと理解しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） もう何度言っても平行線の

ままなので、ちょっと細かいことをお聞きします

が、映画を進める会が行う気運醸成活動、ＰＲ等な

のですけれども、これはもう協定が決まる前にもう

執行する計画なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 こちら、気運醸成活動費に関しては、これまで会

発足以来、ずっと計上させていただいておりまして

執行してきたものでございます。内容的には、もち

ろんいろいろなものがあろうかと思います。まず、

当面必要なものとして、ＰＲグッズであったり、こ

ういった広告宣伝であったりということを想定して

おりますので、もちろん協定者が決まる前でも今ま

でどおり、これからも同じようにそこは気運をそれ

こそ、費用、当面、消さないように、止めないよう

ということで、それはしっかりと気運醸成つなげて

いくためのものとしてもやっていきますので、協定

会社が決まる前ももちろんして執行するものであり

ますし、決まった以降ももちろん継続して取り組ん

でいくべき予算と捉えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） このまま映画化の気運醸成

を続けるというのは、ずっと閉店セールやっている

お店みたいな状態、そういうことになりませんか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 もちろん、閉店セールのような、おっしゃってい

るような状態にならないように皆で一丸で取り組ん

でいくということですので、ならないですかとなり

ますとならないように頑張りますとしか言えないと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） いつ公開されるとかも何も

決まっていない状態で、いつ閉店するかも分からな

い状態で閉店セール始めますと、ずっとやっている

のと同じではないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 私も１日でも、１年でも早く映画の公開を目指し

て頑張っていきたいと思います。ずっとやるという

意味ではなくて、目標を目指して、映画の公開に向

けて気運醸成等を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） その下にある制作支援費、

これロケハンの支援とあるのですけれども、これこ

そまさにもう契約というか協定決まってからでない

と要りませんよね。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 
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○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 ここで言うロケハン支援というのが政策検討に係

るロケハン支援ということで上げさせていただいて

おりまして、もちろん協定締結するまでには泥流地

帯がどういう物語なのか、上富良野が原作地として

どういう関わりがあるのか、町民の気運はどうなの

かということもしっかりと実際に見てもらわなけれ

ば、とてもとてもこれはまとまるものではありませ

んので、そういったものに関して見てもらう、感じ

てもらうための費用となってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １０万円２名、２回となっ

ているのですけれども、これ、協定していない方も

あり得るということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） もちろん協定に

至るまでに検討するためのロケハンですので、もち

ろん協定前の事業者さんを指しております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） これ、ちょっとロケを考え

ているのですと来たら、これで宿泊とかも出すとい

うことですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 もちろん、手挙げた方にどうぞ、どうぞと来るも

のではなくて、ある程度話が進んだ上で、もちろん

泥流地帯、三浦綾子さんの泥流地帯の本を読んでい

ただくというのが一番先になります。まず、それを

映画化できるのかどうかというのが、全く話になら

ないわという事業者さんがもちろん多いです。それ

が５０年間映画化されてこなかった理由ですので。

ですが、それを超えた事業者さんに関しましては、

実際に上富良野町を見ると、見て調べた上でそれを

検討する。そうでないと、さすがにこういった大作

の映画化に取り組みますよと、事業者さんも言えな

いので、そういった費用として計上させていただく

ことになります。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） やはりどう考えても、こう

いったのは協定が決まってから行うべきの１００万

円だと私は思います。ここの１００万円のほかの旅

費、普通旅費、特別旅費も、これ、企画商工観光課

のところでトップセールスの旅費を計上しても問題

はないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 問題はないと考

えております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ということは、町長のそう

いった旅費も各課のところで計上されていることも

十分あるということでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） １番元井委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 これ、全般に係るところなので、私のほうからお

話させていただきます。 

 各事業別の予算として組ませていただいておりま

すので、その事業で必要な部分につきましては、

トップセールスであってもそれぞれで組む場合もご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 映画化を進める会の事前要

求資料のほうに戻りますけれども、１００万円の内

訳しか分からないのですけれども、映画を進める会

全体の金額というのは、隣のジオパーク推進協議会

のように分からないのです、こちらは。どうなって

いるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 今回負担で計上させていただきます１００万円、

もちろん会のほうでもこういった予算、会の令和５

年の予算を決めるのは４月末に予定しております総

会でということになりますので、ここで確定ですよ

というお話はできませんけれども、事務局から提案

させてもらう予定の内容としては、ほぼこの金額

と、繰越金があれば恐らく３０万円なり、４０万円

なりという、もし繰越があるとすればそれを重ねた

ものが大体こういった内訳で振り分けられた形の提

案になろうかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 繰越金も４０万円なりある

という認識で大丈夫ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 まだ会計閉じておりませんので正確なものではあ

りませんけれども、恐らく今のままの執行状況でい

くと、それぐらいは繰越額が出る見込みですので、

もちろん令和４年度で御負担いただいたものに関し

ては不用額としてお返しする分、もちろんあるので

すけれども、そういったことで最低限の繰越金とい

うことで、そのぐらいの金額について御提案申し上

げる見込みであります。 
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○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 繰越金があるのであれば、

副町長が言われているような映画を進める会の活動

というのは、その繰越金で十分できるのではないか

なと私は思います。そして、改めて制作会社等が協

定決まってから、何度も言いますけれども、補正し

ていただきたいなと思うのですけれども、その考え

は変わりませんか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １番元井委員の御質問に

お答えいたします。 

 どんな会であっても、一定程度の繰越金あるのは

皆様御存知かと思います。それらも考慮して、その

上で今回の１００万円というものを載せてございま

す。何回も、荒生委員に御説明した内容というか、

私にはそれしかもう説明する材料持ち合わせており

ませんけれども、繰り返しになって申し訳ないので

すが、１００万円が本当にぴったり１００万円なの

かと言われれば、それはいろいろありますけれど

も、先ほどから申し上げているように、去年受けた

お叱りをしっかり反省しながら、進める会の皆様と

共に歩みを止めることなく、協定相手が見つかるよ

うに、そこのところがやはり今、一番私たちしなけ

ればならないところなので、当然荒生委員のときに

も御説明しましたけれども、荒生委員からも御指摘

いただきましたけれども、当然にして協定結んでか

らやるというのは本当に確実なことだと思います。

ですけれども、今私たちが置かれている状況は、確

かに実行していただけるお相手を探すことがまず、

探して、お約束をすることがまず第一の目的ですか

ら、第一というか第一段階だと思っていますから、

そういった部分に向かうために、一定程度の経費を

持ち、それから去年受けたお叱りを、進める会から

いただいたお叱りをちゃんと改め、そうした形でき

ちんと取り組んでいかなければ、結局有名な監督さ

んだか、制作会社だかも、ここは大丈夫だなと、映

画つくってやるかと見てもらえないということなの

です。そういったことを含めて、一定程度の活動を

キープしていくということは本当に大事なのだとい

うことで、この金額を充てているということで御理

解をいただけないかなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 先ほど説明で制作者との検

討は、今までは自分たちがやっていたのですよね。

課で。じゃないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ２番北條委員

の御質問にお答えいたします。 

 細部の打ち合わせとか、その前は協定結んでいた

ジパング社とかイメージフィールドとか、担当職員

とで打ち合わせをしていたことはございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、その体制も

少し入れ替えなかったら、同じことの繰り返し３回

目もやるのではないかと思うのですけれども、その

辺は何ともないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） もちろん２社目

のジパングさんに関しましては、最初５月に１社目

の協定先が民事再生法の適用申請をされたという報

道があった数日後に実はそういうロケツーリズムな

りを取り組む会を介して紹介受けました。５月くら

いにそういったことで、確かにこちら事務局側とコ

ンタクト取って、そこからお話はさせていただいた

のですが、そこから会社の立ち上げまでが翌年８月

に会社が立ち上がるまで１年少々の時間がございま

したので、それまでにはしっかりと映画化を進める

会の皆さんとも情報共有しながら、当時は毎日新聞

社とＭＢＳ社が協同出資で会社を興して、地域と映

画ですとか、映像をつくって盛り上げていくという

会社ができるということなので、これに泥流地帯の

プロジェクトをしっかり担ってもらえるように協定

結んでいきたいですということでお話させていただ

いた上で１年３か月後に会社が立ち上がって、その

秋に協定を結ばせていただいたというようなことに

なりますので、必ずしも事務局だけで決めていると

いうことではもちろんございませんし、今後第三の

協定先に関しましては、先ほど来お話ありますとお

り、しっかりと皆様方と情報共有しながら、もちろ

んそれを決定権を委ねるということにはお互い、も

ちろん大きな責任にもなりますし、そこはこれから

協議していくところではございますが、しっかりと

情報共有しながら進めさせていただきたいと思って

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、専門家がい

なければ、しょせん３回目もうまくいかないのでは

ないかと思うのですけれども、そこら辺は何か考え

ているのかどうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ２番北條委員

の御質問にお答えいたします。 

 起業人の方が映像関係の、前職、やっていた方で

ございますので、そういう方の御意見とか、そうい
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うのも受けながら、今後進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それでうまくいくのであれ

ば問題ないのですけれども、何か新しい考えの人が

入らなかったら、専門家とか。何か今までの流れで

いくと、３回目の何か不安材料が多いのではないか

と思うのですけれども、その当たりはどうなのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 １回目、２回目の協定のときには、我々事務局側

にも、進める会側にもなかった新しいものというこ

とで言えば、先ほどお話ありました地域活性化起業

人、今来られている方、元々は地域活性、全般、観

光であったり、そういったもの、観光コンテンツ新

たなものを探していくといったものが主の業務とし

て来ていただいた方なのですが、これはたまたまと

いうことではないのですけれども、大手の企業で映

画の制作にも何度も関わって、ちょっと私でも知っ

てるぐらいの映画に関してもプロデューサー的に関

わっていたであったりといったキャリアを持ってい

る方で、いまだにメディア関係には大きな影響力を

持っている方で、もちろん知識、知見に関しても、

我々ここまで様々な映画制作関係者、メディア事業

者と関わってまいりましたが、もちろん全く心配の

ないような知見を持った方であると認識しておりま

す。そういった方がプロとして関わっていただいて

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） その方が専門家であって、

今後その人に意見を求めながら制作を、相手を決め

ていくという考えでいいのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 主に上富良野町側に立って、専門的な知見を入れ

ていただけるプロフェッショナルとして、その方の

お力をお借りする一方で、引き続き、もちろんその

セカンドオピニオンではないですけれども、専門家

の方と言ってもいろいろな方が、いろいろなジャン

ルのいろいろな方がいらっしゃいますので、そこに

関しては広く情報をしっかりと収集しながらつくっ

ていきたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。関連

ありますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今聞いていて、もう本当に

分からなくなりました。どこに問題点あるのかな

と、ちょっと考えながら聞いていました。映画を進

める会がもしなかったらどうなのかなと。これが一

番スムーズに行くのではないかなという感じを抱い

ています。というのは、まずは映画制作者を見つけ

るのは町の仕事、そして、それが決まったら気運醸

成とかロケサポートは進める会が担って、町民の意

識高揚を図ってもらうという形になったら、今すご

く長い間議論していることが、何かうまく行くよう

な気がして聞いていました。 

 やはり進める会というのは、先ほど副町長が言っ

ていましたけれども、一定程度繰越金や何か出てく

るのは当たり前で、でもよくよく考えたら、会への

財源というのは町費なのです。進める会で１円も出

してないと思います。だから、本来であれば、進め

る会も会費を集めて、しっかりと負担をし合って、

そしてやっていくというのが本来的な団体活動だと

思うのだけれども、今そういう形になってなくて、

そこに予算を一般会計から繰り出していると。これ

では、今言ったように進める会の人たちの責任感と

か、そういうのもほとんど感じられなくて、このま

ま進んでいったら、多分また同じような議論になる

のかなと。 

 そこでちょっと質問に戻ります。要するに、進め

る会ではなくて、映画制作会社等を見つけるのは町

の責任で行うと、そういう考え方はないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えします。 

 委員おっしゃるとおり、これまでも町のほうで探

して、それで連携協定をしてきたということでござ

います。しかしながら、前回の総会のときにも同じ

ように、皆さんも御存知だと思いますけれども、情

報をしっかり共有して、進める会を無視しないで、

しっかり共にやるように、事務局が勝手にやるので

はなくて、進める会と共にやりなさいと、全然情報

ももらってない、相談も受けてない、結果をお知ら

せいただくだけではちょっと困るよという御意見を

いただいたところでございます。だからといって、

先ほど主幹が申し上げましたように、この制作者を

選んだのは進める会だからということには決してな

らないのかなと思っています。当然皆さんからいた

だいた寄附もこれから使いますと、制作費に充てた

いのですとまで言っていることですから、当然我々

が協定を結ぶ制作者は探して、選ぶのにこういう

方、こういう会社ですけれどもよろしいですよねと

いう、当然進める会に探してこいというのは、そん

な話にはならないですよね。ですから、そういった



― 51 ― 

意味での、共に歩むということはしますけれども、

相談に乗ってもらったり、交渉会したりというのは

しますけれども、最終的に責任を負わなければなら

ないのは我々なのだということは確かでございます

から、制作会社を探す、プロモーションの会社なの

か監督さんなのかは分かりませんけれども、そう

いったものを探すのは、やはり我々が責任持って探

して、その上で御相談して、了解をもらって、連携

協定なり契約を行うというようなスタイルでない

と、進める会の方々も納得していただけないだなと

思っていますので、そういったところをこれまで

ちょっとお叱り受けていますので、できるだけ丁寧

に進めていくように努力してまいりたいと思ってお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 昨年や何かのいきさつ、総

会の１１月開催とか、そういうときにお叱りを受け

た、情報提供がなかった、相談がなかった、ただ進

める会に責任を転嫁したような形になっていたとい

うような、情報提供がなかったというのも、受け止

め方が私は違うのではないかなと思っています。先

ほど言いましたように、町が町の責任で今こういう

ところと協議をしていますとか、相談をしています

とか、そういう情報を流しておくということは、そ

れはやっていいのだけれども、責任はやはり町の責

任で探すのだというものをしっかりして、そして進

める会に情報提供は刻々と提供していく、そういう

形でいいのだと、向こうが納得すればですよ。でな

かったら、向こうも制作会社を決定するまで、私た

ちが関わるということだったら絶対うまくいかない

と思うのですよね。やはり町の責任でやるのだとい

う、そんな覚悟はないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほども、最終的には我々がしっかり責任を持つ

ということははっきりと先ほども申し上げたつもり

でございます。当然、委員おっしゃるように、探し

てくる、それから情報を皆さん出す、そういうのは

我々がしっかり責任を持ってやらなければならない

ことですし、最後、協定や契約に至る場合には、進

める会と制作者の契約や連携協定ではなくて、町と

の連携協定や契約でございますから、そういった意

味で、中澤委員言っている部分については、そんな

に私の考えと違わないのかなと。ただ、事前に連携

協定や何かを結ぶ前に、制作会社の相談なんかを受

けることがもし重いということであれば、会の皆さ

んが重いということであれば、また話は違いますけ

れども、前回の総会の感じではそうではなくて、

もっとちゃんと事前にいろいろ教えなさいというよ

うなことだったかなと記憶しておりますので、そう

いった部分、責任を押しつけるとか、そういうこと

ではなくて、責任は当然我々にあって、共に歩むた

めに情報共有や連携をしっかり取っていきたいとい

うような意味でございますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ということであれば、先ほ

どから議論になっている映画化を進める会への負担

というのは、例えば旅費、制作者との調整旅費、こ

れはもう一般会計のほうで組めばいいのだと思う

し、そして今まで言っている気運醸成だとか制作支

援費や何かも、それはある程度制作者が決まって、

前が見えてきたときに予算を組むべきではないかと

思うのです。そういうことで、今泥流地帯映画化を

進める会への負担というのは、ここで予算化する必

要がないのではないかなと感じるのですが、答弁の

をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 大変申し訳ありません。繰り返しになりますけれ

ども、制作支援費に書いてあるようなロケハンのよ

うなものは、制作者が決まる前から下見に来てくれ

ることなのですけれども、そういったときに、例え

ばごろっと４０万円と書いてありますけれども、そ

れが本当に執行する場合には車代であったり、宿泊

費であったり、いろいろなことに使われるかもしれ

ません。そういったものに柔軟に対応するために支

援をいただける会をつくって、そういった形で会の

支援ということで支出したいというお願いでござい

ます。 

 例えば一般会計であれば、かなり細目化されてご

ざいますので、そういった部分、例えば旅費とかで

あれば本当に旅費なのでしょうけれども、そういっ

た活動するときのもろもろいろいろなものがかかる

場合に、柔軟に、それからこういったロケハンみた

いなものは、本当に突然問い合わせがあって、す

ぐ、向こうの都合に合わせなければならないという

こともあり、そういった柔軟な対応をするのがなか

なか大変な部分ございます。 

 それからＰＲ物品とかも、いろいろなものを作成

するときには、やはり発注するとかそういう業務も

こういった会の会計を使わせていただくことでス

ムーズに行ったりするということもございますの

で、そういった意味で進める会を立ち上げていただ

いて、共に歩む中からスピーディーな予算の執行も

兼ねてお願いしてきたのが実態でございます。そう
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いった中で情報提供がとても少なかったということ

でございますので、そういったものもこれからは、

今度はこんなハンカチつくりますとか、どういうこ

とになるのかなと思いますけれども、ポスターはこ

ういうものをつくりましょうとかということも含め

て、一緒にやって、ポスターの配布先や何かも、当

然事務局が一生懸命やらなければならないことは間

違いないのですけれども、そういったことも含め

て、ちゃんとした取組をしていく中で、一緒にやる

ことが気運の、ちょっと元気のなくなった気運の醸

成をしていくことにきっとつながるのだと思いま

す。町の方々も。 

 そういった気運を、またどうしようかなと思って

いる制作を担っていただけるような方々に見せて、

上富良野ならやれるなと見てもらえるような、そう

いう環境もつくることも、この映画を進める会の役

割だなと思っていますので、そういった意味で、ぜ

ひこの会を運営しながら、会がなくても事務局と言

いますか、役場の支出でも済む部分はあるかもしれ

ませんけれども、そういった部分も含めて会を存続

しながら取り組んでまいりたいと思っておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そこら辺の柔軟性とか機敏

性だとか、そういうために進める会が必要だという

のは理解をします。理解をしますが、それであれ

ば、やはり先ほど言ったように、旅費とか、そうい

うものは直接経費のほうで組んで、そして今町民と

一体となって進める気運醸成とかそういう部分につ

いては進める会への補助を負担をすると、そういう

感じでやっていくのだったら、そこら辺はもうこの

予算、１００万円という形でなくても十分やれるの

ではないかなと感じますので、制作者との調整旅費

とか、例えば事務費、会議費等や何かは会にあっ

たっていいと思うのですが、そんなメリハリを効い

た予算化を進める考え方はないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 絶対１００万円なのかということについては、そ

の方についてはどれだけのことをやるかによって決

まりますし、当然そういったお相手の都合によって

１００万円で足りなくなることもあるかもしれませ

ん。ですから、そういった部分で、私が今の時点

で、この１００万円が６０万円でいいのかと言われ

たときに、お答えできる根拠、持っていないのです

けれども、これまでもそうでしたけれども、本当に

支出する場合に進める会への負担金の支払い方を

しっかりと執行状況を見ながら入れてきた経緯があ

ります。それで去年大変御迷惑かけた、例の２,０

００万円のときも執行見込みができるまでは当然会

のほうには入れずに置いてあったというようなこと

もありますので、そういった慎重な運用は当然図っ

てまいります。そういった意味で、これから勢いを

つけようというときに予算額として、荒生委員から

も最初は５０万円だったよねという御言葉もありま

したけれども、そういったもので今までやってきた

ものの部分でも、一定程度５０万円程度使うことか

ら、やはり１００万円程度の金額というのはキープ

しておきたいなというのがこちらの考えでございま

すので、御理解を賜れないかなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それでは、今１００万円の

支出、予算というのは、責任をもって出してきたも

のですから、これが１００万円かかるかどうか分か

らないということ自体が若干おかしいなと思うので

す。そこはいいとして、私がちょっと課題として捉

えるのは、この旅費の制作者との調整旅費２４万円

というのが、こっちの一般会計のほうで特別旅費７

１万８,０００円、普通旅費１３万１,０００円では

絶対足りないということなのですか。これで包含す

ることできないという理由をちょっと、根拠を教え

てほしいのですが。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 この進める会のほうの旅費につきましては、職員

だけが行くということではなくて、会の人などがど

こか行くようなときにも使いますので、実際は道内

でも三浦文学館とのコラボや何かをするような行事

や何か積極的に参加して、その三浦文学の真髄をす

るような取組とか、調整だけではないですけれど

も、メインは調整なんかはしないですけれども、そ

ういった部分でいくと、会のほうに一定程度あれ

ば、役場の職員以外、事務局以外のメンバーも必要

に応じて、東京とか札幌とか行くことができるとい

うことで、そういった意味で、これは基本６万円の

根拠というのは東京というのを根拠にしていますけ

れども、そういった部分で一定程度進める会に旅費

に相当するものはキープしておくのは妥当なのかな

と思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今、副町長からの回答で

は、旅費については職員は使わないと。要するに映

画化を進める会の人たちが三浦文学館に行ったり、

そういうことに使う、これが２４万円だという捉え

方で、あと職員とか、それから理事者や何かが行く

ものについては１１９ページの特別旅費で行うとい
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う理解でよろしいですね。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 必ずしも、こっちの一般会計のほうは本当に費用

弁償ではないので職員しか使えません。こっちの会

のほうについては、当然事務局も随行で行ったりす

るような場合とかもあるでしょうし、どっちかとい

うと事務局が付いていかないで会の人だけというの

はあまり想定できないので、そういったところで、

こちらの旅費については会の人も使えるし、事務局

も使えるというような意味合いで申し上げました。

なので、８４万９,０００円の一般会計にある旅費

については職員オンリー、町長も含めてですけれど

も、こちらの会のほうについては、それらは柔軟な

対応が可能だということで御理解賜りたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 御理解賜りたいということ

なのですが、要するにそこをしっかりとメリハリあ

る程度つけておかなければ、どっちが主体で制作者

や何かを見つけるのか、そういう責務がどちらにあ

るのか、そして映画化を進める会の自主活動や何か

はどういうことをやるのかというのが、また分から

なくなるのです。だから、ある程度しっかりと区分

したものを持って映画化、制作者なんかとの対応に

ついては町がやる、そして事務局としての引率だと

かそういう三浦文学館に行くときはお手伝いをする

というのは、それはそれで制作とは全然関係のない

予算ということで私は理解しました。それでいいで

すね。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 大変不透明な中で予算を、不透明というのはまだ

相手も決まっていない中で予算を組んでいることか

ら、こういうことをしなければならないなというよ

うなものがはまってるということでございますの

で、これらが本当にぴったんこで６回行くのか、ご

めんなさい、４回行くのかと言われるとそうではな

いと思います。 

 当然委員おっしゃるように、きちきっちとした区

分をはっきりさせた予算組みが必要だという御指摘

も十分理解できるところでございますけれども、今

そういうようなところ、ちょっと相手が見えない中

で、相手を見つける取組をしなければならないとい

う中での予算、会の予算組みだということでござい

ますので、そういった部分、今組み立てれるものと

してはこういうスタイルになっているのだなという

ことで御理解賜りたいなと思いますし、あとはまさ

に一番最初に本当に１００万円でいいのかどうか分

からないという部分、おおむねこの辺がということ

に理解をされているのかなと思いますけれども、そ

ういった部分もこれからいろいろと変わって、状況

が変わっていった中で対応するためには、こっちの

一般会計にあるようなものではなくて、会の中に

あって、先ほども突発的なものというものにも柔軟

に対応できるというようなこともお話しましたけれ

ども、そういったスタイルで置いておくことが会の

活動もそうですし、それから新たな契約または協定

締結のお相手探しのためにもプラスになることだと

思っておりますので、御理解賜りたいなと思ってお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） また今の答えで一番初めに

戻っていってしまったのです。要するに制作の相手

方を見つけるのは誰の仕事というのは、今の答えで

またすごろくで言ったら元に戻る、そういう形に

なってしまったのだと思います。そうではなくて、

もう１回、制作は町の責任で相手を探す、だからそ

の制作者との調整旅費というのは、この映画化を進

める会では組まないと、気運醸成だとかロケサポー

トや何かには組むのだというところに落ち着いてく

れなかったら、何かまた元に戻ったような気がする

のですけれども、もう１回お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えします。 

 あくまでも最後の責任を負うのは町でございます

ので、それは間違いございません。それから何回も

申し上げておりますけれども、みんなと共にやって

気運が上がっている、町の中で歓迎しているよとい

うものを見せることも、向こうが我々を選んでくれ

るためのいい条件、絶対条件ではないですけれど

も、とてもいい環境なのだなということを踏まえま

して、その会が一生懸命やってもらって、例えばロ

ケハンの人がどこかの食堂に行ったときにポスター

にちゃんと泥流地帯映画化を進める会のポスターが

貼ってありとか、そういうことをするためには映画

化を進める会の歩みを止めないでいきたいというこ

とでございますので……。 

（「ごめんなさい、委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そういう気運醸成とか、そ

ういうことについては私は納得しましたよと。で

も、この旅費や何かで制作者との調整旅費だという

ことについては、町の責任において行うのだから、

これについてはそういうものには使いませんという
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ことを聞いているので、そこら辺の答弁をお願いし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は、４時４５分。 

─────────────── 

午後 ４時３４分 休憩 

午後 ４時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解き、委員会

を再開いたします。 

 ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

 すみません、答弁がありました。申し訳ございま

せん。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほどの委員の質問をちょっと私取り違えていま

して、違うような答弁をしていたことをお許しいた

だきたいと思います。 

 中澤委員のおっしゃっている進める会の旅費につ

いてでございますけれども、制作者との調整という

ことが会の人に委ねられているような項目になって

いるという御指摘ということですので、あくまでも

町の責任において制作者探しは行いますので、こう

いった２４万円の旅費の説明ですけれども、そう

いった制作者との調整を会の人と共に行くというよ

うなことではなくて、会の人がそれらを制作者探し

ではないそれらの旅費のほうに限定して使用する

と。職員については責任をもって一般会計の旅費の

中でしっかりと制作者探しに向けて行うというよう

な形で、再度進める会の負担の部分、その２４万円

の旅費をどのように使用するのか、会の皆様と協議

して、決して会の人たちに制作者探し、相手探しを

押しつけたり、責任を持ってもらうような、誤解の

ないような進め方に留意してまいりたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それ言われたら、８番荒生

です。それ言われたら、さっきの議論なんだったの

だ。何で二転三転するのだ。いい加減にしろよ。 

○委員長（岡本康裕君） 静粛に言葉を気をつけて

ください。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ごめんなさい。８番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 先ほどから責任の所在は必ず町にあるということ

は私ずっと申し上げております。その際に、このよ

うなやり方が町の方々をあたかも連れていって、一

緒に制作者を探すのに責任を押しつけているような

誤解を招くのであれば、そういった部分は改めさせ

てくださいと、改めるように調整いたしますという

ような答弁でございまして、前からもずっと最後は

契約なり連携協定を結ぶのは町長ですと、町ですと

いうことはあらかじめ申し上げていますし、相手も

探してきて、当然相談はしますけれども、最終的に

探してきて見つけて、御紹介するのは町の責任でや

るのだということは何回も一環して申し上げている

と思いますので、そこの部分は大変申し訳ないです

けれども、誤解のないようにちょっと申し上げてお

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １時間半前に遡ります。一

番最初、担当者は連携協定の決まった暁にお礼等々

で職員等会の方が行くための旅費で計上しましたと

いう担当者の次に副町長は、今本当に大事なとき

だ、もう後がない、三者を慎重に決めていく中で歩

幅を会と合わせて進めていくために会に旅費を計上

したということは、後のセッションに当たり、共に

行くことも想定した中の予算だということで言った

のに、なぜ同僚議員からの指摘に対して、簡単に角

度を変えられるのだろう。これだったら認めません

から。これ、答弁いいです。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございませんか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） その同僚の委員のように。

言ってるように、これが本当に真実だと思うので

す。当初は、やはり映画制作者との調整と同時に町

職員が同行しながら調整するということが目的だっ

たと思うのです。これだけいろいろやり取りする中

で、これはまずいなということで、中身を変えて答

弁しているというところが状況だと思うのです。 

 ですから、私は仮にあなた方の百歩譲って、映画

醸成のための気運を高めるというのであったなら

ば、今の、同僚議員も言っていましたけれども、繰

越金等がありますから、会自体が存続していますか

ら、そういう形の中でアピールすれば何ということ

ないのです。だから、この予算には無理があるので

す。 

 だから、全く最初から新たな、ゼロからもう一度

相手を探すわけですから、全く相手が決まっていな

い、ただ幾つかの会社かどうか分かりませんが接触

あったというだけの話であって、これから相手を探

すというのであったら、他の同僚議員も言っていま

すけれども、町の旅費を使ってそれをやればいいの

です。そこから進める会の新たな予算を計上しても

何でもないのです。ところが、今のこの間の答弁で
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は、二転三転して自らも言っていることが分からな

くなって、こうだこうだと頭を悩ませるような、そ

んな状況だと思うのです。 

 予算というのは、あらかじめ支出するということ

は目的があって、それが政策的に効果を上げるとい

うことが前提ですから、無駄なその目的もはっきり

しないのに、予算が計上されているということで

す。そう考えませんか。答弁願います、町長。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 目的という面ではしっかりと、先ほどからも何回

も申し上げていますけれども、お相手を探していく

ための、泥流地帯映画化を進める会の負担でござい

ます。そういう中の細部において、ちょっと私迷走

してしまったのかもしれませんけれども、そういっ

た取組をするために、一定規模の予算が必要であ

り、そういった中でこれらの旅費だとか事務費だと

かプロモーション費だとか制作支援といったものが

これから考えられるということでお願いしているも

のでございますので、決して不必要なものを上げて

いるわけではなくて、想定されるものをしっかり上

げた上で、１００万円ということになっておりま

す。 

 先ほどの旅費の話に戻りますけれども、結果そ

の、ある程度相手をしっかりこっちで見つけた上

で、当然そういった中で会の方に必要であればいろ

いろなところにも行ってもらうでしょうし、会うこ

ともあるでしょう。そういったことも含めて、やは

り一定程度旅費というものは会の中に置いておきた

いというのは先ほどから話しているとおりでござい

ますし、決して以前から町が会に押しつけた形で相

手を探すのでもないし、契約するのでもないので、

うちが責任持ってやりますということは一切変わっ

ておりませんので、そこのところを御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いくらそんなこと言っても

だめですよ。こういうものは、映画化で町が率先し

て探していくのであれば、その時点で、何らかの動

きがあった時点で、補正しても十分対応できるので

す。あらかじめ、この使途の目的が分からない中

で、ただ予算があれば何とかなるというような、単

純なそんな話です。当然、進める会の存続が現時点

であるわけですから、当然繰越金等があるわけです

から、そういったいつでも対応できる醸成ができる

ような進める会というのがバックにあるわけですか

ら、そういうものがあり、そういうものを今後補正

予算を付けながら進めていけば何の問題もない。そ

れが無理があるから、今回いきなり出てきて、その

使用目的、旅費についてもどちらが行くか分からな

いというような、そんな話になってきて、全くこの

予算の計上の仕方というのはなってません。これ、

取り消しお願いいたします。町長、答弁求めます。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えいたします。 

 すみません、繰り返しになります。全般的なこと

ですが、繰り返しになります。制作者が見つかるま

で、これは見つかってからというより見つかるまで

の活動も、先ほどと同じ説明になりますが非常に重

要で、そこがもちろん、どちらかというと非常に重

要な、制作者、監督も含めて、選ぶという、どちら

かというと、実態は選ばれると言ったほうがいいか

もしれません。どちらかというと、こちらの営業、

営業と言いますか、監督が実際数名、上富良野に来

ていますが、三浦綾子の泥流地帯を読んでイメージ

して、実際上富良野に来て、四季を見て、当然その

中に進める会なんかも含めて、ここでロケできるの

かどうかというのも考慮した上で、じゃあできま

す、できません、そういう決断、決定権は向こう側

に当然あります。複数の方ができますよと言ってく

れればもうそれに越したことはありませんが、なか

なかそうはいかないのが現実だと思います。その非

常に重要な連携協定に至るまでの活動を共に進める

会と進めていくためには、やはり一定の活動、去年

からも活動はしていますが、やり方含めて、去年の

秋に大分御指摘されましたが、それらの指摘も受け

入れたというか、改善した上で、今年は新たに３社

目ということで、３回目ということで、本当力を入

れてと言いますか、全力で３社目を見つけるために

は、やはり進める会のある程度力、気運醸成、進め

る会の方だけではありませんが、進める会の方を中

心として、町民の方の後押しもかなりこれは重要だ

と思っておりますので、その辺の活動のために、ぜ

ひこの予算を我々としては積算したところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 町長、そんな話言ったって

だめですよ。これ、会の人は純粋なのですよ。本当

に三浦文学を愛して、その三浦文学をやはり多くの

人にこの映画化を通じ広めたいという純粋な思いな

のです。誰がけなしているかと言ったら町だと思う

のです、僕は。そういった純粋な会の人たちの気持

ちをきちんと分かることなく、どんどん前に進めて

いく。この間、いろいろ話聞きましたら、すぐ決定

は上からどんどん来るのだと、名ばかりのそんな感

じに思うときあるのだと、だけれども、三浦文学そ
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のものが好きだから、これを一生懸命何とかしよう

と思ってやっているのだという、そういう気持ちな

のですよ。 

 だから、もしもこれを進めようとするのだった

ら、全町民に公開して、この映画を進めるかどう

か、ちゃんと町民討議しなさい。それからどうする

かという判断をするべきだと思うのです。僕は、映

画化はやめるべきだと。今これだけ大変な生活に

なっているのに、職員の力を本当に別な方向に使っ

たほうが絶対いいと思うのです。町長、本当に町民

の討議、そして進めるかどうか求めるべきだと思い

ますが、どうお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず１点目の、初めの三浦綾子ファンの方の気持

ちを踏みにじっているのではないか、友の会も含め

て、すみません、進める会、すみません、失礼いた

しました。去年の総会では厳しい声、いただきまし

た。そうだったかもしれません。我々、真摯にその

点は反省しなければならないと思っておりますし、

その反省に立って、今年はと言いますか、令和５年

につきましては、しっかりと進める会と連携、情報

を共有して進めていきたいという気持ちの表れであ

ります。 

 もう１点、町民の方の意見を聞くべきだ、まさに

米沢委員の言っているとおりだと思います。 

 そういうことを踏まえて、やはり町民の代表であ

る議員の皆様と、ぜひこの点はじっくり深く協議に

挑んでいるところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事が午後５時３０分以降に

及ぶことが考えられますので、あらかじめ延長した

いと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は、あらかじめ延長する

ことに決しました。 

 関連ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 先ほどから同僚議員がいろ

いろなことを聞いておりますけれども、私だまって

いるから賛成というわけではありません。これは反

対の意味で申し上げますけれども、泥流地帯の映画

化を進める会が、この１００万円を、いわゆる１０

０万円もらえなかったら俺たちは動けないのだと言

われて出したのだったらいいと思いますけれども、

そうではないですよね、これ。基本的にこういうお

金を用意するから、あなたたち頑張ってくださいと

いうような形で出しているように思えるのですがど

うですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えいたします。 

 これらについては、しっかりと意見を伺って、な

おかつそういったものを、例えば先ほども申し上げ

ましたけれども、ＰＲだ何だという部分も今までな

かなか相談なく、分からないうちに進んでいたとい

うことを改めてやっていくためには、ちゃんとした

情報共有を進めていかなければならないと思ってお

ります。当然、会の皆様に無の状態でＰＲグッズど

うしますかというのも一つかもしれませんけれど

も、やはり一定程度事務局のほうでプランをつくっ

て、それでお話をしていくということで、どうして

もその事務局主導型に見える部分もあろうかと思い

ますけれども、しかしながらそういった部分をやっ

たときに、逆にこっちのグッズのほうがいいのでは

ないのなんてことも、いろいろと会話の中から出て

くることと思います。そういった部分をしっかりと

尊重して、ぽんと１００万円会に入れたから頑張れ

よということではなくて、事務局も会の人と一緒に

なって何らかの気運醸成だとか、それから制作支援

のほうのことだと、ごめんなさい、ロケハンのこと

だとかやっていくべきだなと思っておりますので、

御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今答弁いただきましたけれ

ども、基本的にはお金をこれだけ、いわゆる映画を

進める会に予算化するということはプレッシャーを

かけていることだと思います。いわゆる映画を進め

る会に対して。だって、いわゆる、例えば昨年の総

会でもその前の総会でもいいですけれども、進める

会の人たちが、私たちはこういうことをやるからこ

れだけの予算を出してほしいのだと、だったら動く

よとか、そのようにしてくれと言われていてであれ

ば、それは動けるでしょう。 

 だけれども、ここにこう書かれている旅費、事務

費、プロモーション費、制作支援費、こういったも

のを用意するから動いてくれ、動かなかったとき

に、町が最終的な映画制作会社を決定するというこ

とですから、あなたたちが動かなかったから映画制

作がうまく行きませんでしたって逃げ道つくってい

るのではないですか。私はそのように見えるので

す、この予算とかこういうやり方を見ていると。 

 そうではなくて、先ほど、皆さん同僚議員の人が

言ってますけれども、これは１００万円というのは
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適正かどうか、本当は分かりません。だけれども、

皆さんが本当に求めているものであれば、これはい

いけれども、そうではないのだから、だからこれは

金額は５０万円がいいのか、４０万円がいいのか、

それは分かりません。だけれども、こういうお金を

出したら必ず映画を進める会にプレッシャーをかけ

ることになるのです。と思いますけれどもどうです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬実委員の御質問

にお答えいたします。 

 決して強制的にこの１００万円を使ってください

というような取組をしているわけではございませ

ん。当然どこかに出張行くときも、会長さんだとか

役員さんに先にお声がけすることになるのでしょう

けれども、そういったときも、趣旨を理解していた

だいて行ってもらわなければならないことですし、

そういった、特に会の人にお願いしなければならな

いのは、そのプロモーション費ということで気運の

醸成だと思います。そういった部分についても、今

まではこういうのできたよということだったのです

けれども、これとこれ、どういうのがいいのという

ことで、共に会話していくということであって、そ

んなプレッシャーを与えて、何かやらないとだめな

のだと、それから会のせいでそんな制作者がいつま

でたっても決まらないとか、そんなことは決して

我々求めるものではございませんので、そこのとこ

ろは相互の信頼関係が一定程度できないとそういう

ものはできないかもしれませんけれども、これから

情報共有をしっかりしながら、お互いにそういった

気運の醸成について取り組んでいくということで御

理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今ここで言ったからってプ

レッシャーかけてますなんてことは言えないと思い

ますけれども。だけれども、側から見たらそのよう

にしてくれと見えるわけです。だから総会、この映

画化を進める会が年に何回総会、会合やっているか

分かりません。だけれども、このことで、やはりこ

の進める会の中に役員さんというか何人かいますけ

れども、本当に皆さんが映画をつくるために真剣に

なって取り組んでいる人、それからまあ仕方がない

なという感じで参加されている方もいるかもしれな

い。そのときに、やはり町がどうしても映画をつく

りたいということに対して、絶対とは言いませんけ

れども、いや困ったなというような人もいるかもし

れない。そこら辺のところ、きちんと、本当に話し

合いをして、そしてそういう予算化をしているので

あればいいのだけれども、本当にそうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えいたします。 

 大変そういうところが不足していたために、１１

月の前回の総会ではお叱りを受けたところでござい

ます。なかなかそれまで連携協定を結んでいなが

ら、なかなかことが前に進まなかったことから、進

んでいないことの報告と言いますか、何か起これ

ば、起こったたびに会の皆さんに御報告することも

できるのでしょうけれども、そういったことで停滞

していたことから、なかなか会合を開いたりして御

報告する案件もなかったと。結局は進んでいないよ

ということもきちんと報告するために、そういう意

思疎通をしなければならなかったということかもし

れません。 

 ただ、そういう部分をしっかりとつくり上げてい

くというのは、これからまた次の総会のときに向け

て、またこの１００万円の負担金をもって、それか

ら繰越金がどれくらい出るのかを見て、それでまた

事務局からこういうのでどうでしょうというのを提

案した上で、それを練ってもらって、総会に諮ると

いうことになると思いますので、そういった部分、

決して皆さんの、進める会の皆さんに押しつけるよ

うなことのないように取り進めてまいりたいと思い

ますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 映画の関係もそうですし、

全てのことで我々議会に対して、情報提供が非常に

遅いというか、曖昧だというか、そういうことが多

く見られます。結局は我々が映画のことでもそうで

す、全てのことでも認めたら、あなたたちが認めた

のですよと言われるのはもう間違いありませんよ

ね。そのときに、今までやってきた中で、例えば東

中の中学校の利活用の関係でロケセットをどうのこ

うのと２００万円ありましたね。そのときに、私は

ある人に聞かれたとき、いや東中の中学校は今度の

映画の関係でロケの関係でするからちょっと利活用

できて東中のためにはいいですよと、私言いました

よ。この間、風呂に入りに行ったら、何て言われた

と思います。ありもしないこと言ってるのか、お前

はと、そういうこと言われました。だけれども、現

実にはそういう話だったのですよ。それとか、駅舎

のこともそうですし、例えば脚本ができていなかっ

た時点で、ロケセットがどうのこうの、それからＣ

Ｇだって我々去年の段階で８月にはキャストの発表

ができるのではないかと、そういう甘い言葉をいた

だいたのですよ。信じていましたよ、はっきり言っ

て。だけれども、残念ながら、その情報はもっと早

くに、１１月になる前に分かっていたはずなのです
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よ。それ、何で我々議会のところに報告しなかった

の。そういったことが今まであるだけに、だから信

用できない、言っていることは我々にきちんとそう

いう情報を流していればそういうことないのだけれ

ども、私たちは一生懸命やります、映画をつくるた

めに頑張りますと言ったとしても、何かその言葉の

真意が伝わってこないのです。だから、慎重に言葉

を選んで答弁をしていただきたいと思っているので

す。今後についても同じようなこと繰り返すつもり

でいますか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたします。 

 これまでの進め方と言いますか、まず、進め方、

情報のあれですね、情報、議員の皆さんとの情報の

やり取りはこれまでの中で、今御指摘あった東中中

学校の利活用ですとか駅舎の問題等々、いろいろ情

報が遅かったり、議員の皆さんと意思疎通が遅かっ

たということは、重々に私自身も結果的にそうなっ

てしまったことは本当に申し訳なく思っております

し、反省しております。 

 去年の夏に向けて、Ｚｉｐａｎｇが制作発表でき

るのではないかと言われて、結局できませんでした

が、そのときも、そのときは連携協定のことは、ま

だその先でしたけれども、もうその時点で私の心の

中ではもう次は時間がだめかなと思っていました

し、ですのですぐ協定解除に向けて動けと指示を出

して、それ以降は皆さんに適宜情報は出して、協定

に至るまで、協定の条件、ＣＧの権利関係なんかも

全て情報はスムーズに提供したつもりでいますし、

今後においてもそれらの同じ轍を踏まないように、

しっかりその辺の情報の共有につきましては、しっ

かりと気をつけて進めていって、同じように進める

会とも情報の共有と言いますか、去年の総会におい

ては、むしろプレッシャーというより、我々が、中

瀬委員がおっしゃるようなプレッシャーというよ

り、疎遠になったということ、どちらかというと勝

手にと言いますか、我々に情報なくどちらかという

と進んでいたと、そちらに怒りのほうが非常に強

かったものですから、やはりそちらのほうも進める

会のほうにつきましても、しっかり気を遣ってと言

いますか、一緒に進んでいるのだという意識、進め

る会もそうです、議員の皆さんともそうです、一緒

に進めていくという意識をしっかり持って、これか

らは真摯に映画化に向けては進めていきたいなと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 言ったことは責任を持って

実行してもらわなければならないのです。あのとき

はたまたま言ってしまったとか、そんなことは言っ

たかなみたいなことでは困るのです。だから、それ

は確実に、先ほども言ってますけれども、情報は、

間違った情報はいけませんよ、情報はきちんと分

かった時点で我々も含めて、例えば映画を進める会

もそうでしょうけれども、そういったところに現在

の状況はこうこうなっているとか、そういうことを

していなかったから、だから皆さんが不信感を持っ

て、こんなことやって進めたら絶対いいことはない

ということで皆さんが怒っているわけです。これ、

怒ってるのですよ。笑っているのではないのです

よ。だから皆さんがこれはだめだって、真剣になっ

て怒ってるのです。それを真摯に受け止めてもらわ

なければならないことなのです。これは肝に銘じて

お願いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたします。 

 委員のおっしゃることは、本当によく分かりま

す。映画そのものの善し悪し、映画化の善し悪しよ

り、むしろもう怒っている人が結構おります。やり

方に対して。怒っているというのは、我々は当然わ

ざとやったわけではないのですが、結果的にそうい

う人、関係者の皆さんに、議員の皆さん含めて、情

報の出し方というのがちょっとまずかった部分もあ

るのかもしれないという、もちろん中瀬委員おっ

しゃるように不確定な情報を安易に出すというこ

と、これは厳に慎まなければなりませんが、随時、

確定的な情報は共有して、進める会もそうです、そ

ういうことが町民の気運醸成にもつながっていくの

だろうなと、今までの反省に立って、真摯にこの事

業には向かっていきたいと、このように考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

 関連。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 今までの話を聞いている

と、映画を進める会と一緒にやっていくと言ってお

いて、このこと何も相談していないと言うのではな

いですか。今までの話では。勝手に自分たちが決め

ておいて、はいやってくださいっていう話になって

しまいますよ、これ。そうではないでしょう。一緒

にやりたいと言うのだったら、最初から一緒にやる

の本当ではないのですか。全然反省ではないです

よ、それ、話聞いていたらそのように思いますよ。

その辺はどうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 
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○副町長（佐藤雅喜君） ２番北條委員の御質問に

お答えいたします。 

 それらの反省を踏まえて、この予算の決定を見て

いただければ、これをもってしっかり相談して総会

にかけていきたいということも先ほど申し上げまし

たし、担当主幹のほうからも、役員のほうには概要

については説明をしているということでございま

す。そういった部分で、そういった反省点をしっか

りと次の総会には反映できるように取り組んでいき

たいということで、襟を正してきたいと存じます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） だから最初に相談するのが

本当でしょう。後から相談というのは相談ではない

のですよ、これ。一緒にやりたいのだったら、なぜ

初めにやらないのですかということを聞いているの

です。何も会長と副会長と三役くらいに相談すれ

ば、ことは済むのでしょう。それをしないで上から

決めておいて、はいこれからこうやってやりますと

いうのは、それ相談なのですか。仲よくやっていく

という態度なのですか。そこら辺はどうなのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番北條委員の御質問に

お答えいたします。 

 繰り返しになりますけれども、この概要について

は現役員さんと概要についてお話をしたと。ある程

度、一定の事務局プランをもって、それで相談に行

くという形が普通行われることでありまして、丸っ

きりない中でどうしましょうというのではちょっと

会長さん方に提案するわけにはいかないので、そう

いった形、今年はこういうことをやって、何とか相

手見つけるまで気運醸成や何かにやりたいと思いま

す、ロケハンもこれくらい来ると思いますというも

のを一定程度つくって、御相談するという形が正し

い形かなと思っておりますので、決して役員さんな

んかに相談しないで勝手にやっているというような

スタイルでこれからも通そうというようなことでは

ないということを御理解賜りたいなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 何回言っても通じないので

はないかな。意味が分かってないのではないのか。

進める会って書いてあるのですよ、これ。そうした

ら、進める会に、先ほど同僚議員も言ったけれど

も、何も聞いてないと言われましたと言ってました

よね。そして、いややってますと言うの、それおか

しいのではないかな。誰が相談したのですか、そ

れ。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 先ほど来申し上げております事務局側お叱りを受

けて、それを反省をしたというのが前回の総会のと

きでございます。それ以降、そこは議員の皆様にも

御案内して、見ていただいた方もいらっしゃると思

いますが、それを受けて、次第三の協定なり制作等

あれするときには、しっかりと情報提供をしながら

やっていきますということを、その反省を踏まえた

上でそうさせていただくといったことで、その後、

今お話にも出ておりました監督さんでしたりという

方のロケハンを受けた後であったり、そういったタ

イミングで役員さんの方、集まっていただきまし

て、先月くらいの話ですけれども、集まっていただ

いて、実際に今そういった三者、その場ではさすが

にちょっと対面されておりますので、お名前も当然

出てはいるのですが、そういった三者が今お話をさ

せていただく中で、これをどう決めていくか、進め

ていくかということに関しても、進める会の役員さ

ん方とお話、相談させていただいております。もち

ろんその場でも進める会の皆さん方に責任を負わせ

て云々ということはできないので、もちろん決定す

るのは町なのだけれども、しっかりと情報を皆さん

に、つぶさにお知らせした上で決めていってくださ

いねということも言っていただきまして、そのよう

にさせていただきますということで、今のところこ

ういった進め方をさせていただいているところで

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） いや何か、答えが合ってな

いのではないの。私は、これは進める会の人とちゃ

んと相談して決めたのですかと。それは完全に１０

０％相談するという意味ではなくて、こういう項目

でこうやってやりますから、金額の問題ではないで

すよ、だからそういうことをちゃんと打ち合わせし

てやったのですかということを聞いているのです

よ。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 失礼いたしました。それに関しましても、打ち合

わせをさせていただいたときに、もちろんお示しし

た内容については総会で、会のほうの総会でもちろ

ん決めることでありまして、事務局側としてどうい

う提案をするかという内容につきましては、もちろ

ん細かい金額でしたりというところはあれなのです

けれども、これまで会の発足以来、大体こういった

項目で、旅費であったり、気運醸成費であったり、

制作支援費であったりという項目でやらせていただ
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きますので、当面、もちろん１年間この金額で全部

やるという、進捗状況によってこれは変動はある…

…。 

（「金額はいいの」と呼ぶ者あり） 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） と思いますけれ

ども、こういった項目で、項目でというか、通常ど

おり会が運営できるような予算計上を今していると

ころですという説明はさせていただいております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 会の会長さん当たりは、こ

の金額は別として内容は大方は分かっているという

解釈でいいのですね、したら。イエスかノーかで。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 もちろん項目立てしてあれしたわけではありませ

んが、例年どおり、通常どおりの計上ということで

お話しておりますので、もちろん御承知いただいて

いると思います。 

（「話してないんでしょう、したら」と呼ぶ者あ

り） 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 細かく旅費幾

ら、もちろん気運醸成費……。 

（「金額はいいって」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 話しているか、話してい

ないかということを聞いていますよね、北條委員。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 項目はもちろ

ん、そこまで細かい話はしておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） したら、全然これから一緒

にやっていくという話にはならないのではないです

か、こういう話では。まず、最初に相談をして、金

額は別として、内容をこういう形でやるつもりです

ということを相談して、あ、それならいいですねと

いう了解で、それから金額入ってくるなら分かるけ

れども、今までの話聞いていたら、これ全部役所が

決めたことであって、会の人は何も入ってないとい

うことでしょう。それじゃあ、はい予算出しまし

たって、そんなことにはならないのではないです

か。そして一緒にやっていきましょうなんて、それ

は会の人、うんって言わないのではないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番北條委員の御質問に

お答えいたします。 

 大変そういった部分指摘されて、これからしっか

りと次の総会に向けて話し合いを進めていくという

ことで進めていきたいということでございますの

で、会長さんが変わったり、そういった中で、本当

に意思疎通ができていなかった時期が大変長うござ

いましたので、そういった部分も含めて立て直して

いって、何とか皆さんの御理解を賜りながら、共に

進めるような会にしていきたいと思います。 

（「話にならない」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） これだけ申し添えておきま

す。２月１３日です。２月１０日から１２日までの

間、３日間、ある、先ほど来、もう話しています。

その方々が見えた翌日に、確かに担当者及び主要メ

ンバーを介して、その方々との、どのようなお話を

したとかという報告はしっかりと担当者からされて

いるということも聞いています。 

 でも、一番肝心なのは、総会で町長も副町長も、

あれだけ皆さんからお叱りを受けて、共に歩むとい

うスタンスに切り替えたのに、肝心要のそういっ

た、著名な作品を手がけたという監督が来る、事前

に、こういった方々見えます、皆さんお時間があっ

たら、例えば焼き肉、御同席いかがですかみたいな

提案なかったでしょう。それが会と共に歩むという

ことにはならないということなのです。事実ですか

ら。 

 私、元議員の先輩で、当然いろいろと相談いただ

いている方なので、その方から２月１４日に聞いた

話です。事前に、先輩、こういった情報というのは

聞き及んでいたのですか、ううん、とりあえずお帰

りになった後に、１３日その○○さんの○○室で担

当者の方と４人で事後の報告を受けたということで

僕聞いています。 

 これは、事実関係としてまず押さえていただきた

いのと、もう１点、予算に関しての話は一切聞き及

んでいないということも聞いています。ですから、

今、我々の配付の資料は、先ほど来、同僚議員も追

求していますけれども、概要とかフレームとかで説

明はあったか、なかったかということはいいです。

全てこれからということなのですよね。そこだけは

取り違いたくないので。本当に私はしっかりと記憶

にもとどめていますし、メモも書いています。全部

話は一通り聞き及んでますので、その今の私からの

情報、何か間違いがあったらお話ください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、その監督さんが来られるという話について

は、すみません、これはちょっと、さすがに言っ

た、言わないにどうしてもなってしまうと思いま

す。事前に何回か恐らくその方には今こういう、お

名前も出した上で、御自宅でお話もさせていただい

ておりますし、それが恐らく２回、そういう方と今

お話がいただきましたよというときと、ロケハンに
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来てくれるのですよというときとで、実はちょっと

お話はさせていただいているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） それは１１月の最初の

ファーストタッチのときに、一旦その方との内容が

破談になるという前には、そのような情報は私も聞

いております。でも、年が明けて、もちろん総会を

経て、その後です。２月１０日から１２日までの

間、要はロケハンとともに来るというときに、何日

前にその情報を得たのかというのは分からないで

す。もちろん忙しい方々なので、前日の夜に明日行

くわっていう電話があったかもしれません。その際

には、役員の方には伝達はなかったということで聞

いています。それは間違いないですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 実はそのロケハンに来ると、実際に来たときに関

しましては、まだそれほどその監督さん、前のめり

というよりは、そこをコーディネートしてくれた方

がぜひ上富良野にということで、半ば強引に見に来

させていただいたということもありました。御本人

もその人の発言であったり、動きであったりという

のが業界にものすごく大きな影響を与える人である

ことから、自分の動き、今の動きに関してはもちろ

んお忍びでという形でやらせていただきたいという

強い要望がございました。その後、上富良野町内で

何日かロケハンしていただく上で、その上富良野の

泥流地帯とのリンクの仕方であったり、その町の雰

囲気であったりというところを見て、もう少し前向

きになっていただいたという経緯がありますので、

ちょっとその時点では、大変申し訳ないのですけれ

ども、監督の意思を尊重して、お忍びという形で来

ていただきました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 副町長、確かにお忍びと

か、すごいお取り扱いに配慮が必要な方ということ

は分かります。でも、Ｒ５の予算も含めて、総会を

ターニングポイントで、あなたたちの考え方は共に

歩もうというスタンスになっている、それは相手に

対しては伝わっていないのは分かりましたが、思い

としては、そうやっていこうという矢先ですよ。先

ほどずっと御答弁の中でもおっしゃっていましたけ

れども、協定を、要は会社を決める選定にも関わっ

ていただきたい、それもおっしゃっていますよね。

その役割も担う上で、共に手を取り、前に進むのだ

ということだったら、お見せして、著名な方が、何

でこんな町民連れてくるんだっていうことにはなら

ないですよ。その選ばれるということを先ほど町長

おっしゃいましたけれども、これくらい柔軟性を

もって、こういった諸事業に共感をいただいてい

る、進める会という会が私どもの町にはあり、しか

も、いつも歓迎できる状態が万全に整っていること

を示すべきだったのではないですか。お忍びでも何

でもいいです。そうではなくて、考え方というのは

そういうことでしょう。もう残念でなりません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ありますか。 

 なければ、ほか、別件ありますか。 

 映画ではなく、２款、１番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １１５ページ、地域活性化

起業人についてなのですけれども、こちらの起業人

は４年度から継続で２年目ということでよろしいで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えいたします。 

 そのとおり、去年から来ている方で、５年度も継

続ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） では、令和４年のときのそ

の起業人負担の従事業務内容と令和５年度で業務内

容は変わってくるのか、継続ということなのか。５

年度の業務内容についてお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

からの５年度の事業の予定する内容とかだと思いま

す。基本的には町で行います、運用する、地域振興

ですとか、そういうことに企業で持っているノウハ

ウだとか、そういうのも職員に伝授していただくと

か、そういうのも一つの仕事となっております。権

利関係、映像の権利関係ですとか、そういうのにす

ごく長けている方でございまして、そういうロケ

ツーリズムに必要な権利処理関係など、そういうの

をいる職員に講義をしていただいたりとか、そうい

う形で昨年もやってもらったし、今年も同じような

形でやっていただこうと考えております。 

 また、そのほかにラベンダーですとかシソとか、

そういうものを活かした香りのプロジェクトみたい

な、そういうのもいろいろな企業を通じて、そうい

うことでラベンダーを見るだけではなくて、そうい

うものにも使えるような、そういうようなことを提

案していただいたりとか、そういうような形で地域

活性化とか、そういうのに仕事をしていただいてい
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るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 先の一般質問や、先ほどで

も泥流地帯の映画化に関して、起業人がプロで専門

家だから、その人を介していろいろ行うというよう

なお話があったと思うのですけれども、その当た

り、この起業人の方が映画に関連して活動するので

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 今来ていただいている起業人の方については、も

ちろん今課長が申し上げた事務に従事していただく

ということを根本にしながら、原則的には地域の活

性化であったり、もちろん映像制作であったり、メ

ディア関係の知見もあるということは元々分かって

おりましたので、協定の中には泥流地帯映画化プロ

ジェクトの実現に向けたサポートということも踏ま

えておりますので、そういった形で助けていただく

ことを想定しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 令和４年度のときには全く

映画とは違う人で、この活性化起業人、二人目とい

うことで採用となっていて、今年からは一人なの

で、この映画関連のことも、業務も担っていただく

という形でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 一人、Ｚｉｐａｎｇさんから来られていた方がい

なくなったから移るというわけではなくて、元々そ

ういった映画、映像に関する知見を持たれた方です

ので、ぜひそれはお願いしたいということで、Ｒ５

に関しては、元々確かに観光コンテンツの造成と

いったところが主に期待していたところなのですけ

れども、そういった知見を持ち合わせている方です

ので、そういった映画に限らず、その方との知見

と、上富良野のニーズ、資源と合ったものについて

は、どんどん手がけていただいて、地域活性化全

般、手がけていただくという想定での協定となって

おりますので、映画に関してその知見を生かせるの

であれば、もちろん助けていただくということを想

定しております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この地域活性化起業人の提

案事業負担の１００万円というのは、何かこれまた

映画に関連することですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 こちらは個人の活性化起業人の個人の知見であっ

たり経験であったり、ノウハウに基づいて、その方

からこういったことやったらいいのではないかとい

う提案を受けてやっていただく事業になりまして、

まず、映画に使うことはまず想定しておりません。

もっと今やっていただいている香りのそういった生

かしたプロジェクトであったり、そういったものを

どんどん上富良野の魅力を引き出すものに関して提

案をいただいて、それを実行まで、企画から実行ま

でしていただくということですので、恐らくすぐに

は企画ではなくて、また５年度分については企画が

出来次第、そういった提案得次第動いていただくよ

うな形になろうかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この起業人の方、先ほどか

らある映画のプロで、映画会社を選定する際とかに

も、町としてはその起業人の方からアドバイス等何

かいただいて検討するということなのですけれど

も、この起業人の方が映画にウエイトというのはど

のくらい考えているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 とりあえず、浦島主幹のほうからも説明ありまし

た観光コンテンツの開発ですとか、今やっている香

りの開発とか、そういう事業もやっているところで

ございます。その中で、持っているノウハウですと

か、映像に関するノウハウ、知っている会社ですと

か、そういう情報もいただきながらやっていくこと

で考えております。ウエイトどのくらいになるのか

なというのも、ちょっと時期的なものとか、そうい

うのもあって、半々か、６・４とか、それくらいに

なるのか、今後の進み具合次第かなと考えていると

ころでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この、やはり地域活性化起

業人なのですけれども、他の市町村等見ていました

ら、会社に席ありつつも、この町に移住してきて、

ほとんどもうこっち側に住みながらノウハウを職員

等に伝えていくというようなスタイルを取っている

ところが多いように感じるのですけれども、うちの

町はそうではなく、大体東京なり、そちらにいて、

こっち側に通ってくるというスタンスを取る形です

か。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 
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○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 ちょっとよその起業人の方、実は東京なり札幌な

り、そういう大都市圏から来られるということは御

承知のとおりだと思いますけれども、多くは東京か

ら、例えば近郊の関東圏であったりというところに

ということを想定されて、そこで通いでやるという

ことが割と多いとは聞いております。一方、北海道

みたいなところですと、東京の企業さんと連携協定

結ぶとさすがに往来が大変なので、何なら住みます

というような選択をされる場合もあろうかと思いま

す。事実、ジパングさんに関しまして、来られた

方々が上富良野に移住を希望していたということも

あり、手伝いまして、上富良野に住民票を移して

と、拠点を移してということでやっていただいてお

りましたが、基本的にはそれを義務付けるものでは

ありませんので、今の来ていただいている方の向こ

うで持っている会社として持っている仕事と上富良

野での活動というのが通いでも十分達成できるとい

う判断をしておりますので、今のこの状態を続けて

いく予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 起業人の点についてお伺い

いたします。 

 この間いろいろジビエだとかいろいろなことを

行ってきたと、香りも行ってきたということの話で

ありますが、それがどのように上富良野町の活性化

に結び付いているのかというのが、なかなか見受け

られないのです。すぐに成果が上がるもの、ないも

のというのは当然あると思うのですが、ただ、この

起業人の活性化というのは、なかなか遠い存在で、

身近な存在に感じられない部分があると思います。

目的は、当然地域の活性化ですから、その目的に

沿って来られて、町とのやり取りの中でいろいろな

体験ツアーも行ったという話も聞いているのですけ

れども、ただ、それが商品としてどのように今年

度、こういう形の中で商品化して地域の活性化につ

ながって、例えば新しい企業が起きたとか、起きる

だとか、そういう方向に結び付いていっているのか

どうなのか、この点どのような評価していますか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 去年から来ていただいている方、ジオパークとの

関連したツアーですとか、お知り合いの旅行会社、

エージェントと旅行会社でやった経緯とかもござい

ます。それがすぐに商品化になるかとかというの

は、ちょっとできなかったところはあったところも

あります。すぐに成果が表れるというのはちょっと

なかなか難しいのかとは思います。香りのプロジェ

クトにしましても、今、香料会社ともいろいろなこ

とをやりながら、ミックスをしたりとか、今年も教

室をやって、いろいろな人に、エッセンシャル、に

おいをつくってみたりとか、そういうような事業も

やってみたりとかして、いろいろな方にそういうラ

ベンダーとシソのにおいとか、そういうのもやって

もらったというのがあります。長い年月になるか

も、すぐに出るというのはないと思うのですけれど

も、地道な活動、これからもやっていき、いろいろ

なコンテンツを利用した商品開発ですとか、観光開

発とか、そういうのをやっていただければなと考え

ております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 起業人を活用した中で、観

光だとか、やはり活性化に結び付けて、体験ツアー

だとか、いろいろと町の計画もあります。そういっ

た人たちを呼んで、来てもらって、講演、話しても

らうだとか、企画はこのように今後町で観光につい

ても考えているということで、地域と結び付きなが

ら、いろいろなその持っているノウハウを提供して

もらう環境づくりが、ちょっと乏しいのではないか

なと思うのですが、そこら辺もっと引き出して、も

しも僕分かりませんが、こういう力を持っている人

であれば、そういうものを大いにやはり引き出す力

を行政がもっとうまく引き出すような仕組みづくり

をお互いにもっと考えないとだめではないかなと思

うのですが、単に来てもらって、活性化で、香りだ

とか何か香料とかということで、会社といろいろや

り取りされていると思うのですが、その成果はどの

ようになっているのかということも、町民にもっと

アピールできるような環境をつくって、もっと改善

する点があるような気がするのですが、この点をお

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番米沢員の御

質問にお答えいたします。 

 ここまでお取組いただいたことで、何度か町民向

けにも参加募らせていただいて開催したイベント等

もございまして、ただそれを、例えば広報だとかで

皆さんにそれをしっかりとシリーズ化みたいにし

て、それをお知らせするとか、そういったことはま

だできておりませんで、新聞報道に頼っているとこ

ろでも確かにございました。何度か取り上げていた

だきまして、目に触れる機会はあったのですけれど

も、もう少しそれを町民にしっかりとのささるよう
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に入っていくように、そういったことの広報であっ

たりとかは、今後ちょっとやり方はもちろん研究し

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ページ１２１の防災対策

一般について、特に十勝岳総合防災訓練について質

問するのですけれども、泥流地帯の映画化、圧倒的

なもので圧倒されて質問やめようかなと思ったので

すけれども、軽いジャブということでやらせていた

だきます。 

 映画化をするというのは町長の方針の変更がない

というのを確認させていただきました。町長は町の

指揮官ですから、指揮官が方針をしない、やる気が

あるということを確認させていただきましたのをま

ず言っておきます。 

 防災対策一般管理費の中で、ここで質問するしか

ないだろうということで、十勝岳総合防災訓練の圏

ですけれども、町長の執行方針のときに軽く聞いた

のですけれども、本当はやりたいけれどもやれない

訓練はないのかということで、結論を申しますと、

私は四つの重要な訓練項目と、１３の細部の訓練項

目をやっていて、非常にすばらしい計画を実行した

なと思っています。これだけ私はやらなければいけ

ないかなと思うのが、役場職員全体の訓練、これを

やらないと本当に問題点は把握できないのではない

かと。それと、町長先ほども、泥流地帯でも言いま

したけれども、町長は町の指揮官、指揮官意図の徹

底と、そして机上訓練、図上訓練あるいは実動訓練

をやることによって、問題点を把握して、そして対

策に乗っていくということが極めて大事だと思って

います。 

 それと、やることによって、あるいは何回もやる

ことによって年度の向上にもつながるだろうと思っ

ています。 

 ただ、役場の実動訓練は非常にいろいろな制約等

があってできていないだろうと思います。この役場

の実動訓練、できなければ机上訓練、これの今後の

実行の意図と、できなければなぜ今までできなかっ

たのか、その理由についてお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 危機調整室長、答弁。 

○危機調整室長（斉藤 通君） １０番今村委員の

御質問に、十勝岳防災訓練の関係の御質問にお答え

したいと思います。 

 今、十勝岳防災訓練については、上富良野町だけ

ではなくて、関係機関、美瑛町役場だとか建設管理

部、上川総合振興局とか、そういったいろいろな関

係機関と協議しながら訓練内容、警察だとか自衛隊

でできることだとか、そういった部分を確認しなが

ら行うこととなっています。この訓練の内容につい

ては、やはり関係機関と同じ合同でやるということ

になりますので、平日が主体となります。役場職員

全体となると、やはりそこの休日とかそういった部

分で使うしかならないのかなというようなイメージ

がちょっと私の中ではあります。 

 ただ、委員のおっしゃられるように、机上訓練だ

けではできるのか、できないのかという部分であれ

ば、今災害対策の初動行動というガイドがありま

す。そちらのほうは、皆さんと確認するというのは

できるとは思いますので、そういった部分を見直し

したりとか、今の時代ちょっと変わってきているの

ですけれども、まだそちらのほう更新していないの

で、そういった部分を今後検証してどう行うか、ま

た職員の中で確認するのか検討していきたいと思い

ます。 

 以上です。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は、６時５分。 

─────────────── 

午後 ５時５３分 休憩 

午後 ６時０５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 引き続き、委員会を再開

いたします。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １０９ページ、定住移住の

ホームページに関して、かみふらいふというページ

があり、そこではインスタなどＳＮＳ等も発信して

いるのですけれども、これ管理したり投稿している

のは町の職員さんなのか、地域おこし協力隊の方な

のか、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（岩田守高君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 かみふらいふのＳＮＳの管理につきましては、職

員のほうで行っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 職員さん、担当しているの

は何名でやっているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（岩田守高君） １番元井委員の

御質問にお答えします。 

 主に２名の体制で行っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 
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○１番（元井晴奈君） 地域おこし協力隊のところ

で、地域振興推進員のほうで移住定住の情報発信な

どを新たに地域おこし協力隊でやってもらう人に活

動としてやってもらうという話なのですけれども、

これ、そのかみふらいふを担当する人を一人増やす

という感じなのですか。お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） 地域おこし協

力隊の推進員、地域推進員のことかなと思います。

午前中にもちょっと説明させてもらいましたが、１

名推進員ということで採用決まっています。その方

にホームページもそうですし、情報発信とかもホー

ムページを使ったりとか、フェイスブックを使った

りとかして、情報発信のほうやっていただこうと考

えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） すみません。令和４年度現

在、職員２名が管理していて、令和５年度はその２

名プラス地域推進員の方にやってもらうというスタ

イルなのか、ちょっと確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（岩田守高君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 今現在２名の職員でやっておりまして、地域おこ

し協力隊も加わって、いろいろな情報発信のほうを

行っていきたいと考えております。やはり職員は

元々上富良野だったりというのがありますので、地

域おこし協力隊で町外から来た人が上富良野の魅力

を御自身で発見して、それを発信していただきたい

なと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 先ほど課長のほうからも

フェイスブック等でも発信していくという話なので

すが、そのかみふらいふのフェイスブック等だとい

いねの数がもう１桁とか、１０件とか、もう厳しい

現状なのですけれども、そのあたり改善とか何か考

えているのかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） いいねの数が

大変少ないということで、これも私の責任だと思い

ます。これからは情報発信、私６０年この上富良野

にいて、やはりいいものがよく分からないのです。

十勝岳見て雪降っても、ああ雪降ってるなくらいし

か分からない。だけれども、やはり来る方、面談し

たのですけれども、面接したときにやはりサブステ

ナブルツーリズムみたいな、要するに自然を生かし

た、こういうときにはこういうものがあると、見る

ところが全然違うのかなと思っております。そこ

で、こういうフェイスブックとか、そういうのを

やったときには、いいねの数が増えてくるのかな

と。またはいろいろな人が見てくれるのかなと期待

はしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。 

 この町の事業協力金という形で、恐らくつなげる

という形のいろいろ何かやっているのかなと思うの

ですが、どういう方が担当されているのか、報償と

いう形で該当になるのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） 移住定住の

マッチング事業のこと……。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） すみません。７

番米沢の御質問にお答えいたします。 

 マッチング事業、先ほど午前中にもお話させてい

ただきましたが、今年は東京、大阪、２か所に行き

たいなと考えております。職員１人付いてと、あと

町の中で移住された方もしくはＵターンされた方、

また職業で農業やっている方とか観光業やってい

る、いろいろな方がいらっしゃいますので、そうい

う方一緒に連れていったときに、そこで情報発信で

きるのです、上富良野町はこういうところだよ、こ

ういうところがあるよ、こんな食べ物がおいしいん

だよ、景色がいいんだよみたいな情報をやりながら

マッチング等していただいております。そのような

方たちとそのようなお話はするのですけれども、実

際上富良野の町に行ったらどういう仕事があるの、

どこに住めるのといったときには、やはり次は職員

がお話をしたりとか、働くところとか、そういうと

ころも紹介なり話をしながらマッチングと言います

か、そういうのを進めているところでございます。 

 本年度もそういう方で、また東京とかでマッチン

グした方がいらっしゃいまして、その方が地域おこ

し協力隊として来ていただいたというのがあります

ので、今後におきましても、こういうのは大事にし

ていきたいなと考えております。 

 以上です。 

（発言する者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） 大変申し訳ご
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ざいません。マッチング事業協力金のほうでござい

ます。大変申し訳ございません。 

 これについては、当町に訪れた方がいまして、そ

こで、今うちのところ凌雲閣とノースグランパーさ

んにお願いしまして、そこに１回の準備等の受け入

れのときに３万５,０００円ほど払います。１回に

つき、１人が１回につき５,０００円の手数料と言

いますか、そういうのを払って、大体３回くらいで

５万円程度、２回の１０万円ということで見ており

ます。 

 今年度も、一応建設業の方とかいろいろなところ

お願いしていました。ただ、やはり慣れていない仕

事とかになると、やはりちょっと危険かなというの

もあって、なかなかそういうのに結び付かなかった

のですが、令和５年度においては凌雲閣とかノース

グランパー、こういう観光業のほうに協力をお願い

いたしまして、そこで上富良野の町に住んでもら

う、少し働いてもらうみたいな体験みたいなのを

やっていただきたいなと考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 他の自治体のホームページ

を見ますと、やはりそういった仕事から始めて、や

はり体験から始めて、やはりつながっていって、こ

の町に住めるか、子育て支援の環境があるかだと

か、いろいろな形で定住移住が促進していくという

のが現状だと思います。当然、ホームページ等の充

実というのも大切だと思います。 

 併せて、定住移住という形で、今クーラーが設置

されているだとか、いろいろなホームページ見まし

たら、そういった環境の中で移住定住という形で、

お試し住宅みたいので体験されて、そして定住につ

ながるだとか、いろいろな環境があります。上富良

野町に至っては、そこまでは、借り上げだとか何か

でやっている部分もあるのですが、やはりそういう

環境も整えながら、やはりお試し住宅も含めて、

もっと環境整った住宅設備だとかしながら、やはり

定住に結び付く、移住に結び付くような環境づくり

も、ハードの面があるのですが、こういったものも

必要だと思うのですが、そこら辺はなかなかその自

治体の判断ですから、そういう方向に行く、行かな

いというのはあると思うのですが、その点はいかが

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 過去には町のほうで元教員住宅の跡地とかお試し

住宅とかやっていたのですが、今は民間の住宅のほ

うを借り上げしてやっているところでございます。

なかなかそのエアコンを付けるとか、ハード付ける

となるとやはり持ち主さんというか、オーナーさん

の負担にもなってくるので、なかなか難しいのかな

というところは感じているところでございます。 

 ただ、神奈川県とか東京から来ている方も入って

おりますし、１か月、２か月お試し住宅で暮らして

いる方々もいらっしゃいます。暑いとかそういうこ

ととかはあまりそういうのは聞いていないのですけ

れども、今後におきましても、そういう民間の空き

家のアパートを活用した中でお試し住宅というのは

今後も進めていきたいなと考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 確かに地方から、本州から

来た人というのは、涼しい環境だということでいい

とは思うのですけれども、ただ、やはり今いろいろ

見ましたら、やはり一軒家丸ごとそういう住宅とい

う形で、他の自治体ですよ、上富良野が同じ環境下

どうかは別としても、そのくらいの環境を整えて、

やはり移住定住に結び付けてというのがかなりホー

ムページ等であります。 

 上富良野は言うように、前からそこまでは求めな

いと、一般の民間の住宅を借り上げながら、そう

いったところで対処するというのが町の基本でした

けれども、今後そういった見方もちょっと変えてい

く必要があるのかなと思いますので、この点をお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 他町村では一軒家とか、そういうのあるのはいろ

いろなホームページを見たりとか、いろいろな雑誌

とかでも見てございます。ただ、当町のほうでは空

きアパートと言いますか、そういうのが結構数があ

るものですから、現在そちらのほうを利活用させて

いただいている形でお試し住宅というのを進めさせ

ていただいております。 

 今後、一戸建ての住宅になると、その持ち主さん

もいますし、家賃なんかの関係もございますので、

そういうのも今後研究検討していきたいなとは思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １１７ページのふるさと納

税についてお伺いいたします。 
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 昨年より広告手数料等が予算が増額されておりま

す。この内容等、どういった部分を今年度充実され

るのか、されたのか、どういう内容でふるさと納税

を促進するための広告等を充実しようとしているの

かをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 モニター、返礼品という形でよろしかったです

か。 

（「いいですよ」と呼ぶ者あり） 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） 今年、この前

の先日の補正予算でも目標５億円として補正をさせ

ていただきました。令和５年度におきましては、目

標額を６億円として予算のほうを組ませていただき

ました。昨年から、先日の質問でもありましたが、

ビール関係とか、そのようなのは非常に好調になっ

ておりまして、その辺をさらに推し進めていきたい

なと考えております。あと、それとちょっと果物系

と言いますか、そういうのが少しちょっと隣の隣の

町くらいに流れていて、なかなかうちの町に入って

こなくなったのかなと思っております。一番はビー

ルと言いますか、某会社で出しているビールとか、

あとうちの地ビールつくっているとことか、その辺

が非常に伸びていますので、さらにＰＲを進めて

いったり、ヤフーとかグーグルで見るときに最後の

ほうにコマーシャルが出るのですけれども、そうい

うコマーシャルにＰＲを打ったりとか、雑誌等にも

出していきたいなと考えています。大体寄附額の１

％くらいが大体どこの町村も広告費に使っておりま

すので、今年も６億円くらいの目標として、そのう

ちの１％の５,０００万円から６,０００万円程度の

お金を広告費に使って、皆さんからの寄附を募って

いきたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １２１ページの委託料で、

ハザードマップ作成という形で載っております。新

規事業かと思いますが、災害に備えるという形の対

応だと思いますが、この内容等についてお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ７番米沢委員の御

質問に答えます。 

 ハザードマップについては、今現在、洪水ハザー

ドマップが平成３１年３月、火山のハザードマップ

が平成２８年３月、あと豊かで安全な暮らしのため

のという防災の全般の冊子をつくっているのが平成

２８年３月につくっております。今、洪水のハザー

ドマップが、浸水想定区域が変更になりまして、昨

年の８月に北海道のほうで変更になりましたので、

それに合わせて変更する予定です。今、御説明させ

ていただいた火山と防災の関係の冊子、これを合わ

せてブックという形で更新して、皆さんに全戸配付

をしたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １２５ページの、いわゆる

マイナンバーカード等についてお伺いいたします。 

 上富良野町では現在、交付状況はどのようになっ

ておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 上富良野町のマイナンバーの交付状況という形

で、交付状況と申請数と今ちょっと溜まっている状

況があるので、若干の差違がございますが、申請数

については速報値で９,１０３件、交付が７,４８８

件、交付率に関しては８８％で、全道のほうで１５

番目という形になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 交付率に応じて国は今後交

付税等の算定の基準も一つの目安という形の方針も

出てるかと思いますが、詳細出ているのかどうか分

かりませんけれども、そういった情報等がありまし

たらお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢委員のマイナ

ンバーカードの交付率に対する交付税措置について

お答えします。 

 本年度の交付税においては、地方財政計画でも示

されていますように、交付率の上位３分の１に該当

する市町村については上乗せして交付税に加算され

るという制度となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 併せてお伺いいたします

が、将来、保険証との当然マイナンバーカードと紐

付けにするというようなことで、来年でしょうか、

いっぱいなのか分かりませんけれども、そうします

と、やはりデジタルで慣れてない方等が当然いらっ

しゃいますので、そういった場合、本来そういった

ものは任意であるということで、義務ではないとい

う方針でありましたが、こういった部分について多

くの方が心配している状況があります。これは国の

制度でもありますけれども、しかし、そういう任意
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であったものがさらに義務的になって、口座番号等

も併せて将来は紐付けにしていこうという形の、ポ

イントも付いて、さらに今交付率もあるよという状

況になっておりますが、そういった住民の声という

のも、当然不安だという声があります。そういった

部分に対して自治体というのは、少なくとも答える

べき、国もそうなのですが、部分もあると思います

が、その点についてどのような対応になるのかお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 特に国のほうからは、まだ直接こうなるよという

ことでは通知等はいただいておりませんが、昨日の

ニュース等でございましたように、保険証に関しま

してはカード、それ以外の方は資格証明証という形

で僕もニュースで見ただけなので、これは決定かど

うかというのはちょっと分かりませんが、そのよう

な状況で１年以降１年は保険証を使えるというよう

な形で示されております。 

 これによって、同様にいった形の町民の方々が御

迷惑というか、慣れていない方がなるかというの

は、ちょっとまだ計り知れないところでございます

し、国の政策なので私たちがこれをどうこう、なか

なか言えない部分ではございますが、これに関して

もニーズの低下にならないように、ほかの医療機関

等も含めまして、協議を進めていきたいと考えてお

ります。 

 あと口座の関係でございますが、口座の関係につ

きましても、今まで使ったことのある方、年金等の

振込をされている方の口座を基本的には紐付けると

いう形で、紐付けない方の不同意がない限りはその

ままするという、非同意方式を取るという見解を私

のほうはテレビ等で確認しておりますので、特に国

からこうすれとか、ああすれとかいう状況はまだ来

てないということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

と思います。 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、１款議

会費から２款総務費までの質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 お待たせいたしました。次に、１３０ページから

１４７ページまでの３款民生費の質疑に入ります。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １３１ページの地域福祉計

画策定という形で委託になっております。見直しと

いうことの内容でありますが、特にこの策定に当

たって、町としてこういうものをさらに付け加えた

い、充実したいというような、そういったものとい

うのは策定に当たって何か実情を反映した計画とい

う点で考えられている部分があるのかどうなのかお

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ７番米沢委員の

御質問に対してお答えいたします。 

 地域福祉計画の策定でございますけれども、現

在、第３次の５年計画の計画でございます。これが

第４次の計画ということで、令和６年から５年間と

いうことで、来年度、令和５年に策定をいたすもの

なのですけれども、内容につきましては、地域福祉

計画というものにつきましては、高齢者や障がい

者、また児童の福祉に関する計画でございます。現

在も計画ありますけれども、より地域の連携、また

ネットワーク等を活用して、現状と課題等を見直し

ながら、来年度策定に向かっているところでござい

ます。 

 大きな制度改正は国からはないということで、大

きな見直しはないと考えているのですけれども、よ

り事業所等新たにできているものですから、地域の

連携等を図りながら、計画等を策定していく予定で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 分かりました。 

 この１２委託料について、この内訳等というのは

どのようになっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ７番米沢委員の

御質問に対してお答えいたします。 

 地域福祉計画の策定の委託料でございますけれど

も、内訳につきましては、まず研究員、アンケート

等の実施、また、それに基づいた分析等を委託でし

てもらう予定でございます。その委託の研究員の手

当というか給料というか人件費分が１６８万７,０

００円、調査研究費ということで、アンケート等の

入力とか実績、分析ということで４９万円、資料等

の作成ということで１０万円、長期の管理費という

ことで１０％業者の分でございます。合計２７５万

円の計上でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １３３ページの２番の高



― 69 ― 

齢者事業団育成費に関してお伺いします。 

 こちらで今予算で組まれている３２９万７,００

０円というのは、これはもう、ほぼ全額この事務局

の人件費の負担という理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） １１番小林委

員の高齢者事業団の補助金についての御質問であり

ますが、委員おっしゃられたとおり、これは事務局

長の８０％以内の人件費が全てでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 先日の一般質問等でもお

話、いろいろ出て、執行方針が出たところなのです

けれども、現状今、高齢者事業団さんのほうでも会

員さんがかなり減ってきている現状だったり、あと

は高齢化している現状で、そういう時代に関してい

ろいろ不足しているという状況をお伺いしていまし

たので、それに当たって、例えば募集に係る経費で

あったりとか、そういったところを強化して、さら

にここの団体、事業団を支援するような考えは令和

５年はないのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） １１番小林委

員の高齢者事業団の会員の増加だとか、そういった

経費についての御質問かと思いますが、その辺、今

会員の募集については広報かみふらのだとか、あと

新聞折り込み、あとは口コミだとか、窓口での周知

というところが会員増加においての活動となってお

りまして、新聞折り込みの経費についても、高齢者

事業団自らの経費のほうで賄っていただいていると

ころです。広報については、広告料等いただいてお

りませんので、無償で今、募集活動を行っています

が、なかなかそれでも会員が増えていっていない状

況で、年間本当に２人とか３人の新規の会員の増加

する一方で、１０人くらいの退会者が出ているとい

う状況でございます。今後もこういった補助金、事

務局長の人件費の補助を続けながら、できる限りの

支援を行っていきたいとは思っていますが、その

辺、どうしても人数が減っていくということで、今

年アンケートを取らせていただきましたが、現在の

会員さん３５名いて、うち２６名の方に御回答いた

だいておりますが、それでも人数が少なくなっても

高齢者事業団の活動は続けたいというような意見を

多数いただいておりますので、町といたしまして

も、できる限りの存続についての協力をしていきた

いと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 現在既に行っている、そ

のような告知でなかなか人が集まってこない現状と

いうことで、さらにそこを何かしらの、お金を使う

だけではなくて、策も含めて強化していただきたい

なと感じているのですが、例えば、今国でよく言わ

れるリスキリングのような、つまり高齢になってか

らも新たなそういうスキルを身に付けて、そういう

また作業に取り組んでいただけるとか、何かそう

いった補助というか制度みたいなのをうまく活用し

て、この事業団を支援できないのかなと考えたりも

するのですが、そういった方向性や可能性に関して

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） １１番小林委

員の御質問にお答えさせていただきます。 

 これまでも高齢者事業団が現在行っています作業

について、いろいろなほかの高齢でもできるような

作業はないのかとか、あと高齢者事業団の中でもス

キルアップをかけて、何か違うメニューをできない

のかということも模索してまいりましたが、なかな

か現在加入している会員さんで、なかなかまだ新し

いことに取り組むというところの話になかなか至っ

ていないというのが現状でございます。 

 他町の視察とかでも、行っている活動についても

いろいろ研究をして、うちの町の事業団でもできな

いかということで、いろいろ模索したところではあ

るのですが、今の現在の会員は、今の作業で精一杯

だというような意見が正直多くて、なかなか新しい

ことに取り組むということがちょっと難しくなって

いるのと、新しい会員さんが増えないというのも、

現在普通に働いている方についての現役世代という

のがかなり伸びていまして、本当後期高齢まで現役

で働いている方というのがかなり増えているという

状況で、高齢者事業団に加入するというよりも、今

までどおり働き続けているという方がどんどん増え

ているというのが実情でありますので、なかなか高

齢者事業団に加入するというような考えを持ってい

る方がなかなか見つからないというのが現状でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 福祉協議会の補助について

お伺いいたします。１３１ページです。すみませ

ん。 

 ここの中で、今回、事務局長等が交代されるとい
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う話も聞いているのですが、実態等についてどのよ

うな状況なのか、非常に重要な役割を担う場所でも

ありますので、また   でもあります。この点お

伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（林下里志君） ７番米沢委員の

御質問に対して御説明させていただきます。 

 町の社会福祉協議会の補助金でございますけれど

も、こちらにつきましては、職員の給与費、また職

員の健康診断、車両の維持費、ふれあい広場等の事

業費に対して補助金を出しているものでございま

す。 

 今、委員のほうから職員の事務局長の給与費はど

うなっているのだということで御質問あったかと思

うのですけれども、町の社会福祉協議会補助金交付

要綱の中に、事務局長の分については給与費は０.

５、あと職員については１０、１００％ということ

でございます。ただ、職員の給与費なのですけれど

も、現在事業に対して町から委託事業も実施してい

ただいていることもありまして、委託事業につきま

しては委託費のほうから給与を見ていただいている

という面もございまして、これで職員の給与費、

０.なんぼ、０.なんぼということで、ちょっと内

訳、細かくなってございますけれども、そのほかに

ついては委託費のほうで出していただいているとい

う形になってございます。予算上は、事務局長の給

与費については、一応０.５で見ているということ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ７番米沢委員の質

問で、今、うちの主幹のほうで説明した分が補助の

内容ということで、もう一つちょっと答弁漏れがご

ざいましたので、私のほうから補足いたします。 

 町職員を派遣していまして、社会福祉協議会のほ

うで協議いたしまして、この新年度をもって職員の

派遣は終了と。あと、新しい事務局長につきまして

は、社協の事務局、内部のほうから選出するという

ような形で伺っているところでございます。 

 あと、補助につきましては、今主幹のほうから説

明した内訳でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 内部から事務局長に就くと

いうことで、それなりの、当然そういった形態とい

うのが一番いいわけで、十分、当然その場所に就く

わけですから、力量もあるという形になっているか

と思いますので、ぜひそういった面でいろいろな形

から、福祉協議会にこれからもぜひ支援をお願いで

きる環境を整えていただきたいと思います。これは

お願いです。 

○委員長（岡本康裕君） 答弁はよろしいですか。 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、ほか、何かご

ざいますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４１ページです。この中

で１８節の負担金及び補助金交付金という形になっ

てございます。ここで保育体制強化の事業補助等、

雇用強化事業等があります。これは前年度とほぼ変

わらない状況になっているかと思いますが、こう

いった体制の中で、十分子どもたちを見れる環境と

いうのがあるのだろうと思いますが、現況ではそれ

ぞれ何名くらい雇用になっているのか確認いたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 保育体制強化事業につきましては、保育に係る周

辺業務の整備ということで、保育士さんの負担を軽

減するために、このコロナ禍において、消毒とか、

そういう後片付け、布団の整備など、そういう業務

をやっております保育士の負担の軽減、離職の防止

のためにやっております。こちらについては、コロ

ナ禍始まってからの事業となっておりまして、令和

３年度から始まっておりまして、令和２年度以降に

雇った方を対象ということで、町内では二つの園が

活用しておりまして、それぞれ１名ずつという形に

なっております。 

 また、保育補助者雇上強化事業というものは、こ

ちらは保育士の本当の保育業務の補助ということ

で、こちらもお子さんを預かっている中で保育士の

補助ということで、安心して子育てできる環境整備

ということで、こちらは園の定員によって雇える人

数と言いますか、補助金の額が違いますので、１２

１名以上の園につきましては２人、１２１人以下の

園については、それぞれ１名ずつで、こちらは４園

とも活用しています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この基準を超えて雇用する

ということになれば、これは町単独あるいは国の補

助等というのは付かないのか。今でも町単独でやっ

ている部分があるのですが、その点お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ７番米沢委員
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の御質問にお答えします。 

 現在この活用されている園につきましては、この

国の基準を超えて人件費かかっているところはあり

ません。やはり、パートであったりとか、御主人の

扶養の範囲でという方が多いのかと思うのですけれ

ども、国の基準を超えて活用されているところはな

い状況です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 分かりました。 

 それと年に１回、この保育関係で、実地検証とい

うのですか、現場を自治体がどういう運営になって

いるのかということで検証しなければならないと

なっているかと思いますが、こういう状況の中で、

不適切な運営は恐らくないのだろうと思いますが、

今回、今年度はどういうタイミングの中で実地検証

等が行われるのか確認しておきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） 毎年、上川総

合振興局と監査というものがありまして、それに町

の監査も同行して一緒に行っております。コロナ禍

で令和３年度ちょっと来れなかったりとかすること

がありましたけれども、今年は３園について、上川

総合振興局の方と一緒に、それぞれチェック項目と

かありますので、今年は不適切な対応とか、ちょっ

と引きずったりとか、何かそういうニュースでも出

ておりましたけれども、そういう事案についても、

町のこども園ではありませんし、適切な運営を行っ

ていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４５ページについてお伺

いいたします。この委託料で、子ども計画策定、ア

ンケート調査等という形で計上されています。この

内訳等はどのようになっているのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 こちらの子ども計画策定及びアンケート調査につ

きましては、アンケートが、今事業計画が令和６年

までの計画になっておりまして、前年度にニーズ調

査ということを行っているので、令和５年にアン

ケート調査を２本、基本の調査と、あと生活実態調

査ということで、前回のときには貧困の関係の調査

ということで、そのアンケートが二つあります。貧

困というか生活実態のアンケートにつきましては１

６５万円です。それで、子ども子育て事業計画の基

本調査としまして、そちらも１６５万円。令和６年

度にこのアンケートを集計した中で、実態等も加味

した中で計画を策定するということで、計画の策定

に関する委託料が２２０万円で、合計５５０万円と

なっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次に伺いたいのは、１８節

の子育て支援ごみ袋交付という形になっておりま

す。これ、非常に大変喜ばれているところでありま

す。今回、大体前年度並みかなと思っていますが、

大体何人くらい対象になっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ７番米沢委員の子

育て支援のごみ袋の実態につきまして御答弁いたし

ます。 

 令和４年度につきましては、現在、内訳としまし

ては、１１７名で、枚数的には６,７７０枚という

ことで、これ、２月末までのやつなのですけれど

も、３月これに若干増えるというような形でござい

ます。１１７名の６,７７０枚ということで掌握し

ているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） さらにお伺いしたいのです

が、今回、当然子育ての計画策定という形になって

おります。お伺いしたいのは、今子育て環境という

のは非常に厳しい状況にあります。例えばよく東川

の例が出るのですが、東川では食事の給食の宅配だ

とか、いろいろな取組を、調査を行って支援してい

るというのが実態になっております。上富良野町に

おいても、こういった子育て支援に関するごみ袋等

の交付も当然有効であります。 

 それ以外に、もっと、今子育て世代が求める支援

の内容そのものをもう一度見つめ直す必要があるの

ではないかなと思いますが、掃除をしてくれるだと

か、いろいろと見る立場からいうと行きすぎではな

いかなとか、いろいろな声もあるのですけれども、

しかし今現状としては、そういったところまで、や

はり子育てに対する支援という在り方が見直されて

いるという実情もありますので、こういった点につ

いてはいかがお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 基本、他町村で非常に顕在化した、見える化した

事業というものが新聞報道でやはり目を引く子育て

支援という形で私も個人的には受け取っているとこ

ろでございます。ただ、それにつきましては、あく
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までも家事の支援とか、そういった生活の中での支

援ということで私は捉えておりまして、やはり本町

においては、生まれる前から、生まれてから、あと

実際子ども支援事業計画に則っております、非常に

寄り添って相談するという部分で、母子保健から出

産して、妊娠、出産して子育てまで支援するという

ことで、そういった対面式の、面談方式の悩みとか

を支援しているということでは、本町は引けを取ら

ないというような形でございます。 

 ただ、いろいろな保護者のニーズもございますの

で、今回、子ども子育て支援事業計画の基礎調査

と、あと貧困のアンケートございますので、そう

いったこと、あと委員会もやりますので、そこから

実際に保護者の実際のいろいろな御意見をお聞きし

て、それが施策として計画のほうにどう反映してい

くかというものをしっかりと委員会、あとそういっ

たアンケートの結果を踏まえて調査して、本当、真

に必要な町の支援というものにつなげていくような

取組をしていきたいと思っております。 

 今現在につきましては、現計画ございますので、

粛々と本当に細かい対応をしているのですけれど

も、基本的にはその施策に基づいて、まずはやって

いるというのが現状でございます。 

 新しい施策につきましては、今計画の改正に合わ

せて、いろいろ検討して、必要なものを、できるも

のについては取り組んでいきたいと思っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 上富良野町は確かに切れ目

のない子育て支援ということで、非常に高い評価も

得ているかと思います。今、担当の課長がおっ

しゃったように、また違う視点から、この子育て支

援の在り方というのも見る必要が、今状況としては

あると思いますので、この点ぜひ、そういったいろ

いろな委員さんの意見、アンケートの結果も踏まえ

ながら、ぜひこういった実態に則した支援計画策定

等を実現してほしいと思いますが、確認いたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 現在も、子ども子育て支援事業計画に基づきまし

て、子育て支援を母子保健の担当の健康推進班、あ

と教育委員会、あと学校、あと認定こども園、あと

福祉対策班等々と共同して、情報共有していきなが

らやっているところでございます。計画に書いてい

ないことでも、今非常に困りごとというか相談ごと

が多く、そういった対応もしていて、常日頃からい

ろいろな実態を聞いているというような現状でござ

います。今度はそれをさらにデータ化するというよ

うなアンケート、あと策定に向けた取組があります

ので、そこで今まで培った御意見、しっかりと調査

した御意見を集約していきながら、計画のほうに反

映して、そして実行するというような形で取り進め

たいと考えているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この同ページの子ども家庭

総合支援拠点事業についてお伺いいたします。 

 この制度というのは、要保護だとか、そういった

子どもたち、親合わせて支援するというような、大

事な仕事になっているのかと思います。具体的にこ

の事業の内容等というのはどのようになっているの

か。若干この報酬等も上がっているかと思います

が、伺います。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 こちらの家庭総合支援拠点事業につきましては、

委員おっしゃられましたように、虐待案件であった

り、そういうような相談ごともありますけれども、

家庭支援全般に関わる業務で、主にそういう児相か

らの通告の案件であったり、要保護児童等の対応、

相談、調査、アセスメント等々を行っている事業で

あります。その中で家庭総合支援員の報酬も上がっ

ていることにつきましては、令和３年の途中の年度

から一人採用しておりますので、４年度等につきま

しては、期末手当とかも勤務期間が少ないというこ

とでなかったことと、あと町の会計年度、また月給

の職員も１年ごとに給料が上がっておりますので、

その部分で増えているような状況であります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この間、この点で虐待だと

か、そういった部分の何らかのそういう、保護しな

がら、支援しながらという状況の中で、そういった

部分というのも見受けられるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 虐待案件も様々なものがありますけれども、子ど

もの泣き声がするとか、そういうちょっと、１回、

２回くらいだったらあれだけれども、ちょっと続い

ているとか、そういうことについては町のほうにも

お電話いただいて、心配なのだというようなお声を

いただく場合があります。その件につきましては、
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職員、場合によっては児相の職員と一緒に訪問しま

して、相談支援に当たっております。また、お子さ

んの着るものとかが汚れているとか、ちょっとネグ

レクトなのではないかというような関係機関からの

お話もいただいて、それについても本人や御家族と

面談して、支援に当たっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そういう意味では重要なこ

の支援をされているわけで、報酬等、十分これで、

少ないかなと思いますが、基準を算定したのだから

設定されたので、それ以上のものではないと思いま

すが、なかなか専門員の確保というのは、大変な状

況が見受けられます。こういったところにこそ正職

員の配置だとか、なかなか厳しい状況も見受けられ

るのですが、そういった専門員の確保という点で

は、なかなか厳しい現状あるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 保健福祉課自体が正職員で３０名ほどいるのです

けれども、ほぼ、おおむねの数字で申し訳ないです

けれども、半分以上が専門職、資格を持った職員の

集まりでございます。本当に３分の１くらいが事務

職という形でございます。その中でも、やはり健康

推進、あと子育て支援、あと子どもセンター、福祉

対策、高齢者支援、どこも社会福祉士とか保健師と

か、そういった資格を有した人でないと取り扱えな

い事案がどんどん増えているというような状態でご

ざいます。現在は正職員に加え、今質問のありまし

た会計年度任用職員等々も本当に一生懸命募集をし

ながら、何とか、町民のニーズにどう応えられてい

るかは分からないですけれども、現場のほうを回し

ているという状態でございまして、昔と違いまし

て、事案がどんどん多くなっていますので、やはり

一般事務ではなく、専門職の知識、知見を持った相

談ごと、また判断というものも必要な部分でござい

ます。 

 私の口から足りない云々ということはちょっと言

えないものですけれども、一応今の町民ニーズの部

分で、本当に保健福祉課の専門職が扱う案件が本当

に多くなっている部分と深くなっている部分という

ようなことが現状でありますので、答弁になってい

るか分かりませんけれども、一応現場のほうは何と

か頑張ってやっているという状況でしかちょっと今

答えられない状態でございます。足りているか、足

りていないか、私が一課長として判断することでは

ございませんし、役場全体での定数ということもあ

りますので、一応現場としては、何とか皆さん頑

張っていただいているということで御答弁させてい

ただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） いろいろ課題があります。

ちょっと、若干ページ戻りますが１３７ページの発

達支援センター事業という形になっております。こ

こでは、恐らく保育所等などの巡回等もされている

のかなと思っております。非常に子どもの置かれて

いる現況を見ながら、いろいろと現場に入って支援

を行うだとか、なっているかと思いますが、現状で

はどのような適時において支援等がされているのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（床鍋のぞみ君） ７番米

沢委員の専門機関による支援事業の関係かと思いま

すが、そちらのお答えしたいと思います。 

 発達支援センターで行っている療育支援のほか

に、専門機関に来ていただいて指導と言いますか、

支援事業というものを行っております。巡回支援専

門員整備事業というものと、地域療育支援というも

のと、道立施設専門支援事業というのはＲ４年度

行っております。 

 巡回支援専門員の整備事業は、今年度７回行って

おりまして、保育所ですとか、あと保健師ですとか

関係機関のほうに、一度受けたい方いますかという

ことで問い合わせをしながら、うちに通っているお

子さんも含めてなのですけれども、そういったお子

さんを対象に、北海道療育園のほうから、ちょっと

見ていただくと言いますか、助言等をいただくよう

な事業になっております。 

 地域療育支援につきましては、療育センターから

来ていただいて、こちらは年５回開催しました。こ

ちらは、療育センターの医療スタッフが、市町村で

対応が困難な事例ですとか、そういったケースにつ

きまして、本当に専門性のある支援を行っていただ

くということになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この専門員の、指導員の確

保というのは、相変わらず社協なんか行っても募集

しますというようなものが掲載されておりますが、

現状としてはなかなかやはり厳しい現状でしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（床鍋のぞみ君） ７番米

沢委員の療育指導員の質問かと思いますが、そちら

にお答えしたいと思います。 
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 療育指導員につきましては、常に募集しているよ

うなイメージと言いますか、そういったのがあるか

と思いますが、令和４年度で言いますと、１０月の

時点で２名欠員という状態があったのですけれど

も、１名１０月から来ていただき、また１月からも

う１人来ていただいて、１月１日の時点では全員そ

ろったところなのですが、１月末日でまた１人退職

されましたので、現在は１名欠員というところの状

況であります。ただ、先日、４月からの療育指導員

が１名決まりましたので、４月からは一応全部そろ

うという形にはなるかと思いますが、なかなか全員

がそろってというのは難しい状況であるのですけれ

ども、そういった中でみんなで何とかやっていって

いる状況であります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） １４５ページ、６地域少

子化対策推進事業に関してお伺いいたします。 

 ここで書かれている研修会講師謝礼とあります

が、どのような研修会を予定しているのかお伺いし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） １１番小林委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 こちらの事業は、地域少子化の事業としてこれま

でも中学生のための子育て体験学習というのをやっ

ております。コロナ禍で開催できない年もありまし

たけれども、今年度においても中学３年生を対象

に、２歳とか３歳未満のお子さんを町内の保護者の

方が連れてきていただいて、ふれあい遊びというこ

とをやったり、なかなか最近小さな子どもが自分の

周りにいないというような状況もありますので、そ

ういう子どもとのふれあい遊び等をやっておりま

す。 

 また、中学１年生を対象には、中学生のための妊

娠・出産子育て講座ということで、赤ちゃんが育っ

ていく様子とか、妊婦体験、スーツみたいなのがあ

るのですけれども、それで妊婦になったらこんなに

お腹も、背中もお肉がついて、こんなに重たくて、

身動きが大変なのだよというのを男子生徒さんにも

体験していただいたりしながら、これは町の助産師

に講師をお願いしまして、そういうような事業で少

子化対策の事業ということで研修会を開催しており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今の内容に関して理解し

て、すごく充実した内容だなと思ったのですが、ぜ

ひ町長にお伺いしたいのは、町の喫緊の課題である

少子化対策ということに対して、本年度の予算書の

中で私が見る範囲、少子化対策という頭出しで計画

されている事業は、ここのこの研修会しか見当たら

なかったのですが、これで十分だとお考えか、もし

くはここ意外に町長が肝煎りで少子化対策になると

思う予算が組み込まれているのであれば、そこを教

えていただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 子育て支援ですので、町の子育ては、子育て支援

と言いますか、乳幼児から高校卒業までということ

で、切れ目のない支援ということをうたい文句にし

ておりまして、今年度は肝煎りと言いますか、教育

費のほうになりますが、教育支援センターの設置に

向けて予算計上しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 町長のこの令和５年度の

少子化対策の目玉は教育支援センターということ

で、今確認しましたが、この同じページの、先ほど

同僚議員も質問した子ども計画策定及び計画アン

ケート調査というものに関して、これをうまく活用

すれば、我が町の少子化の原因だったり、今後何を

していけばいいかという方向性も見えてくるものな

のかなとは個人的に考えております。そこで、まず

先に、このアンケート調査の対象の方と、その人数

を、どういう方をイメージしているのかお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（武山義枝君） １１番小林委

員の御質問にお答えします。 

 現在、この子ども計画の調査につきましては、前

回の計画策定時にも行っているのですけれども、就

学前の児童の世帯、ちょっとその計画のときに人

数、世帯数変わると思うのですけれども、前回は３

７２世帯ありましたので、そこの就学前の児童の世

帯、あと就学児童は小学校３年生以下の児童がいる

世帯で、前回で言いますと、おおむね２５０世帯と

いうことで考えております。子どもの生活実態調査

につきましては、こちらは学年を絞っておりまし

て、小学５年生約９０世帯、中学２年生も約９０世

帯、高校２年生で約１００世帯というようなこと

で、２８０世帯の児童と保護者について調査を行う

予定でおります。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 昨年の一般質問の際に、

ぜひ私は少子化対策にもつながるであろうというこ

とで、町内の不妊や不育、主に体外受精などで悩ま

れている方に対してサポートなどがあればいいので

はないかと考えておったのですが、町長からの御答

弁では、現状そのようなことで困っている方であっ

たりとかの相談を受けていないので実態を把握でき

ていないというお答えだったかと思います。 

 今回、このアンケートをする対象は、今お伺いし

たら、既にお子さんをお持ちの家であるということ

は確認させていただいたのですが、今実際既にお子

様の中でも、そういう不妊を体験した上で生まれた

子どももたくさんいらっしゃいますし、保護者の中

でもそういった苦労を体験された方もしくは今後ま

たさらに安心して妊娠・出産を望むかどうか悩まれ

ている方なども対象には含まれてくるのかなと思い

ます。 

 ですので、ぜひこのアンケートを行う際に、これ

までは相談がなかったからこそ課題として認識でき

てこなかった、そのような不妊や不育など、体外受

精等行われている方等のアンケート、聞き取りでも

できるのではないかなと考えますが、そういった調

査も同時に進め、このアンケートとともに進めるお

考えがあるかどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） １１番小林委員の

御質問にお答えします。 

 小林委員の御質問の御指摘ですけれども、次の４

款の母子保健のほうでそういった部分が実際に現場

としてやっているところでございます。今回の子ど

も計画等々につきましては、生まれてからのその子

どもの健全な育成等々の計画でございまして、今御

指摘のあった部分につきましては、生まれるその前

段の部分の話でありまして、母子のほうになります

ので、後ほど４款のほうになりましたら、お願いな

のですけれども、再度質問していただければと思い

ます。今のこの子ども計画につきましては、生まれ

る、妊娠前とかそういった人たちが対象ではなく

て、生まれてからの子どもに対するちょっと計画の

部分の計画でございますので、そちらのほうでアン

ケートのほうもターゲットを絞っているということ

で御理解のほう願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） すみません、まずその４

款のどこと言ったか、ちょっと分からなかったので

すけれども……。 

（「母子保健、衛生費の健康推進班のほうがそちら

のほうになっておりまして、今妊娠前とかそっち

は」と呼ぶ者あり） 

○１１番（小林啓太君） 今、僕がお話ししたの

は、対象は既に出産を経験されている方であったと

しても、恐らくですが、そういった不妊に悩まれた

方とかもいるのかなという意図も兼ねて、その調査

は少子化対策に多少なりとも影響を持てるのではな

いかということなので、全くの妊娠前の人を対象に

していないから、それは該当しないという意図では

なかったので、ぜひ、このアンケートを取る際に

も、少子化という問題を何か議論した上で、それに

つながるようなアンケートにしていってほしいと

思ったのですけれども、それでもこことは分けて考

えるべきとお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） １１番小林委員の

御質問にお答えします。 

 貴重な御意見として、これからちょっと策定して

いく計画なものですから、参考意見として承ってお

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、３款民

生費の質疑を終了いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は、７時２５分です。 

─────────────── 

午後 ７時１３分 休憩 

午後 ７時２５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前を解き、委員会を

再開させていただきます。 

 次に、１４８ページから１６１ページまでの４款

衛生費の質疑に入ります。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４９ページ、お伺いいた

します。１９節の扶助費という形で、町長の執行方

針の中に、今後子どもの医療費そのものも給付の拡

大をしたいという形の方針が載っておりました。こ

の点で、町長、どのように、どの段階で、対象年齢

等も含めて、今現時点でお考えの点があればお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 子どもの医療費の拡大、無償化の拡大についてで

すが、今年度の、令和４年度の４月からというス
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タートということで、丸１年たっていない状況で、

実際この町の持ち出しと言いますか、負担がどのく

らいなのかということで、十分分析しながら、財源

の調整が必ずこれは必要ですので、１年たった後、

これは分析して、いつ頃できるかということは早急

に検討したいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 担当の課長にお伺いしたい

のですが、仮に高校生まで拡大するとなると、必要

額というのはどのくらいになりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 当初の試算では、約２００万円程度とは試算して

おりましたが、現段階の、先ほど町長言われました

今の状況を踏まえてということで言っていただきた

いのですけれども、現在コロナのまだ影響が続いて

おりまして、人数に関しては、大体実績に近い部分

が出ているのですが、医療費に関して、ちょっとや

はり入院のほうが少なくなっているということで、

ちょっと統計を取るにはまだ少ないかなということ

で私のほうでは考えておりますが、当初のマックス

でやった試算では２００万円、それも２００万円も

試算なので、入院等が増えれば、高校生そんなに入

院しないかもしれませんけれども、２００万円から

２５０万円、３００万円というところが試算でござ

います。あくまで試算でございますので、参考程度

にお願いします。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今、担当の課長があくまで

もということの話でありますが、２００万円から、

仮に３００万円としても、一定財源の確保というの

が必要かと思いますが、しかし、そう難しい壁では

ないなと思いますが、この点、町長どのようにお考

えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 担当課長も申しましたとおり、コロナの影響がど

の程度なのかというのも併せて分析をしないと財源

の調整というか、なるべく正確にと言いますか、考

えられる予想がやはり現実のものにかなり近くない

と後で財源調整が困るということが発生しないよう

に、その辺はコロナの影響ということを慎重に検討

をしなければならないかなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 現実的な話をすれば、そう

難しい話ではないと思いますが、もう一度確認いた

します。いろいろとお金のやりくりは当然必要だと

思いますが、町長が今決意して、すぐ実現しようと

思えばできるような環境にあるのではないかと思い

ますが、これでもちょっとなかなか難しいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ニーズとか町民の皆さんが望んでいるニーズ、そ

ういう環境にあるということは求められているかな

と、それは重々承知しておりますが、先ほど申しま

したとおり、１年間という、まだたっていない、そ

してコロナの影響があるということを慎重にやはり

判断したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ページ、１５３ページ、

資料の２９、ページは３０ページ、予防接種の中の

小児定期予防接種の資料によりますと、子宮頸がん

ワクチンについてお聞きしたいと思います。 

 子宮頸がんワクチンは、２０１３年、今から１０

年前に安全性に懸念があるとして、積極的勧奨は中

止されておりました。しかし、２０２１年１１月、

８年ぶりに子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の再開

が決まったということでございます。町もまたワク

チンやっていると思うのですけれども、令和５年度

の予定件数が８０と、資料にはなっております。こ

の８０というのは、接種率は何％くらいになるのか

なと。通常ずっといっていれば、対象の年齢がある

けれども、８年間やっていないので、若干お年を召

した方もやるようになっているとちょっと記憶ある

のですけれども、それを含めるか、含めないかは別

にして、含めるのなら含める、含めないのだったら

含めないということでよろしいですけれども、接種

率は、この８０というのは何％くらいになるので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） １０番今村

委員の御質問にお答えします。 

 子宮頸がんワクチンなのですけれども、令和４年

度から積極的勧奨をしまして、実質接種された方と

いうのが、そのキャッチアップという、今まで対象

ではなかった方も含めた、キャッチアップの方も含

めて、１１.４％にとどまっております。令和５年

度の人数を、対象を考えるに当たりまして、まず子

宮頸がんワクチンが今までの４種類の遺伝子型を標
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的にするワクチンから９価という比較的もっと発症

予防効果ですとか、死亡率の予防効果というのが高

く、副反応が低いと言われるワクチンに変わってま

いります。今回の対象数なのですけれども、今対象

者が１９０人ほどおります。そのうちの４割、４０

％くらいは受けて、ワクチンも変わるものですから

受けていただきたいなということで、大体４０％を

見込んで８０人といたしました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 分かりました。私が採最

終的に聞きたいのは、もっと勧奨して、ワクチンの

接種率を上げたらいいのではないかというところに

持っていきたいなと思っているのですけれども、こ

の８年間に世界のアメリカとか韓国とか日本が非常

に症状が出ましたよね。ワクチンの副反応と言うの

ですか、それらの検証をしております。検証の結

果、ワクチンを打って、その症状が出るのと、打た

ないで症状が出るのと、同等だろうということで、

ワクチンのせいではないだろうということでまた勧

奨が始まったのです、積極的に、と理解しておりま

す。 

 今お聞きしたら、１１.６％、非常に少ない方が

ワクチンを打っていると。このワクチンについてで

ございますけれども、例えば厚生労働省は、子宮頸

がんワクチンを１万にが受けることで、受けなけれ

ば子宮頸がんにかかっていた約７０人ががんを防ぐ

ことができると。約２０人の命が助かると計算され

ているのです、１万人で。結構死亡率が高いなと思

うのです。上富良野町としても、もっと積極的に対

象者の方に子宮頸がんワクチンを打つようにＰＲし

て、接種率を上げるべきではないかなと考えている

のですけれども、そのような方策が取っておられる

のであれば、その方策をお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） １０番今村

委員の御質問にお答えします。 

 令和４年に関しましても、全て個別案内をさせて

いただいております。今年度においても、まずワク

チンの種類が変わりますので、全員に個別案内させ

ていただくということと、あと、今年度に関しまし

ては、このワクチンが９価のワクチンになりますの

で、１５歳未満の対象に限っては、接種回数が減る

のです。３回だったのが２回に減るということもあ

りまして、もう少し接種していただける方が増える

のではないかなとは思っております。いずれにしま

しても、個別案内で周知していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 分かりました。接種率は

１１.６％でしたか、これくらいだけれども、非常

に努力されているというのが理解できました。なか

なかこれ以上の接種率は無理だなと。手一杯努力さ

れていると認識することでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ４年度に関

しましては、一応やれるというか個別案内をしまし

て、いろいろパンフレットとかも入れまして、御案

内させていただきました。５年に限っても、本当に

ワクチンの種類も変わりますので、できるだけ積極

的に打っていただけるように、また個別案内とかを

して周知してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。１５１

ページのがん検診予防という形で、非常にいろいろ

な取組をされております。今回、それぞれ受診率等

というのはどのくらい今回目標設定となっているの

か、それぞれお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ７番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 がん検診なのですが、やはりちょっとコロナの影

響もあったかなと思っております。昨年度はこの場

で前年度を下回らないくらいの受診率の目標を立て

ていきたいなとお話させていただいたかと思うので

すけれども、残念ながらやはりちょっと下がってし

まいましたので、来年度こそは今年度を下回らな

い、よりは上げたいという気持ちでおります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 毎年ちょっと聞いて、大変

申し訳ありませんが、若年層のこの１２節の委託料

等において、受診率の向上を目指していたかと思い

ますが、新年度、これ、項目、１５１ページの委託

料のところに、若年層等の受診率のという項目はな

かったのかなと思いますが、新年度においては、こ

の取組というのは非常になかなか受診が低いという

形もありまして、この部分も引き上げなければなら

ないという話もずっとされていたかと思いますが、

この点をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答
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弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ７番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 若年層の検診に関しましては、国保会計……。 

（「ですかね、はい、申し訳ありません」と呼ぶ者

あり） 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ところかと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １５３ページの委託料で、

産後ケアという形の中でお伺いいたします。まず、

取組等の内容等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ７番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 産後ケアの事業内容なのですが、まず、協会病院

のほうの産科のほうに委託をします。その中で協会

病院のほうで短期入所でショートステイ、１泊２日

もしくは２泊３日のショートステイと、あと日帰り

で帰ってこれる通所型というのを行っていただきま

す。ここで何を行っていただけるかというと、産婦

さんが身体的な回復のための支援ということで、ま

ずはゆっくり体を休めていただくということと、あ

と授乳の指導、おっぱいのほうのやはりケアになる

のですけれども、そちらのケアですとか、あと赤

ちゃんの状況に応じた具体的な育児指導ですとか、

あと家族、なかなか身近に支援していただける家族

がない方でしたら家族関係の調整ですとか、あと心

理的な支援というものが内容となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 再度お伺いしたいのは、

ショート、日帰りという形で訪問等というのは、こ

れ実際ないのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ７番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 協会病院に委託して行う訪問型というのはないの

ですが、うちに助産師さんで会計年度で来ていただ

いている方がいます。その方が今までも、このケア

始まる前も産婦健診とかで産後鬱の可能性のある方

とかにも何度も訪問行っていただいたりとかをして

おります。訪問に関しましては今までどおり、助産

師さん等の支援をいただきながら行っていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 協会病院ではショートとい

う形になりますと、これ、何名くらいというか、

ちょっと分からないのですが、受入体制はどのよう

になっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ７番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 協会病院のほうでは、この産後ケア専用に２室を

準備していただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり」 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、４款衛

生費の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

  

午後 ７時４２分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和５年３月９日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 
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令和５年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第２号） 

 

令和５年３月１０日（金曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和５年度上富良野町一般会計予算 

議案第２５号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第２６号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消についての質疑応答 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       荒 生 博 一 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  髙 松 克 年 君   委   員  中 瀬   実 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  米 沢 義 英 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  今 村 辰 義 君 

   委   員  小 林 啓 太 君   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 御出席まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しております。 

 これより、令和５年上富良野町議会予算特別委員

会第２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めさ

せていただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １日目に引き続き、議案

第１号令和５年度上富良野町一般会計予算の歳入歳

出予算事項別明細書の歳出、１６２ページから１６

３ページの５款労働費、１７８ページから１８５

ページの７款商工費の質疑に移ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） １６３ページの労働者対策

費のことで、今般、いろいろ町を見ると、どこの企

業も人を募集というような記事をよく目にします。

特段、予算とかというのは年間あまり推移がないと

いうのは十分承知した上で、労働もいろいろ賃上

げ、様々な背景がある中で、例えばこのＲ５におい

て、特別新しい労働者に対しての何か、奇抜な策、

施策等の展開はあるのかどうか確認させてくださ

い。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ８番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 ５年度、全く荒生委員おっしゃったような奇抜な

事業と言いますか、そういうのは特に考えていない

ところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） パンフレットのような、

様々な職業のいろいろな講習であるとか、そういっ

たものは継続的に行われるということで、その辺は

どうなのでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ８番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 この開発センターとか、月に何回か、チラシと言

いますか、募集の要項とかをよく来られます。その

募集につきましては、４年度も継続して行っていき

ます。また、求人募集とか、ハローワークから来

る、チラシと言いますか、募集要項あります。そう

いうのを各事業所ですとか、いろいろなところに配

付していただいて、募集とか、そういう就職と言い

ますか、そういうのに役立っていきたいというよう

なことで考えているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １６９ページの農業次世代

人材投資……。 

（発言する者あり） 

○３番（髙松克年君） ここ、オーバー、すみませ

ん。ごめんなさい、間違いました。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １７９ページ、商工振興費

のにぎわい協議会だとか、ロケサポートセンターの

ところなのですけれども、こちら、十勝岳の基金を

１００万円充当することになっていると思うのです

けれども、その内訳はどういった事業に使われるの

かお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、１番元井委

員の御質問にお答えします。 

 十勝岳と共生する応援基金の充当先はロケサポー

トセンター運営負担金ということで充当させていた

だく予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ロケサポートセンターとい

うことで、それの中でどういったところが十勝岳に

関与する事業なのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 ロケサポートセンター事業と言いまして、制作会

社とか、そういう方がロケに来られたときに、そう

いうところで権利関係ですとか、ロケ地の案内です

とか、そういうところでやっております。うちの

町、観光資源というか、やはり十勝岳というところ

がメインであるということで考えておりますので、

この基金を支消しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ただいまのロケサポートセ
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ンターの運営費負担に関してですけれども、例え

ば、もう年度始まり、すぐ６月とか５月とかに、こ

ういった撮影をしたいなんていうような予約という

か、そういった照会というのはもうあるのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ８番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 通常、ロケの問い合わせというのが２か月から３

か月前に来ることが多くて、今時期あることもある

のですが、たまたま今は春先の撮影といったような

今のところ問い合わせは、今時点ではございませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連でございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほかどうぞ。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １８３ページの観光費の中

の観光諸行事負担で、ラベンダーフェスタに関しま

して、そのうち６００万円ということで計上されて

おります。ライトアップの施設整備と言いますか、

ライトアップの機材、またオペレーター代とか、６

００万円のうちのこの、今私が申し上げた部分の内

訳と言いますか、どのくらいかかるのかお教え願い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ラベンダーフェスタの負担金として計上しており

ます６００万円の、町政執行方針などでも申し上げ

ましたとおり、まだ試験的な部分もありますので、

ちょっと今の予定ということでお汲み取りいただけ

ればと思いますが、今の予定といたしましては、ス

テージイベントですとか、今回夜のライトアップを

メインに去年までやっていたところなのですが、も

うコロナの状況というのも収束に向かってきている

ということで、昼間の町民の皆様ですとか観光客の

皆様にしっかりと楽しんでいただける１日とおした

イベントとしてやっていくことというのも想定して

おりまして、従来の四季彩祭りに変わるようなイベ

ントとしてのステージイベントですとか、そういっ

たものにおおむね２５０万円、花火も実施する予定

ですので、そういったもののうち２３０万円といっ

たものが主なものになります。あとは会場費に７０

万円ですとか、大体ＰＲ費で３５万円ですとか、そ

ういったものに使用する予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ライトアップに使う機材等

のリース料が大体２５０万円という理解でよろしい

でしょうか。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ライトアップの機材につきましては、まだ開会期

間ですとか、去年まではムービングですごくレベル

の高いものを使っていたのですけれども、それが継

続できるのか、それを長期的にできるのかというも

のも今回検証しなければなりませんので、購入費で

はなくて、今年もリースで対応することとしており

まして、それらについては観光協会の経費の中に組

み込んでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 昨年、初日に商工会青年部

さんが子ども縁日という行事を催して、ラベンダー

フェスタにぶつけたのか、その意図は確認しており

ませんけれども、非常に好評を得て、大勢の親子連

れが訪れておりました。今後そういった、ラベン

ダーフェスタに意図的に、ラベンダーフェスタは去

年までは夜のイベントでしたので昼間に別のイベン

トをあえてコラボするような動きがあった場合、こ

ういった、今回、去年であれば商工会青年部さんの

ような方々に何かこう、そういったイベントの支援

とかというお考えがあるのかどうかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えいたします。 

 昨年、土曜日だったかな、午前、昼間に商工会青

年部と、あと農協青年部の方、何名かで子ども縁日

ということで事業をやっておりました。それに町も

支援をしたわけなのですけれども、本年度、５年度

につきましては、いろいろな協議会と言いますか、

団体とも協議しなければなりませんが、これまでの

四季彩祭りが日曜日１日開催というのが多かったと

いうかやってました。今後そういうような事業も含

めましてやるとすれば、土曜日の昼間にやるとか、

日曜日は１日中ラベンダーフェスタをするとか、そ

ういうようなことで事業の展開を図っていきたいな

と考えております。上嶋主幹からありましたにぎや

かしも必要だと思いますし、そういうのにやはり歌

い手さんとか芸人さんとか呼んでいるときもありま

したので、そういうのが呼べるのかどうなのか、予

算的にどうなのかというのも検証していきながら、

イベントのほう行っていきたいなと考えておりま

す。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） となると、確認ですけれど

も、とりあえず昨年度、今回３回目、令和５年度３

回目になると思うのですけれども、土曜日から日曜

日とか、日曜日から日曜日、ある程度１週間、１０

日くらいのロングランイベントになるという理解で

よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 去年が１０日間ライトアップさせていただきまし

たが、実はライトアップ、非常に集客力があること

が、御想像のとおりではあるのですけれども、非常

に集客力があるということが分かりました。これに

ついては、なるべく長い期間やりたいなということ

を、去年のイベント実施した上でのとりまとめです

が、そういった声も非常に大きかったものですか

ら、予算の範囲でなるべく長くやれることを今模索

しております。恐らく去年よりは長い期間できるの

ではないかという見込みをしております。 

（「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 関連で。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 本当に花火を夏に楽しみに

している、特に御存知のとおり、日の出のキャンプ

場に予約を取られる方というのは、割とこう早期に

日時を検索をして、御予約というふうに結び付いて

いるということで伺っていますけれども、今年の開

催、特にピンポイントで花火というところにおいて

は、具体的な決定というのは、この後という理解で

よろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ８番荒生委員

の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、お問い合わせというので

すか、いろいろな方からも問い合わせが町のほうに

も来ますし、協会のほうにも来ます。なるべく早く

決めたいなと、日程とか、やる内容とか、そういう

のを早めに決めたいなと思っております。４月から

５月、４月にはその日程とか内容とかも決めていき

たいなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 花火の関係については、皆

さん期待している部分もあると思っています。私ど

もの住民会も先日総会がありました。そのとき、も

うコロナもそろそろ収束しているので、今年は花火

の協賛金の依頼があるのかどうかと、予算化してい

るみたいですので、基本的にそういうの実行してい

ただいて、皆さんに楽しんでもらえればと思ってい

ますので、極力内容が分かれば、早めに通知をして

いただいて、協賛金も少しでも多く集まるようにし

ていただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 なるべく早く日程のほう決定させていただきま

す。 

 ちょっと先ほどの答弁の補足でもあるのですけれ

ども、花火自体は、実は夜ものすごくライトアップ

と花火との組み合わせというのは、実はものすごく

人が集まりすぎて、オーバーツーリズムの問題が一

気に出てしまうということも、実は２年前、ライト

アップと花火大会と同時にやったときに、そういう

課題が出ております。実はまだその部分について

は、人の分散であったり、交通安全であったりとい

う面を抜本的な解決策というのはまだ出せていない

状況でございますので、花火に関してはもしかする

と、ラベンダーフェスタとは、本祭りの日とはずら

す可能性もございますので、花火大会自体は日程は

決まっていないのですが、ラベンダーフェスタの昼

間のイベントそのものは７月１６日で今調整してい

るところですので、実行委員さんのほうにも協議さ

せていただいた上で７月１６日を軸に今組み立てて

おりますので、御報告申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 関連でお聞きします。

今、ラベンダーフェスタとか、夜の部、昼の部、今

ステージイベントとか考えている。最終的には実行

委員会の中で詰めて、いろいろな事業というのが、

細かいことが出てくると思うのですが、１点、非常

に盛況で駐車場が夜満車になる、昼間もぜひそうい

うような来場者になってもらうような企画をつくっ

ていただきたいと思うのですけれども、実は駐車場

広いので、自分の停めた場所が少し分かりづらいと

いうところで、軽易な看板みたいなのを、Ａの１、

よくありますよね、Ｂ、Ｃとか。概略のポイントを

立ててもらえると、そこに行って探しやすいという

ことで、ちょっと要望があったので、その辺の対策

をぜひ今年は取っていただきたいと思います。その

辺のことをお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １２番小田島委

員の御質問にお答えいたします。 

 御指摘のとおり、夜運営した中で、来場者の方で

すとか、駐車場係の者からも実はそういった声があ
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りまして、今年度行うイベントにおいては、そう

いった看板の設置を今検討してまいりますので、御

了解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） このラベンダーフェスタに

ついてですけれども、町長の執行方針でもお伺いし

たのですが、今年くらいから本格的に始動もしてい

きたいという、コロナが落ち着いているのでという

お話もあったと思うのですけれども、このラベン

ダーフェスタに関して、四季彩祭りのときのように

実行委員会みたいなのを立ち上げて、本格的に行う

みたいな考えはないのかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 四季彩イベント全体を統括する四季彩イベント実

行委員会のほかに、ラベンダーフェスタの運営委員

会というものを組織して、これまでもそのように

行っておりまして、Ｒ５についてもそういった形で

組み立てていきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） このラベンダーフェスタの

ライトアップは、もう町民の方も非常に喜ばれてい

て、観光客の方も交通渋滞が起きるくらい、すごい

来ていたイベントなのですけれども、駐車場の料金

を取るとか、町民の方は無料で、観光客の人は

ちょっと駐車場の料金をいただくとか、そういった

ことをしたほうがいいのではないかとかいう町民の

意見とかもあったのですけれども、その当たりは考

えていないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井委員

の御質問にお答えします。 

 現在のところ、料金を取るということは考えては

ございません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連でございます

か。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この間、ほかの委員の方か

らも出ているかと思いますが、いろいろなキッチン

カーや、いろいろな農産物等の販売というのが、い

わゆる海のもの、山のものという形で、地方から呼

び寄せて、またそういう、やはり多くのお客さんに

来場してもらうというような、当然いろいろ工夫も

もう既にされているのですが、さらにそういった部

分での充実も必要なのかなと思っておりますので、

この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 やはり、おっしゃるとおりイベントではそういっ

たものの味覚であったり、そういったものが非常に

大きなコンテンツとなります。しばらく町内出店者

さんの募集というのも、なかなか手を挙げていただ

くのが難しい状況にありまして、最近キッチンカー

を外からお呼びいたしまして、その代わり上富良野

町の食材で、上富良野ポークですとか、地場の野菜

ですとかを用いたメニューを開発して、そこでメ

ニューの一つとして売ってくださいねというような

投げかけをさせていただいたり、それを見た町内事

業者の方が、例えばキッチンカー事業に興味を持っ

ていただいたりというのも期待しながらやらせてい

ただきました。 

 Ｒ５につきましては、ほかの町内の一般出店者の

方々にも今まで以上に出店しやすいように、条件整

備というものを取り組んでまいりたいということで

今準備のほうを進めております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次にお伺いいたします。 

 １７９ページの中小企業振興貸付事業という形で

……。 

○委員長（岡本康裕君） すみません、米沢委員、

ちょっと関連あるみたいなので、先によろしいです

か。 

（「申し訳ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今のラベンダーフェスタ

の件で、駐車場のこともいろいろと今言われていた

のですが、キャパシティに関して収まらないことも

起こり得るのではないかな、また、あったのではな

いかなと思うのですが、その当たりの対策に関して

はどのようにお考えかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １１番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 日の出の新しい駐車場におきましては、詰めに詰

めて、去年ですと約５００台収容することができま

した。ただ、去年のラベンダーフェスタの１日の入

り込みというのが、多いときで２,５００人くら

い、少ないときでも数百人といったような入り込み

になるのですが、それでもやはり、どうしても、あ

と何％というようなところまでいってしまうという

現状がございました。対策としまして、駅裏駐車場

ですとか、パークゴルフ場の駐車場を開放して、そ

こをまたシャトルバスを回すような対策も取ったの

ですが、結果的に使わなくて済んだのですけれど
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も、もしキャパオーバーするときには、そういった

ような対策を取れるように今準備を進めておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今年度はまた、さらに規

模を拡大してやっていって、さらにお祭りを外も掛

け合わせてとなると、余計人の入り込みも見込め

て、その問題は起こるかなと個人的には心配する部

分ではありますし、もし可能であれば、例えば近隣

の宿泊施設だったり、あとは町内の方でも、ぜひお

酒をとかも楽しみたいから車置いてきたいわという

方、要望もあると思うので、駐車場からのバスの往

来だけではなく、また別の町内を巡回するようなバ

スなどの運営もお考えいただければと思うのです

が、その当たりのお考えはいかがでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １１番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、町内の方々については、ぜひ

徒歩なり交通機関での御来場というものが鍵になっ

てくると思います。去年のお祭りのときでも、結構

町内の方が近くの方でも車で起こしになる方が多く

いらっしゃったということも聞いております。そう

いったものを対策取るために、祭りの一つの魅力と

して、上富良野の特産品、特にお肉であったり、

ビールであったり、お酒、そういったものをぜひ全

面に押し出していって、ぜひ徒歩で来てくださいと

いったことを進める一方で、今おっしゃっていただ

いたような、そういった循環、シャトルバスのもう

ちょっと拡大の運用というのも少し検討していけれ

ばなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連ございます

か。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） イベントをやるときの、先

ほど駐車場の車の台数が多いときは５００台くらい

になったという話を聞きましたけれども、当初のこ

の駐車場の車の停める台数は３００台と私は聞いて

います。５００台停めるということは、一応車と車

の間を詰めたのか、それとも通路がなくなっている

のか、その辺はどうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） 今、中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 当初３４０台くらいでしたか、たしかそれくらい

で計画していたのですが、今回、昨年、３年度のと

きにもかなりの車の台数が来たということから、通

路の幅を狭めたりして台数のほうを多く入れたとこ

ろでございます。特に用水路側のほう、ちょっと斜

面になっているところですけれども、そこもぎりぎ

りまで詰めれるような形で車を駐車させたところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私は当初から駐車場の設定

については、幅も長さも当然決まっています。その

中で、当然のことなのですが、公衆道路用の予定地

にも車を停めているということですね。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 ちょうど畑側の通路のことかなと思うのですけれ

ども、そこには停めていません。そこを通路として

利用させていただきました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、７番米沢委

員。 

○７番（米沢義英君） １７９ページの中小企業の

振興貸付事業についてお伺いいたします。 

 まず、この中小企業の融資、利子補給等４８２万

円計上されておりますが、コロナ禍によってなの

か、ちょっと内容分かりませんが、どういう事業内

容になっているのか、まずお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、中小企業の皆様への融資で

ございます。中身としましては、通常の商工会向け

の融資、これにつきましては、短期、特別融資、そ

れから中小企業振興資金、それから商店街活性化資

金、この３本がございます。そのほかに令和２年度

からだと思いますが、新型コロナウイルス感染症に

より影響を受けている事業者への特別融資というこ

とで、新型ウイルス関連経営環境対策特別融資と、

この二本立ての融資に対しての利息補填というとこ

ろになってございます。 

 それともう一つ、補償料も入っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 非常に現状見ていますと、
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なかなか今消費が伸びないだとか、いろいろな社会

的な要因で大変経営が苦しいというような現状も見

受けられます。この点で、営業されている方の実態

状況というのは、どのように押さえていらっしゃる

のか、分かる範囲でよろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 コロナが明けた、明けたと言いますか、落ち着い

たとはいえ、やはりまだまだ厳しい状況が続いてい

るところでございます。それにつきましては、商工

会、それから金融機関と会議を年に数回行いまし

て、これまでの状況とか、そういうのを検証してい

きながら事業を進めていたところでございます。 

 コロナ融資のほうについては、創生交付金のほう

では令和３年くらいまでやっていたのですが、令和

４年からは一般財源を使いまして、その補填を行っ

ているところでございます。５年度につきまして

も、商工会、それから金融機関の方に聞きまして、

やはりまだ件数、どうしても運転資金というかつな

ぎ資金ということで融資を受けられる方もいらっ

しゃるということで、５年度におきましても同じよ

うな形で予算計上させていただいてお願いをしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） やはり現状は運営だとか資

金を確保するのにかなり状況に応じては大変な状況

が見受けられるという話であります。今、やはりそ

ういった面で、この借り換えだとか、いろいろな要

望あります。また新たな融資制度という形の国に働

きかける自治体等もありますし、お伺いしたいので

すが、引き続き町として、こういった経営環境が悪

化するという状況、努力されているのですね。努力

されていても、なおかつ大変な状況ということで見

受けられますので、こういった融資と併せて、町独

自のやはり支援策、かねてから主張しておりますけ

れども、やはり町民に対する支援と併せた対策等が

必要だと思います。新年度予算の中にはそういった

部分が見受けられません。この間のやり取りの中

で、何回も言いますが、適時そういう予算等を使い

ながら、出た場合、補正予算なんかで対応して、ま

た支援していきたいという形の答弁でありますが、

やはり当初予算の中にもそういった予算を組み込ん

で支援をすべきだったと思いますが、この点につい

て今後の対応等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 確かにそういった形での当初から町の財源を使っ

てというものは大変予算編制上苦しい状況にあると

いうのは、もう委員の皆様も御存知だと思います。

国のほうでもいろいろとまだコロナ、ワクチンなん

かで例えると５類に移ったとしてもまだ無償でワク

チンを打つような対策を講じるとか、そういったも

の、まだまだ国のほうでも対策がこれから出てくる

ことになろうかと思います。そういったものに対し

て、本当に財源が潤沢であれば、そういった部分も

当初から組み込めることができるとは思うのですけ

れども、そういった全部の財源を町のお金だけで賄

うことは、どうしても事業自体、それから支援自体

が縮小してしまったり、それから局部的になったり

するということもありますので、そういった国の、

委員としては補正ということ自体御不満だというこ

とでの御質問だとは思うのですけれども、そういっ

た部分、しっかりと国の対策に乗っかってと言うの

も変ですけれども、しっかりと出遅れないようにと

いうか、対応できるようにして、令和５年度の予算

の中でもそういった支援策が講じられる場合には速

やかに対応していきたいと思いますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、この間、国のほうか

ら出ました臨時交付金等がまだ幾らか残っていると

思いますので、そういうものも活用しながら、ぜひ

対応していただきたいと思います。 

 次に、１８５ページの吹上温泉の浴場等の改修の

予算でありますが、非常に劣化してきておりまし

て、各   排水も含めて、逐次補正予算を組みな

がら修繕されているということはよく分かっており

ます。これはいつ頃から工期が始まるのか。また同

時に、これ、恐らく休館しなくてもいいのだろうと

思いますが、休館になる部分があるのかどうなのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ヒートポンプの部品更新のことでよろしかったで

しょうか。 

（「屋根」と呼ぶ者あり） 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） すみません、

失礼しました。 

 屋根につきましては、昨年の９月６日に突風で

ちょうど屋根、横葺き屋根なのですけれども、吊り

子から何から全部飛ばされて屋根がめくれ上がって

しまいました。それで応急処置をしまして、保険に
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ついて直すということで現在進めております。 

 休館まではしたくないのですけれども、ちょうど

露天風呂のほうにかかるものですから、露天風呂の

ほうはとりあえず休止のような形で工事を進めてい

きたいなと思っております。 

 ただ、あそこ裏、ユニックも全然入らない、機械

が入らないので、全部人力でやらなければいけない

ので、ちょっと日にちはかかるのかなとは思ってお

りますが、雪解けが５月の末か６月くらいになりま

すので、その頃から時期を見まして、７月の観光客

の方が集まる時期までには終わらせていきたいなと

は考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 当面はこういった、また修

繕等が出た場合、当然補正という形になるのかなと

思いますが、今後、やはりこういった急に修繕が求

められる部分というのが恐らく見受けられる部分が

あるのかなと思いますが、そういった部分というの

はどのように予測されておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 当然、かなり、建設してから３０年近くたってい

る施設ですので、修繕とか出てくることが予想され

るかと思います。なるべくお客様に迷惑をかけない

ような形で営業もしながら修理も進めていくのがベ

ストだと思いますので、その場所、工事の内容、修

繕の内容に応じまして、運営と言いますか営業のほ

うも続けながら修繕も進めていくような、一番の最

善の方法を取りながら営業のほうを進めていきたい

なと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 関連で、その吹上、白銀

荘に関して、以前行った町民入浴キャンペーンのよ

うなもの、無料入浴のキャンペーンが非常に好評

だったかと理解しております。一方で、町民の方か

ら白銀荘の修繕なり維持に関しては、結構町のお金

をたくさん使っているのに、入浴料に関しては、基

本的に町外の方と同じ金額がかかっているというの

は何ともというお声をいただきまして、その点、町

民に関しては、例えば入浴料を今後少し軽減したり

とか、そういうお考えはないかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １１番小林委

員の御質問にお答えします。 

 なかなか町内の方、町外の方の料金をというのは

ちょっとなかなか難しいのかなと思います。営業の

中で、今後そういうようなお声をお聞きしましたの

で、今後ちょっと研究検討させていただきたいなと

思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 関連なのですが、白銀荘の

関係でヒートポンプの関係で教えていただきたいこ

とがあります。まず、償還金が今年度８,０００円

とか、そして来年度や何かについては４９２万６,

０００円とか、そういう形で、これは令和９年まで

続くということでまずよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま。６番中澤委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今御質問のヒートポンプの部品更新ということ

で、去年からちょっと機材の関係で１年伸びて、今

年度からという事業になった経過にございます。委

員おっしゃるとおり、これについては備荒資金組合

の資金を活用して利用していますので、今年度は実

施分のみの８,０００円、来年度以降については４

９０万円程度の償還で予定してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） このヒートポンプの、今ど

のような形で活用しているのか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。利用。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 主に暖房系統と給湯系統、７系統ございまして、

暖房系統と給湯系統をそれぞれお湯を流して、暖房

のヒートポンプのお湯を流して、ハイフォンユニッ

トを使って暖房しているような状況です。もう一つ

は、お風呂に使うお湯の暖房、あとボイラーに使っ

ているというような形です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ということは、このヒート

ポンプについては、十分設置した目的を達成してい

ると、そういう認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 当初は重油で焚いて、お湯を沸かして、給湯と暖

房のほうを行っていたのですが、平成２２年に
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ニューディール基金使いまして、ヒートポンプ、要

するに地下水を汲み上げた形の温度を取りながらの

ヒートポンプに変えたこと、そのことによってその

効果を十分に発揮していると認識しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。関

連。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 白銀荘については、温室も

すごくよくて、普通の温泉よりはいいという、評

判、ほかの地域の方にも認められております。あそ

こ行きたいなという人、たくさんいるのですが、た

またま何年か前に同僚議員も質問しておりますが、

階段が非常にネックになっているということで、あ

そこに何とか下りていくのに、今確かにリフトみた

いなものもありますが、そういったものではなく

て、もう少し利用しやすいようなものが考えられな

いのかと思っていたのですが、そういった町民ニー

ズに対して、白銀荘の今後のことを考えたときに、

そういったものも必要だなというか、そういうこと

を検討したことがあるのかないのかをお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員

の御質問にお答えします。 

 浴場棟低いところにございます。泉源というのが

上から来まして、全部自然流下でお湯のほう流して

いくために、どうしてもあのような施設の形になっ

てしまった、階段が付いて、受付のほうが高いです

から受付のところ、そして浴場棟が低くなっていま

すので、どうしても階段で、当時は階段で下に下り

るような形の構造となりました。その後、何年前か

に商工施設と言いますか、商工設備としましてエレ

ベーターなどを付けれないかなということで一度検

討したことはございます。かかる経費と見合う分の

場所とか、裏側になってしまいますので、どうして

も正面側のほうは浄化槽があったりとかして、なか

なか穴掘れないものですから、裏側に付けるしかな

いのかなと検討したことはございます。ただ、

ちょっとかかる経費と、それを考えたところ、今の

ところはまだ実施に至っていないところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 検討したということです

が、確かに費用はかかると思います。かかるわけで

すが、今後ずっと長い目で見たときに、そういった

こと、当然必要だと私は感じております。当時、い

わゆる設計とか費用の面で検討したときに、誰かに

一応当然見積とか当然されたのだと思いますけれど

も、当時の価格というのは、かなり採算的には合わ

ないような金額だったということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬委員

の御質問にお答えします。 

 はっきりと設計したわけではないのですけれど

も、平面に対して場所、プロップみたいな形で図面

書きまして、概算で数字を出した程度のものでござ

います。それで当時の首長なんかとも御相談もした

経緯がございましたが、ちょっとかかる経費が高い

よねということで現在に至っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） もう１回この白銀荘のこと

で確認をさせてください。現在の湯量と温度、ここ

ら辺についてはどれくらいになっているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 ちょっと現在、資料等持ち合わせてございません

ので、調べてちょっと分かれば、後ほど御報告させ

ていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 正確な数字はいいのです

が、設立された当初と今が湯量が変化あるのか、そ

れとも温度が下がってきているのか、そういうこと

がないのかどうかをちょっと分かる範囲で。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えします。 

 私も正確な数字ということではなくて、管理して

いる振興公社のほうから聞いているお話ということ

で御説明したいのですけれども、基本的には温度に

ついては高い温度を保っているようで、６３年でし

たよね、あのとき以降の、極端に温度下がったりと

いうことは今のところございません。 

 それから湯量については、ちょっと余して、放水

していますので、そういったところでちょっと保健

上の許可を取って、温泉を売りたいというような業

者さんもいらっしゃって、旭川のほうなのですけれ

ども、買いたいですね、というような業者さんもい

らっしゃって、そういったところにちゃんと供給で

きるほどの湯量をきちんと維持して、温度も湯量も

十分に維持しているという現状だと伺っておりま



― 92 ― 

す。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 何でこんなことを聞くかと

いうと、あそこ、べんがら温泉とか昔あって、そし

てそのときは温度もすごく低くて、湯量もなかった

のです。それが十勝岳の噴火とともにがくんと上

がって、それで白銀荘ができたということなので、

この湯量と温度というのは、今後白銀荘が果たして

もっていくのかどうかに非常に影響力があると思っ

ていますので、そこら辺十分注視しながら進めてい

ただきたいなと思っています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 先ほど副町長、多分同僚議

員からの質問に対して答弁があったと思いますの

で、それも併せて聞きます。 

 今般、御承知のとおり、例えば近くのお風呂屋さ

んですと旭川の御料乃湯、店じまいを決定しており

まして、我々の温泉の組合のほうも価格に対して何

とか対応ということで、私ごとですが、当施設も４

月１日から若干ですけれども値上げを実施すること

を決定しております。目の前の公社の社長にお聞き

します。こういった今般の物価高や燃料の高騰に対

応するための値上げなんてものを検討はＲ５におい

て行う予定なのか。また、先ほどの同僚からの質問

の町民と町外の方の住み分け等々の検討も再度答弁

漏れがあったというわけではないですけれども、お

考えというのを聞きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えします。 

 白銀荘のほうからの情報では、基本料金ではなく

て割引きを若干、回数券の割引きとかを若干値上げ

をせざるを得ない状況、大変お客さんの入りは好調

ではあるのですけれども、荒生委員おっしゃるとお

り、電気だとか燃料代というものがやはり上がって

きているということで、とはいえ基本料金を上げる

ことは大変難しいということから、若干の割引率を

変えまして、それで多少の、いわゆる割引きが減る

ので値上げのような状況にならざるを得ない状況に

なっております。 

 町内、町外で無料とか、あと無料期間とかありま

すけれども、これは白銀荘が勝手にやることではな

くて、町内の温泉宿泊施設皆さんと共にやらなけれ

ば、あそこだけただだとかということにはなかなか

なりません。民業で営業されている施設もございま

すから、そういった部分、大変しっかりと、同じ温

泉の営業されている方々同士と、そんなに極端なこ

とがないように取り組んでいかないと、これはまた

営業妨害というわけではないですけれども、影響の

あることですので、特に料金や何かについては慎重

に皆様と足並みそろえながらやっていくことが大事

なのかなというようにも考えております。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほか、ござい

ますか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １７９ページの商工振興費

の中の新規開業特産品開発事業補助６２０万円につ

いてお伺いいたします。 

 事前要求資料の中で、細かい項目ありますけれど

も、基本的に新規事業の際、また特産品開発に対し

て上限１５０万円ということで、掛ける３件という

ことでありますが、令和５年度において３件以上、

この予算以上のそういった新規事業、新規商品の開

発を志す方がおられたら、上限を超えると補正で対

応するような考えでおられるのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ９番佐藤委員

の御質問にお答えします。 

 当初見ている件数よりも増えた場合については補

正で対応していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 私ちょっと事業者ではない

のでそこら辺分からないのですけれども、例えば上

富良野町で新規事業をやりたいと、よそから来よう

とした場合に、そういった補助金制度があるという

ことを知るためにというか、知る上で、どちらのア

プローチというか、要は知ってからのほうがいろい

ろと当然当初資金を構築しやすかったりするので、

ちょっと詳しいこと分かりませんけれども、事前に

知っておいたほうがいいのかなと思うのですけれど

も、その辺ちょっとどういうような情報周知ができ

るのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 町外の企業であったり個人であったりという想定

でいきますと、町外企業さんが上富良野で起業す

る、会社を興してやるといった場合は、ほとんどの

場合、ホームページとかでももちろん周知はしてい

るのですが、上富良野町に役場あるいは商工会また

は地元金融機関に相談に行くということがほとんど

でございますので、そこでしっかりと情報提供はさ
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せていただきたいと、しておりますし、これからも

そうしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたいします。今年

度は、この資料要求調書では事業費、３件で４５０

万円という形で、その他家賃となっております。こ

の３件というのは、まだ明確ではないのかもしれま

せんが、どういった業種がこういった補助対象にな

ろうとしているのか、分かる範囲でよろしいです。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、まだ申請前、募集前ですので

決まっておりませんが、これまでの実績から見ます

と、飲食、小売り、製造がかなり多くなってござい

ます。ただ補助金の性質上、かなり幅広く業種に関

しては網羅できるように、対象とできるようになっ

ておりまして、もちろん公序良俗に反するようなも

のはもちろんだめなのですけれども、一部業態以外

はほとんどの町内既存の事業者みたいな、そういっ

た業態については、ほとんどがカバーできる制度と

なってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） さらにお伺いしたいのです

が、この間見ていましたら、比較的製造業当に至っ

ては、比較的やはりいろいろな設備投資するという

ことになりますと、一般の飲食業から比べますと、

やはり割高な投資があるという状況が見受けられま

す。そうしますと、上限恐らく１５０万円くらいな

のですよね、これ見ていましたら。そうしますと、

もっと上限を引き上げる部分が、現状では必要ない

のかとも見受けられますが、しかし上富良野町でそ

ういった製造業の方が今でも出て、投資して出てお

りますので、出店あるいは企業を興しておりますの

で、そういった部分に対する限度額の引き上げなん

ていうのも必要な部分なのかなとこの間見ていまし

たら感じますので、この点をお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり製造業に関しては、特に製造建

設であったり、運輸であったりといったところは、

やはり最初の設備投資が非常に大きい傾向にござい

ます。一方、この補助制度におきましては、補助金

の上限１５０万円の中には事業費、事業実施費で

あったり、設備投資費であったりという部分の補助

分と家賃補助の分であったり、雇用助成であったり

といったものの組み合わせでの上限設定となってお

りまして、その中には飲食でも製造でも同じルール

の中でやっていただいているのが実態でございま

す。 

 一方、設備投資のかさむそういった製造、建設と

いったような業態に関しましては、この制度と併せ

て、もっと大きい規模になりましたら企業振興措置

条例の中で請求をさせていただいたり、例えば金融

機関での設備投資の有利な融資制度、先ほどの町融

資制度を使った有利な借入制度なども活用していた

だいて、町の制度もそうですが、金融機関とも、そ

ういう一体となったサポートをしてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） ちょっといつというタイミ

ングあれなのですけれども、いろいろな噂が聞く機

会があるのですけれども、Ｒ５において新しく企業

の参入なんていうお話というのは、町長何か御存知

ですか。 

（「特に予算とは思いますが」と呼ぶ者あり） 

○８番（荒生博一君） 角度を変えましょう。もち

ろん町長もかねてから企業振興とか企業の誘致に関

しては言及されていますけれども、あまり大きなと

ころで言えるようなお話ではないのですけれども、

噂でこういった企業が近く上富良野にというような

話を聞く機会がちょっとありまして、Ｒ５の予算に

はもちろん計上されていないので、情報的にどのよ

うな形かということでのお伺いなのですけれども、

それとは別に、町長の考えるこの後の企業の誘致の

可能性であるとか、まだまだ当町も雇用機会の拡大

と、また労働者問題等も含めて、この款でしかお聞

きできませんので、町長の企業誘致に関する強い思

いというものがありましたらお聞かせ願います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 企業誘致はどこの何々という企業をねらいうちで

訪問したということは特にありませんが、機を見て

と言いますか、たまたまこういう会合とかで隣に

座った方とか、名刺交換なりをしてお話、そういう

お付き合いも興味を持ってくれればいつでも町長室

に来てくれるような、そういうレベルの営業と言い

ますかＰＲなのですが、それは常日頃から心がけて

おります。 

 また、上富良野、なかなか来てくれる企業も、そ

んな大都会と大都市と比べて少ないですので、１社
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でも多く来てくれれば、それは非常に助かりますの

で、そういう１社でも多く上富良野に進出してくれ

る企業があるように、日頃よりそういう名刺交換く

らいからでも非常に気をつけて営業と言いますかＰ

Ｒを心がけています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 同僚議員が聞いたことと

丸っきり似かよっているのですが、企業振興措置条

例で企業振興補助がここ何年間か起きてきないので

す。新たな対象企業が生まれていないと、そういこ

とで本当にこの企業振興、企業誘致がうまく進んで

いるのか、力が入っているのかということに非常に

疑問を感じていまして、この執行方針の中でもうた

われていない、そのようなことから、今ほんとう威

同僚議員が聞いたことと同じような形で、私はやは

り、ある程度ターゲットを絞って、我が町にとって

どういう企業だったら進出してくれるのだろう、そ

ういうようなことを戦略をもって進めていかなかっ

たら、どこかで会って名刺交換とか、そういう感じ

ではなかなか実現しないと思いますので、そこに対

する町長の考え方をお聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 委員御指摘のとおり、企業振興補助については今

利息分というのですか、１６万８,０００円の予算

になって、制度を活用していただいた企業がしばら

くない状態でございます。なおかつ、ある意味では

町内ではいろいろな業者さんが撤退をしたり、

ちょっとお休みをしたりというような、特にコロナ

の影響も大きかったのではないかと思いますけれど

も、そういった部分で、大変、制度があるのに使っ

てもらえないということでございます。 

 特に我々の町としては、農業の分野ですとか、そ

れからやはり十勝岳を中心とした観光の分野、それ

から最近、そんな大きな会社ではないのですけれど

も、業としてなしていらっしゃる方々で多いのが、

やはりアウトドア系です。北海道がアドベンチャー

トラベルのようなワールドサミットも行いたいとい

うような知事の強い意向もあって、そういう気運が

高まっていますし、我が町においてはジオパークの

ガイドさんが山を案内したり、丘を案内したりとい

うようなことをやっております。そういったものを

中心に何とか、完全にそれだけがターゲットと言う

ほど、委員おっしゃるほど焦点ぴたっと合っている

わけではないのですけれども、方面としては、やは

りそういったところ、なかなか大きな企業が難しい

のであれば、個人であってもそういった、この上富

良野の特性を十分生かしてくれるような事業者の

方々について、何かしらコンタクトを取るとか、ア

プローチしていくという手法は、委員御指摘のとお

り検討して進めていかなければならないと考えてお

りますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ここで、暫時休憩といた

します。 

 再開は、午後１０時１０分といたします。 

────────────────── 

午前 ９時５９分 休憩 

午前１０時１０分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ほか、ございませんか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １８１ページ、ラベンダー

の香り袋についてなのですけれども、これ毎年あっ

て、変わらず令和５年度もという形なのですが、変

わらずというか、変わり映えしないというか、そう

いう感じをするのですけれども、この当たり、変わ

らないのか、何かお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 ラベンダーポプリということで毎年１万２,００

０個つくって、ノベルティーとしていろいろなとこ

ろで、キャンペーンとかで配付しているのですが、

非常に評判がよくて、数的にもちょうど様々なイベ

ントであったり、用いるのにちょうどいい数という

ことで、特段内容、ただデザインについては常にそ

の時代に合ったものに、今かなりクラシカルな感じ

でもありますので、そういったものの見直しはかけ

ていきたいなとは思っておりますが、基本的には製

造量、内容については同じ形で計上させていただい

ております。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ちょっと昨日もお話に出て

きた起業人なのですけれども、何か香りとか、何と

かというお話が昨日あったと思うのですけれども、

このラベンダーの香り袋に、その起業人の方が何か

関与するとか、そういったことはないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 今のところはその予定はないのですが、ただ、こ

れから、２年目に差し掛かりますので、そういった

ものについて、今デュフューザーだとか香りを流す
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ような形で上富良野の香りと言うことで、例えばシ

ソですかラベンダーですとか、そういったものを調

合した上富良野独自の香りということで進められて

おります。その中でポプリに関しても、何か起業人

の方からアイディア、企画が出てきたときには、そ

こはぜひ取り入れていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ぜひ、その香りに関する方

なので、こういうときこそ、ぜひ起業人のノウハウ

をこういったラベンダーの香り袋等にも生かしてい

ただきたいと考えますけれども、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 関連なければ、６番中澤

委員。 

○６番（中澤良隆君） 同じページで、ちょっと上

のところに郷土芸能資料館の消防用の設備の関係で

予算化されています。私が聞きたいのは、この郷土

芸能資料館、今どのような状況で利用しているの

か、そこら辺のことをちょっとお聞きしたいなと

思ったのですが。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 昨年も同じような形でねぶたの部分的なものを解

体したというか残しまして、提灯ですとか、あんど

んに使っていたもの、そういうのも展示しているよ

うな形になっております。あとは、そのほかに観光

用の少し置かせていただいているということもござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） それは部外や何かに、町民

や何かに見せているということでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤委員

の御質問にお答えします。 

 中を御覧になられる方がいましたら、その中は見

れるような形にはなってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 有効活用を図っていただく

ような施策を取っていただきたいなと思っていま

す。今、ねぶた、あんどんや何かをつくるというの

は中断しているというか、もう終わったのか、ラベ

ンダーフェスタや何かのお話ありましたけれども、

今そういう復活や何かがなされないのだったら、あ

の施設を有効活用するような考え方を持っているか

どうかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 現在、中央部分は開けて、課長説明したとおり武

者の部分とか、猫バスのような小さなものを置い

て、変な話、常時開館ということではないです。も

し御希望があったら見てということで開けるくらい

の管理しかできていないのが実態でございます。中

央部分については、そういったイベント用の観光資

材なんかも入れたり、それから変な話ですけれど

も、倉庫、車庫等の利用しか今なされていないよう

な形ですので、ただ、これ一応郷土芸能資料館とい

うことでなっております。本当にそういう用途を廃

止するのであれば、委員おっしゃるような活用策が

できないということであれば、普通財産と言うので

すか、それに戻さなければならないものですけれど

も、一応補助金入っていることですから、どういっ

た形の有効活用がいいのか、特にイベント関係、そ

ういったものに使っていただければ郷土芸能資料館

としての使命というのは、引き続き使っていること

になりますので、そういったものを今後どうなるの

か、変な話ですけれども、郷土芸能の中でありまし

た安政太鼓も、お子さんたちがそのコロナのせいで

練習できなくて、ちょっと小さくなってしまったり

していて、というようなこともありますから、そう

いったものも、応援する意味も含めて、ちょっと会

場貸してあげるとか、そういったこともいろいろあ

るかと思います。ただ、今のところは申し訳ないで

すけれども、明確な使途というものは見いだせてい

ないというのが現状でございますけれども、それら

両面、用途を変更するのか、そのままでいくのかを

地域のイベント、これからイベントも新たなものを

考えていくということで、そういった部分での活

用、倉庫みたいな広い場所ですから、そういう場を

活用して何かつくるとか、それからつくらないまで

もそういった資材や何かをきちんと保管してやるよ

うな場所にするのか、そういった部分を検討してい

くことが必要と認識しておりますので、御理解賜り

たいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 関連でございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほかに。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） １８１ページの観光費の中

野道道吹上上富良野線ラベンダー等維持管理費１４

３万１,０００円についてお伺いいたします。 

 ちょっと昨年もお伺いしたと思うのですけれど
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も、やはりずっと走ってみると、生えそろっていな

かったり、そもそも何もない花壇のようなものが

あったりというようなことであります。高齢者事業

団の方、暑い中一生懸命管理されている姿はお見受

けしておるのですけれども、この点の整備計画等、

令和５年度考えていることがあればお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道長、答弁。 

○建設水道長（菊地 敏君） ９番佐藤委員の御質

問にお答えいたします。 

 道道吹上線のラベンダー管理ということで、私も

来るまで走って、欠株だとか、長い延長、ラベン

ダーがない区間ございます。この区間のラベンダー

の補植等につきましては、北海道のほうに毎年要望

いたしております。少なからず、少しずつは増えて

はいってると思いますけれども、粘り強い毎年の要

望をしていきたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで歳出、

５款労働費、７款商工費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、１６４ページから

１７７ページまでの６款農林業費についての質疑に

移ります。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １６９ページの農業次世代

人材投資事業費についてお伺いしたいと思います。 

 昨年の額から見ると、およそ３倍近くの額になっ

ているのかなと見受けるのですけれども、これは何

か新しくというか、新規就農の人が入ったとか、何

かこう変わったことというのはあるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ３番髙松委員の

御質問にお答えします。 

 農業次世代人材投資事業の増額についての内訳に

なりますけれども、昨年まで行っていました人材投

資の経営開始型というタイプがございまして、そち

らのほうは就農直後の所得を確保するための資金と

いうことで、年間１５０万円支給するものでござい

ます。令和３年度に、この制度の変更がございまし

て、新たに経営発展支援ということで、設備、それ

から機械類の助成が追加されたものでございます。

内訳としましては、先ほど言いました経営開始資金

のほうが２件ございまして、合計で３７５万円とい

う予算計上になっております。 

 それから、経営発展支援ということで、先ほど

言った設備関係の助成が５００万円、こちら上限額

が１,０００万円なのですけれども、この経営開始

資金を使った場合の上限額が５００万円と限度額が

下げられております。これ全て５００万円なのです

けれども、国のほうから助成されるのが２分の１、

それから北海道のほうが４分の１ということで、残

りの４分の１が自己資金というような内訳になりま

す。その残りの４分の１の自己資金については、青

年就農資金ということで、借入の対象になるという

ことで、そういった制度になっておりまして、こち

らのほうの増額になった部分については５６２万

５,０００円の設備分ということで増額になってお

ります。 

 また、同じく３年度に、これも経営継承の発展資

金ということで、後継者に対して、これ、今年度も

ちょっと途中で補正させていただいた事業になりま

すけれども、後継者に対しても国が２分の１、町が

２分の１ということで、上限額１００万円で助成す

るものでございます。 

 予定数が、先ほど言った経営開始資金が予定が２

件、経営発展支援のほうが１件、経営継承、後継者

のほうが予定数が１件という、そういった内訳に

なっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） こちらの期待としては、新

規就農で入った人に一番最初のお金で補助が出て、

人数が増えてというところを期待したのですけれど

も、今聞いたところでは、この発展云々というとこ

ろになると、今までやっている人が、次の段階に

入っていくというところで使われるお金なのかな

と。継承というのは以前からありましたか。農家の

師弟が継承を受けてというか、そういうのというの

は。すみません。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ３番髙松委員の

御質問にお答えします。 

 後継者の、この経営継承の国からの助成というの

が今まではございませんで、新たに令和３年度から

開始された事業ということになります。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 関連する部分で、説明資

料の２８ページのところを見ると、新規１件、継続

１件とお見受けするのですが、新規の方、夫婦で１

組来られている方に関しては、これは移住してきて

こちらで新規就農されるような方なのかお伺いいた

します。 
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○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 経営開始型の新規の方ですけれども、この方は

元々、町内にいなかった方で、移住されて町内の農

業者さんのところに農作業ということで従事されて

いた方が、この経営開始前に準備型ということで年

間研修をされた方が今回対象になっているところで

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） すみません、僕もちょっ

と勘違いしていた。この新規というのは、この経営

開始型のほうの新規ということで、準備型のほうの

新規ではないということですね。そうしたら、この

継続のほうは、経営開始型の新規ですか。それとも

準備型の新規、違う、継続は準備型の継続なのか、

開始型の継続なのか、そっちの点、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 継続の方は、これまで資金を受けておられた方

で、当初の３年以前については、開始型ということ

で５年間の支援が受けれることになっておりますの

で、その方が継続ということになります。経営開始

が３１年ですので、今年度までの支援。新規の方に

ついては、今年度経営開始しますので、これから、

これまた制度がちょっと変わりまして、従来５年間

だった期間が３年間に短縮されております。ただ、

先ほど言った経営発展型の設備、機械類の助成が５

００万円まで受けられますので、その分は制度的に

は拡充されているというような内容になっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） そうしたら、その制度に

関してなのですけれども、今回この経営発展型のや

つは継続の方でも新たに使えるような、新規で経営

開始型をする方が資材等の購入等で使うケースはイ

メージしやすいのですけれども、継続で、例えばも

う既に経営開始をされていたもう一組の方でも使え

る制度なのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 経営発展資金については、経営開始から１年目の

みの対象になりますので、現在継続されている方が

途中でこの事業の対象になるということはありませ

んので、今回新規の方は対象になるということにな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今回この人材投資事業に

関しては、経営開始型の方が対象とされているもの

と伺ったのですが、１点、今回全く新しく新規就農

を目指して研修からスタートする準備型の方など

は、令和５年度開始される見込みの方がいらっしゃ

るのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 この人材投資の準備型の研修に入る方は、今年度

はおりません。対象者はおりません。 

○委員長（岡本康裕君） 関連でございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １６５ページです。これ、

農業委員会の運営費の関係で、ちょっとお伺いをい

たします。これ、９番の会長の交際費だと思うので

すが、交際費が７万円ほど計上されております。以

前から同じくらいの金額だったのかなと思っていま

すが、最近、ここ３年間はコロナの影響で会長が出

席をする全道農業委員会、会長会議、それからいわ

ゆる全国もほとんど行かれない状態、かろうじて上

川管内くらいは出席されている、そういう会議、程

度だと聞いております。そんな中で、今年はころな

がある程度落ち着いて、新しい今度新会長、今回は

まだ旧ですね、これからコロナが収まって、そして

そういった会議等々、それから行くときの経費、こ

れは交際費の関係も絡んでくると思いますけれど

も、それらのところに満度に出るとして、この金額

で間に合うということでの計上なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（吉澤大輔君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えいたします。 

 この交際費７万円につきましては、先ほどお話の

ありましたように、農業委員会会長、いろいろな会

議等へ出席する際の交際費としても利用する一方

で、沿線の、例えば農業委員会の会長の親が亡く

なったりしたときの交際費としても利用しておりま

して、今年度も実際にありました。そういった部分

で７万円という交際費で間に合うと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 
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○４番（中瀬 実君） こういう組織のトップに

立った人間は、ある程度やはり交際費がないと自費

で、それでなくても報酬は満度にもらっていないと

思いますので、十分な交際費を持っていただきたい

と思っております。 

 次に、１６７ページ、特産農作物支援ということ

ですか。これがあります。こちらについては、いわ

ゆる特産品という作物限られていると思いますけれ

ども、この金額の支援については、何をどのように

支援していくのかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 特産農作物支援ということで計上させていただい

ている委託料でございますが、こちら地域おこし協

力隊を活用しまして、本町の特産農作物であります

ラベンダー、ホップ、青シソ、メロン等の特産農作

物を推進するとともに、その地域おこし協力隊の方

が新規就農者になっていただくということを目的と

しまして、その業務を個人事業者として委託するも

のでございます。ちょっと制度的には、地域おこし

協力隊は町の雇用という形態を取るのが通常であり

ますけれども、こちらの目的としましては、農作業

が主に研修の内容ということで、ちょっと通常の勤

務体形と違うということでありますので、それらの

業務について委託という形で業務を発注する予定で

あります。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私も特産農作物支援業務に

ついては、この会計予算の説明資料で承知をしてお

ります。４９３万１,０００円は地域おこし協力

隊、それは分かります。ですが、ここで掲げられて

いる特産農作物支援と書いていますよね。これだ

と、我々が一般的に考えるのは、例えば、ラベン

ダー、ホップ、青シソ、メロン、そういったものの

支援と取られると思うのです。こういう書き方をす

れば。本来であれば、丸っきり４９３万１,０００

円は、地域おこし協力隊によって、この特産品を奨

励するためにお金を計上するということの仕方をし

ないと、これは普通、誰が考えても特産品を奨励す

るために４９３万円と思いますよね。これは計上の

仕方としては、私はおかしいと思いますけれどもど

うでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えいたします。 

 この事業におきましては、今年度と言いますか５

年度大きく地域おこし協力隊を有効に、その制度を

使いましょうという方針の下、各種の農業に限ら

ず、各種の分野でそういった地域おこし協力隊を活

用できる分野はないかねということで、各課に図っ

た上で、さらに、特に近年手間のかかる特産品であ

りますラベンダーですとかホップだとか青シソ等

の、それからメロンなどの手間のかかる作物につい

て、どうしても農業者の方、手間が足りないために

なかなかつくれないというような状況があるという

ことがありましたので、そういった部分で町の特産

品の火を絶やさないように、そういったものを栽培

している事業者のところに農業研修もかねて支援に

行くための地域おこし協力隊員を募集するという事

業のことから、そういう農家さんをお手伝いします

よという意味で支援という名称を使ったということ

でございます。 

 基本的にはただ手間として来ていただくのではな

くて、将来それらの作物を担っていただけるよう

な、就農していただきたいという気持ちで地域おこ

し協力隊員を募集します。 

 ネーミングについては、若干紛らわしい部分があ

るということの御指摘でございますけれども、内容

としてはそういうものではございますので、御理解

賜りたいなと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 特産作物というのは、いわ

ゆる町で指定しているのが４品目あるのですが、４

品目のうち二つについて、ラベンダーとホップにつ

いては、これはもう極端な話がほかの人がこれから

面積を増やしてどうのこうのということには、私は

あまりならないと思います。ただ、青シソとメロン

とかというのは可能性はまだあると思います。そう

いった中で、いわゆる協力隊を募集して、作物に対

して、これからも少しでも面積が確保できるように

したいという希望は分かります。だけれども、今後

の考えとして、ホップなんか特にこれ契約栽培です

から、急に誰でもできるものではありませんよね。

ラベンダーについては上富良野の、いわゆる観光の

目玉になるものですから、それらをうまく面積をあ

る程度確保したりすることは可能かもしれません。

ですが、やはりこういった、特に最近青シソの面積

が減っています。極端な話がもう半分以下になって

いますよね。そういうことからいけば、青シソをつ

くる人に対しても、協力隊も確かに必要ですけれど

も、青シソをつくってほしいがためだったら、それ

なりのやはり予算もきちんと立てていかないと、協

力隊も必要でしょうけれども、今後においてはそう

いうことも必要ではないのかなと思いますけれども

どうでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 
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○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 大変そういった支援も必要かと思いますけれど

も、特に青シソの農家さんのところで言われるの

は、非常に手間がかかると、手作業がほとんどでと

いうことで、本当に人の部分、本当に農家の皆さん

苦労されているのだなということをお話伺っており

ます。ラベンダーにつきましても、本当に何件かに

減っておりまして、このままでは日の出公園のラベ

ンダーもよそから持ってこなければならないような

状況に陥るのではないかという危機感も大変持って

おります。そういったことで、この方が来て、すぐ

に３年の協力隊員を終えて、すぐそんな立派な農家

さん、経営できるとは到底それは無理な話でござい

ますから、それら協力隊終わった以降も新規就農の

支援や何かも受けながら、一歩一歩着実に営農を続

けていただくことを我々も望んでいますし、それら

の方々がいきなりラベンダー何ヘクタールとか、

ホップで札幌と栽培契約できるとか、そういった一

長一短にはいかないことは重々承知しているところ

でございます。そういったことも含めて、まず３年

間しっかりと地域の農業者の方に指導を受け、研修

を受けた中で、必ずしもその方就農するときにこれ

だけで食べていけるわけはないということであれ

ば、ほかの一般作物のことだとか、同じハウスでも

別の作物とか、そういったこともいろいろなことが

研修していく中でなっていくものと思いますので、

こういう経営形態でやりたいわというその個人の考

え方を完全にシャットアウトして、ラベンダーしか

つくるなとか、そういうことは到底言えるわけはな

いですから、そういった３年間の研修期間も通じ

て、少しでもいずれかの作物の面積が増えることを

望んでの施策でございますので、一定程度長い目で

見なければならない事業なのだなというように考え

てございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 関連でこの事業に関し

て、個人的には本当にその２年前の一般質問でも地

域おこし協力隊の農業支援員の制度はぜひ活用して

ほしいと提案したので、非常に今回導入されること

を喜んでおります。そのスタンスなので、あえて逆

にいろいろとお伺いしたいことがたくさんあるので

質問させていただくのですが、まず１点目が、今回

この募集をしているところだと思うのですが、実際

に応募が会った際の受入先の農家さんなどは、もう

既に話がついておるのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 この研修先の農家の受入状況についてですけれど

も、ラベンダー、ホップ、青シソ、メロン、それぞ

れ生産者の方々、それから組合等の団体等に受入可

能かという状況についての確認はしております。基

本的には作業のヘルパーさんという形でまず実体験

をしてもらうということで、今回この制度でいきま

すと、その４品目は必ず実習をしてもらうというこ

とで、先ほど副町長も申し上げましたとおり、それ

以外の期間については、ほかの経営、今後経営して

いくために必要な作物等の研修も含めて研修計画を

立てた中で行っていくという予定でおります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今のちょっと御説明に関

してなのですけれども、受け入れていただける農家

さんのほうには、基本的にはヘルパーさん的な感じ

で作業をお手伝いいただくと説明されているという

ことでしたが、一方で先ほどの副町長等の御説明で

も将来これらの作物をつくるのを担っていただける

ような人材になっていければという説明でした。ヘ

ルパー的なと言うのであれば、多分受け入れの農家

さんのほうはいろいろ指導したり、教育したり、経

営のアドバイスをしたりのようには発展しないので

はないかなと心配するところなのですが、その辺の

理解は進められているのかちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 ちょっと説明が不足していて申し訳ございません

でした。 

 まず初めに体験と言うのですか、実態の作業、結

構過酷な状況も経験していただいて、その中でどう

やったらこの作物が出来上がるのかという部分も研

修しながら、もちろんその先には経営していくとい

うことも含めて、その研修先の農家さんにやってい

ただくということで考えております。ただ、それぞ

れの農業者さんの、生産者さんの方で若干の方法の

違いはもちろんあると思うのですけれども、その辺

も含めて、今後そういう調整をしながら進めていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今回この制度を使うに当

たって、私個人としては本当に新規就農をされる方

にとってメリットがたくさんある制度だなと思って

おりますので、例えば今回挙げた指定４作物以外を

元々希望されている、例えばミニトマトを元々つく

りたいと思っていたのですというような新規就農希



― 100 ― 

望者が来た際にも、町ではこういう制度も御用意あ

りますよというのをアピールできるいい機会になる

のかなと思いますが、この指定４作物以外を御希望

の方にもこの制度は御提案されるものなのかどうか

を確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林委員の御質問

にお答えいたします。 

 やはり基本はこの特産品ということでございま

す。ただ、今一例挙げていただきましたけれども、

ミニトマトでやりたいのだよと言っている方であっ

ても、当然その単品だけで農業やっていくというこ

とは当然ないことですので、その中でラベンダー

も、それからそれらの４品目も研修していただい

て、それらの中で、経営の中でミニトマトをやるの

だけれども、もう１点は同じハウスでメロンをやり

ましょうとか、ちょっと私、農作業形態的に無理が

あるかどうかちょっと分からずに言っていますけれ

ども、ミニトマトをやりながらホップもやりましょ

うとか、そういった多様な面はちょっと柔軟に受け

入れないと、絶対これだけで農家やってくれなんて

ことはちょっと無理がありますので、そういった部

分は応募をいただいた方のいろいろお話伺った上

で、お互い納得がいけば当然ほかの作物の研修も何

とか探しながらやっていくということは可能になる

と思っております。ただ、どうしてもこの４品目と

いうのは我々としては本当に絶やしてはいけないな

と思っているものですので、とにかくそれらの研修

はこの期間内にはやっていただかなければならない

という条件は付いてしまいますけれども、その後の

農業形態についてまで強制力を発揮して、せっかく

就農してくれると言っているのに、全然違うのでは

なくてちょっとでも栽培する作物の一つにでもそれ

を入れていただければ本当にそれでもうＯＫだよと

いうことでやっていく、募集していくということで

認識していただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 初めての制度ですので分

からないこともたくさんあり、もしかしたらちょっ

と今ここで聞いていた話よりもっと柔軟に対応され

ることもあるかと思いますが、ぜひ僕のほうとして

も非常にいい制度だと思いますので、うまく活用し

ていただければと考えております。 

 以前僕が調べていた際に、たしか士別市の方で

あったと思うのですが、話を聞いた際に、例えば冬

場であったら、結構町のバックオフィス的なものを

お手伝いいただいたりとか、地域の農業に関してＰ

Ｒすることなどをサポートいただいていて、それ自

体もすごく本人にとっていい経験にもなるし、それ

をすることによって逆に町内の農業者であったり、

町民の方々に顔を覚えてもらえるいい機会になると

いうお話があって、その点もすごくいいなと思って

いたのですが、冬場に限らず、そういった町の何か

ＰＲであったり、そういう業務を担ってもらうよう

な計画もあるのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林委員の御質問

にお答えいたします。 

 共通資料２の１でお配りしました３９ページに業

務内容に地域の農業振興に関する業務とうたってお

ります。今まさに委員おっしゃったとおり、そう

いった部分で研修をしていただいたり、そういう地

域の活動に参加したり、そういうことは当然やって

いただかないとならないということです。基本的に

は地域おこし協力隊、農業だからといって栽培だけ

を覚えればいいということではないと思います。地

域の農家の方にかわいがってもらなければ、当然就

農できませんし、ということは地域に溶け込んでも

らわなければならないですし。それから冬場は特に

免許を取りに行くとか、大型の車とかトラクター乗

れるもの、そういう資格取得や何かにも積極的に取

り組んでいただかなければならないですから、本当

に１年中、農家の人は本当に冬でもすごく働いてい

るのですよね。そういう農家として生活するスキ

ル、作物だけではなくてそういったもの全般をこの

３年間の中で学び取っていただかないと、なかなか

地域で新規就農ということはできないのだなと思っ

ていますので、ある意味、かなり広い分野、極端な

話すれば農家の方冬だって取得した重機の技術を生

かして、除雪にアルバイト行ったりして１年間の生

活と言いますか、営農以外にもそういうスキルがあ

れば新規就農したときも冬場もまたどこか出稼ぎに

行くのではなくて地域で働けるとか、そういった部

分も含めて農業というのはあるのだなと思っていま

すので、相当広い意味で活躍していただくことを期

待しているということで御理解賜りたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今回このような制度を

使って新規就農を目指すということで、町としても

経験値がつかないところであると思うのですが、一

方で、例えば農業委員会さんなどにおいても、これ

までとはちょっと違うスタイルでの新規就農を目指

すということで、ちょっとどのような手順を踏んで

認定農業者になるのかという、このシナリオに関し

ては農業委員会さんともコンセンサスはもう既に取

れているのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、
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答弁。 

○農業委員会事務局次長（吉澤大輔君） ただい

ま、１１番小林委員の御質問にお答えいたします。 

 今回特に特産農作物の支援ということで４作物に

対してまず研修を受けてもらおうという話で募集を

かけているという話については農業委員会の委員さ

んのほうにもお話させていただいていまして、この

研修受入農家も先ほど申し上げたとおり、それぞれ

当たりまして、受入農家さんのほうも決まっている

ところでございます。この３年間の研修を終えたあ

とに、どういった形態で、先ほど副町長も申し上げ

ていましたとおり、どういった組み合わせで農作業

をやっていくかによって、どういった条件の土地が

必要になってくるかというのがあると思います。そ

れに併せて農業委員さんのほうでも各地域におい

て、それに作物に適した農地等を利用集積を行う中

で、この土地どうだというようなことで新規就農を

する時期に向けて、土地のほうの確保のほうを行っ

ていくように地域で検討していきたいと考えており

ます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） すみません、今のちょっ

と確認したかったことのうちの一つとしては、今回

この３年間を経てからなのか、３年間を経てまた２

年間のさらに研修期間を経て新規就農、認定農業者

になるのかといろいろなものあると思うのですけれ

ども、例えばこの３年間を経て認定農業者になりた

いという希望があった際に、例えば農業委員会さん

のほうでは、いやいやそもそも準備型の２年間の研

修をしていないとなれないのだよとか、そういう齟

齬があったりするといけないのかなと思って、当然

土地の問題もどのタイミングで出てくるかとかもあ

るのですが、基本的には前提として、この３年間の

うちに農業者として独立したいという気持ちがあれ

ばなれるものであって、その当たりに対して農業委

員さんともコンセンサスが取れているのかどうかと

いうところをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局次長、

答弁。 

○農業委員会事務局次長（吉澤大輔君） ただい

ま、１１番小林委員の御質問にお答えいたします。 

 新規認定就農者になる条件、これは農作業の時

間、労働時間とかそれが条件となっていますから、

確実にこの地域おこし協力隊として赴任していただ

いた方が農作業に従事していただいて、その作業時

間等が要件を満たすことになれば、新規認定就農者

ということで認定を行うことは可能ですので、３年

経過したあとに即新規就農を目指すということの決

意になったときには、そこは認定を受けることは可

能だということで御理解いただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 同様の関係するところな

ので一括して質問するのですが、１６７ページの同

様の農業後継者対策の新たな農業担い手育成等支援

補助の部分に関して、説明資料を見ると、いや、こ

の事前要求資料の３４ページの一番下の研修受入支

援のところで１２０万円が計上されております。こ

の１２０万円、先ほどから確認したところ、まだ新

規就農予定者、通常ではいないということで、この

予算に関しては、この地域おこし協力隊のほうで応

募来た場合の受入農家さんに当たる１２０万円なの

か、それともこれから来るかもしれない、これとは

別の新規就農希望者の研修先に当たる１２０万円の

予算なのか、どちらかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） １１番小林委員の

御質問にお答えします。 

 こちらで予算計上しております新規就農予定者の

研修費用１２０万円につきましては、これはあくま

で別に、先ほどの地域おこし協力隊員とは別に応募

があったときに使おうという予算でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） そうなると話を整理する

意味でも確認させていただくと、今回この地域おこ

し協力隊のほうの制度を使って隊員の方が入られる

農家さんのほうに関しては、特に通常の新規就農で

来られる方をいろいろ生活サポートしたりとか、い

ろいろと農業の価値を教える補助として受け取れる

この１２０万円のほうは該当しないという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） １１番小林委員の

御質問にお答えします。 

 そのとおりでございまして、あくまで地域おこし

協力隊の先ほどの受入農家で、研修を受け入れてい

ただく農家さん、こちらについて制度に基づいた研

修受入補助金を支払うというものではなくて、別の

受入農家さんで研修を受けた場合に、そちらの研修

農家さんにこちらの費用をお支払いしようという考

えでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） となると、今回その地域

おこし協力隊の方を受け入れる農家さんのほうに関

して、経済的なメリットというと、恐らくその作業

等をお手伝いいただける人件費分が少しメリットあ

るよということで。となると、１個心配なのが、や

はり町としてはいろいろ研修なので、いろいろと農

業に関しても教えてほしいとなったときに、果たし
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てそこまでのモチベーションが受入農家さんに生ま

れてくるのかなということを心配するところでもあ

りますし、逆に、例えばの話になってしまいます

が、どうせ受け入れるのなら自分のほうでもしっか

りこのサポート資金が当たるほうを受け入れたいわ

とかとなってしまって、ちょっとそこの案配があま

りうまくいかないのではないかなと心配しておりま

すが。例えばですが、１年間この地域おこし協力隊

のほうで受け入れて、その後経営準備型のほうに移

行するなどの、例えば柔軟な対応であったり、今後

この地域おこし協力隊の方として受け入れながら

も、今回ここで計上されているような研修受入支援

のような当たるなどのような対応は考えられるのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） １１番小林委員の

御質問にお答えします。 

 確かに小林委員おっしゃるとおり、受入農家さん

のほうもお金もらえるのと労働力で来てもらえるの

と、確かにモチベーションというか、当然受入農家

さんのほうの気持ちも違うというのはよく分かりま

すので、その辺をよく受入農家さんと協議しまし

て、今言ったように、地域おこし協力隊として来た

のだけれども、もう翌年にはもうすぐ新規就農した

いのだわというような、本格的に研修に入りたいと

いうことであれば、その辺をよく話し合って、柔軟

な対応をしていきたいと考えているところでござい

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 少し早いですが、昼食休

憩といたします。 

 再開は、１３時といたします。 

────────────────── 

午前１１時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） それでは、昼食休憩前に

引き続き、委員会を再開いたします。 

 ６款農林業の途中からです。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 午前中の小林委員の質問の

特産農産物支援業務の地域おこし協力隊に関して関

連で質問させていただきます。 

（「１６７ページですね」と呼ぶ者あり） 

○８番（荒生博一君） はい。 

 あと、予算説明資料の３９です。こちらに基づい

て確認させていただきます。 

 今回、多分今もう現在鋭意募集中ということで認

識していますけれども、これ例えばＲ５の事業とし

て募集している中で、もう秋の収穫期を超えた頃

に、すみませんというような、もし応募が来た場

合、当然ながら、例えばこの後も考慮しながら、６

の４からだよみたいな、そういうような対応という

のは、例えば今年であれば、６月、７月くらいまで

だったら何とかとかというような、その辺の募集期

間というのはどのように考えているのか確認しま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 今回予算書見ていただいたら分かるように、２款

のほうに一定程度地域おこし協力隊員の集めたのは

御存知だと思います。募集業務もこの農業の部分

も、ちょっとこれだけ委託なので予算別になってい

ますけれども、募集業務や何かも多くの協力隊員が

来ることで交流も図るとか、そういう意味でも１箇

所にしたところでございます。農業に限らず、まだ

３名ほど募集中でございますので、それらについて

は引き続きいろいろな方がいろいろなタイミングあ

るかと思うので、引き続き応募は受け付けていくよ

うな形になると思います。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、農業

におきましても、例えば冬期間には農家の方こうい

うことやるとか、資格を取るとか、例えば運転免

許、大型機械を運転するための免許を取るとかとい

うことからでもやっておけば、春からすぐそういう

ような仕事もできるということになりますので、で

きるだけ早いことに越したことはないのですけれど

も、見つかなければ通年での募集事務というのは続

けながら、よりよい方に応募いただける機会を絶や

さないようにしていきたいと考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） 室温上がっていますの

で、暑い方は上着を脱がれて結構です。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 暑い方なので脱がせていた

だきます。 

 ある程度、その長いスパンで募集は継続的に行う

ということで確認させていただきました。また、こ

れまでの質疑の中で、例えば農業を本当に就農する

というところにおいては、その研修期間であるとか

様々な段階を経ていく中で、やはり結構時間がかか

るのだなということは話の中で確認させていただき

ましたけれども、特に募集要項に何歳までという区

切りとかというのがあったら、例えば今５４に間も

なくなるのですけれども、僕みたいな年齢でもいけ

るのかどうか確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ８番荒生委員の

御質問にお答えします。 
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 募集の年齢につきましては、基本的に農業者の青

年就農の場合ですと４５歳という、未満が制度が受

けれるというのが、原則として年齢になっておりま

すけれども、ただ研修ですとかそういうのを、知

識、技術持っていての新規就農の場合は、その４５

歳を超えても大丈夫だということにはなっておりま

すけれども、一応研修期間を含めて考えますと、大

体そのくらいの年齢の制限、ただ募集するときに

は、そういった性別ですとか年齢ですとかという募

集の仕方は今回しておりませんので、そのような考

え方で今のところおります。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。関

連。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ただいまの地域おこし協力

隊に関することで、厚真町では共同型地域おこし協

力隊というのを受け入れていて、これは企業が、起

業して５年未満の企業がちょっとスタッフが足りな

いというところで地域おこし協力隊として受け入れ

るというような体制を取っているのですが、担当者

に聞くと、やはり地域おこし協力隊の制度そのもの

の理解が乏しくて、ただの労働者扱いされて辞めて

いく方が多いというようなことで困っている部分も

あるということで聞いております。 

 なので、先ほど同僚議員も質問しておりましたけ

れども、受け入れる側の農家さん、また農業委員さ

ん、そもそも地域おこし協力隊全般でいえば役場の

職員の方も必要だと思うのですけれども、やはり制

度そのものの理解とか、一歩間違うとブラック自治

体という、もう上富良野町で任用されたけれどもひ

どい目にあったということでブラック自治体という

ことで、ネガティブな情報をＳＮＳ等で流されると

いうことも当然可能性としてありますので、受け入

れる側の研修であったり、そこら辺の制度そのもの

の理解を深めるような取組というのを、もし今予定

しているのであればお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 新規、こちらのほうに来られた後の対応というの

ですか、その辺については、先ほどもちょっと申し

上げましたとおり、まず実務のほうをやってもらう

のですけれども、実際単純労働とか、そういった形

で、ヘルパーさんの作業になる部分があると思うの

ですけれども、事前に委託業務ですので、業務計

画、その内容についてはおおむね研修という形には

なると思うのですけれども、それを出していただい

て業務に入っていくのですけれども、その際には、

こちらで考えている目的ですとか、作業の内容、ま

たそういった研修の内容については協議しながら、

その研修計画を立てていって、もちろん本人の意向

も含めた中で対応していきたいと考えておりますの

で、御理解のほどお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 今の点のもう１回確認なの

ですけれども、現時点でやはり地域おこし協力隊を

活用した特産農産物支援業務と、これまでの新たな

担い手育成等支援補助を活用した、そういう新規就

農にかかる取組、この二つって実は全く別であっ

て、特にこっちは地域おこし協力隊というものに紐

付けられているというか、一つのカテゴリーに捉え

られると、先ほど言ったように、やはり一歩間違え

るとほかの地域おこし協力隊、教育の分野とか観光

の分野とかで任用したいのに、上富良野町そのもの

の名前というか、そういったものがネガティブにど

うしても捉えられてしまう可能性があるのではない

かと、僕はこれは懸念しているところなので、そこ

ら辺の区別は最低でも今現時点で受け入れされる農

家さんは理解されているということでよろしいで

しょうか。お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

 今委員おっしゃられたとおり、こちらのほうの受

け手側のそういう考えは持ち合わせております。地

域おこし協力隊としてという認識はもちろん来られ

る方には持ってもらって、ただ先ほど言っていまし

た町のほうで今課題となっているところに関しては

細かい説明をしまして、来てもらう方に理解しても

らうということになるかとは思います。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 受ける側の話なのです。地

域おこし協力隊として入られる側というのは、地域

おこしで入るのか、新たに、要は新規就農の事業、

そういう制度を使って入るのかというのは当然認識

されているのですけれども、受け入れる側としては

その二つは別の、全く違うものであって、今回地域

おこし協力隊で来られるということと、これまでの

既存の制度というのは別で、地域おこし協力隊の、

両方、当然受ける側としては気をつけると思うので

すけれども、当然地域おこしだと、さっき言った、

同僚議員も言っていたようなうまみがなかったりす

る部分があったりして、非常に粗末に労働者として

使われると、地域おこし協力隊、上富良野の地域お

こし協力隊として非常に今後、せっかく町長が拡充

しようと思っても、障害、障壁になったりするかな

というところの僕は心配をしているので、今言って

いるのは、受け入れる側の理解、最低でも地域おこ
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し協力隊なのか、これまでの既存の新規就農なのか

という区別というか、だけはついているのはどうか

というところの今確認です。お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えします。 

 受け入れる側の私たちのその制度の区別というの

は、もちろん、地域おこし協力隊の３年間、こちら

に来てやってもらう内容と既存の制度がございます

ので、その２年間でやる内容というのは違うという

こと。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤委員の御質問に

お答えします。 

 主幹が言っているのは、協力隊員と受入農家と、

それから町でもって、その活動するための計画をき

ちんと話し合いますので、当然にして、中間役とし

て、中間役って変ですね、委託ですからお金出すほ

うとしては責任を持ってＡさんと隊員、それからＢ

農園の場合はＢさんと隊員の間でこういう作業を

やって、こういうことだよと、ただトマトもげばい

いだけではないよとか、そういような活動計画をき

ちんと作成しますので、そういったときに当然その

農家さんと本人が勝手にやるのではなくて、間に町

が入って、そういった計画を立てますので、そう

いったところで誤解のないように取り進めることは

十分可能ですので、ということを言っていました。

申し訳ございません。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、関連でございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほか、ござい

ますか。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） １６５ページです。下のほ

うに農業振興課農業振興班の報酬部分があります。

これは昨年度は７万２,０００円ですか、今回１８

万円です。これは、たまたま令和５年度が、いわゆ

る農業振興計画の最終年度ということで、次に向け

ての農業振興審議会に次の年に向けての計画を練る

ための委員会だと思います。これは委員さん、今回

例えば審議会委員を立てて審議会するわけですけれ

ども、何名委員さんを選出して、何回会議をやる予

定の１８万円なのか教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 農業振興審議会の委員の報酬ですが、委員は現在

１０名となっております。審議会の回数ですが、審

議会は先ほど委員おっしゃられたとおり、農業振興

計画を策定する関係で５回開催する予定に、今のと

ころなっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ５回ということは、これは

今年度に５回審議会委員会を開くということです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 委員おっしゃられるとおり５回開催、今年度とい

うことになります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） これ、５年、５年で振興計

画を立てていくわけですが、町長にお伺いをいたし

ます。今まで何回も、今９期でしたか、振興計画

が。 

（「８期」と呼ぶ者あり） 

○４番（中瀬 実君） ごめんなさい、今度９期で

すか。その８回振興計画が立てられています。振興

計画というのは、当然上富良野町の今後の農業の進

むべき道を、いわゆる決める、方向性を決めるもの

ですよね。それが今までの振興計画を立てた中で、

懸案事項というのは当然あります。その懸案事項が

あるにも関わらず、計画は立てたけれども実行でき

なかったというのは過去にも何回もあります。だけ

れども、修正することもできるのです。例えば、こ

れはやろうと思ったけれどもできないよなというと

きに修正することができるはずなのです。だけれど

も、なぜか残念なのだけれども、途中でこれ無理だ

よなといっても、そのままずっと最後の最終年度ま

で行ってしまう。これは不幸な結果になってしまう

と思うので、計画をきちんと立てて、振興計画を立

てて、途中でもし、これは無理だなということが判

明した場合は、やはりそこで修正する必要があると

思いますが、それは今後の振興計画について、町

長、修正したりすることは考えていく予定はありま

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 振興計画の年度途中の修正等に関する御質問かと

思います。修正等について、今後その期間内にどう

なのかということも含めて、委員さんと言います

か、委員会の中で当然協議されると思いますし、決

定も、私がいろいろヒヤリング等をすることはもち

ろん可能ですが、最終的な決定は委員会の委員さん
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の皆さんでそこは修正はもし必要であればしていく

のだろうと、していくような権限になっております

ので、中瀬委員がおっしゃるとおり修正ももちろん

可能ですし、今まで修正することなく最終年度まで

いったという、そういうこともあるのかと思います

が、いずれにしてもその委員さんの御判断でそのよ

うになったと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 先ほども言いましたけれど

も、去年も７万２,０００円の報酬審議会の報酬の

予算が上がってきているのです。去年も、令和４年

度も。今年はたまたま振興計画を新しくつくるから

予算が多くなっているのも分かります。 

 昨年、私が一般質問でしたときに課長からも説明

受けましたけれども、堆肥コントラクターではもう

事業としては成り立たない、できませんとはっきり

言ってくれましたよね。ということであれば、去年

の、いわゆる７万２,０００円の振興審議会の報酬

もあったわけですから、だからこういったことでこ

の事業はちょっと来年の令和５年度をまたずにして

できない、皆さんこういうことですという、そうい

う説明をする審議会を俺やってもよかったのではな

いかなと思っているのです。だけれども、現実には

それはやっていませんよね。お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 例年７万２,０００円程度の審議会の報酬という

ことは、委員さん１０名いらっしゃるわけで、３万

６,０００円の２回分という予算を計上していたと

ころでございます。例年の審議会では、次年度予算

に対する説明、それから今長瀬委員言われたとお

り、年度の途中において見直すような事業あった場

合に、その辺についての御審議をいただいていると

ころですが、幾分回数が２回しかないものですか

ら、その開くタイミングによっては３月年度末にな

るということもございまして、令和４年度の今回３

月の実は１６日に２回目の、令和４年度の振興審議

会を開催する予定となっていまして、その中で今年

度のというか、第８次農業振興計画の中身について

御審議いただくという今段取りで進めていまして、

この審議会の話を受けて、令和５年度に向けては５

回の予算を計上させていただいた中で、それぞれの

事業について今後計画を継続していくもの、あるい

は計画を取りやめるもの、この事業はどういうこと

いが原因でできないとか、そういった判断を次年度

の審議会の中で詳しく審議いただいて、新たな農業

実践プラン、こちらのほうも作成しまして、実践プ

ランを実行できるものに組み替えていくという作業

を行いたいと考えているところでございますので、

令和４年度については、何分にも３月１６日が２回

目の審議会で、そこで実績確認するという段取りに

なっていることで御理解いただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私が言いたいのは、農業振

興審議会の委員さんが決めるのは計画なのですよ

ね。実践計画をつくるのは町の振興課というのか、

そういうところで決めるわけですよね。だとすれ

ば、魂を入れるのは振興課ですよね。大まかな計画

は審議会があって、こうこうこういったものを取り

入れたらいいのではないかということは、その審議

会で審議されるけれども、その審議会で出されたも

のについては、その魂を入れる実践計画というの

は、当然農業振興課がやるべきところで。そういう

ことからいけば、責任は結構重大な部分だと思うの

です。だから、いわゆる前回たまたま５年度中にで

きなかった事業については、それなりの責任をもっ

て、そして対処しなければならないというのは私の

考えなのですが、それは間違ってはいませんよね。

確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 中瀬委員おっしゃるとおり、農業振興課におい

て、その計画を立てまして、それに基づく実践プラ

ンも作成しまして、その実践プランに基づいて農業

振興課のほうでその計画を実践していくということ

では間違いございません。 

 農業振興審議会の委員さんの役割としては、先ほ

ど申し上げましたとおり、農業振興計画の作成と、

その前の、今回で言えば第８次農業振興計画の検

証、確認作業をやっていただいて、この中でこの事

業はなぜできなかったのか、今後も継続する必要が

ある事業なのか、そういったことに対して、各専門

家がいらっしゃるわけですから、各専門家、畜産と

か農業とか施設園芸とかいろいろな分野の知識ある

方の皆さんの御意見をお聞きして、それぞれの施策

に対して、今後この計画を継続して計画していくも

のか、あるいは先ほど言ったように今後はちょっと

難しいなという判断をするかどうかの御意見をいた

だきまして、農業振興課のほうで決めまして、決断

をしまして、町長に諮問を上げて、計画書を作成し

ていくとしていきたいと思いますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） そこでですが、町長、 

もう一度お願いいたします。振興計画が作成され
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て、そして実践計画がつくられます。それを町長も

当然のことながら、それを見るわけですよね。見た

ときに、今まで５年ですから、今までの流れからい

けば、検討、研究、実践とか、そういうスタイルで

今後もいくのかどうかは分かりません。だけれど

も、多分そのような流れで検討、検討、実施とか、

そういう流れでいくとすれば、例えば３年目に実

行、実践という姿が書いてあるにもかかわらず、そ

のときに実践されなかったとしたら、町長としてこ

れどうなっているのだ、これできるのか、できない

のか、これは無理だったら無理だとそういう判断を

しなければだめだぞというような、そういう町長

の、いわゆるリーダーシップきちんと取ってもらわ

ないと困ると思うのですが、その辺をどうでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 今後、そのような委員さんのほうから御意見があ

れば、当然私の、町長の諮問機関でありますので、

そのような決定をお願いをするということはしてい

きたい。意見がないのに私の意見を一方的にという

ことは、諮問機関ですのでそういうことはありませ

んが、担当課長からも答えさせていただきましたよ

うに、意見が上がってきた場合にはそれなりの首長

としての決定をして、御意見をフィードバックする

ということは今後していきたいと、このように考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 町長、それ違いますよ。今

私が言ったのは、５年間の実践計画があって、検

討、検討、実践と、例えば３年目に実践という言

葉、いや、実践というスタイルになっていたとした

ら、そこで、これって進んでないよね、全然実行で

きないような状況になっているときに、町長が、こ

れ、あれだよな、できそうもないよなということを

町長が判断して、振興審議会にどうなっているのだ

と、そういうことをするかしないかと聞いているの

です。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 修正してください、どうですかという、その以前

のどうなっているのだという問いかけが、そういう

ことはおっしゃるとおり、コミュニケーションと言

いますか、連絡は、意思疎通と言いますか、そうい

うことは密にしていきたいと思っています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、９番佐藤委

員。 

○９番（佐藤大輔君） すみません、大変申し訳な

いです。先ほどの地域おこし協力隊で１個、制度の

確認をし忘れていてお聞きします。 

 中富良野町では、地域おこし協力隊でＵターン組

の方がいるので、恐らく制度上それは問題ないと考

えております上で、例えば僕がメロン農家を経営し

ていて、自分の息子が東京で働いていて、帰ってき

て事業を継ごうかなと、農家を継ごうかなという話

になったときに、僕が受入先の農家で手を挙げて、

息子が地域おこし協力隊で手を挙げて、それでその

制度を活用する、要は後継者育成の上で活用するこ

とって、この中では可能なのかどうかお伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤委員の御質問に

お答えします。 

 いわゆる後継者のほうにつきましては、地域おこ

し協力隊以前に、そういった農業の制度があります

ので、そちらのほうを御活用いただいて、できれば

そういう形ではない方を協力隊員としてお迎えした

いという意向でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） これも確認です。今、募集

に対して応募がいなくて、仮に募集２に対して５人

の方が応募されて、１人もし町内にＵターン組がい

たとしたら、いや、ちょっとごめんなさいとできま

すけれども、この今応募がない状態で、例えばお一

人の方がＵターン組がいたとしても、なかなか受け

入れづらいというのが基本的なスタンスということ

でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、いな

ければ引き続き、引き続きということで、期間も募

集も続けていくようなことでございますので、一人

もいないからといって、やはり後継者の部分までそ

こに入れるということは、ちょっとなかなか難しい

のではないかと考えてございます。 

（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） すみません、関連で僕も

制度上のことで確認させていただきたいのですが、

この特産作物支援の地域おこし協力隊でおおむね３

年程度研修された方がそこですぐ就農したいと言っ
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て認定農業者になる、なられた場合に関しては、こ

の次世代人材投資事業の経営開始型、むしろさっき

も話題に上がった、この発展のこの制度は使えるの

かどうかをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 地域おこし協力隊から国の制度であります、先ほ

どの人材育成の経営開始型に移行ができるかという

ところなのですけれども、基本的にはその方法で

も、制度の活用はできると考えています。ただ、経

営開始型には研修の内容が書かれていまして、きち

んとその制度に則った研修を受けるというのが前提

になりますので、もし初年度に、その準備型という

形の研修に、違いますね、経営開始型という新規就

農の経営開始をするのに制度を使いたいという考え

があるのであれば、その前にきちんとした研修を進

めるということになります。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） つまり、この経営開始型

のほうを利用するためには、それ相応の一定の条件

を満たしていないと、この経営開始型は受け入れな

いということで、恐らくこの３年のうちに経営準備

型のほうの方が一般的にされるような、条件をクリ

アする条件というのをクリアしていないとこちらの

経営開始型のほうは受給できないという認識なので

すが、となると、恐らくこの３年間の間で本人の希

望も確認しながら、もし本当に就農したいのであれ

ば、この条件をクリアするために３年間の枠組の中

でその条件をクリアするのか、それとも経営準備型

のほうに移行するのかを町などと調整しながらやっ

ていかなければならないという理解でよろしいで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃられたとおりで、３年間の中で検討

してもらうということで、研修期間２年ですので、

初年度終わった段階ですとか、その段階で次のこの

制度を使う協議と言うのですか、その内容を詰める

という方法になるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） お伺いしたかったのは、

この３年間の地域おこし協力隊の枠組の中でも条件

を満たすような研修が可能なのかどうかということ

だったのですけれども、逆にそれができないという

ことであれば、どこかで見切りをつけて、必ず経営

準備型に移行して、そこから２年間がスタートとな

ると思うのですが、この地域おこし協力隊の任期の

３年のうちに条件を満たすことがあれば、この３年

間をフルで利用しながら経営開始型に移行できるメ

リットもあるのかなと考えておるのですが、今の御

説明だと、３年間の枠組の中で経営開始型の条件を

満たすのは厳しいのかなという印象を受けました

が、その当たりはどうお考えか、再度お伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 そこの経営開始型の前に必要な研修のメニューに

ついては、ちょっと制度のほうがどのような項目が

必要かというところと、そのすりあわせを細かくは

ちょっと今、現段階でしていませんので、いろいろ

なパターンがあると思いますので、そのケースを想

定して準備のほうは進めていきたいと思います。 

 ただ、きちんとした研修を受けていなければ、も

ちろん制度は受けれませんし、もちろん営農の開始

もできないと思いますので、その辺も含めて調査し

ながら準備していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、制度やシステ

ムの話がちょっと多くなっておりますので、ここは

令和５年度予算についての委員会ですので、ぜひ予

算についての質疑をお願いいたしたいと思います。

メインにということで。 

 訂正があるようですので、農業委員会事務局次

長、よろしくお願いいたします。。 

○農業委員会事務局次長（吉澤大輔君） 本日お配

りされています事前要求資料一覧の３７ページ目に

なります。資料番号３６ということで、令和５年度

富良野地方アグリパートナー協議会の事業内容で、

下に婚活推進事業と明記しておりますが、こちら今

年度の事業計画を載せておりましたので、こちらの

ほう削除していただくとともに、令和５年度につき

ましては、令和４年度で富良野地方アグリパート

ナー協議会が解散することから、こちらは削除とい

う形になりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ということですが、４年

度で解散ということですか。 

（「そうです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ５年度の予算には当然載

らないですよということ。こっちにも載ってない。

アグリパートナーの拠出金みたいなもの。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今、寝耳に水というか、そ

んなあまり今まで知らされていなかったみたいなこ
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とを聞かされましたけれども、この１６７ページ、

下のほうにある農業後継者対策のところで、アグリ

パートナー推進設置負担の部分はこれは６６万９,

０００円ですか、町の負担分では。これは継続され

ていくのですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 アグリパートナー推進員の設置負担につきまして

は、今現在ＪＡさんのほうで事業は今後も続けてい

くということと、あと、そこのイベントでマッチン

グ事業を行いますので、町内の方のマッチング後の

フォローアップ等は当然必要になってきますので、

また、単独で婚活をされている方も、この相談員の

方に情報がいって、そのフォローアップ等もありま

すので、今所属はＪＡの所属の方で、町の事業とい

うことで共同で設置している方にお願いしていると

ころですが、引き続きその業務を推進員の方にお願

いするということで事業費を計上しているところで

あります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） いわゆる推進員、アグリ

パートナー推進員というのが、たまたま何か、いわ

ゆるいなくなって、それで何日か分はエリア長が兼

務をしたというような話を聞いていましたけれど

も、今回のあれは新たに推進員が決まったというこ

とでいいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 令和４年度については、確かにそのような理由で

ございましたが、今回、令和５年度からまた新たに

新しい相談員さんを確保できましたので、その方の

人件費の一部を引き続き補助していくというもので

ございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １６７ページの農産物加工

実習施設管理費とありますが、そこで修繕料１３万

６,０００円とあります。これはどういうような修

繕を考えているのか、計画があれば教えてほしいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（安川伸治君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 農産物加工実習施設の管理の修繕費に係る費用な

のですけれども、５年度に関しましては、まず温水

蒸気のボイラーの点検結果、一部の部品の修繕が必

要だということで３万円のほうを計上しておりま

す。また、実施施設の看板がございますが、それも

破損がひどいということで、その看板の補修に５万

６,０００円、それから緊急で修繕が必要な部分と

いうことで５万円の計上をして、合計が１３万６,

０００円ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ありがとうございました。 

 要するに農産物加工実習施設は、昭和４４年の建

物で非常に老朽化をしていると思います。修繕費が

こういう形でかさんでくるのですが、今のところ、

この施設改修等の目安について、どのように考えて

いるのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 確かに大変古い施設でございますので、修繕もい

ろいろとかさんでくることも想定されておりますけ

れども、とりあえず現在のところは完全に建て替え

るとか代替の施設とかということは、まだ計画がで

きていない状況でございます。これから利用度、そ

れから老朽度ともに、いろいろ図りながら、今後の

対応を検討していかなければならないということは

理解しているところですけれども、実際いつまでに

というような計画の中にはまだ載せられていないこ

とから、できるだけ御利用されている皆様の不便の

ないように、修繕に配慮しながら、ちょっと延命措

置ではないですけれども、使っていくことが当面の

施設利用になるかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 違った件でいいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ないですね、今の修

繕。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） １７１ページに有害鳥獣対

策費があります。非常にこの件については、困って

いる農家さんとかがたくさんいると思います。そし

て町の姿勢としては、要するにハンターの免許や何

かの補助だとか、あと電牧柵とかをやるということ

でお伺いをしているところでありますが、実は先日

ちょっと新聞で目にしたのですが、上川管内の中央

８町の方々が熊はすごく移動するので、中央８町が

一体となって、この鳥獣対策をするということが出

ていました。確かにそうだなと。熊は何か１日に

四、五十キロくらい動くということですし、そう

なってくると、熊や何かは町の警戒を分かって移動

するわけでもないので、上富良野町だけというのは

非常に困難なのかなと。それであれば、やはり中央
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８町がやっているような隣町とか、そういうところ

と協力していくということが非常に大切なのかなと

私は感じました。そういう検討や何かは今なされて

いるのか、今後についての考え方をお伺いしたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 中澤委員おっしゃるとおり、鳥獣については移動

距離が非常に広範囲、広く、山を越えたりすると思

われます。今のところ、富良野沿線においては、そ

の中央部８町のような協力してというような体制、

協議会とか、そういったところはできておりません

ので、今後についてはそういったところも、中央部

ではそういった動きもあるということを情報提供し

まして、沿線のほかの会議とか集まった機会にでも

情報提供いたしまして、富良野沿線においても何か

共同で対策打てることがあれば協力して対策を打っ

ていけるようにしていきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、６款農

林業費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますが、早いですけれど

も１０分、換気休憩とします。 

 再開は、５５分。 

────────────────── 

午後 １時４５分 休憩 

午後 １時５５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 次に、１８６ページから１９７ページまでの８款

土木費の質疑に入ります。 

 １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） １９７ページの住宅改

修費助成について、ちょっとお伺いをします。 

 この助成はリフォームのほかに省エネ改修、空き

家解体助成、耐震改修助成、４項目になっているの

ですけれども、リフォームは令和３年度の決算で３

５５万円ということが出ていたのですが、ほかの３

事業は新規の事業という理解でよろしいか、まず初

めにお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １２番小田島委員

の御質問にお答えいたします。 

 ほかの３事業、３項目、省エネルギーだとか、空

き家だとか、新事業で今回計上させていただいてお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 新規の項目ということ

で、予算的には大変難しいところもあると思うので

すが、申請数が増えたりして予算オーバーしたとき

の対応というのはどのように考えているかお伺いし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １２番小田島委員

の予算の関係の御質問にお答えいたします。 

 今回予算立てした９８０万円の内訳といたしまし

ては、省エネ機器だとか、その辺の実態を関係業者

さんとか、今までは対象ではなかったのですけれど

も、取付実例ですか、事例を照会した結果、対照す

る事業費積み上げた額が９８０万円ということで、

ただこれは昨年度の参考値で、今回住宅リフォーム

の助成のほうに、そういういろいろな工種、機器が

のっかるということで、どれだけの人が活用してい

ただけるかがちょっとまだ未確定な部分もございま

すけれども、そういう新たな省エネ機器だとか、解

体、人気が出てほしいところなのですけれども、そ

こでもし予算が不足するような事態になりました

ら、やはりゼロカーボン宣言もしておりますので、

補正等で対応していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小田島委員。 

○１２番（小田島久尚君） 補正でもしたくさんの

要望があったら、特に空き家の解体助成というの

は、今年も雪の重みで潰れたというところも、自分

も見ていますし、空き家がどのような状態か、古い

ものは早く、持ち主さんに解体を勧めるきっかけに

なると非常に期待を自分もしているところです。 

 そこで、もう一つ最後に聞きたいところですが、

まず空き家の実態調査等々をやっているのか、それ

と持ち主さんの把握ができているのか、この制度を

最終的に周知するのはどのような形で持ち主の方に

周知をしていって、この事業が進むことになるのか

お伺いをしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １２番小田島委員

の空き家の解体等の御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 今町のほうで押さえている空き家なのですけれど

も、所有者の分かっているものも含めて約１００件

程度になっていると思います。ただ、こちらから、

空き家から雪が落ちて、横の所有者の方が迷惑して

いるのだ、町が間に入って、空き家で把握している

所有者の方に対しては、連絡は差し上げるのですけ

れども、やはりなかなか回答も来ないという状況が
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続いております。せっかく設けようとしている助成

費なのですけれども、今空き家の取り壊しに関しま

しても結構高額です。普通の空き家であれば、助成

費、今５０万円想定しているのですけれども、５０

万円すら悩む人も多いと思うのです。ただ、今年、

来年とかで、また今年の冬、倒壊した家屋等の方が

いれば数多く活用していただければと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 今のこの空きや対策の中

で、説明書、領土に応じて２０％から、これ５０％

となっているのですけれども、これ、領土って誰が

どのように判断するのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、空き家の助成につきましては、不良住宅とそ

れ以外の空き家ということで二つの項目を設けてお

ります。 

 不良住宅におきましては、住宅地区改良法という

法律がありまして、この中の、国の基準で、点数を

つけていく規定がございます。こちらの点数が一定

点数を超えれば不良住宅として認めると。この規定

を活用しまして、今回の要綱の中でも不良住宅に

なった場合は助成金を１００万円、それ以外の住宅

は５０万円という活用をしていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 今ちょっと、それを検査す

るのは誰なのですかという話。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 この検査は町の職員、建設水道課のほうで現地を

確認して採点のほうを進めていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それは   応じてやると

いうことですよね。目で見て、誰が見ても明らかだ

ということですよね。そういうやり方でやるという

ことでいいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 国が定めている規定がございますので、採点表が

ありますので、その規定に則って職員のほうで採点

していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） これは２０％から５０％っ

てこれ、２０なのか、３０、４０、５０の間なの

か。２０と５０だけなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 書き方が申し訳ございません。不良住宅につきま

しては５０％、それ以外の住宅、空き家については

２０％、この二つだけでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） もう１点、この省エネのほ

うの関係なのですけれども、ゼロカーボンでやりた

いというのであれば、もうちょっと何か金額が

ちょっと、何か気休めで出したような金額で、もう

ちょっと大幅な出し方というのは、件数減らしても

できないのですか、これ。ちょっとその当たりは。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ２番北條委員の御

質問にお答えいたします。 

 確かに出せばそれなりに皆さん喜んでいただけ

て、ＣＯ₂対策にもなろうかなと思いますけれど

も、いかんせん今まで取り組んできた住宅リフォー

ムの助成率１５％だとか、上限額２０％、その辺を

基本にして算出しておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） ということは、今のところ

はこの２０％でやって、それを見ながらという、ゼ

ロカーボンに合わせてやっていくという考えなので

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ２番北條委員の助

成率に関しての御質問ですけれども、とりあえず３

年間はこの基準を用いましてやっていこうかなと。

その取組数だとか申請してくる方、また、それに加

えて新たな省エネ機器、まだ性能のいいやつ出てく

る可能性もございます。ですから３年度にはまた新

たな制度、全て変わるわけではないですけれども、

リニューアルして取り組んでいこうかなと考えてお

ります。 

 以上です。 

（「ほかの件でもいいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 関連でお聞きをいたしま

す。 
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 この住宅改修費補助というのは、リフォーム助成

と省エネ改修、それから空き家、耐震改修、建設業

者の、これものすごい私、先日議会懇談会をやった

ときにも建築業者の方々から強い要望があったとこ

ろであります。私もこれは町にとってすごく重要な

施策の一つだなと思っている観点から聞きます。 

 例えば今、省エネ改修と言っていましたが、省エ

ネ改修や何かで本当に２０％もしくは定額助成とあ

りますが、省エネ改修の想定というのはどのような

省エネ改修を考えているのかなと思いますのと、定

額助成ですから、これ省エネは２０万円までという

ことなのかどうか、まずお聞きします。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 省エネルギー化のリフォームの内容ですけれど

も、こちら既存住宅のまず断熱化ということを考え

まして、実は今建築基準法が改正されまして、令和

７年からほぼ全ての建築物に対して省エネの基準が

課せられます。この基準に今から、この基準水準に

外壁、屋根、天井の断熱を行うのであれば、そうい

うことを今回の対象工事としております。その場合

には２０％、３０万円上限で助成をいたします。 

 加えまして、省エネルギー機器、例えば効率のい

い給湯器とか太陽光発電、それから電気自動車の充

電器等々いくつか項目はありますが、こちらの設備

を導入する際、こちらについては設備ごとに上限額

を決めまして、数万円から１０万円くらいというよ

うな項目で助成する考えでおります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今２０万円ということでお

聞きをしましたが、例えば戸建ての民間の所有で、

今言われた外壁だとか、それから窓枠だとか、そう

いうものを工事したら、１軒の家で、普通の家だっ

たらどれくらいかかります。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 やはり規模、それから現在の造り、今の断熱性能

と建築年度等によりまして、かなり幅はあるとは考

えております。ただ、今回、先ほど言いました基

準、令和７年度から基準が変わるという部分につい

ては、建物全てを断熱性能を上げなければいけない

のですけれども、今回の要綱の中では、壁なら壁だ

けでもよろしいです、屋根だけでもよろしいです、

窓だけでもよろしいですと部分的に少しでも断熱性

能を高めていただこうということで、家全体を断熱

化する工事よりはかなり低額な金額でできるのかな

と考えているところです。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 先ほど同僚議員からもあり

ましたけれども、例えば我が家を改修して、窓枠、

サッシ、壁や何か、もう全部変えるといったとき

に、この助成金で魅力的かと言ったら、ゼロカーボ

ンの観点から言っても、もっともっと普及をしても

らわないとだめだと思うので、こんな予算で本当に

みんな飛びついてくれるかなという感じがするの

で、やはりみんなが改修や何かのマインドが高まる

ようにしていただくということが私は望ましいな

と。ただ、今予算や何かの関係でできないというこ

ともあるのかもしれないのですが、やはりここを力

入れることによって地元の建築業者さんもまた恩恵

を受ける、それから我々も燃料費を安く抑えられる

とかということになりますので、ぜひここについて

は力を入れていただきたいなというのが私の考えで

ありますので、ぜひそんな方向性で検討いただきた

いと思いますが、もう１回。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ６番中澤委員の今

後に向けての検討ということで、町といたしまして

も過去の実績を調べた上での実態の中での予算計上

となっております。ただ、助成がない場合でも、そ

れ相応の、ここに予算計上した内訳の物品、省エネ

機器が助成がなくても昨年度、個人の家の方、結構

付けられておりますので、これを活用してそういう

助成率、上限額など、今後利活用見ながら検討して

いきたいなと思いますので、御理解のほどよろしく

お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 同僚議員がほとんど全てと

いう形で質問しましたので、確認、太陽光のパネル

を設置するとしたら、平均的な費用というのは、大

体、ワット数と言うのか分かりませんけれども、そ

れによって違うのだと思いますが、この点お伺いた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 太陽光パネル発電システムの設置費用ということ

ですけれども、こちらも利用される方によって規模

の大小ありますけれども、これまでの実績からする

と大体１５０万円前後の実績数字はつかんでおりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、２０％とい

う形になるのだろうと思います。かなりな持ち出
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し、国からの助成だとか、そういうのもあるのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 現在私のほうでつかんでいる情報としては、国か

らの太陽光パネルに関する助成金のほうはないと認

識しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、やはりこう

いった省エネ機器等を、ものによっても違うと思う

のですが、単純に太陽光パネルということで、平均

的なところということの話でありますから、かなり

な自己の持ち出しというのが出てくるのだろうと

思っております。そういう意味では弾力的な運営で

やる必要があるのかなと、この設定の率が必要なの

かなと思いますが、この点は何回も聞きませんが、

ぜひこの点考慮した予算編成という点では、少しど

うなのかなと思いますが、再度確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ７番米沢委員の御

予算編成の在り方についての質問にお答えいたしま

す。 

 まず、新しくリニューアルいたしました新住宅リ

フォーム制度ということで、今年度、Ｒ５年度、

ちょっと実績等々見まして、その辺、助成率等変更

するのかどうなのかという検証も含めた中で、令和

５年度当たっていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次に、耐震化助成の点でご

ざいます。改修で３０万円、その改修の内容によっ

て恐らく、当然変わります。面積だとか。上富良野

町でこの間、この耐震改修でどのくらい平均的な点

で押さえられている部分があれば、費用としてか

かっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 現行制度にも耐震改修の補助金がございまして、

こちらの実績で過去に３件の利用実績者がありまし

た。ただ、この場合に工事費ですけれども、耐震改

修だけをやった工事というのがなくて、これに合わ

せて断熱改修をしたとか、間取りの変更を行ったと

か、そういうのがございますので、事業費としては

３００万円、５００万円という事業費は出てきてお

りますけれども、それが耐震改修費かと言われる

と、ちょっとそこまではかかっていないのかなとは

認識しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大変こういった改善という

のは、地域の活性化に結び付くという状況になって

おります。いろいろ不十分さだとか、大変さが予算

編成に当たってはあったのだろうと見えますが、今

後やはりこういった制度を生かしながら、まちづく

りをするというのも一つの方法なのかなと考えてお

ります。 

 他の自治体では、併せてこういった戸建ての住宅

を建設する場合の補助制度も合わせながら、やはり

地域の活性化に結び付けている、地元の業者を使い

ながら、やはり地元にお金を落ちるような仕組みを

つくっているという状況も見受けられますが、町

長、そういった部分での、やはり町の業者の方を、

やはり景気を付与するような対策、それが町全体に

もお金が回るということであれば、それは景気浮揚

や、やはりそれぞれの町の地域の活性化につながる

のだろうと思いますので、そういった政策というの

を合わせて考えておられるのか確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 リフォームにつきましては、地元の業者さんを

使ってリフォームということ、当然考えておりまし

て、地産地消という言葉、農産物でよく使われます

が、地元の業者を使って地元でということで、要は

地元からお金を外に出さないというのが、農産物に

してもそうなのですが、エネルギーでも自分のとこ

ろで発電して自分で使えば、外にお金が出ない、経

済を囲い込むという、そういう、そして地元がしっ

かり持続的に発展していくということを念頭に、今

回新しくゼロカーボンシティの宣言もありまして、

住宅のリフォームの助成を予算計上させていただき

ましたが、これに限らず、できる限り地産地消、地

域の経済を守るということを念頭にいろいろな政策

は今後も考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今質問のあった耐震の関係

でちょっとお聞きしたいと思います。 

 この耐震診断と耐震改修とあります。改修する場

合、どれくらいの震度に耐えられるような耐震改修

なのか、分かれば教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 耐震改修につきましては、その前段で耐震診断を
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行います。この耐震診断の基準も国の基準で決まっ

ておりまして、この水準を超えれば耐震性はある、

ないというものなのですけれども、今の基準は震度

５強程度でほとんど倒壊しない、損壊しない、震度

６強から７程度で倒壊はしないけれども、多少の損

壊はある、なのでびくともしないという程度の強度

にするものではありません。あくまでも地震、震度

７の地震があったとしても倒壊するまでの間に中に

いる方が逃げる時間をかくせるような、それくらい

の基準になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 耐震診断をして、そういう

ことで改修をすることまでは分かりました。基本的

に上富良野町でも、地域ちょっと分かれますけれど

も、地域によっては震度２でもかなり揺れてみた

り、震度３でも揺れないとか、そういった地域もあ

りますけれども、こういった地域差も考慮しながら

耐震診断とかをして、その結果改修するということ

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 耐震診断の時点で地域性というのは考慮するので

すけれども、この地域性は上富良野は全域が同じ地

域という扱いでの計算の過程となっております。も

う少し言いますと、北海道でもたしか二つの地域に

分かれるくらいの係数しかなかったかなという、国

の定めた基準の中で計算します。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ということはざっくりとし

た形での区別で、例えば上富良野だったら西と東と

かという感じの区別はないということですね。ほと

んど一律の耐震の診断の上、改修をするということ

でいいのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 そのとおりで、上富良野町内で計算する場合は全

て同じ基準を使います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ページ、１９１ページ、

河川管理費ということで、予算の説明資料の４２

ページです。この補足説明資料で見ると、それと、

この事前要求資料、これの３９ページも開いてくだ

さい。鰍沢川と旭川、護岸工事を実施しますけれど

も、これに使用する費用というのは、緊急自然災害

防止対策事業債、このようになっています。これは

どういう事業債なのか、後ほど１００％払うの

か。、ういったところを確認したいのですけれど

も、事業債だからやはりそうなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） １０番今村委員

からの御質問にお答えしたいと思います。 

 こちらのほうの予算につきましては、緊急自然災

害防止対策事業債ということで、１００％充当の起

債になります。交付税のほうで戻りが７０％という

ことで、そういった予算となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） こういう自然災害に対す

るものについては補助金事業というものはついてい

ないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １０番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 普通河川、自治体が、町が管理する河川におきま

しては、補助金がございません。国が用意していた

だきました、こういう起債を活用した中で、今ある

施設、崩れそうだ、崩れているというところを上富

良野町が今活用しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ありがとうございます。 

 緊急の自然災害対策をやっていただけると、そし

て経年劣化と大雨によるところを補修するというこ

とで、非常に我々としては安心してできるのかなと

思います。ただ、この自然災害で一番大きいのは十

勝岳だと思うのです。普通河川ではございませんけ

れども、上流のほうに、町長も執行方針で言われま

したけれども、下段砂防事業というのをやっていま

すよね。あれは護岸工事も下流のほうはやっていま

すよね。また、下段の砂防工事はどれくらいの進捗

状況であっておられるのか、確認したいと思いま

す。何しろもう３５年もたっていますから、どれく

らい進捗しているかというのをやはり町民としては

非常に関心事だと思うのです。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １０番今村委員の

十勝岳の整備状況についての御質問ですけれども、

手持ちの資料ございませんけれども、上富良野町分

の道事業分、北海道事業分につきましては、たしか

四十二、三％だったと思います。それで、流出量の

約６割程度を抑えられるという数字は、ちょっと

はっきりしない数字の中で記憶に残っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 
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○１０番（今村辰義君） その数字が高いのか低い

のかと言えば、多分低いのでしょうね。前回の火山

噴火から３５年たっていると、町長は執行方針で言

われました。引き続き、こういったものには関係機

関に対して要望を上げていくということでございま

したけれども、この要望を上げて、どういう回答を

毎年、毎年もらっているのか。どういう回答をもっ

て、のらりくらりとやっているような感じがするの

です。 

○委員長（岡本康裕君） 今村委員、５年度予算で

……。 

（「回答お願いします」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ５年度予算でお願いしま

す。５年度予算のページ数は……。 

○１０番（今村辰義君） 了解。今年度予算で、私

は今年度予算もあるけれども、今年の執行方針で、

この富良野川というのは一番重要ではないですか。

これに基づいて、大正泥流と同じ規模のハザード

マップもつくっていましたよね。そこで、今年度予

算、ここで聞くのがいいのか、あるいは総務課の旅

費で聞いてもいいと思うのですけれども、河川とい

うのがここにあるからここで確認しています。陳情

に行って、どういったことを言われているのかとい

う話は確認する必要が私はあると思っているのです

けれども。 

○委員長（岡本康裕君） なぜ進まないのかという

ことですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） お金がないからですよ

ね。もし分かっていれば、分かる答えであれば。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １０番今村委員の御質問

で、どちらかというと企画費のほうの陳情要望関連

の部分が多大にあると思いますけれども、基本的に

は十勝岳の火山砂防については、１町で単独でやる

ということではなくて、総合会期成会等の期成会要

望、そういったものに寄せております。 

 具体的にどういう回答をいただいているのかとい

うことですけれども、個別の回答というのはなく

て、都度、北海道だとか国のほうから今年はこの程

度の進捗ですよというようなことを情報をいただい

ているというような形でございまして、私も細かい

数字は存じ上げませんけれども、建設水道課長が大

体近い数字を、進捗率四十数％、流出物を防ぐ量が

６０％くらいというのは伺っているところです。 

 町としても、どうしても美瑛川の国営事業に比べ

て、富良野川のほうが北海道の補助事業ということ

でございますので、そういった部分でちょっと遅れ

ているというようなことも言われる場合もあります

けれども、現在嵩上げ等も着々と進んでいるという

ことで、従来のときよりは安全性は年々上がってい

ることは確認を取れております。 

 引き続き、町長も昨日お話しましたけれども、そ

ういったもの、要望事項等については沿線の皆様と

手を取り合いながら共同でしっかりと訴えていきた

いということで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 委員長、予算が付いてい

ないのにすみませんでした。 

 まだ聞きたいことはあるのですけれども、予算絡

みではないような話でもありますので、これでやめ

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 大変申し訳ございませ

ん。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） １９５ページの公園遊具整

備に関して、補足説明資料の４６ページに写真があ

るのですけれども、この写真ではちょっと、どう

いった整備をするのか、整備が必要なのかもちょっ

とネットフェンス以外は判断できなかったので、こ

こをどういった整備するのかお伺いします。 

 あと、この（３）公園遊具整備というのは、

（３）というのは誤植ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番元井委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず先に写真の見出しの、誤植というかちょっと

位置があれですね、（２）の島津公園整備の下に３

番公園遊具整備がつけばよかったと思うのですけれ

ども、違う、３と４が間違っているのですね。そう

ですね。誤植です。すみません。 

 写真のほうでも遊具、どれだけ直すのだというこ

とで内容がよく読み取れないということで、その後

質問に対してましては、写真にある中ではなかなか

見えづらいのですけれども、スプリングの腐食だと

か、細かく点検して、ねじが１本ない、２本ないだ

とか、あとはブランコの足場の板をつけるだとか、

そのような遊具の整備になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 撤去するとか塗装をあれす

るとか、そういったのではなくということでよろし

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番元井委員の御

質問にお答えいたします。 

 塗装も入った中での整備となりますけれども、Ｒ

５年度におきましては、撤去も、どうしようもない
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やつもございますので、３基撤去予定となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この写真にあるやつの中野

三つということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） １番元井委員の

御質問にお答えします。 

 撤去する３基というのは直営で撤去するもので、

ここに載っているものではありません。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 毎年年次計画をもって公園

の遊具が整備されるということでありまして、実施

計画においては、Ｒ５で調整交付金で４４０万円で

したか、あと６年に二百数十万円ということで、そ

の翌年、公園遊具ではなく、公園整備ということで

の費用掲示があって、商工の対象事業ではなく、一

般財源を５００万円ほど用いるのですけれども、公

園の遊具整備以外、公園整備と言われる住み分けは

どのような内容で公園を整備するのか、Ｒ５の予算

から長期的に事業計画の先の部分で、遊具整備は分

かります、遊具を整備する、児童公園整備というの

が広く解釈できるところがあるので、そのちょっと

中身というのを確認させください。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） ８番荒生委員の

御質問にお答えします。 

 児童公園の改修等につきましては、トイレの屋根

の塗装とか外壁の塗装、フェンス等の改修になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 説明資料の今のこの公園の

ＬＥＤ化なのですけれども、１０基と書いてあるの

ですけれども、これ灯具は取り替えないで、球と安

定器だけの話なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 こちらの１０基というのは、河川の散策路に設置

されている外灯になりまして、外灯というか公園外

灯になりまして、一応球と、北條委員の言うように

球と安定器を交換するという形になります。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） これ、ワット数は全部同じ

なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主査、答弁。 

○土木建設班主査（赤間昭仁君） 一応１８０ワッ

トとなっております。全部同じ型のものとなってお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 同じく１９５ページの公園

のところで、島津公園の維持管理の委託になるかと

思うのですけれども、島津公園のほうで池のところ

で、ザリガニ釣りをやっていて、それがもう非常に

好評で、土日に行ったら、もう場所がないくらい、

小さいお子さんから中学生、高校生とかまで幅広い

子どもたちに喜ばれていて、すばらしいなと感じて

いて、委託のところでバケツとか竿とかを用意して

いるかと思うのですけれども、なんせやる場所が

ボートの乗り場のところ１か所だけでしかできず、

もうできないみたいな感じの子どもたちで溢れてい

る状態になるくらい、すごい人気があるのですけれ

ども、そういったところ拡充というか整備していく

考えはないのか、予算とかどうなっているのかお伺

いします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番元井委員の島

津公園に関する御質問にお答えさせていただきま

す。 

 確かに昔から誰か放したのか分からないですけれ

ども、アメリカザリガニというものだと思うので

す。子どもにしてみたら確かに人気あって、釣れて

おもしろい活動というか、なろうかと思うのですけ

れども、やはり外来種ということで、それと水際、

管理人さんの目のそうそう届くところではございま

せんので、町のほうでバケツを貸し出すだとか、そ

の辺はまずすることはないのですけれども、それ以

上に今得たお話で、管理人さんに言って、注意喚起

するようにいたしたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） するなという注意喚起に

なりますか。 

（「危ない」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 危ないよと。釣ってもい

いけれどもという形ですか。 

（「釣ってもいいけれども危ないと」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １８７ページの町道維持費

の委託料で、町道維持１億４,８００万円計上され

ております。これは町道の維持管理及び河川排水砂

利等除排雪業務という形になっているのかなと思う
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いますが、この除排雪の部分で言えば、前年度から

比べてどのような予算配置になっているのかお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 昨年比でいきますと、単価上昇分の上乗せという

見方で予算計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、この排雪作

業等というのは、何回と言ったらちょっと難しいの

かもしれませんが、例えば年前に雪が多く降った、

その後また数回やるという、本当に基本的な予算だ

と思います。当然、年によっては雪が多くなった

り、少なくなったりなりますので、排雪の回数も増

えたり、減ったりすると思いますが、大体排雪の回

数というのは何回くらいの目安で設定されているの

かお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ７番米沢委員の排

雪に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 排雪に関しましては、幹線道路１３日、生活道路

１０日、二間道路が７日、あとそれぞれ各地区で押

し込みいたしましたところの雪山の排雪が１０日見

込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 分かりました。 

 よく交差点類、雪が溜まるということで、自然な

ので雪に文句言うわけ、ちょっといかないので、き

ちんとやはり排雪してほしいだとか、取ってほしい

という声があります。これは道路維持管理の関係で

委託している、業者が恐らく見回って対応している

のだろうと思いますが、この点をお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 部分的な交差点の排雪に関してですけれども、町

民からの通報ほしくは業者さんのパトロールにより

まして判断いたしまして、逐次部分的な排雪は行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひ時期になりましたら、

いろいろな住民から要望があって大変だとは思いま

すが対応していただきたいと思います。 

 次に、１８９ページの道路改良舗装という形で、

２１節でしょうか、物件の移転補償費という形で計

上されております。これは物件及び土地も含まれて

いるのかなと思いますが、その内容等についてお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 中身としましては、Ｒ４年度に実施します工事区

間におけます上水道の補償、さらには消火栓の移

設、さらに下水道の移設ということで、道路工事に

支障になる部分の補償費ということで計上のほうさ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 現時点では、これは民間と

いうか、そういった私物等はないという形ですね。

確認します。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 現在のところにつきましては、公共施設、占用物

件施設の移設ということで予定しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） １９１ページの南部地区土

砂流出対策というのがあるのですけれども、昭和２

８年の大雨による被害による地域ということで、ベ

ベルイ川上流なのですけれども、これが今予算がつ

いていて、これはもう何年もやっているわけなので

すけれども、令和５年で完成になるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 土木建設班主幹、答弁。 

○土木建設班主幹（辻 秀人君） ３番髙松委員の

御質問にお答えします。 

 今年度、Ｒ５年、予算計上させていただいており

ます中身としましては、渓流保全線工ということで

７１.３９メーター、さらには土留策工ということ

で１基予定しておりまして、このうち渓流保全工の

部分で３０メーター残りまして、それをＲ６年で予

定しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 早く仕上げてもらうほど、

我々としては安心できるのかなと。依然工事の途中

で流されてしまうような状況というかが起きてい

て、みんなもそのことを心配しています。 

 続いてですけれども、その下に上富良野演習場土

砂流出対策として資料のナンバー９にもあるのです
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けれども、河川の解析を行うために航空測量により

地形の実態把握に努めるというかを行うということ

がありますけれども、これは演習場全体について航

空測量を行い、地形でＳＥとか、そういうのをして

いくようなところが起きてこないかどうかというこ

とを調べて、河川の改修、小さな中小河川の改修を

するというような話を聞いたのですけれども、それ

は何年くらいかけてやる事業なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ３番髙松委員の演

習場の土砂流出に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 令和４年度におきまして、構造物、いろいろな河

川の構造物の調査、それとセスナを飛ばしまして、

上空からのレーザー測量、令和４年度で行いまし

た。そのデータなりデータ調査内容は調べた、取っ

たというだけで、その解析がまだ行われておりませ

ん。それを令和５年度におきまして、今ある演習場

の中のいろいろな河川がどういう状況にあるのか、

構造物がどのような状況にあるかというところで、

次年度以降の整備、緊急度も考慮した中で演習場内

の河川の整備計画を立てていく予定となっておりま

す。ですから、令和５年度におきましては、資料整

理という期間になります。それによってもう１年調

査が出る可能性もありますし、すぐもうひどいから

ということで整備に入るかはこれからの資料のまと

め方次第だと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） ということは、５年度のそ

の間でやれることと言ったら、我々に見えるような

ことが起きてくるということではないということで

すね。ある意味、例えば車が多く入るとか、砂利を

運び始めるとか、そういうことは全くないと考えて

いいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ３番髙松委員の今

年度何をやるかという事業内容のことなのですけれ

ども、あくまでも取った空からのデータと現地調査

を行った結果をまとめる年度となっております。そ

れを受けて今後の方向を決めていきたいなと考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 先ほどの島津公園のザリガ

ニ釣りの件なのですけれども、令和５年度、町の方

針としては危ないからザリガニ釣りのシステムは全

部禁止するという方向性でいくのかお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番元井委員ザリ

ガニ釣りの関係なのですけれども、いかんせん自分

聞いたのが、ちょっと今日が初めて情報を得たとい

う中で、子どもたちがどのような体制というのです

か、近くまで行っているのか、その辺も管理人さん

に聞きながら、もうちょっと柵を高くするのかだと

か、ちょっとそこを現場サイドと確認しながら検討

していきたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 管理人さんのほうで竿とか

バケツとかを貸出して、ザリガニを釣るところには

看板、ザリガニ釣りやってます、やりたい方は管理

人室で竿とバケツと用意していますので来てくださ

いという、何時から何時までやってますという形で

やっていて、非常に子どもたちに喜ばれて、もう賑

わっている企画なので、もうぜひ公園としてはそれ

を続けていってもらいたいと思っているので、

ちょっと安全対策に関しては、そういった柵が必要

とかちょっとあると思うので、その辺を安全にでき

るように検討していただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番元井委員の今

後のザリガニ釣りの在り方についてでありますけれ

ども、管理人さんと調整しながら安全面を確保し

て、限られた時間の中で対応できるのであれば、そ

のような方向で進めたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今課長答えられましたけれ

ども、外来種は、例えばそれを釣って、そしてお持

ち帰りになったら大変なことですよ。外来種が、例

えばそこで遊んでいるならいいです。遊んでいて、

そして１匹ポケットにでも何か入れて持っていっ

て、自分のところ、池でも何でもいて、それが増え

ていったら、今いろいろな外来種で、いろいろなこ

とで問題になっていますよね。それは、やはり本

来、確かに子どもは喜びます。だけれども、それを

黙認してしまうと上富良野町は外来種のザリガニを

そのようにして釣らせて、子どもたちにどうこうと

いうこと、これ問題になるかもしれませんよ。その

辺どうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番中瀬委員の外

来種についての御質問ですけれども、確かに外来種

はもう大問題になっているということは認識してお

ります。ちょっとそこでザリガニの、アメリカザリ

ガニの、今島津公園で行われている遊び方につい
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て、ちょっとその辺も管理人さんと調整しながら、

持ち帰って、家の中、そこまでは厳しいと思うの

で、釣って放すくらいの話になろうかなと思うので

す。ただ、それがちょっと外に出たらというか、そ

こにいる時点で問題なのですけれども、ちょっとそ

こは、すみません、検討させてください。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えいたします。 

 いろいろと今回、ちょっと担当のほうも初めて

知ったような案件でございますので、基本的には外

来種の管理、これは北海道のほうが定めております

し、それから公園管理上の安全問題、それから当然

ですけれども、御利用者様の思いもあろうかと思い

ますので、その辺、今この場でやるとか、やらない

とかということではなくて、適切な管理が一体どこ

にあるのかということをちゃんと十分検討するよう

に進めることといたしますので、この件、特段予算

とは反映するものではありませんけれども、そう

いった、専門家の指導もそういうのが必要なのかな

という気もいたしますので、この場でということで

はなくて、今後の検討課題としてちゃんと認識しま

したということで御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 現状把握からということ

でお願いしたいと思います。 

 それでは、ザリガニ以外の件で。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １９７ページの町営住宅の

管理の中の修繕費なのですけれども、この中に電気

温水器とあるのですけれども、これ１２万５,００

０円って１台が１２万５,０００円の修理なのです

か、これ。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ２番北條委員の

住宅の修繕に関する質問についてお答えをいたしま

す。 

 予算の今回の事前要求資料一覧の資料１６に記載

の事項でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） こちらのほうに

電気温水器の修理１３件掛ける１２万５,０００円

と表示をしております。公営住宅のほうは電気温水

器が縦型の大きい３５０リットルから５００リット

ル入るようなものであったり、壁掛けのものがあっ

たり、様々な電気温水器が入っております。それら

が、例えば縦型の大きな貯水タンク付いているよう

なものであれば、１基直せば５０万円、７０万円飛

んでいくものもあり、壁掛けの缶体を修理するよう

なものであれば５万円程度で終わるといったものも

ございます。それらをこれまで修理してきたものの

平均を取りまして１２万５,０００円ということで

１件当たり置いて修繕費のほうを算出しているとこ

ろでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そんなにかかるのであれば

電気やめたほうが、電気高いのだから、電気料、そ

うであればかえってガスに取り替えたほうが利用者

側も安く終わるだろうし、上のキックインヒーター

のこの１０万円も結構なものですよ、これ。ガスに

したらそんなにかからないのではないですか、こ

れ。それをずっとこれからこれを続けていくのであ

れば、早めに交換するとか、今のところ電気料下が

る要素がないのだから、あるから続けるよりも、

ちょっとそこら辺も検討したらどうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ２番北條委員の

器具の改修、取替についての御質問についてお答え

をいたします。 

 住宅の団地にそれぞれ、ある程度、使用を統一し

て入っていただいております。あちらの部屋だけが

灯油になったよ、ガスになったよとかという仕様の

ばらつきがないように同一の条件で入っていただく

といったことを前提と考えております。その中で、

ガスの話があったのでガスに取り替えますよとなる

と、今住宅について電気の設備が入っているところ

はガスコンロなどがない、ガスの配管もないといっ

たことで、建物の本体自体に、附帯自体に大きな手

を加えなければならない改造が必要となります。こ

ういったものは補助金を入れて、その当時、整備を

してきているといった中では、まだ手の加えられな

いところでもありますので、入居者の方にもそこは

御理解をいただいて利用していただくしかないと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 言っていることは分かるの

だけれども、これ、だけれども１台が１２万５,０

００円の修理代って、内容は何の修理なのですか、

温水器の。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 電気温水器の修

理につきましては、何の修理を何件やったよという

のは、ちょっと手元にないのであれなのですが、電

気温水器でこれまで修繕してきている内容といたし

ましては、壁掛けのものであれば缶体の修理……。 

（「ヒーターですか」と呼ぶ者あり） 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ヒーターでは、
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銅でできている缶がぐにゅぐにゅとなっていて、そ

こに熱でできて温める、ヒーターで温めるといっ

た、缶にピンホールが開いて、それをユニットとし

て交換するよといったものなのです。同じく缶が開

いても手の届かないところだったら本体丸ごと取り

替える場合があります。また、北條委員がおっしゃ

られたように、ヒーターが壊れたといったものもあ

ります。あと、大きな貯水タンクのものであれば、

熱のヒーターがものによっては２本入っております

ので、これを取り替えましたよといったものもあり

ますし、缶体に穴が開いてしまった、こういったも

のになれば本体をそのまま取り替えなくてはいけな

いといった修理もしております。それ以外には安全

弁を取り替えたりといった修理のほうをこれまで

行ってきているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） これ、何年くらいで今まで

そういう状況が起きているのですか。修理しなくて

はならない状況というのは。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 電気温水器の修

理のスパンなのですが、どうしても機械なので修理

のタイミングというものはばらばらであります。一

般的に１０年程度もちますよと言われております

が、特に泉町の南団地、北団地、こちらにつきまし

ては水質のせいもあると思いますが、早いところで

は２年、３年といったメーカー保証の期間内に壊れ

る場合もございます。これは機械の中に入ってい

る、機械を構成されている金属の性質上のものと

なっております。大抵は１０年程度、長ければ１５

年とか２０年使っているような機械もございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それ、タンクも穴開いたと

か、今言っていましたけれども、管理の中でお湯を

１回投げて掃除とか作業出したりしているのです

か、それ。そのままずっと使っているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 温水器の管理に

つきまして、一応入居するときに管理していただき

たいものというものを冊子として入居されている方

にお渡しをいたします。一応、温水器、中にスラッ

チなどが溜まっていきますよといったところでは、

入退去があった場合、そこ一度タンクを空にしたり

もしますので、そういった中で確認のほうがしてお

ります。また、逆に水を抜いている期間が長くなり

ますとさびが発生したりもしますので、なかなか難

しいところではありますが、メーカーの取扱いの説

明書では月１回程度、排水を確認してくださいね、

安全面を確認してくださいね、半年に１回はタンク

を空にしてくださいといったことが取扱説明書のほ

うには載っております。説明書のほうは入居者のほ

うにもコピーを渡しておるところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） すみませんけれども、

ちょっと逆らうようで悪いのですけれども、二、三

年で壊れるのならメーカー保証ないのですか、そ

れ。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） 先ほども申し上

げたとおり、二、三年程度であればメーカー保証の

範囲内で無償で対応していただいているところでご

ざいます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうしたら修理費ではない

ですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ２番北條委員の御

質問にお答えします。 

 確かに２年で壊れたものに関しましては、修繕費

の対象とはなっておりませんけれども、壊れた一例

ということで説明させていただいたということで御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 例として挙げたというこ

とで。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、３時１５分。 

────────────────── 

午後 ３時０５分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ほか、８款土木、ございますでしょうか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １９７ページの修繕料なの

ですが、これは現在把握している部分についての、

現時点での予算かと思います。当然かなり修繕が求

められる部分も中には出てくるかと思いますので、

この点は当然、対応ということは当然あり得るとい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 先ほどの資料１６のところと同じ関係ということ

でよろしいでしょうか。全体的な部分ということ

で。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○町民生活課長（山内智春君） 実績に基づきまし

て、今回修繕費のほう、経常経費のほうを積み上げ

させていただいておりますが、住宅等でございます

天候や様々な要因で、これ以外にも大きな修理が出

る場合もございますので、そのときには緊急性の要

するもの、緊急性の要しないもの、判断しながら対

応していきたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 次、ここの１２節の委託料

であります。これ、団地内除排雪という形になって

おります。今シーズンは特に非常に雪が多いという

形になっておりますが、場所によっては積み上げた

雪、なかなか除雪、排雪という形で行われていない

部分もあります。今回、対応された部分もあります

ので、ただ、入居者にとったら、積み上がった雪が

そのままということにはならないかと思いますの

で、そういうことを考えたら、他の団地も全ての団

地も含めてなのですが、こういった除排雪の経費で

十分対応できるのか、十分対応できないとしても対

応できるような考え方があるのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 経費につきましては、十分な回数分を確保してい

る予定ですが、本年のように突然１２月に大雪が

降ったとかいう形で足りなくなる部分、基本的に大

丈夫な部分は職員で何とか対応する部分はございま

すけれども、予期せぬ大雪、時季外れの大雪等ある

と、ちょっと時期がずれたり、本年にいたしまして

も、本来であれば除雪、排雪に関しましては、もう

ちょっと早くやる予定だったのですが、業者のほう

が、さすがに手持ちではできませんので、ちょっと

予定が狂ってしまって、ちょっと遅くなったという

ことはお詫びを申し上げて、６年度の予算について

は御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） １４節で工事請負費です。

ここに宮町団地屋根ほか外壁の改修という形で載っ

ております。この計画書を見ますと、今年度はここ

でありますが、６年度、７年度という形の中で、も

う東町団地という形で計上されておりますが、西町

団地というのは、まだここの改修までいかないよう

な状況ですか。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ７番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 公営住宅の長寿命化計画の中で西町においては

ちょっとまだ年度のほう見ておりませんが、損耗道

のほうを見て計画のほうにいずれも盛り込む形にな

るかと思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 同じページの住宅建設費

で、１４節工事請負費で南団地５号棟が建設されよ

うとしております。この点でお伺いいたしますが、

非常に管理戸数、この資料を見ましても、古くなっ

たりだとか人口減少などによって、空き家という形

の中で増えるという状況になっております。今回、

南団地に建つわけですが、十分入居される可能性と

いうのはどのくらい、率として見られているのかお

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 現段階では、もう確定しているというか、５号棟

に入りたいという方はまだいらっしゃいません。た

だ、建設終了後に入居募集かけたいと思います。

ちょっと家賃のほうの設定とか、完璧に決まってい

るわけではございません。入居の募集に関しまして

は、随時、建てたものを空けておくわけにはいきま

せんので、随時募集をして進めてまいりたいと思い

ますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 現時点で奨励的な話するということにはならない

かもしれませんが、今後西町と扇町等の公営住宅が

相当老朽化してきておりますので、そういった管理

戸数の位置付けというのも当然計画の中でローリン

グしたりだとか見直ししていかなければならないと

思いますのですが、最終的に今考えられる総体的な

管理戸数というのはどのくらい想定されているのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ７番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 最終的な長寿命化計画の中での考えというのは、

Ｒ１２年で３００弱の２９７程度の管理戸数という

ことで、今のところの計画はそちらのほうになって

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 関連ございますか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 泉町の南団地の、１９７

ページの工事請負費の関係で、たまたまこちらは、
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補足説明資料は１３番、それから４９ページ、これ

外構整備とあります。１５４万８,０００円、この

分については、昨年我々議員で見に行った場所の地

場が非常に生えが悪くてどうするのだみたいな話に

なっていましたけれども、その部分のことですか、

これ。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番中瀬委員の

泉町南団地の外構整備工事に関する質問についてお

答えをいたします。 

 令和５年度に行います外構の図面につきまして

は、予算の説明資料４９ページ、ナンバー１３に補

足説明資料を載せております。この中で緑色に着色

された部分に吹き付け６９５平米を行うといったも

ので、令和４年に見ていただいた場所は含まれてお

りません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 昨年度芝の状態が悪かった

部分というのは、今年度何らの形で補修はされると

いうことなのでしょうか。我々が見たときには、こ

れではだめだよなと思っていたわけですけれどもど

うなのでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ４番中瀬委員の御

質問にお答えします。 

 行政視察、見ていただいた後にも、私ども芝の状

態を引き続き見ておりましたが、最終的にはちょっ

となかなかいい感じの芝にならずにということと、

雑草が強かった部分ありますので、雪解け以降に、

昨年の工事の続きということで、補修工事というこ

とで対応してまいりますので御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 関連で、要求資料の資料１

２番で、全体の町営住宅の管理戸数や何かが載って

います。これが３８９戸のうち、今入居者数は３０

１ということで、先ほどの答えではちょっとあまり

聞き取れなかったのですが、将来は２８９戸くらい

で管理していくということだったと思いますが、

今、極端に言ったら、結構八十何戸が空いていると

いう認識でよろしいのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 管理戸数２９７ということで、すみません、滑舌

が悪く申し訳ありません。委員おっしゃるように２

９７と言ったのですが、この戸数に関しましては、

古い住宅にも住まわれている方そのままいますし、

これから継続して使っていこうというところが逆に

空いているような状況になっております。これか

ら、先ほど言ったこの計画に基づいて、使わなくな

る予定のところは引いて、最終的に使えるところを

残してという形の計画の２９７なので、空いている

というか、もう入居を進める予定がないところも含

まれているということで御理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そうすると、分かりまし

た。それで、今実際に政策空き家だとか、そういう

ような形で丸っきり入居ができない場所と政策空き

家みたいなところと、それから入居者がいないとこ

ろというような分類というか、もし分かれば教えて

ほしいのですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 すみません、ちょっとその分類は今持ち合わせて

いないので、後ほど用意させていただく形でよろし

いでしょうか。 

（「いや、後ほどいいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） その数字が知りたいのでは

なくて、実は建設省か何かで、要するに空き家や何

かがある、公営住宅で空き家や何かがあるところは

子育て世帯にも開放していくというような方針が出

されているみたいなのですが、うちの町はそういう

ことは考えているのかどうかを、ここが聞きたかっ

たのです。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ６番中澤委員の

子育て世帯に対する公営住宅の入居に関する御質問

についてお答えをいたします。 

 正式にまだ国のほうからは通知のほう来ておりま

せんが、新聞報道などを見るところによりますと、

入居の際の優遇をするといったことになっておりま

す。具体的に言うと、競合した申込みがあった場

合、優遇して入れるような施策を取っていくといっ

たものになります。 

 上富良野町では入居者選定の際の点数表と言うの

ですか、住宅の困窮度を測るためのポイントをつ

くっておりまして、その際に子育ての世帯であった

り、ひとり親家庭であったり、そういったところに

は子どもの人数とかに応じてポイントが加算される

ようになり、他の申込者よりも優遇をして受付をし

ているといった実態になってございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、８款土

木費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 それでは次に、１９８ページから２３５ページま

での９款教育費の質疑に入ります。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） まず最初に２０９ページの

西小学校の電気設備改修と、それから同じく上富良

野中学校も同じくあるのです。これの内容をちょっ

と教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 西小学校の電気設備については、開閉器の交換に

なります。上中の工事については、アース、抵抗の

ほうの工事になります。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 西小学校の校堂の暖房機で

すか、これ。今まで４台だったのだけれども、また

同じく４台なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 西小学校の暖房機、ＦＦの温風暖房機４台で暖房

しているのですけれども、今年度１台壊れてしまい

まして、急遽予備費で交換したところです。残りの

３台を新年度の予算で交換する予定なのですけれど

も、大きさ的には現行使っていたものよりも多少大

きくなりますので、暖房効果は今よりは上がるかな

と考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） １台の施工費はこれの３分

の１ということですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 ３台分の金額になっておりますので、３分の１と

いうことになります。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ２３３ページ、体育施設費

のパークゴルフ場管理費につきまして御質問いたし

ます。 

 委員会等で十分に説明はいただいておりましたけ

れども、改めて確認の意味で、多くの利用者からお

顔を拝見するたびに、パークゴルフ場の利用者、特

にプレイヤーにおかれましては、ちょっと苦情じみ

たような御意見を多く頂戴しております立場からし

て、今回計画を策定されましたけれども、利用者の

理解というのは一定程度得られているという理解で

よろしいでしょうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ９番佐藤委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 パークゴルフ場の次年度の整備内容等につきまし

ては、先の予算説明資料等にもお示しをさせていた

だいているところでございますが、この間、それぞ

れパークゴルフ等に利用しております団体、三つ、

ゴルフ協会または愛好会の団体の代表者の皆さんと

も現状の確認または整備手法等についても意見交換

をさせていただきまして、なおかつ利用者の方々か

らもアンケート等もいただく中で整備、改修等の強

い御意見等もいただいておりましたので、今回年次

的に整備をさせていただくことで今予定していると

ころでございまして、内容等につきましても、それ

ぞれ愛好団体の皆さんとも意見交換させていただい

ておりますので、今後改めてシーズンに向けまし

て、その皆様とも相談をまた引き続き進めていきた

いと考えているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 砲台グリーンを撤去して平

らなグリーンにしてほしいであったりとか、グラス

バンカーにしてほしいという御意見も結構あったの

ですが、これら、ちょっと私の見た感じ、５か年計

画で整備するようなイメージでいるのですけれど

も、とりあえず令和５年度に関しては、そういった

ことは考えておられないということでよろしいで

しょうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ９番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 砲台グリーンですとか、あとグラスバンカーにつ

きましては、アンケートも取って、要望たくさんい

ただいているところでありますが、今回につきまし

ては、補足説明資料で記載のとおり、ラベンダー

コースの芝生を全面的に改修するということでござ

います。また、砲台グリーンにつきましては、斜め

のところと言いますか、そういったところに関して

は、通常の維持管理の中で専門家の話によります

と、芝生の種をまき続けると言いますか、スコップ

で刺してまき続けるような形で、植え続ければ芝生

が生えてくるようなことにもなりますので、そう

いったものについては、通常の維持管理の中で進め

てまいりたいと考えておりますし、グラスバンカー
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のほうにつきましては、暗渠等の調査も進めていか

なければなりませんので、その件に関しましては、

ちょっと次年度以降ではないですけれども、状況を

確認しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） 砲台グリーンの撤去と言い

ますか、平らなグリーンにすることと、あと、グラ

スバンカーについては検討事項として継続的に検討

しながらということで理解いたしました。 

 早期のオープンを求める声もやはりありますが、

この辺はやはり春の雪解け後のかなり軟弱な状態で

プレイされると、せっかくのこれら計画が台無しに

なってしまいかねないというような元での判断とい

うことでよろしいでしょうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番佐藤委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 これまでも利用団体、愛好者の皆様と意見を交換

する中で、早い時期にプレイをしたい、遅くまでプ

レイをしたい、いいコースでプレイをしたい、様々

な御要求をいただいたところでございますが、一番

私どもの芝の管理の上で大事なことは、芝をきっち

り養生する、芝の管理をきちんとするということが

まず基本なことに私どもも立ち返りました。そのこ

とによりまして、今回は利用団体にもこれからきち

んとまた説明してまいりますが、ここから、令和５

年度からスタートするパークゴルフ場の整備につき

ましては、今条例で定めておりますパークゴルフ場

の管理条例に基づいた期間内においての整備を目指

すということで、大変利用者の方にはそのような要

望についても意見はいただいてはおりましたが、芝

の養生を第一にということで皆さんにも御理解をい

ただきながら、今後町の整備を進めていきたいと考

えていることを十分御理解いただけるように説明し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、基本的なことをお

伺いするのですが、令和５年度においてはラベン

ダーコースはもう１年通して使えないという、使用

できないというスタンスなのか、ちょっとお伺いし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番元井委員の

ラベンダーコースに関しての御質問でございます。 

 補足説明資料にそれぞれ芝生の改修ということで

４種類の施工を今やろうとしてございますが、それ

ぞれ作業日数が２日程度ということで考えてござい

まして、その２日間に関しては、ちょっと、さすが

にコース入れなくなりますが、１番から３番が５月

の施工ということで、イメージとしては上旬、中

旬、下旬みたいな形で２日間ほどちょっと止めるの

ですけれども、基本的には施工が終わりましたらす

ぐ使えるようなことで、そういった施工を考えてお

りますので、１年通した閉鎖ということは考えてお

りません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １番元井委員の御質問に

補足説明させてください。 

 住民の皆様からは、やはり通年を通じてパークゴ

ルフを楽しめることを望まれている声も大変いただ

きました。そういうことで十分私どもも利用者と、

あと施工業者、管理業者ともアドバイスをいただき

ながら、より町民の皆様にコースを休ませず、芝を

養生しながら町民の皆様にプレイをしていただい

て、来年２０周年を迎えることから、パークゴルフ

場を、これをまたスタート１年ということで５か年

かけてコースを整備し、皆様に愛されるコースにす

るということで、皆様の利用も一部、期間としては

コースを閉鎖する日程もあると思いますが、そこも

十分説明をしながら皆様に御利用していただけるよ

うに説明していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） コースをずっと閉めるとい

うわけではなく、利用者の期待にも応えて、作業す

るときだけ休むというスタンスはすごくいいと思う

のですが、その一方で作業して翌日にもう踏みつけ

る、ちょっと私素人なので分からないのですけれど

も、踏みつけたりすることというのはあまりよくな

いのではないかなという考えも素人ながらあるので

すけれども、そういったところはもう、１週間程度

寝かせると言ったらあれなのですけれども、そう

いったことというのは、そういうのだったら十分に

利用者とかも納得いくことだと思うのですけれど

も、次の日に踏みつけるとか、そういうのは全然影

響は大丈夫なのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

今ちょっと御相談している専門業者のほうに確認

取ってございますが、こういった芝生の改修につき

ましては、通常、ノーマルにちょっとやられている

ような改修と言いますか、日常の管理という部分

で、旭川のちょっとよさげな芝のいいパークゴルフ

場については、通常やられている管理だということ



― 124 ― 

でお聞きしていまして、こういったところで２日間

作業ちょっと入って、その後通常どおりプレイさせ

るというのは通常あることだと聞いておりますの

で、ただちょっと、まだ施工として今やったこと

が、上富良野町のパークゴルフ場でやったことがあ

りませんので、場合によってはちょっとやめるとい

うことも業者と相談しながらということにはなるか

もしれませんが、今のところ、この作業期間の間で

終えて、すぐさま使えるようなことで予定をしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） これ、１業者はもう決まっ

たわけではないのでしょう。だけれども、管理する

人が素人ではできないのだから、相談はするところ

があって、また工事発注するところは別でとなった

ら、また変わってくるのではないかと思うのだけれ

ども、そういところはちゃんとなっているのですよ

ね。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ２番北條委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 今回パークゴルフ場の改修等の関係で、それぞれ

今回専門業者ということで、町のこのパークゴルフ

場を当初整備施工しました事業者のほうに今回、当

時の芝の施工の状況だとか現状などを見ていただき

ながら、通常、その事業者さんも各地のパークゴル

フ場を管理施工されているということで、そこら辺

のアドバイスを受けながら、今回事業計画のほうも

立てさせていただきました。この事業の執行に当た

りましては、当然ですけれども、競争入札的な部分

の契約を予定してございますので、あくまで町のほ

うでこの施工計画をもって、仕様書等をもって執行

には当たっていきたいと考えているところでござい

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 言っていることは分かるの

だけれども、それであれば、これ全部で２７ホール

ですか、これ全部そこの業者がやるという考え方で

いいのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ２番北條委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 今現在、年次的に同様の補修等を年次的に予定し

ておりますけれども、整備としては毎年度の事業委

託的な部分を今予定しておりますので、予算執行に

おいては事業者が変わる可能性はないとは言えない

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 何かそうであれば、管理す

る人が専属にいなければ、後々まで芝がもたなくな

るのではないかと思うのですけれども、その辺はど

うなのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ２番北條委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 今御質問のありました芝の管理面でございますけ

れども、今回この芝の改修の部分に合わせまして、

その中に今回芝を管理します経費等も実は今回計上

させていただいておりまして、今現在指定管理者制

度に基づいて、通常の芝の管理は指定管理者が管理

してございますが、今回行います施工の方法の部分

につきましては、方法を施工すると同時に併せて通

常の芝の芝刈り、または散水だとか、そういったも

のもしっかり併せて施工することが芝の育成上必要

になってございますので、既存の指定管理者の管理

などもしっかり管理していく部分も含めて、今回委

託業務として考えてございますので、一体的にやっ

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） この間、議会側から、そし

て多くのプレイヤーの方からの要望、また、昨年の

アンケートを含めて、本当に早期着手で、ある意

味、驚きつつも、非常に喜んでおります。教育長、

町長、ありがとうございましたということで、今回

Ｒ５の予算においては、   事業ということで３

９０万円ほど掲載されておりますが、次年度以降、

まだそういった部分は白紙になっていますが、この

後も５年間という中での継続的な事業ということ

で、調整交付金の対象事業ということで、完成まで

の間、そういった要望事項が要望できるのかどう

か、まず確認させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ８番荒生委員の御質問

にお答えいたします。 

 財源のことなので、ちょっと私のほうから御説明

させていただきます。 

 今回の調整交付金３９０万円入っている部分につ

きましては、この補足説明資料の芝刈り機とグリー

ン用自走芝刈り機の更新に対しての調整交付金であ

りまして、この整備費については一般財源で対応し

ていくということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか、荒生委

員。 
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（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 先ほどの答弁で言われて

いたのですけれども、どこかのコースを止めないで

やるというこの整備計画は非常に画期的だと思うの

ですけれども、我々が視察に行ったとき問題あった

のはグリーンが傾いていて枯れるというのもありま

したよね。要は一番大事なのはグリーンだと思うの

ですけれども、この施工方法でやって、傾いたとこ

ろも直すのか、あるいはそのままなのか。そのまま

でも芝は多分生えてくるだろうということだと思う

のですけれども、そこを確認したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １０番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回ラベンダーコースを改修するということでご

ざいますが、フェアウェイ、ラフ、グリーン、全て

において改修していくということでございまして、

先ほどちょっと申し上げたのですけれども、斜めの

ところについては、やはりちょっと水が流れたりと

かというところもありまして、なかなか根っこが、

芝生が生えないというようなこともありますので、

そういったところもちょっと工夫しながら、施工の

ほうはされていくのかなというところはあります。

また、施工の中で翌年度の芝の新しい種の、生やす

ための筋切播種という施工があるのですけれども、

そちら芝生のほうに切り込みを入れて新しい種をま

いていくような施工もしますので、そういったとこ

ろで砲台グリーンを緑にしていくようなことで施工

されていくのかなということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２０３ページの特別支援事

業、支援教育事業で委託料のところ、１２節、訪問

看護派遣という形の予算が計上されております。具

体的にこの訪問看護派遣というのは、どういう支援

の中身になっていくのかお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 訪問看護の委託については、学校に５年度に医療

的なケアを必要とするお子さんが入学する予定と

なっておりまして、胃ろうですとか痰の吸引ですと

かというものを訪問看護のほうから看護師を学校に

派遣していただいて、そういうケアをしていただく

ということを考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、時間数で言

えば、恐らく状態によって学校にいる時間数という

のが変わっていくのかなと思いますが、通常でした

ら五、六時間という形になっていくと思いますが、

この特別支援ということですから、どういう時間数

を過ごすことになるのか、この点、同時に恐らく保

護者が付く場合もあるのかなと思うのですが、その

点も分からないのでお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 訪問看護をお願いする時間については、今のとこ

ろ予定では１日１時間半の派遣を考えております。

実際に今こども園のほうでもそのような形でケアを

しておりまして、想定されるケアに必要な時間とい

うことで予算を要求しております。実際に学校が始

まって、例えば時間が足りないとかということも出

てくる可能性がないわけではありませんけれども、

今のところそのような計画で考えております。 

 保護者については、学校でどうしても対応できな

いような場合というのは、当然保護者に来ていただ

くということも想定しておりますけれども、基本的

には通常の生活の中では保護者に、送迎はしてもら

いますけれども、学校にいる時間内に保護者に来て

もらうということは考えておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 万が一、緊急の場合という

ところも想定した対応になっていると思いますが伺

います。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 当然学校のほうでもマニュアルをつくって、緊急

時にはどういう対応をするとか、緊急時以外にも、

本当に日常的にも細かく、朝どういう対応をする、

本当に１日のスケジュールに合わせて細かいケアを

考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 同じページで教育相談事業

という形で予算が載っております。これは説明資料

では教育支援センター設置に関わる予算という形に

なっております。まずここでお伺いしたいのは、３

名の会計年度任用職員という形で予算も計上されて

おります。そのうち地域おこし協力隊の方が１名な

のかな、という形になっておりますが、この地域お

こし協力隊、心理士ですか、この部分については人

員の確保はどうなっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ７番米沢委員の

御質問にお答えします。 
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 予定の職員については既に確保できております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、この不登校

ということで、非常に社会的にもいろいろな傾向が

ありまして、上富良野町も比較的多いというような

ことにもなっております。ここの支援センターの設

置、役割というものが事業内容として大まかに書か

れておりますが、いま一度、この事業内容等につい

て、どういう支援がされるのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 心の教育担当主幹、答

弁。 

○心の教育担当主幹（松田 剛君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 共通資料２－１補足説明資料ナンバー１４という

ものが、カラフルな印刷物がありますので、そちら

を御覧ください。 

 通常ですと教育支援センターと言いますと、学校

になかなか行けない子どもたちが学校ではない居場

所で、そこで安心して過ごしていくような、そんな

ような意味合いが大きいのですけれども、上富良野

町の場合は、さらに学校のほうの先生方と協力し

て、いろいろなことで困っておられるお子さんたち

や御家族のサポートをしていこうということで、こ

の資料、２ページにわたっております。 

 最初に御説明した役割が２ページ目のもので、人

とのつながりをそこで大事にするような活動をした

り、もしくは学習をしたいという場合であれば、分

からなくなってしまったところまで立ち返って教え

てあげられるような環境をつくったりということも

考えております。 

 学校に戻すというようなことが目的ではなくて、

そこで安心して過ごすことで元気を取り戻して、学

校に戻りたいのであればそういうサポートもします

よという意味合いです。 

 ２番目にお話した、その学校の先生方と協力する

ということに関しては、１枚目の資料に書いてある

のですけれども、中学校においては学校お休みが多

くなってきたときに、先生方とどういう対応ができ

るかということを話し合う機会を持ったり……。 

（「２枚目の資料がない」と呼ぶ者あり） 

○心の教育担当主幹（松田 剛君） ないのです

ね。すみません。資料がなかったのですね。 

（「ある呈でお願いします」と呼ぶ者あり） 

○心の教育担当主幹（松田 剛君） ある呈で。 

 中学校においては、そのように休みが多くなって

きたら先生とどのように対応していけばいいかとい

うのを保護者と先生と支援センターの職員で話し合

う機会を持ったり、小学校においては特別支援の

コーディネータの先生がいらっしゃいますので、学

校の中で困っている、どういうことで困っているの

かというのを特別支援コーディネータの先生と支援

センターの職員が情報を共有して、どういう対応を

していけばいいかということまで話し合っていく

と、そういう二本立てで考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大枠、再度確認させていた

だきました。専門的なところもありますので、分か

らない部分がありますが、ただ、やはり学校に行く

ことを前提ではなくて、ここで過ごして、本人の自

主性に重んじて、任せて、どういう形態を取るのか

が、学校に行きたいのか、もしくはここで過ごした

いのか、その状況を先生やこの支援員あるいは現場

との関わりの中で対応して、よりよい環境の中で、

この子どもたちが過ごせる、そういう中で自らの力

を本当にやはり目覚めていくというか、力を付けて

いくと、そういう方向の動きを支援するという、そ

ういう状況なのかなと思います。分かりました。確

認いたします。 

（「おっしゃるとおりでございます」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（岡本康裕君） おっしゃるとおりだそう

ですが。米沢委員、今のことについて質問はいいで

すか。関連行っていいですか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、教育支援センター

について、公民館の２階を教育支援センターにする

ということで、建物的な改修とかというのはどのよ

うになっているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １番元井委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 今現在、教育支援センターの場所としましては、

公民館２階の研修室ということで、２階の北側にあ

る研修室になりますが、そこを今占用するというこ

とで予定しておりまして、基本的には既存の建物、

部屋の状態のまま使うということで、そこに必要な

机含めて指導と、また事務等に必要な機器等を備え

まして、またそこでは子どもたちの学習できるよう

な、そういったデスク関係も用意させていただきな

がら、そこで学び、または体験だとか相談、そう

いったものに対応していきたいと思っているところ

でございます。 

 また、場所が公民館、いわば図書館等も併設して

いるということもございまして、そういう意味では

お子様たちの活動等にも多用途に対応できる場所か

と考えているところでございます。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） これ、その部屋の改修の図

面とか、そういったのはもうできているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １番元井委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 改修というようなイメージではないのですけれど

も、既存の今の部屋をそのまま利用するという形で

ございますので、大きく部屋を改修したりというこ

とではなく、備品関係を購入して備えつけるような

形を今予定しておりまして、そこら辺の部分の配置

関係については、今こちらのほうで準備して、新年

度に向けて準備をさせていただきたいと考えている

ところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） この教育支援センターの設

置、開設のスケジュール等はもう本当４月から始ま

るのか、どのような感じになっていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １番元井委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 今現在、予算等も計上させていただいております

が、必要な人員の確保については、今進めてござい

ますので、４月１日よりセンターとしては動き出し

たいとは考えてございますが、実際のところ、物の

用意含めまして、またセンターの機能としても一定

程度そこら辺の準備期間が必要だと考えてございま

すので、実際お子様などをそこにお受け入れできる

期間としてはおおむね２か月程度は必要かと考えて

いるところでございまして、その間につきまして、

このセンターの機能等について、学校関係またはそ

ういった保護者関係にしっかり周知をしながら、セ

ンター機能を生かしていきたいと考えているところ

でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） では、すごくいい取組だな

と思って、楽しみに期待しているのですけれども、

この教育支援センター、公民館の２階の部屋で、そ

の不登校とかの子どもたちが来て、その場所で勉強

なりするスペースと、親御さんだとか御家族の方、

学校の先生とかが来て、会議、相談するスペースが

仕切られているのかどうか分かりませんけれども、

そういった一部屋の中にそういったスペースとそう

いった会議というか相談できるスペースがあるとい

うイメージで大丈夫ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） １番元井委員の

御質問にお答えします。 

 今元井委員がおっしゃったとおり、パーティショ

ンで区切ったりですとか、あと、たまたまそこの部

屋に隣に小さな部屋が続きでありますので、そちら

の部屋を個別の相談室に使おうということで今考え

ております。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ちょっと質問忘れていたの

ですけれども、重なる指導、重なるということがあ

るのかないのか分かりませんけれども、向こうから

保護者らと一緒に来てとか、個人が来て、そこでい

ろいろと指導を受けるという場合、複数の方がそう

いったところに来るという可能性というのはあるの

だろうと思うのですが、そういった場合のいろいろ

と対処の仕方というのもあるのかなと思います。そ

の点はどのようでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 心の教育担当主幹、答

弁。 

○心の教育担当主幹（松田 剛君） ７番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 当然ながらそういったことも起こりうると思うの

ですけれども、中には一人でいたいというお子さん

もいらっしゃいますし、いやいや全然ほかの子と接

してもいいよというお子さんもいらっしゃいますの

で、ほかの子と接していいという子たちが集まるよ

うな感じであれば、そこで意図的に小グループを設

定して、それでみんなで上高に進学して、お互いに

支え合うみたいなことも今までもありましたので、

お子さんの様子を見ながら、御本人の意思を確認し

ながら、丁寧に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） あそこの場所、図書ですか

ら、ああだこうだ言いたくありませんけれども、た

だ雰囲気的に、場所的に、ちょっとそういう子ども

たちが来たときに安心して過ごす雰囲気だとかいろ

いろありますよね。広さだとか狭さだとかというの

が、本当にぎりぎりのところで設置されてやってい

ると思うのですが、恐らく設置面積だとかそういっ

た基準は恐らく一切ないと思うのですけれども、そ

ういった安心感を持ってもらうための、やはり一定

の面積というのも必要になってくるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 教育支援センターにつきましては、今この設置運

営については補助金をいただきながらの運営を目指

しておりますが、今教育支援センターに人に対して

の面積設置とかは今基準がないので、まずはその辺

についても十分確認しながら進めていこうと思って
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おります。まだうちも何人の方が毎日来るのかとい

うのがまだ決まっていませんので、それについては

運営しながら内容等確認していきたいと思っており

ますけれども、まず公民館が１番私どもとして今候

補地としてありましたのは、本来であれば社協セン

ターが今子どもセンターに１年間使っているので、

あそこがあと使えるといいなというのもあったので

すが、やはりうちのスタッフからも十分話をしてい

くと、公民館ですと土足で、あそこは人目につかな

いで図書館の利用者の方と２階にまっすぐ実は階段

で上がっていけると。肢体に今のところ不自由な方

はいらっしゃらないようなので、まず２階で、北側

の部屋でしたら全くほかの空間とは区別されている

ので、まず個人のプライバシーも守られる、そして

各和室、あと研修室、畳の、カーペットの部屋もご

ざいますし、テレビの付いたお部屋もありますし、

割と今公民館、定期利用が迫っていませんので、空

いている部屋も十分有効活用した形で、昼間子ども

たちにあそこを有効活用して、この教育支援セン

ターの業務をすることが、うちの教育委員会の施設

の中では一番有効的活用ではないかと。社協セン

ターはやはり子どもたちが昼間は学校行っています

けれども、やはり活動等で多くの子どもたちが出入

りしますので、やはりそこで子どもたち同士が会わ

なくてもいい、そういうことも配慮すべきではない

かというのもありましたので、今のところは今回公

民館を第一候補として有効活用させていただいて運

営していこうと考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ページ２２５から６にか

けての図書の購入についてです。購入に当たり、規

約とか、あるいはマニュアル的なものがあるのかと

いう質問なのですけれども、私は思想的にも宗教的

にも党派的にも平等くらいの本があったほうがいい

のではないかと。どちらかに偏る図書館はあまりよ

くないと思っています。そういった観点から、そう

いったマニュアル等がおありなのかお聞きしたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １０番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 図書の購入の基準みたいなことでよろしいでしょ

うか。 

（「もうちょっと大きな声でお願いします」と呼ぶ

者あり） 

○社会教育班主幹（村上弘記君） すみません。図

書の購入の基準みたいなものということでの御質問

ということで。 

（「ある、ないの確認だけですから」と呼ぶ者あ

り） 

○社会教育班主幹（村上弘記君） 今図書館におき

ましては図書館司書がおりませんので、そういった

図書の購入するところのお勧め図書というところか

ら、ある程度選んで購入しておりまして、また、う

ちの貸出の図書の種類と言いますか、貸出の出てい

るものが結構、歴史とかそういった時代劇とかそう

いった傾向がちょっとありますので、そういったも

のを見ながら、ちょっと図書のほうは職員のほうで

選んでいるような形になっていまして、特段これを

何冊かとか、そういったものは、基準等はございま

せん。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 質問の仕方も悪かったと

思うのです。例えば３年ほど貸し出しても帰ってこ

ないから同じ物を買うとか、破損とか汚れがひどく

てまた同じ物を買うとか、もう古くて誰も借りない

から破棄してその代わりに何か買うとか、何かそう

いう基準でもあるのかなと思ったのです。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １０番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 図書館におきましては、図書の除架・除籍基準と

いうものを設けてございまして、先ほど委員おっ

しゃられたように、過去に３年間貸出の実績のない

物とか発行から１０年以上経過した物等々、基準に

基づきまして図書ほうを除架と言いますか、一定期

間おきまして、廃棄と言いますか、図書館まつりの

ほうで無料配付したりだとか、そういったもので図

書を古い物は一旦除架して新しい物を購入するとい

うようなことで基準を設けて廃棄のほうと言います

か、除架のほうをしております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 難しい質問したのかなと

思って、ちょっと申し訳ないなという気持ちも

ちょっとあるのですけれども、要は先ほども言いま

したように、どちらの本も大事なのです。例えば思

想的には。最後の質問になると思うのですけれど

も、そういった本を、例えば購入するということ

で、誰が最終的に決裁しているというのですか、誰

がまず起案をつくって、最終的にこれでいいよとい

うのと、うちの図書館は大丈夫ですという話を

ちょっと聞きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １０番今村委員の御質問

にお答えさせていただきます。 
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 まず、先ほど図書の選法につきましては、図書館

の十進分類法という国が定めた図書館において町の

郷土史から皆さんがよく御存知な文学史まで定めら

れた物について図書館は用意するようになっており

ます。うちの町も委員が御質問いただいたような

偏った購入ということには今現在それはなってござ

いませんので、担当者がそれについては選本をし、

スタッフからも利用者からもどのような傾向の本が

人気があるのか、あと利用者からもいろいろとこう

いう本はないのですかという実は問い合わせもあり

ますし、総合貸借で他の図書館にうちになければ借

りるというような仕組みも対応しておりますので、

そういうことを日々リサーチして、図書の選本には

当たっていると聞いております。 

 担当者から実際に選本したものを起案し、これを

購入すると決定するにつきましては、図書館長であ

るうちの課長が最後決裁をし、私のほうにはその決

裁の報告をいただくような形で決定しておりますこ

とを御報告いたします。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） この図書の関係の件で、

そういえば以前まちづくりイベントの際でもこの図

書の購入に関して御意見をいただいていたなという

ことを思い出したのですが、専門書のような物でな

かなか自身で買うことが難しい物に関して、図書館

のほうで買ってくれる、もしくは自分が買った物を

値段付けて引き取ってくれるみたいな制度があった

らすごくうれしいというような声をいただいたので

すが、質問としては今現状そのように要望をいただ

いたものに関しての図書の購入というのは実際行わ

れているのかどうか、ちょっとその辺をお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主任、答弁。 

○社会教育班主任（佐藤根祥太君） １１番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 実際そういった専門書のリクエストですとか全般

的なリクエストについての購入は、一般書、いわゆ

る小説ですとかそういった読み物についてはリクエ

スト本購入すること多いのですけれども、実際に専

門書ですとか、ちょっと高価な物になってくると、

実際に図書館の利用を考えた上で、その後もそう

いった利用があるのかというのを参酌しながら、ま

た、先ほど説明にありました総合貸借という制度が

ありますので、北海道立図書館ないし全道の図書館

のほうからそういう当該、該当するような本があり

ましたらお借りして、リクエストした方にお貸しす

るというようなことを行っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 恐らくその私に御希望を

伝えられた方は、専門書というか、今で言うとすご

くマニアックな物というか、そういう物に関して、

ただやはり実際その図書を見たことによって興味が

広がったりした事実をお伝えいただいたもので、も

しかしたらそういう図書館のネットワークとかでも

なかなか見つからないで、かつ多くの人が読みたい

物かというとそうでもないけれども、対象者にとっ

てみればものすごく価値のある本みたいなのをやは

り取り扱ってほしいというお気持ちで御意見をされ

ていたと思うのですが、ちょっと今後そのような御

希望に柔軟にというか御対応いただけるようなお考

えがあるかどうかだけお聞かせをお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １１番小林委員の

御質問のほうにお答えさせていただきます。 

 先ほど、今担当主任のほうからも御説明申し上げ

ましたけれども、図書購入の財源等も限られている

部分でございますので、なるべくなら多くの皆さん

に本の御利用をいただきたいと考えてございますの

で、基本的にはやはりリクエストも含めて、利用に

寄与できるものを選定させていただきたいと考えて

おります。 

 今、小林委員から御質問ありました、そういった

専門書の部分につきましては、一応相談いただけれ

ばそういった総合貸借の方法等もございますので、

気軽にこちら図書館のほうにお声かけいただければ

と考えるところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ２３３ページ、運動公園の

管理に関して修繕料とあるのですけれども、これは

何の修繕なのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 ９月の行政視察のほうで見ていただきましたブラ

ンコとか滑り台とか合体した、いわゆるコンビネー

ション遊具というものが使用禁止にちょっとしてお

りまして、そちらの修理を行うということで今回修

繕費のほう計上してございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 行政視察のほうで視察して

いるので言っているは分かるのですけれども、その

下にある運動公園の遊具撤去というのとはまた別
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で、あれは修繕して、この遊具撤去というのは何に

なりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 コンビネーション遊具以外に運動公園という名の

下で腹筋をしたりだとか、あと懸垂をしたりだと

か、あと鉄棒なんかも少しあるのですけれども、コ

ンビネーション遊具を直すための見積取っていただ

いたときに、併せてちょっと遊具のほう、ちょっと

見ていただいた経過ございまして、ちょっと安全基

準的なものといいますか、少し修繕が必要なものと

いうことのリストが上がってきた経過がございまし

て、そちらの修繕料がちょっと相当な金額かかると

いうこともありまして、また使用頻度についてもそ

うないのかなということでありましたので、そう

いった運動器具系というのですか、そういったもの

の、遊具と言いますか、運動器具の物については全

部撤去をしまして、コンビネーション遊具のみを残

すということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） あそこにある遊具というよ

りかは健康のやつは全部撤去するということで大丈

夫ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １番元井委員の

御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、あそこの吾妻小屋の周り

にあると言いますか、西側にある遊具と言いますか

器具、全て撤去する予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ２２７ページ、郷土館管理

費のところでまずお聞きをしたいと思います。予算

に絡まなければならんということなので、まずは郷

土館の日曜・祝日臨時開館支援謝金９万３,０００

円です。昨年５万１,０００円くらいだったと思う

のですが、３か月間休んで何で増えているのか、あ

まずはお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ４月から７月の中旬くらいまではお休みというこ

とで補足説明資料のほうで記載してございますが、

１１月から３月の間は土日・祝日のほうについては

冬期間も開館するということで、１１月から３月ま

での間の土日・祝日については開館いたしますの

で、休んだ分と開ける分を相殺した日数ということ

で９万３,０００円のほう計上しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 分かりました。それで私が

商工費のところで聞いたら、ジオパークの拠点施設

ということで今改修されると。その中で、一応社会

教育施設として郷土館は管理運営するので、管理は

教育委員会だという押さえの中で質問させていただ

きます。 

 まず管理体制というのはどのような形になるの

か。今、日曜・祝祭日は分かりましたけれども、平

日や何かの管理体制はどのようになるのかお聞きい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 現状もそうなのですけれども、公民館のほうに職

員と会計年度任用職員、それぞれ１名おりますの

で、平日の管理につきましては、それぞれの職員が

来館者が来た場合には対応しているということでご

ざいまして、先ほどちょっと説明しましたけれど

も、平日のほうについてはその職員で対応するとい

うことでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） そういうことになると、ジ

オパークの拠点施設にはなったけれども、今までと

平日については同じ管理体制、そしてそれをジオ

パークの説明だとかは教育委員会の職員が行うと。

まずはそれでいいです。そういう捉え方でよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ジオパークに関

しましては、私ども教育委員会も十勝岳ジオパーク

推進協議会の構成メンバーということでございまし

て、推進する立場でございますので、そういったも

のの説明できるものについては、ちょっと今後の課

題かなと思って、ガイド出したり、そういった力を

お借りしながら進めていかなければならないのかな

ということで感じておりますが、現在は担当職員が

ジオパークの勉強をしながら案内等々していくよう

なちょっと予定をしてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ということは、ジオパーク

の専門的知識を持った職員、教育委員会もそれ相当

な職員がいらっしゃるということで今理解しました

けれども、そういう形で平日は対応するということ

で、そしてもう一つ、ついでにあれなのですが、土
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日・祝祭日や何かの対応というのは、これは臨時職

員でやるということなので、ジオパークの専門員は

いらっしゃらないという認識でよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ６番中澤委員の

御質問にお答えします。 

 土日・祝祭日につきましては、現状も、令和５年

度もそうなのですけれども、ボランティアの方にお

願いをいたしまして、午前と午後で交代してボラン

ティアの方に、今のところ受付だとかの管理をお願

いして、開場と施錠をお願いしているところであり

ます。今後については、やはり拠点施設ということ

もございますので、ある程度案内できるようなマ

ニュアルみたいなものを作成して、来館者来たとき

には御案内できるような体制を整えていかなければ

ならないのかなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ６番中澤委員からの御質

問に補足説明させていただきます。 

 ただいま郷土館が令和５年度からリニューアル

し、それに向けた管理運営体制についての御質問で

ございますが、今郷土館は教育施設ということで私

どもが管理し、これからリニューアルさせていただ

く準備を進めていきますが、ジオパークの展示、１

階部分については、かなりこれは企画商工のジオ

パークの担当者からも、相当レクチャーを受けるこ

と、あと指導を受けること、あと、よっては私たち

職員も含めて、少しその辺には十分連携が必要だと

思われます。 

 それと、その土日・祝日の開館についても、今は

現在ボランティアの方に謝金という形でお願いして

いますが、それはあくまでも本当に施設の開館と閉

館と受付のものをお願いしているもので、なかなか

案内というのには今現在もできる方とできない方い

らっしゃると聞いておりますので、これについてジ

オの拠点になるということで、やはりかなりジオ

パークの案内ないし２階の今度展示ブースを開始を

したことによって、そこの案内についても、お願い

する皆さんにもその辺御協力してもらえるかどう

か、その辺の研修だとか、そういう機会も令和５年

度には準備をしなければいけないということは課題

だと認識しています。 

 私、執行方針にもちょっと申し述べましたが、今

私どもには、郷土館には学芸員を配置していないこ

とから、そのような専門資格も、やはりきちんと確

保を検討しながら、先ほど中澤委員から御質問いた

だいたような運営管理体制を少し強化、拡充してい

かなければいけないという課題を持っておりますの

で、それに向けて令和５年度、この施設の改修と併

せまして、管理運営についても前向きに検討してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 教育委員会のほうからは分

かりました。理事者にお聞きします。今聞いていた

ら、拠点施設としての管理体制が非常に不十分だと

思うのですが、やはりせっかくジオパークの認定を

受けて、また再認定も目指さなければいけない、そ

して地域の活性化のためにジオパークの認定を受け

ているというようなことで、今の話を聞いていて、

非常に私は不安に思いましたけれども、そこら辺に

ついて。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 昨日も若干触れたのですけれども、ジオパークの

推進協議会のほうでそういった養成のスタイルとい

うのはジオパークのサポーターで試験を受けられて

ガイドさんがいてと。あとはボランティア団体的な

ジオクラブみたいなものがあってというような形

で、事務局以外に活動していただける方、大体その

ような構成になってございます。そういった方々に

活躍する場として、委員おっしゃるような説明する

場所、ツアーに行って案内するのも当然ガイドさん

とかサポーターさんもそうなのですけれども、それ

ではなくてそういうような場所としても、この郷土

館将来的にきちんとやらなければならないと思って

おりますけれども、なかなか職業としてガイドを

やっている方というよりは、どっちかというと本来

のお仕事ありながらガイド受かった方とか、サポー

ターやっている方がまだまだ多くて、それから５年

度から昨年予算付けていただきました白金のセン

ターの整備も終わると、あちらのほうにもガイドさ

ん、ぜひ来てくださいということで、ちょっとガイ

ドの養成自体が急務になっておりますし、さらに人

数だけではなくて動けるガイドさん、そういったも

のをしっかりと養成していきながら説明できる方を

ちゃんと置きたいということでございます。 

 それと委員から御指摘いただきました学芸員のこ

ともありますので、そういった学芸員ということに

なれば採用する場合には町の職員ということになっ

て、そういった方がちゃんと学術的な、専門が何か

はともかくとして、学術的な学芸員の資格を持って

いる方を採用することによって、今度郷土館の管理

運営もするし、ジオパークの拠点施設の解説や何か

もできるようになるということで、そういったこと
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はすぐ目の前に学芸員の人がいるわけではないので

あれですけれども、将来的にはそういった形でしっ

かりと位置付けることもとても重要なのだなという

ことで、教育長のほうでも執行方針の中に学芸員の

御言葉を入れていただいておりますので、そういっ

たところ配慮しながら努めていきたいなと考えてお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩とさせてくださ

い。 

 ほか、もし、まだありますね。暫時休憩、すみま

せん。 

 再開は、４５分。 

────────────────── 

午後 ４時３５分 休憩 

午後 ４時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開させていただきます。 

 郷土館の関連。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 今、Ｒ５の整備計画の中に

は、拝見するとトイレの修繕というのは計画内には

計上されていないのですが、利用されている方から

一部お聞きすると、特に男子トイレに水漏れがもう

既に生じているという話も伺っています。先ほど

来、同僚議員も申し上げているとおり、我々も全国

のジオパークの有名な地というのは研修等々で訪れ

る機会がありまして、やはり拠点施設というのは、

きらびやかとかということは別に既存施設を使用し

ているという自治体もたくさんありますが、やはり

ジオの上富良野、美瑛、両町で２町間事業という中

で、美瑛は副町長からも話ありましたヴォルガがあ

のように修繕をされて、上富良野、もちろん今くら

いのお金でということにはならないかもしれないで

すけれども、せっかく閉める期間が三月半あったの

だったら、なぜそういった細部にも目配りができな

かったのかなということで、ちょっと確認させてく

ださい。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ８番荒生委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 郷土館の改修等に当たりましては、次年度、令和

５年度につきましては、御説明申し上げております

改修等の関係で予定をしているところでございまし

て、その年度以降、令和６年度以降の部分につきま

しては、改めて今回の展示等を踏まえた中で、床、

２階だとかの床材の関係も実は張り替えを計画させ

ていただきたいことと、今お話いただきましたトイ

レの設備等につきましても、改修の部分を検討して

いくことで今予定しているところでございまして、

次年度以降の分につきましては、改めて内部的にも

細部検討を加えていきたいという考えでいるところ

でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） Ｒ６以降にそういったとこ

ろにということですが、やはりせっかく三月半休ん

で、また、昨年１月２８日の認定から１年半、そし

て今コロナ禍も後に２類から５類になり、交流人口

及び観光、そしてジオパークを目的に来られる、そ

ういった方々のために、もう本当に時間ないのです

よ。Ｒ７にはまた再認定受けるという、また次の

ハードルが待っています。ジオパーク、もちろん当

然ながら事業自体も推進している側として、何か今

やはり、同僚議員からの指摘ありますとおり、管理

体制及び受入体制というのが非常に不安定に感じま

す。やはり短い準備期間ということで、非常にハー

ドなことになるかもしれませんけれども、昨日来、

例えばジオの分野で質疑をすると、郷土館は教育の

ほうなのでということで、もちろんオーダーするの

は全然我々は構わないのですけれども、それぞれの

やはり思いと温度差というのがどうしてもやはり

あって、一方で土日・祝を担っていただいている、

これまでの間も郷土をさぐる会の方々とかというこ

とで、さも御説明だとガイド資格を有している方が

いるということで、その場合を伺っても、実際、一

人しかいなかったりとか、本当に大きく捉えると、

まだまだ全然充実感がないのです。 

 整備というのも含めて、トイレが１５０万円かも

しれないですけれども、やはり１階、展示物、また

エントランスから入口の看板、動線ですよね。当然

ながらお手洗いというのは、やはり利用の、かたは

別にしても必ず必要な場所だと思いますので、無理

なのでしょうか、Ｒ５の予算の中に入れるのは。い

かがでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の熱い応援

ありがとうございます。本当に一遍にやれることな

ら、ぜひやりたかったところでございます。ですけ

れども、一応展示移動をしてから、課長からも説明

あったように、今度は床も土足用の靴を脱ぐとお年

寄りとか大変なので、土足用の床張りをするとか、

そういったことで、ちょっと事業費を２か年分に使

わせていただいたというのはちょっとこっちの都合

でございまして、そういった事情があるということ

も１点御理解賜りたいなと思います。 

 それから、やはり委員おっしゃるとおり、本当に

ガイドさん、先ほども申し上げましたけれども、ガ

イドさんとかの育成、そっちについては教育委員会
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というよりもやはり推進協議会、そちらのほうのお

仕事ですから、そういった部分、できるだけ促進し

て、やはり多くの方がいないとなかなか長い時間館

内で解説をするとか、そういう時間取れませんの

で、そういった部分をまた協議会のほうにも働きか

けて、できるだけ多くの方々が、ガイドまでいかな

くてもサポーターさんだとか、あとはジオクラブさ

ん、こっちは任意の団体ですけれども、そういった

ところにボランティアを頼んだり、ちゃんと自給を

払ってお仕事に来ていただくという体制を本当に早

く整えていかなければならないというのは、本当に

言われるとおりだと思います。 

 ７年にまた調査員がまいりますので、それまでに

は一定の設備と体制をつくらなければならないとい

うことで、今課長申し上げましたとおり２か年くら

いで設備のほうは何とか整えたいということと、そ

れからガイドの育成は急務なのだなということで取

り組むようにしてまいりたいと思いますので、御理

解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） トイレはじゃあ諦めましょ

う。その代わり、来たるべく今シーズン、夏以降に

向けて、万全な体制とは言えずしても、ソフト面も

やはり充実強化が必要かと思われますので、そう

いったことで引き続き支援、応援はしてまいります

ので、１日も早い施設充実及び両町、差違がないよ

うなぜひすばらしい施設を目指していただければと

思います。それに再度お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２町で進めている事業で

ございますので、これにつきましてもバランスの取

れた取組に努めてまいりたいと思いますので、御理

解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。 

 同僚の議員も言っているように、観光推進のジオ

パーク推進のやはりやり取りが全くなって、されて

いるとは思うのですけれども、ただ、それが共有し

てどのように、本気度でジオを推進しようと言うの

だったら、やはりあらかじめそういったことを少な

くとも最低必要限、どういう配置でやるのかという

ことを決めておかなければならないと思うのです。

管轄は教育委員会、こちらはジオだという形の中

で、全くなっていないというような状況だと思うの

です。 

 日曜なんか行ったら、確かに臨時の方いますけれ

ども、説明は全くできませんから。聞いても分かり

ません。だから、そういう人を配置しているのです

から仕方がないのですけれども、その人も仕事のた

めですから、いろいろとああだこうだと話してはく

れます。そういった気持ちで一生懸命皆さんやって

いるので、そこら辺、きっちりとした体制をつくっ

てほしいと思います。 

 併せてお伺いしたいのですが、これ郷土館の２階

ということになれば、現在の展示物はどうなるので

すかという話なのです。これ、どこか、また狭いと

ころに押しつけるのか、現在の郷土館の中で２階

で、ジオの展示物があって、その範囲の中で従来の

展示物というのはどういう配置になるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 補足説明資料ナンバー１５の５３ページのほうに

改修後の図面ということで載せてございます。９月

の行政調査の折に、ちょっと見ていただいたかと思

いますが、１階は主にジオパークを伝える展示とい

うことで、十勝岳ジオパークですとか、あと他地域

のジオパークの展示物を展示していきます。また、

２階につきましては、１階にある展示物を移動させ

たりですとか、年代ごとでちょっとばらばらな配置

になっていますので、開拓期ですとか大正時代、昭

和時代というようなことで年代ごとの整理を行いま

して、またパネル等を設置するということで、展示

の充実を図っていくということでございます。こち

らにつきましては、ジオパーク推進室の職員と共に

現地を何回も見て、このような形で改修案をつくっ

てきたということでございますし、解説パネルです

とかそういったものについては、ジオパークの専門

員がございますので、そちらのほうにつくっていた

だくというようなことで、内容についてはそういっ

たところで専門員の力を借りるということで考えて

おりますし、また、大分ちょっと農具が多いですの

で、そういった物は必要な分をちょっと減らしまし

て、見やすく展示のほうはしていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 大体こんな感じになってし

まうのですよね。きめが細かくないから、だから必

要最小限のところは実施しようとすることは分かり

ますけれども、やはり心のこもった、そういった展

示あるいはジオパークを本気度を見せていただい

て、そういった中で観光と結び付けるだとか、そう

いうことをやっていかないと上富良野本当に大変な

状況になると思うのです。そのことを答えて答弁要

りません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 
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 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ２２１ページの公民館管

理費に当たるかと思うのですが、前段、総務費のと

きに公衆Ｗｉ－Ｆｉの拡充に関してお伺いしたとき

に、公民館に関しては教育関連なのでということ

で、ここでお伺いするのですが、そのときに少し、

図書館等に関してはＷｉ－Ｆｉを、公衆Ｗｉ－Ｆｉ

を使えるように云々というお話があったりもして、

今回この教育支援センターにおいては、このＬＡＮ

配線工事というのも計画に入っておるのですが、い

ま一度整理させていただきたいのが、令和５年度に

おいて公民館の中で教育支援センター、図書館、ま

たホールのほうなどの公衆Ｗｉ－Ｆｉの設置状況が

どのようになるのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） すみません、暫時休憩。 

────────────────── 

午後 ４時５７分 休憩 

午後 ４時５８分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前を解きます。 

 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １１番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 公民館に付いているＷｉ－Ｆｉですけれども、図

書館の中にＷｉ－Ｆｉが付いてございますので、そ

の届く範囲内と言いますか、そういったところにな

りますので、今ちょっと公民館の大ホールのほうは

なかなかちょっとＷｉ－Ｆｉが届いていないような

状況ということでございます。２階の分について

は、教育支援センターのほうで答えるということで

いいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主査、答弁。 

○学校教育班主査（長谷川京史君） １１番小林委

員の御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 ２階の教育支援センターについてだったのです

が、そちらについては子どもの体験活動ですとか、

様々な教育活動の中でＷｉ－Ｆｉというものはやは

り必要になりますので、令和５年度の予算に計上し

ておりまして、そちらのほうでＷｉ－Ｆｉを設定す

る予定となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今の件で１点確認は、

ホールのほうに関しては届かないし、令和５年度に

おいては計画はないということで理解してよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １１番小林委員

の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおり、ホールにＷｉ－Ｆｉを付

けるということは現状予定はございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ちょっと話題変わって

ページは同じなのですが、２２１ページの上富良野

町青少年国内外交流派遣事業に関してお伺いしま

す。 

 先日いただいた報告書を目を通して、非常に有意

義な事業であるなというのを時間したところであり

ます。そこで確認したいのが、こちらの事業に参加

する生徒さんにとっての自己負担分というか、実際

に現地に行った際なのか、参加する際なのか、そこ

でかかる費用に関してお伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １１番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 まず参加費の部分につきましては、海外の教育旅

行の専門の業者がおりまして、そちらのほうの教育

旅行のほうに申込みをして参加していくものになり

ます。そちらの業者のほうで提示された代金、例え

ば５０万円とかとなったりすれば、その分の８０％

が補助金ということで、残りの２割の１０万円が自

己負担ということになります。現状、要綱を持って

いるのですけれども、上限が３８万円、３６万円

だったかな、ということで、令和４年度については

すごい円高でしたので、要綱を少し改正しまして、

すみません、８割、２割ということの自己負担は２

０％になります。それ以外の千歳空港の発着とかと

なれば、そこの現地まで、飛行機場まで行く部分に

ついても自己負担ということになりますし、またパ

スポート、そういった取得についても自己負担とい

うことでお願いをしております。ちょっとすみませ

ん、分かりづらくてすみません。以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １１番小林委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今の説明の部分の補足でございますが、令和４年

度の事業の中身でいきますと、大体事業費が６０万

円くらいの事業費でございましたので、それの２割

ですから、約１２万円くらいが自己負担になってい

るところでございまして、その間に補助対象以外の

諸経費等もかかってきますので、おおむね１５万円

くらいが自己負担のような形で御案内させていただ

いているところでございます。 

 あと、令和５年度の予算のほうにつきましては、

今現在計上させていただいている部分につきまして

は、今限度額ということで４８万円の現在６名分の
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予算を計上させていただいているところでございま

す。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今回、これ今聞いている

趣旨としては、非常にいい事業なので、できれば学

生の方には積極的に参加してほしいなと思う中で、

自己負担分が高いなどによって参加を懸念されてし

まったり、足踏みを踏んでしまうようなことがなけ

ればいいなという思いから自己負担分がどうなのか

ということを確認させていただきました。 

 この令和５年度の計画に関しても、基本的には令

和４年度と同じような行き先でということなのかな

と考えておりますが、まずそれに関してお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） １１番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 実はこの事業、コロナで令和３年度、令和２年度

中止をしておりまして、令和４年度が２回目という

ことで、今回３か国ほど候補があったのですけれど

も、実行委員会のほうで協議をいたしまして、今回

はオーストラリアのほうに令和４年度派遣をしたと

ころでございます。来年度につきましては、また教

育旅行の専門業者のほうに投げかけていくではない

ですけれども、そういった調整をちょっと図りなが

ら、国のほうは実行委員会のほうで選定していくの

かなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） では、最終的にその行き

先等は実行委員会等で話し合われて決定するものな

のかなと理解いたしました。先ほどの私の不安で自

己負担も可能な限りハードルが低いほうがいいなと

いう思いから、例えば英語圏であっても、仮に東南

アジアの中でも英語を公用語としているようなとこ

ろなどに行けば、参加費だったり現地での滞在費も

安く済んだりして参加しやすくなることもあるので

はないかなと考えるのですが、そういったトータル

して行き先に関して柔軟性があるのかどうかお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番小林委員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 ただいま主幹のほうからも御説明申し上げました

とおり、今３か国提案を受けたということで、やは

り大事なお子様を、特にこのコロナ禍の中で研修を

させるということで、特に今回やはりメインになっ

ているのはホームステイを受けるホームステイ先が

きちんと整備されているかどうか。ホテルに泊まっ

た観光旅行ではございませんので、ここはやはりき

ちんとした組織体制がなさっている国並びにそのよ

うな関係機関との連携ができているか、またトラブ

ルがあったときに速やかにきちんと対応できるとこ

ろがどうかということが、やはり実行委員会でもか

なり御意見をいただいて選考していただいておりま

す。 

 その中で、先ほど今年はオーストラリアのブリス

ベンに行っていただきましたが、令和元年度はアメ

リカに、ロサンゼルスに行っていただいておりま

す。今候補として今年も上がったのは、アメリカと

イギリスとオーストラリア、この３か国が今日本の

国とそれぞれの大学並びに高校、学校との授業も行

けますので、そちらのほうの学校の受入体制もでき

ているということで、やはりそこについてはかなり

子どもたちもきちんとした組織体制の中で研修でき

たということの報告も受けていますので、十分そこ

については、委員が御質問いただいている他の国と

の組織体制についても十分研修先の会社とは協議し

て進めていこうと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事が午後５時３０分以降に

及ぶことが考えられますので、あらかじめ延長した

いと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は、あらかじめ延長する

ことに決しました。 

 それでは、ほか、ございませんか。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） ２２３ページの公民館の事

業なのですけれども、アスベストとあるのですけれ

ども、このアスベスト調査は江花会館と富原会館の

話のことを言っているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 今年度、江花会館の外壁改修と屋根の塗装、また

富原分館の屋根の修理を予定してございます。江花

会館の外壁並びに軒天のほうと、あと富原分館の軒

天のほうにアスベストが含まれている可能性がある

ということでございまして、その三つの検体を含有

調査のほうに出しているということで、出す調査費

を計上してございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それは分かりましたので、
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もう１か所、郷土館の管理の中でもアスベストある

のですけれども、これ、１０年、２０年くらい前に

全部改修しましたよね、１回。だからこれ、どこの

ことを言っているのか。どういう調査なのか。すみ

ませんけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 郷土館入りまして１階の右手に今ジオパークの展

示物等々が展示されているのですけれども、そちら

の床のピータイル、そちらのほうにアスベストが

入っているのではないかということで、その分の調

査をするということでございますが、先ほどちょっ

と年次的に土足等々のカーペットの張り替えと言い

ますか、カーペットを張るようなことも予定してご

ざいますので、まずは今年に関して、ピータイルの

ほうのアスベストの調査を先にいたしまして、令和

６年度以降の工事に備えるということの調査費でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、これは来年

度の工事ということですか。郷土館の分は。５年度

ではないのですか。工事、張り替えるという。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條の御質

問にお答えします。 

 先ほどちょっとトイレ等々の改修ということの御

質問で令和６年度のほうでということでお答えさせ

ていただいていますが、その中にカーペットを張る

ような工事も含めて検討していくようなことでござ

いますので、調査については今年度行いまして、工

事については令和６年度のほうで実施していく予定

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） ということは、さっきの分

館だけを今年工事も含めた中で調査してあれば改修

すると。だけれども、郷土館は今年はしないで調査

だけで終わるからという話なのですね。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 委員おっしゃるとおりでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） それは同時にやれば何か安

く終わりそうな気がするのだけれども、やはり別々

でないと予算の関係でだめだということなのです

ね。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 アスベスト調査につきましては、調べる、検体と

言われる具材と言うのですか、１箇所幾らというこ

とで料金がなっていますので、あとプラス報告書と

いうことでございますので、何箇所、１箇所６万

６,０００円でございまして、今回分館のほうは３

箇所で１８万７,０００円ということでございます

ので、何箇所やっても単価は同じような見積のほう

いただいていますから、まとめてやっても、別々に

やっても金額は同じということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 分館のほう、３か所あるの

ですか。江花会館と富原会館と。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ２番北條委員の

御質問にお答えします。 

 ちょっと声が小さかったかもしれませんが、江花

については外壁と軒天の２か所、富原会館につきま

しては軒天の１か所、計３か所の検査を実施すると

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ２０７ページ、こちらは上

富良野小学校の管理運営費の中の需用費の燃料費、

光熱水費の関係でちょっとお伺いをいたします。 

 昨年度より当然多く見積もられています。これ

は、当然燃料が上がるとか、電気代が上がるという

ことで多めに予算化をしているということでいいの

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 委員御指摘のとおり、燃料費も光熱費も大変値上

がりしておりますので、予算額も増額となっており

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ここで伺いたいのが、上富

良野小学校に太陽光パネルが設置されています。そ

して、地中熱の利用もされているはずですが、こち

らの、いわゆるそのことによって通常よりどれくら

い、こういった燃料費、それから光熱費が省エネさ

れているのかお伺いします。 
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○委員長（岡本康裕君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ４番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

 はっきりと数字でこれだけというものをお示しす

るのは大変難しいのですけれども、まず太陽光パネ

ルについては、規模が建物に対しては非常に枚数的

にも少ないので、学校で使う電気をあの太陽光で賄

えるというような施設にはなっておりません。 

 それと地中熱についても、当然古い校舎のときと

比べると燃料の量というのは少なくなっていますけ

れども、まず建物が全く変わっていますので、建物

本体の断熱とかというのが全く違うので、単純に量

で比べれるという状況にはなっておりませんので、

明確なお答えができなくて申し訳ありませんけれど

も、そのような状況です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） お聞きしたいのは、太陽光

パネルがたまたま枚数が少ないから、いわゆる熱と

いうか光を求めてもそれだけのエネルギーが得られ

ないということの答弁でしたけれども、当初からそ

れ分かっていますよね。基本的に何枚設置したらど

れくらいの熱量というか、電気が発電できるという

のは分かっているはずですよね。ですから、その目

的はなんだったのか。当然全部賄えるような電気を

求めることはできないわけですから、当初何を目的

で太陽光パネルを設置されたのかということをまず

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番中瀬委員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 上富良野小学校の太陽光パネルの設置の部分でご

ざいますけれども、設置の枚数関係でなかなか大規

模な学校の電気を賄えないのはそのとおりでござい

まして、また、建設当時もそういった太陽光パネル

等を含めた建物の環境問題をしっかり子どもたちと

一緒に考えるというような教材的な意味合いも含め

て、そういった設置分もありましたし、また、当然

ですけれども、経費の節減につなげるというような

観点もございました。ただ、規模をどの程度にする

かというのは当時の検討の中で決めている部分でご

ざいますので、はっきり規模等が妥当かどうかとい

うのはちょっと私も今分かりかねるところはござい

ますが、実際その太陽光含めて、学校の施設の中で

そういった電気料、発熱関係が見えるような展示の

機械等も付けておりまして、そこら辺を含めて、子

どもの、小学校の児童のほうにはそういったものを

学習する場面というような形にもなってございます

ので、そういう観点もあるということで御理解いた

だければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 基本的に、例えば校舎を建

てたときに業者からサービスで例えば付けていただ

いたというのだったら別に何も問題ないのですけれ

ども、やはりこの太陽光パネルを付けることによっ

て、こういった電源はこれで賄えるといったよう

な、そういうものが目的がなくて、ただ適当に何枚

か付けたというのが変だと思います。だから、そこ

ら辺がどういう理由があって、こういう目的で、こ

の部分の電気だけはこれで賄えるという、それは

あったのではないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 中瀬委員、予算と直接関

わりますでしょうか。 

○４番（中瀬 実君） 結局電気代がこれだ増えた

り減ったりするということはそういうことに影響し

てくるのではないですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、教材的な

部分があるという答弁がありましたが、納得できま

せんか。 

○４番（中瀬 実君） 基本的に教材の部分という

のであったら、この金額が、電気代が当然高くなっ

てきたと、これは意味がなくなってくるわけです。

だから、それであれば最初からそのような形でやっ

ていればいいけれども、そうではなかったはずなの

です。だからどうなのかということを聞いたわけ

で、それ以上のことがなくて、たまたま教育の関係

で太陽光はこういうものだよということで子どもた

ちに見せるということだけの、そういうことだけで

設置したというのであればそれでいいです、それ

は。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えします。 

 建設当時のことは、今ここにいるスタッフは私も

含めあまり存じている者がいませんので、ちょっと

中瀬委員の御質問にしっかり答えられないことはお

詫び申し上げます。ただ、私の今の立場で委員のほ

うにも御説明させていただきたいのは、やはり今、

日本の国も北海道も上富良野町も、やはり環境問題

には大変ここは力を入れていかなければならないこ

ともあり、この上小を建設したときにも、やはり自

然エネルギーである太陽光パネル、また地中熱等の

エネルギーの利活用はやはり最重点だったと町の施

策の中では考えたものではないかと思います。ただ

それがエネルギーがどのように賄われていくのか、

それがどのように活性化していくのか、それがどう

なっていくのかという検証は、今私ども担当の中で

もそれについては少しまだ追跡が不十分だったかな

というのは私もこれは反省しますので、今委員のほ
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うからも御質問いただきましたので、やはり設置さ

れてこれから多分その維持費につきましても、これ

からメンテも考えていかなければならないことが、

私たち教育施設については今後課題となってきます

ので、それについては十分ちょっと私どものほうに

検証させていただく時間をいただきたいと思いまし

て、今回ちょっとそのような形で答弁させていただ

きます。御理解いただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 光熱費の関係はいいのです

が、燃料費の関係も結局は先ほども言いましたけれ

ども、やはり燃料費が上がる、これからもそうです

が、いかにして省エネをするかという部分からいけ

ば、いわゆる燃料費の部分、地熱、ヒートポンプ、

これらの、先ほどの答弁では昔の建物と今の建物と

では構造が違う、だから基本的にはどれくらい効果

があるか分からないという答弁でしたよね。これ、

なぜこんなこと今聞くかと言ったら、今後町立病院

も地中熱入れるのです。だからそういったことから

いけば、今の段階でこれだけの効果があるのだよ

と、これだけの建物、これくらいのおおよその効果

があるのだよというものがなければ、そういうもの

を入れていく意味がない。だからおおよそでも燃料

がこれくらい、多分こういうものやるときには業者

のほうから地中熱入れたらこれくらいの効果はあり

ますよというのは絶対あるはずなのです。だから正

確な何百何十円とかそんなことではなくて、総体の

１割くらいは削減できますと、そういうものがある

はずなのです。だから、この年度予算の中だって、

確かにこれヒートポンプ入れているからこの程度の

地熱の、いわゆる光熱費、そういったものだとか、

そういうものが全部助かっているのだというのだっ

たら何も問題ないのです。だからそういうものがあ

るかないかと思って聞いたのです。 

○委員長（岡本康裕君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬委員の御質問に

お答えします。 

 本当に委員御質問いただいたように、今後町の施

設の設備に向けて、ぜひ委員としては基本的な状況

としてうちの町にある施設の実態について、ぜひ教

えていただきたいということでの御質問ですので、

うちの今、上富良野小学校の建設前の燃料費と今と

ではかなり電気も重油も燃料も全ての単価が変わっ

ておりますが、ただ総体の量も、さっき主幹が申し

上げたとおり、量がどれくらいになっているのか、

面積比はそれは違うのはもう建設していますから違

いますけれども、面積はこれだけ変わっていて、

使っている需用費はこのような推移しているという

のは、もうそれは決算で数字が出ていますので、そ

れについては十分私どもも検証した中身については

お伝えできるかと思いますので、少しそれについて

は調査させていただきたいと思います。 

 ただ、本来、私もこのエネルギーにつきまして

は、やはり町立病院のことですけれども、３６５日

２４時間絶えず施設を維持管理しているところには

大変効果的だと、私も去年保健福祉課長で子どもセ

ンターを建てるときに勉強させていただきました。

ただ、学校のようにある程度お休みになる期間だと

か、日中の時間しか使わない施設というのは、果た

してその効果がどれだけあったのかというのは、私

も建設当時の資料は少し調べてみないと今いけない

なというのは少し自分でも課題の認識を持ったとこ

ろでございますので、それについても十分、上富良

野小学校の実態については、少し調査させていただ

ける時間をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。教育費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、９款教

育費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、２３６ページの１０款公債費から２４８

ページの地方債に関する調書までの質疑を行いま

す。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳出、１０款

公債費から地方債に関する調書までの質疑を終了い

たします。 

 これをもって、議案第１号令和５年度上富良野町

一般会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時２８分 散会  
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     令和５年３月１０日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 
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令和５年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第３号） 

 

令和５年３月１３日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ２号 令和５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和５年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       荒 生 博 一 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  髙 松 克 年 君   委   員  中 瀬   実 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  米 沢 義 英 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  今 村 辰 義 君 

   委   員  小 林 啓 太 君   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副  町  長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君 

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 保健福祉課長         深 山   悟 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     保 健 福 祉 課         星 野   章 君 

 農業委員会事務局長                       健康づくり担当課長          

 教育振興課長         谷 口 裕 二 君     建設水道課長         菊 地   敏 君 

 町立病院事務長  長 岡 圭 一 君     ラベンダーハイツ所長         鎌 田 理 恵 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         星 野 耕 司 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 

 



― 122 ― 

午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 定刻になりましたので、

始めたいと思います。 

 御出席誠に御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しております。 

 これより、令和５年上富良野町議会予算特別委員

会第３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

○委員長（岡本康裕君） これより、議案第２号令

和５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算を議

題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより歳入

歳出を一括して、８ページから１０ページ及び２５

０ページから２９１ページまでの予算全般の質疑に

入ります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ２５７ページになります

が、道の支出金の関係で、保険給付金の交付金が特

別交付金として２,６７１万７,０００円くらい入っ

てくるように組み立てられています。ここに保険者

の努力支援分と特別調整交付金の分類があるかと思

うのですが、そこら辺の内訳についてお聞きをいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 特別交付金２,６７１万７,０００円のうち、まず

努力支援義務につきましては６０３万８,０００

円、特別調整交付金につきましては２１０万９,０

００円、残り保険事業費、道繰入金、特定健診負担

金でございます。そちらのほうが保健事業分が１３

６万円、道繰入金につきましては１,２７７万８,０

００円、特定健診負担金については４４３万２,０

００円となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今、道繰入金が一千二百七

十八、七万八千円、７７８でいいのですか。今の保

健者努力支援分のことでお聞きをしたいと思います

が、これ若干昨年から比べたら増えていると受け止

めていますが、これらについての増えた理由とか算

定の方法や何か分かれば教えていただければと思い

ますが。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 昨年、令和４年度の点数配分として新たに増えた

分が何項目かございます。そのうち大きなところで

言いますと、ポイントの配分も変わっております

が、ちょっと細かい６項目掛ける４項目ずつあるの

で何十個もございますけれども、大きなところで言

うと生活習慣病発病予防ということで、特定健診や

受診率の状況や４０代、５０代の検診をやりやすく

するような実施する項目が増えております。点数に

つきましては、昨年上富良野町７５０点ということ

で、９６０点満点の７５０点ということで、細かい

項目ごとはちょっと省略させていただきたいと思い

ますが、そのようになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。７

番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ２７９ページの１２節委託

料についてお伺いいたします。 

 非常に上富良野町においては特定健診等の受診率

が若干上限しますが７０％くらい台という状況に

なっています。今回、例年とほぼこの委託料という

のは変わらないということで、国保の加入者も若干

減り気味だということもあるのかと思います。お伺

いしたいのは、この二次健診の審査という形で予算

が計上されております。特定健診で二次健診でさら

にこの気付きも含めて、受診をさらに予防につなげ

ようというような動きがある予算だと思いますが、

この二次健診審査というのは具体的にどういうもの

を指すのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野章君） ７番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 二次健診なのですけれども、今頑張れば解決でき

る、その動機付けをしたいということで行っており

ます。対象に関しましては、メタボの方ですとか、

あと糖尿病、糖代謝の異常の方で、だけれども治療

の対象までいかないという方ですとか、あと高血圧

ですとか悪玉コレステロールがずっと高いのだけれ

ども、なかなか治療につながらないという方々が対

象になります。 
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 その二次健診の内容なのですけれども、この頸動

脈といって一番皮膚から近いところで触れるところ

の動脈が心臓から脳につながっている動脈があるの

ですけれども、そこの頸動脈をエコーで撮ることに

よって、動脈硬化、プラークですとか、あと狭窄具

合が分かるという頸動脈エコーと、あと７５グラム

糖負荷試験と言いまして、７５グラムの糖をあえて

飲んでいただいて、飲む前と飲んだ後に、飲んだ後

３０分、６０分、１２０分と血液を採るのですけれ

ども、そこでの血糖の下がり具合がどのように下

がっていくかということと、あとインスリンがその

ときにどれくらい分泌されるかという検査を行って

おります。 

 あともう１点、血圧脈派検査と言いまして、上腕

と、手と足の血圧を測ることによって、その血圧具

合によっての動脈の狭窄具合ですとか堅さの具合を

見るという、この三つの検査を行っております。 

 異常です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしですか。 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、関連ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、ほか、ござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第２号令

和５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算の質

疑を終了いたします。 

 次に、議案第３号令和５年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１１ページから１２ページ及び

２９４ページから３１４ページまでの予算全体の質

疑に入ります。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ２９７ページの歳入の関係

で、説明も一応受けていたのですが、前年度から比

べると、後期高齢者の医療保険料が増えている、そ

して実数がかなり増えているけれども、ちょっとご

めんなさい、整理つかなくなってしまって……。 

（「ゆっくりどうぞ」と呼ぶ者あり） 

○６番（中澤良隆君） そうしたら普通徴収のとこ

ろでお聞きをします。これが３,８０１万になった

ということで、普通徴収の保険料が減っています。

それは説明を受けたときには、実数は減ってきてい

ると、増えているということだったのですよね。そ

こら辺が、普通徴収が増えた、減った理由というの

はどういうことなのかをお聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 委員御承知だと思いますけれども、普通徴収に関

しましては初期課税、その年になった、７５歳に

なった年の方、及び年金でちょっと都合で引けな

かった方、そのほか年金がちょっともらえなくてと

いう方のみなので、単純に計算しますと、令和５年

中に７５歳に到達する人の人数の数ということに

なっていますので、ちょっとすみません、その数が

何人かというのは取っていないのですけれども、連

合会のほうから来ている数字をちょっと載せさせて

いただきましたので載っておりません。普通徴収は

全体的に、基本的には１年のみの課税となっていま

すので、そちらのほうの分の人数の減少だと考えら

れます。 

 申し訳ありません、以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 私がちょっとよく分からな

いのは、７５歳になった人たちが普通徴収というの

は分かるのですが、７５歳といったら団塊の世代の

方、違うのか、団塊の世代の人なのですよね。要す

るに、多分、二十三、四年まで、昭和二十三、四年

生まれ、私のちょっと下ということになりますが、

その人たちの数が減ってきているのかなという

ちょっと疑問があるのですが、ここら辺はどうなの

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ６番中澤委員の御

質問にお答えします。 

 人数的にはもしかしたら変わっていないか、増え

ている状態かと思いますけれども、あくまでこれ連

合会のほうのデータ、国保と連携してのデータの移

行人数なので、すみません、ちょっとこちらの積算

のほう、あちらのほうから来た、当初予算に関しま

しては連合会から来た数字を持っております。一

応、後で確認をさせていただきますけれども、人数

統計のほう、ちょっと後で調べてお答えしたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） 後ほどということでよろ

しくお願いします。 

 ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第３号令

和５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算の
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質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 それでは次に、議案第４号令和５年度上富良野町

介護保険特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１３ページから１５ページ及び

３１６ページから３５８ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。３２２

ページの保険者機能強化推進交付金でありますが、

若干、ほぼ同額だと思います。この交付基準という

のが恐らくあるのだろうと思いますが、医療費等の

削減、いわゆる抑制に寄与したなど、いろいろある

と思いますが、この点若干、予算的には前年度から

見て減り気味という形になっていますが、お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の保険者機能強化推進交付金にかかる御質問にお答

えさせていただきます。 

 まず、金額についてでありますが、若干下がって

いるという部分の金額についてまず説明させていた

だきます。まず、令和４年の国の予算が４００億円

ありましたが、令和４年中の介護職員の処遇改善な

どに一部その予算を使ったと言うことで、令和５年

度につきましては、国の予算自体が３５０億円と、

５０億円減額になった関係で、各自治体、各保険者

への分配の金額というのがまず下がったというの

が、下がった要因として１点ございます。 

 あと、保険者努力支援交付金と機能強化推進交付

金と二つに２段階の形でこの交付金の仕組みになっ

ておりますが、ここの書いてある保険者機能強化推

進交付金というのが、それぞれインセンティブの部

分ということで、それぞれ保険者が介護予防だとか

組織強化を行った内容というのがかなりの項目に分

かれておりまして、その実際に行ったものに対して

点数化されたものが交付金の結果となっているの

と、あともう一つの介護保険者努力支援交付金とい

うのが、これは人数割ということで、これは努力と

いうよりも人数に応じて交付されている金額となっ

てございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうすれば、例えば介護給

付だとか、そういった部分で予防につながったと、

予防につながったから給付費やそういったものが抑

えられたという形で、同時に裏を返せば、そこら辺

地方自治体はそういうことはないと思うのですが、

国の意図としては、全体的な予算が膨らむから、こ

ういった部分を見直して抑制という形の方針が出さ

れているのです。地方自治体はそうではなくて、本

来、やはりきちんと介護を受けられる、また支援で

きる環境のためにこういった部分をやはり支援する

ということが前提としてあって、そこに若干乖離が

あるのかなと、私自身思っておりますが、この点は

どのような印象をお持ちなのか、国のことですか

ら、そこら辺はっきり言えない部分あると思いま

す。それでお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 この交付金自体、実際に行った予防で何を行った

かというところが評価のポイントになっておりまし

て、予防の結果についての評価というところの点数

には結び付かないというところになっています。こ

の点数、委員おっしゃるとおり、国が決めた制度

と、あと仕組みになっておりますので、なかなか地

方自治体というか小さな自治体ではなかなかこの点

数に結び付かないというところもありますので、そ

の辺というのは意見として申し上げているところな

のですけれども、令和５年、令和６年度に向けて、

この辺の評価の仕組みというのが変わると聞いてお

りますので、その辺また変更になったときには皆さ

んにまた御説明のほうさせていただければと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 関連になるかもしれないの

ですが、３１６ページの総体的な関係で、今同僚議

員から質問もありましたけれども、介護保険料や何

かが下がっていると、それは要介護者が増加してい

るけれども、要介護度が高い方が減少しているとい

う理由が一つと、また対前年度の要介護者と、とい

う説明を受けているのですが、この対前年度の要介

護者とか要介護度の大まかな実態分かれば教えてい

ただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ６番中澤委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 介護給付費、若干横、ほとんど減っているという
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か横ばいになっておりまして、要介護者自体は

ちょっとずつ増えてはおります。しかしながら、高

齢者の人口というのは減って、もう減少に向かって

おりますので、その部分で増えたり減ったりという

ことがありますが、あと、今実際要介護を受けてい

る方については、やはり年々進行するというのが一

般的で、その辺が今の実態に基づいて給付を上昇さ

せている部分はあるのですけれども、一方では介護

予防等で重度の介護者というのは減少しておりま

す。その部分の数字の増減で今の実態に合わせた介

護給付費で予算計上しているというところで御理解

いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 要するに要介護度の高い方

が減少したということは、我が町の保健活動が功を

奏していると、そういう理解をしたいと思うのです

が、ここら辺はものすごく強調されたほうがいいこ

となのだなと思うのですけれども、もしあれだった

ら。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ６番中澤委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 介護予防だけではなく保健のほうもありますの

で、保健だとかそっちの部分のうちの町の給付だと

か医療費を抑えていると我々としても言いたいとこ

ろでありますが、なかなかそれが全てではないとい

うところもありますので、一応結果的にはこういっ

た平均するとあまり上昇につながっていないという

ような結果につながっているということで御理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

（「違うところでいいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 関連なければ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ありませんね。 

 では、６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ３４１ページになります。

介護サービスの給付費のところで、３番の住宅改修

費、これがかなり、かなりと言うか年々増加してき

ているという受け止めをしております。それはすご

く需要が多いのだなと思っているのですが、どのよ

うな改修というか、それともう１点は増えてきた理

由というのを分かれば教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ６番中澤委員

の住宅改修費の御質問についてお答えをさせていた

だきます。 

 金額の上昇につきましては、かなり在宅での介

護、介護をしながら在宅で生活するという方が増え

ているというところで、内訳のほとんどが手すりの

取付というのがほとんどでございます。これもただ

付けたいということで付けているわけではなく、そ

れぞれケアマネージャー付いていますので、その辺

と相談しながら、ここに付けることが介護として必

要だねというような判断でさせてもらっているとい

うところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 違うのでいいですか。 

（「どうぞ」と呼ぶ者あり） 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。３４３

ページで、委託料の介護予防生活支援サービス事業

費の１２番委託料でお伺いいたします。ここでお元

気かいという形の予算が計上されております。この

委託というのはどこの事業所との委託という形に

なっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 お元気かいということで、これはラベンダーハイ

ツで行っている事業に対してまずお支払いしている

のと、もう１か所、健康会ということで、社会福祉

協議会が持っていますふくしんという施設の職員に

対して、そこで介護予防を行っていますので、それ

に対しての補助となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 近年コロナ等があったりだ

とかして、利用者も若干少なめな部分、変動があり

ます、当然。福祉等の健康会という形で若干利用者

も変動あって、増えてきているという状況も見受け

られています。そうしますと、必要なワンボックス

カーだとかボンゴ車だとか、そういったので送り迎

えだとかされているという話で、今後増えるという

ことになれば、やはりそういった移動手段の確保も

必要になってきている部分があるのかなと見受けら

れますが、そういった意味ではそういったやはり健

康を維持するということも含めて考えた場合に、そ

ういった移動手段の確保というのも多少なりとも支

援などが必要なのかどうなのか、この点、予算との

関係でお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 



― 126 ― 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 健康会のほうは自分の家の車で利用者の方は送迎

している関係があって、昨年たまたま施設のほうで

コロナがまん延したという実態の中で、今までは福

祉の施設の中で行っていたのですけれども、そのと

きを契機に、人数もなかなかふくしんでは受ける

ニーズが受けれないものですから、それで泉栄防災

センターのほうでそのときから行いまして、たまた

まそのときに行った内容がすごくよくて、人数も受

け入れも多く受け入れられるということから、開場

については泉栄防災センターのほうに移させていた

だいて、移動といっても元々迎えているので、利用

者にとってはふくしんに送られるか、泉栄防災セン

ターに送ってもらえるかの違いなので、その辺の経

費がまた発生している部分につきましては、委託料

のほうに含めておりますので、その辺は問題ないか

と思います。 

 あと、ラベンダーハイツのお元気かいについて

は、町の福祉バスのほうが運行していますので、現

時点で問題はないと考えています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 同じページで包括支援事業

の中で、介護予防支援員という報酬と会計年度任用

職員という形になっておりますが、この仕事内容と

いうのはどういう内容になっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 ここで入っている予防支援員だとかの会計年度任

用職員の職務というのは、主に認定調査のほうの仕

事になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ３４５ページの包括支援セ

ンター事業についてお伺いいたします。 

 近年、地域の包括支援センター事業というのは非

常に重要な役割を担っているのかなと思います。そ

れで、在宅医療だとか介護連携の推進だとか認知症

だとか、また地域のケア会議の推進という形の本当

に大事な部分が押さえられていると思います。 

 それでお伺いしたいのは、今年度においては地域

のケア会議という形の、恐らく年３回かそのくらい

が開くという形になっております。そこでいろいろ

とケア会議の中で各会合施設等の状況も聞き取りな

がら、ケアマネージャーだとかいろいろな面で支援

するというような役割になっているのかなと考えて

おります。それでこの点は、今年度に至っても課題

として、どういう課題で、どういった上富良野全体

の介護の質の向上、改善だとか、そういったものは

どういう目標で今回、今年度やられようとしている

のかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 ここの予算の包括支援センター事業費のケアマネ

ジメント作成、ちょっと話が別のものになりまし

て、ケアマネージャーの育成だとか課題だとか、そ

ういった部分についてお答えさせていただければと

思います。 

 ケアマネージャーの毎年学習というか、に関して

は、この予算で言いますと任意事業の介護給付適正

化（ケアプラン点検）というのがございますが、こ

の中で町内のケアマネージャーを集めて研修等を

行っているところです。本当、近年ですとケアプラ

ンの中身については、やはりコロナ禍におけるケア

プランのつくり方というのが一つの課題になってい

るのと、あと一人一人に合わせたケアプランという

ことで、みんながみんな同じような介護プランでは

なく、その人の趣味嗜好に合った、その人が人間ら

しく希望を持って生活できるよう、いかにそういっ

た生活ができるかというのを課題にケアプランのほ

うの作成の研修等を行っているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうしますと、やはりより

よく過ごしてもらうということの背景があると思い

ます。高齢者実態調査や、この介護の８期の計画等

を見ていますと、非常にやはり介護されている方が

高齢になってきている、あるいは子どもさんだった

りだとか、何らかのやはり疾患だとか、いろいろな

精神的な部分が抱えているというような状況の中

で、家族も含めた、やはりそういった支援が非常に

重要になってきているということがきちんと書かれ

ております。 

 そういう意味で、現状を見ますと恐らくそういっ

た状況というのが現状でもあるのではないかと思い

ますので、そういった取組、つなぎと言うのです

か、医療機関につないだり、いろいろ介護施設につ

ないだりだとか、病院につなぐ、いろいろあると思

いますが、そこら辺は今年度というのはどのような
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位置づけで進められようとしているのかお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 家族の介護についての介護疲れだとか、そういっ

たものにつきましては、特に介護者が何か用事を足

したい場合とか、介護で疲れているので、要は実際

の介護が必要な方をどうにかするとかというところ

で言えば、生活支援ということでショートステイの

利用をいただいたりだとか、そういったところの位

置付けがございます。今年度というよりは、もうこ

れはずっと、この課題については引き続きあるもの

ですから、この辺の介護者からの相談については、

随時お応えしているというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ずっとこの点テーマとして

なって上がっていると思います。そこで、非常にこ

の人員の確保だとかが大変だと思っています。現

在、一定の支援するための配置基準というのは満た

されているのだろうと思いますが、非常にやはり内

容が多岐にわたって、やはり本当に大変なところだ

と思います。そういう意味では本当に職員の配置だ

とか、それでもなおかつ大変な状況があるのだろう

と思いますが、現状として今後こういった部分で進

める上で、まず配置基準も十分か不十分かあったり

しても、現行で進められる体制というのはどのよう

になっておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（三好正浩君） ７番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、人員基準については十分満たされていると

いうことでなっております。ただ、相談内容という

のは日々増えていたり、時期によって減ったり増え

たりということでございますが、その辺、相談対応

については、今のところ滞ることなく相談対応はで

きているということで、今後その辺の相談量だと

か、その辺に応じて、また人員配置等についてはま

た検討されるものだと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第４号令

和５年度上富良野町介護保険特別会計予算の質疑を

終了いたします。 

 次に、議案第５号令和５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、１６ページから１８ページ及び

３６０ページから４００ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） まず、本年度配付された実

施計画書の１６ページから１７ページに関して質問

させていただきます。 

 今回配付された資料においては、ハイツの施設整

備について見ると、昨年、Ｒ４に配付された計画書

には、令和５年度に施設整備として空調設備工事及

び地下タンクラーニング工事ほかで８０９万１,０

００円の事業が記載されていましたが、今回配付さ

れたＲ５の資料は、地下重油タンク漏洩検査委託の

みで２０５万７,０００円とあります。また、今後

のＲ６、Ｒ７についても、特段記載はありませんけ

れども、昨年掲載された空調設備工事というのは記

載漏れなのでしょうか。もしくは事業を実施しない

ということでの理解でよろしいでしょうか。確認さ

せてください。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 実施計画のほうで以前に記載をさせていただいて

いた空調設備等の関係なのですけれども、それも含

めてですが、実は令和４年度、施設の中、様々な設

備の課題が出てきていまして、過去評価した中では

空調の工事だったり、あとショートステイやデイ

サービスの屋根の塗装ですとか、そういうところも

優先されるものということで判断をしていたのです

けれども、４年度実際に過ごしていく中で、暖房設

備だとか給排水の設備が次々にちょっと故障が出て

きていまして、やはり生活をする上で何よりも優先

される部分の機械の故障というのが見えてきて、そ

れに随時対応するようなことで、ちょうど予算の査

定を受けている、予算を作成している中でもそうい

うようなことが次々ちょっと課題として出てきて、

それに随時対応していていったものですから、改め

てやはり施設の優先される課題、設備等の優先され

る課題というのをしっかり確認をした中で、優先す

るものから設備を手がけていくことが必要だと考え

まして、その中で言いますと、地下タンクライニン

グは４０年たつまでの間に工事をしなければ、消防
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法のほうで工事をしなければならない内容ですの

で、それはどうしてもしなければならないのですけ

れども、それ以外につきましては今後しっかり

ちょっと施設内を点検して、最優先するものから随

時対応していきながら、また実施計画の中に具体的

に載せていきたいなと思って考えております。そう

いうような結果でこのようにさせていただきまし

た。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 空調から地下タンクの漏洩

に変わるということで、予算的にも６００万円くら

い減った中での事業名ということですが、考え方に

よると、当然ながら今般の温暖化に伴い、上富良野

も全道的にも最高気温記録したりとかということ

で、エアコンというのも私は必要な物だと認識して

いるのですが、その施設利用者にとって、また２４

時間年中無休という施設ですので、こういったとこ

ろにおいて空調というのは重要な位置付けだと認識

していますが、その辺はどうでしょう。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 確かに空調設備も本当に必要な優先されるものと

考えていますが、冬期間の長い北海道で暖房設備の

不備というのは本当に命に関わるもの、エアコン等

の空調の部分が必要な期間というものに比べて、暖

房機の必要な期間のほうがはるかに長くて、そうい

うような部分が４０年近くたった施設の中で、かな

り予想していないような劣化の部分ですとか、過去

の改修等でちょっと想像していなかったような

ちょっと対応があったりとかということで、いかに

やはり入所されている方の生命を維持するという

か、安全を確保するかということを、本当にここ何

か月間かはそれでちょっと対応を進めてきたところ

もあります。 

 あと給排水の部分もそれがないと本当に命に関わ

る部分でありますので、まずそこをもってしっかり

と対応していきながら、そういうことも含めて空調

の部分も含めて、何が最優先されるのかというのを

施設の今の状況と照らし合わせながら判断して進め

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 我々議会側、受け手として

は、例えば昨年町長はこの議場でのやり取りの中で

施設の長寿命化についての質疑においては、建物的

にはあと１０年くらいもたせたいと言うことの発言

がございました。残り９年、これが８年か７年か分

からないですけれども、予算のかけ方が、例えばそ

の８００から２００というときに、我々の受け止

め、解釈は、本当に中期的なビジョンが大方整い、

その中で例えば空調が後の新しいラベンダーハイツ

に向けての整備でもいいのではないかというような

ポジティブな捉え方もありますが、そういったとこ

ろでの要は財源の支出組み替えというところではあ

るのかないのか、町長お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 本当に古い施設ですので、あと１０年、去年そう

いうような話は、９年になるのか１０年になるの

か、本当に古い施設ですから、今年度もいろいろな

部分で、所長も言っていましたけれども、当初考え

ていたよりも、特におっしゃっていた暖房の話、床

暖なのですけれども、そういったものが本当に劣化

していて、再度もう１回点検しなければならないよ

うなものが次々出てきているような状況でございま

す。そういったことから、１回、所長言ったとお

り、もっと優先されるものがあるのではないかとい

う点検作業を続けていかなければならないなという

ことになっております。 

 基本的には次のビジョンまだ決まっておりません

ので、しっかりとした、今本当に所長言ったとおり

生活の場なものですから、大規模改修するから一時

期家に帰ってということはできないものですから、

どうしても手当が局地的というか部分的になってし

まう部分あるのですけれども、所長申し上げました

とおり、生活の場をきちんと維持するためのまずは

その部分をしっかり見て、それで優先順位をさらに

検討していかなければならないというような状況に

ちょっとなっているのが実態でございますので、本

当はそういう荒生委員おっしゃるように、もう次あ

るからここはあまり使わないでおこうねとなってい

れば一番いいのですけれども、その辺のビジョンを

しっかりと検討しながら、とは言いつつ、毎日の生

活がありますから、それもしっかり不自由のないよ

うにしながらの整備というか修繕ということで見直

し等かけた上でやっていきたいということと、あと

今年度予算については、そういった形で修繕費が決

まった修繕がちょっと組まずに対応できるような予

算組み、突発的な故障に対応できるような予算組み

にちょっとしてみたということになっておりますの

で、本当にこの２００万円だけで１年たった結果、

この２００万円の重油タンクだけで済むような施設

だとはちょっと考えられなくて、都度不自由のない
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ように修繕、入居様の不便のないように修繕につい

ては対応を図っていきたいなと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） Ｒ５の予算を受けてお聞き

いたしますが、今副町長の御答弁の中では、２４時

間入所者がいるという施設において大規模修繕の

際、どちらかにとか、御自宅に戻るとかというよう

な、実際には不可能なお話をされましたが、まさに

これこそが中期的なビジョンにおいて、もう無理だ

と思うのです。例えば床暖の話されましたけれど

も、構造がどのような形になるのかというのは分か

らないですけれども、入所者がいる中で部分的に、

例えば入所者を移動した中で修繕をやるというのは

神がかり的なことだと思います。ですから、我々か

ねてから申し上げているとおり、過去に町立病院の

敷地の予定図の中にラベンダーハイツという文言が

書かれた以降、我々及び町民はハイツの新しい姿を

模索しています。今、まさに副町長がおっしゃった

とおり、不可能な大規模改修が後に控えているので

あれば、やはり早期に考え方をシフトして、私は新

しいラベンダーハイツを計画すべきだと思います

が、その辺について町長いかがですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生委員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 ラベンダーハイツにつきましては、今答弁したと

おり老朽化ということで、なかなか問題もありま

す、施設的に、設備的に。その中で中長期的にどう

するかということは、将来どうあるべきかというの

を模索、今後十分、老朽化と言いますか、現在の設

備の状態がどうなのかということも十分見極めなが

ら、その辺は早急にやらなければならない、近々、

早急と言いますか、すぐやらなければならない、ど

のくらい待っているのか、どうなのかということ

は、やはり施設の状況というのが詳細に検討しなけ

ればならないかなと思っております。その上でビ

ジョンを考えていきたい、このように考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今の関連でちょっとお伺い

をしたいと思います。 

 建物が老朽化しているということで、修繕もどこ

から手を付けていいか、全部手を付けなければなら

ないような現実を捉えていて、これは入所者が、い

わゆる生活上あまり不便のないような形で生活をし

てもらうというのが基本的、一番大事なことだとい

うのは当然分かっていると思いますが、入所者は意

外とここの環境はよくないとか、こんな状態では私

たちだめだよと、なかなか言ってくれないと思いま

す、多分。だから、現場で今起きていることがどう

い状態なのか、それを絶えず、やはりアンテナを立

てながら状況を判断して、この施設にこれ以上お金

をかけていくとどうなのかということを判断したと

きには、当然のことながら次の段階に進むべきこと

だと私は思っています。 

 ですから、当然赤字経営の中で一般財源を入れな

がらやっているわけですけれども、この状態８年、

１０年、非常に町の財源を圧迫することになってき

たときに、いわゆる入っている人たちが十分満足で

きるような修繕をしながらいけるのならいいのだけ

れども、多分そういう状況ではない。だとすれば、

当然、先ほど同僚議員が言ったように、もう今の時

点である程度めどを立てていくべきだと思っていま

すが、その辺はもう一度お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 中瀬委員おっしゃるとおり、入居されている方に

御不便をかけるわけにはいきませんし、入所されて

いる方、御家族も含めて御心配、御迷惑にならない

ように、そのような生活と言いますか、入居されて

いる方に工事が行動制約しないでできるのかどう

か、その工事があと１０年くらいもつような工事な

のかというのも十分見極めながら、今後、将来につ

いては考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 見極めててすぐ５年、４年

たってしまいますよ。だから、そうではなくて、あ

る程度のきちんとしためどを立てるべきだというこ

とでお聞きをしております。町の財政が、お金がか

かることですから、なかなか難しいことだとは思い

ます。だけれども、おおよそこれくらい、やはり先

ほど同僚議員も言っていましたけれども、町立病院

の横に予定地としてラベンダーハイツの予定地と書

いてあります。これが町の一般の町民の皆さんは８

年も１０年も後に立つとは思っていません。少なく

とも町立病院がある程度できた時点で、もうすぐそ

こへある程度のラベンダーハイツができるような、

そういう構想ができているのだと思っていますよ。

だから、今いろいろ考えている最中、それは分かり

ます。だけれども、方向性はきちんと示すべきだ

と。そうしないと、８年、１０年の間にあの施設が

とんでもないお金かかることになってきたときにど

うするかということも逆に考えておかなければなら

ない。だから今の時点である程度の見込みはつけて

おくべきだと思っていますが。 
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○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬委員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 町民の方の思いというのも十分声を聞いておりま

すので、その辺も中瀬委員おっしゃるとおり、そう

いうことも参酌しながら、参考にしながら進めてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 予算に関してお願いいた

します。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 同僚議員の言うこともっともです。この間見てい

ましたら、相当給排水だとかいろいろなもの修繕さ

れてきているのです。まずお伺いしたいのですが、

今回に至っては屋上防水だとか、この屋根の塗装だ

とか、こういうものも確かに補助財源等、国の財源

等のやりくりも当然必要だと思いますが、一遍にこ

ういったものというのは、やはり実施すべきで、確

かに重油のタンクというのは、消防法だとか安全の

上からも重要だと思います。同時にいろいろ見てき

ましたら、すが漏りだとかやはり実際しているので

す、中。だから、こういう実態を放置して、ただ次

年度に任せるのではなくて、素早くこういうことを

対処しないと、またその原因でどこかが老朽化する

というのがあるわけで、なぜ今年度予算に６、７年

度に実施するような予算を計上されないのかとい

う、僕は不思議でしょうがないのです。やはり優先

順位で言えば、そこを本当に安全に確保する、入居

者の安全を確保するという意味であれば、こういっ

たところにこそ、しっかりとした予算を付けるべき

だと思いますが、町長、この点どのようにお考えで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 確かに計画に載ったということは相当がたがきて

いるよということであります。いろいろと委員御指

摘のとおり、国の予算なども有効に活用しながらと

いうことで計画載っております。今回計画に載らな

い部分で、先ほども申し上げましたけれども、突発

的にいろいろな部分壊れてきているということで、

施設のそういった特に暖房ですとか給水、排水の絡

み、そういった部分の不都合が出てまいりましたの

で、そういった部分、また、先ほども申し上げまし

たけれども、不都合な部分、具合の悪い部分を早め

に発見して、そういった部分を、今回、当初には載

せられませんでしたけれども、そういったときには

素早く対応するように努めて、入居されている皆さ

んの生活に支障のないように努めていきたいと思い

ます。 

 それから、今委員御指摘ありました部分、そう

いったものをまた点検し直した上で、しっかりとま

た位置づけをしていくということで取り組んでまい

りたいと思いますので、御理解賜りたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 現場の担当者にお伺いいた

します。答えられない部分はいいです、答えなくて

も。行政との関係ありますから。実際これ、近々ま

た副町長もおっしゃっているように、かなり老朽化

している部分がありますから、補正というのが出て

くるのではないですか。実際、やはりこれ以外の部

分についても早急に対応しなければならない部分が

あるけれども、予算上、ここには計上しないけれど

も、補正で対応したいというのはあるのではないで

すか。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ７番米沢

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 常に施設の状況については点検をして、必要なも

のについては見積等を取って準備をしているような

ところもございます。そういうものがやはり優先さ

れるものなのかどうかということを常に副町長、町

長とも御相談しながら、必要に応じた対応をしてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そういうものはあるという

ことだと思います。やはりそういうことを考えれ

ば、やはりこのラベンダーハイツの老朽化している

実態を早急に調査すべきで、今後どのようにこのラ

ベンダーハイツの在り方をどうするのかということ

を示すべきだと思います。 

 今、泥流地帯の映画化だとかと言わせてもらえ

ば、そういった部分よりもこういった部分にこそ、

やはり職員の持っている力を出してもらったりだと

かして、やはり予算を付けたりだとかして、早急

に、まだまだほかの施設あります。そういった部分

もやはり見直すべきだと思いますが、今後、もう一

度同僚議員もやり取りで一部答弁されているところ

もありますが、早急にラベンダーハイツの施設の在

り方、今後対応の仕方、どのようにするのか実施す

べきだと思いますが、答弁求めます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢委員の御質問に

お答えします。 
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 本当に各委員には御心配かけているのだなという

ことは本当に承知しております。この施設につきま

しては、まずは設備、施設の対策の在り方、それか

ら将来像という部分が二つの課題を持ちながら進め

ていくものだなと自覚しておりますし、そういった

中でもすぐ明日、明後日、来年に新しいものが建つ

ということではございませんので、そういった中で

どのように機能を維持していくのか、そういったも

のをできるだけ早い段階で検討するように、特に設

備のほう、施設のほうは本当に突発的な故障が出て

きているような状況でございますので、そういった

部分、できるだけ早めに整備の方向性を一つ一つ積

み上げてまいりたいと思いますので、御理解賜りた

いと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ３９４ページに話題になっ

ていましたが施設整備費が前年度は３２０万２,０

００円組んでいたのですが、今年度はゼロというこ

となのです。要するに修繕はしていくよということ

で修繕費は組んでいますが、やはりここに個別計画

でもありますように、給排水設備の劣化が進んでい

ると、だからもう大変だよということが書かれてい

ながらも、全然そこら辺について対応しないと。そ

して町長は、公設公営でやるのだと、そしてあの施

設を長く長寿命化で使うのだということもおっ

しゃっていますので、やはり早急にここは対応を図

らなければならないと思います。 

 特にライフラインの暖房とか床暖で床の下にパネ

ルがいっていて、それを工事するということになれ

ば、本当に２４時間人が住んでいるところを、そん

な大工事ができるのか、本当にちょっと疑問なので

すが、それはもうやると言っているのですからそれ

でいいのですけれども、早急にそういうことも手掛

けなければだめだと思いますし、当然給排水とか暖

房、そういうものについては、本当にライフライン

なので、空調もありましたけれども人の命にという

話もありましたが、やはりそんなことを含めて、町

では取り組んでほしいなと。 

 もう１点、例えば町立病院だって２８年くらいか

らできあがるまで約１０年以上かかるのです。だか

ら今言っていて、こうやって話していても、ラベン

ダーハイツ新築しようと言ったって１０年以上後ろ

になります。だから、そのためにどうしたらいいの

かというのは今しっかりと考えてもらわなければだ

めだなと。 

 もう１点、同僚議員から言われましたけれども、

多分現場の人たち、ここ悪い、ここ悪い、あそこ悪

いということは言えるのだと思うのです。ところ

が、どう直せばいいか、どうすればその入居者に迷

惑がかからない中で工事が進められるかというの

は、そのアイディアはなかなか現場職員ではないと

思う、ごめんなさい、あるかもしれないのですが、

やはり難しいと思うのです。だから私は同僚議員が

言ったように、しっかりとそういう専門業者を入れ

て、どうすれば、例えば暖房機が、それから給排水

がとか、そういうのをしっかりと計画つくらなけれ

ば早急に。でなければ、いつもこんな議論をしてい

たら、本当に１０年、さっきもう９年と言ったけれ

ども９年なんかあっという間にたってしまうと思う

のです。そういうことでもう１回考え方を。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 御指摘いただいたこと、本当に急を要する部分と

かもありますので、今委員から御指摘いただきまし

た専門家と言いますか、そういった、例えばうちに

は建築の者もおりますので、そういった者ともきち

んと相談して、ときには町内の業者さんみたいな配

管や何かの業者さんなどとも相談しながら、できる

だけ緊急度はどのように図るのかということも含め

て、できるだけ早めに対策をどのように取るのか、

プランを考えてまいりたいと思いますので、御理解

賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 自分のことなのですが、あ

と二、三年したら入れてもらわなければいけないと

思っていますので、大至急改善して、そしてそのと

きは何か、個室や何かとか、そういうことも当然検

討されて前に進んでいただきたいと思います。もし

あれだったら。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 改めてと言いますか、本当に緊急の課題だという

ことを肝に銘じてまいりたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ハイツに関しまして、ま

だございますでしょうか。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１０時２０分。 

─────────────── 

午前１０時０６分 休憩 

午前１０時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

 先ほどの町民生活課長の介護保険の、後期高齢者

医療の資料をお持ちしましたので、先にそちらを御

披露申し上げます。 
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 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） お時間をいただき

ありがとうございます。 

 確認をさせていただきました。介護保険料につき

ましては、連合会から来ているのが普通徴収と特別

徴収の割合につきましては、令和３年度の決算ベー

スで算出をしているということだったので、約全体

の３１％が普通徴収ですということで連絡をいただ

いております。介護保険の現年度分につきまして

は、１,２２６万２,０００円に対して３１％で３,

８０１万円ということで算出をさせていただいてお

ります。 

 先ほど中澤委員からの御指摘のとおり、団塊の世

代が増えてくる今年度に関しましては、２年後にそ

ういった人数のパーセントの割合が反映されるとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、ありがと

うございました。 

 それでは、続きまして、ラベンダーハイツに移り

たいと思います。 

 ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） Ｒ５年度の予算におきまし

ても非常に残念でありますが、民間との給与費差額

ということで、ハイツの歳入においては４,７８６

万６,０００円がいわゆる円滑な事業運営と経営の

安定化を図るようの経営安定化対策分ということで

予算が計上されております。そこで１点、まず、こ

の経営安定化対策分に関しましては、いわゆる厚労

省が示す介護従事者の処遇状況等の調査の平均値を

もって、その差額をということで、ハイツの職員の

人数に合わせて算定をしていると思いますが、まず

お聞きします。今回、ラベンダーハイツの正規職

員って何人なんですか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えします。 

 今回の令和５年の予算で積算させていただいた年

度当初の正職員の人数は１９名になります。ただ、

この安定化対策の関係で積算した人数は１８人分で

積算をさせてもらっています。１８人分の内訳とし

ては、専門職というか、特別養護老人ホームに必ず

置かなければならない職員の人数がそのうちの１８

人ということで、ほか１名が事務職というようなこ

との想定で計算をしたところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） しっかりとこの経営安定化

対策分においては本年度のＲ５の１９人分が……。 

（「１８人分」と呼ぶ者あり） 

○８番（荒生博一君） １８人分が支給されている

ということで間違いないですね。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えします。 

 Ｒ５年の予算としては１８人分で計上させても

らっているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 予算書の３９６ページ、今

ちょっと発音がずれました、３９６ページです。一

番上に職員数という表があって、本年度１９という

ことですが、今所長がお話になった、その経営安定

化対策分に１８という御答弁でしたけれども、１名

分って算定されていないのですか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほども申したように、経営安定化分の算定とし

ては専門職の特別養護老人ホームに配置をしなけれ

ばならない専門職の内容で積算をさせてもらった、

そこが１８名というようなことで、そこの１人分の

ずれが、経営安定化対策のほうでは１８名分の費用

で積算をして、実際の職員の配置の予定としては１

９名というようなことになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） すみません、頭が悪いの

で、ちょっとなかなか理解に苦しむのですが、我々

の審議においては、やはり１９人というＲ５の予算

計上に基づき、この経営安定化対策分ということで

いろいろ考えると、今所長がおっしゃった専門職と

かということは分かるのですけれども、一応正職員

というのは理解するのは１９人でまず間違いないの

ですよね。ただし、経営安定化対策分においては計

算上は１名を除外した中で１８人分の算定をし、そ

れを対策分ということで当て込むということは、１

名算出されないのは、多分ぽろっと向かいのほうか

ら事務所の人かということが聞こえたので、ちょっ

と頭の中整理してみます。すみません。 

 総務課長、答弁お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ８番荒生委員の御質問

にお答えいたします。 

 一般会計からラベンダーハイツ特別会計に繰り入
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れします経営改善化分といたしましては、先ほど所

長申し上げたとおり専門職について民間と行政職員

との差を埋めるために入れている内容でございま

す。今回１９人と１８人というのは、１名について

は事務職分ですので、うちで決めている繰り入れの

基準には該当しないということで、ここで差違が出

ていると御理解お願いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 納得するとしたら、例えば

うちから次長を配置するのに、その事務職というよ

うな位置付けになるのかなというような程度ですみ

ません、押さえておきます。これに関しては結構で

す。 

 令和４年進めてきた事業においては、特にデイ

サービスにおいては、この新型コロナウイルスの感

染症が懸念される中、一生懸命施設として運営をさ

れて、他の施設ですと残念ながら、デイにおいては

感染者が出たとかということも聞き及んでおりま

す。本年度のこのＲ５の予算の中で、新型コロナウ

イルス感染症に対しての感染対策の費用というのは

どこに盛り込まれているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えします。 

 感染対策に関しては、ラベンダーハイツ事業費の

中の需用費、消耗品の中に計上をさせていただいて

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員。 

○８番（荒生博一君） 了解いたしました。 

 本日からマスクも個人の意思に委ねるということ

と、あとゴールデンウイークが明けると、いよいよ

コロナウイルスも２類から５類にということで、

ちょうど今年はそういった意味ではいろいろな変化

が予想されることは当然理解できますけれども、引

き続き、Ｒ４のとおり、他の施設に、残念ながらそ

ういった感染が発生したということで、仕方のない

ことなのかなといことで理解していますけれども、

ラベンダーハイツは、引き続きＲ５も最新の感染対

策を講じながら、例のほうも、もちろん特養もそう

です。施設運営に努めていただければと思います。

それに関して、最後一言お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ８番荒生

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 コロナ感染が始まりましてから、施設の中では感

染対策委員会を設けて、随時感染症に対しての対策

を協議しながら進めてまいりました。幸いなことに

ラベンダーハイツの中では、職員はちょっと交互に

感染者が出たところなのですけれども、外部から持

ち込むこともなく、特養のほうはいまだに発生者が

ゼロということで、それはここ近隣の施設の中では

ない状況だと思っております。かなりその当たりは

施設の職員の努力の結果が大きかったかなと思って

おります。また、御家族の方の皆さんの御協力も

あっての結果だと思っております。 

 ショートステイ、デイサービスいついても、実は

入所時にはコロナ感染者だったというような方も

あったのですけれども、入所時の抗原検査キット等

でスクリーニングができまして、速やかに対応し

て、ほかに利用されている方に広げることもなく受

診等につなげてというようなことで対応してきまし

たので、本当に入所者の、利用者さんの方に感染が

なかったことは本当に一番よかったなと思って、大

きな結果だったなと思って考えております。 

 引き続き、そのように進めてまいりたいと思って

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ３７０、３７１ページです

が、一般会計からの繰入金あります。これについて

は約、対前年度比４７０万円以上、ちょっと増えて

いるのですが、これは経営安定化資金と、それから

主には看護職の処遇改善手当等が入っていると、そ

ういう積み重ねがこの四百何万円ということでよろ

しでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ６番中澤

委員の御質問にお答えします。 

 委員おっしゃられましたとおりの内容と看護師の

処遇改善分が今回は加わっていることと、あと燃料

の高騰分の金額が入った部分があるのですが、前年

度は施設整備分ということでの繰り入れがあったの

ですが、それがなくなったということの差し引きで

結果４７０万円程度の増額ということになっており

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今の件は分かりました。 

 ３６２ページ、３６３ページの介護給付費の収入

の関係です。デイサービスセンターが平均１８.

０、それからショートステイが５.０、それから施

設介護サービスの特養分については４８.５人とい

うようなことで本年度の歳入の予算があるという、

見積もられたと思うのですが、ここら辺の、もしコ

ロナや何かとか、そういうことはないとしたなら

ば、この目標って達成できる数値なのかどうなの



― 134 ― 

か、感触をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ６番中澤

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 コロナよりも職員の確保のほうの影響が大きいか

なと思います。職員あっての介護の提供というよう

なことになります。本当に令和４年は一番それが大

きかったかなと、それにコロナもあったのですけれ

ども、もうなんせ人の確保かなと思います。それが

目標を達成するかどうかの鍵になっているかなと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 何年か前から経営安定化資

金、民間との差というような形でお金を投入してき

ています。本来のことを言えば、介護保険事業所で

すから、民間がやっているのは民間でその事業所を

独立採算でしっかりと経営をされているということ

が基本だと思います。うちの町のこのラベンダーハ

イツ、いつ頃になったら独立採算性でしっかりと経

営ができる見通しがあるのか、ないのか、そこら辺

はどんな感触で捉えたらよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ６番中澤

委員の御質問にお答えします。 

 ラベンダーハイツの収入が８割サービス事業の収

入になっています。そのサービス収入というのが３

年に１回の法改正で決まってくる部分でありまし

て、本当に来年度の予算、サービス収入に関しては

物価高騰だとか、あと人件費の上昇分だとか、そう

いうようなものを加味されているわけでもないの

で、そういうような部分で一般会計からの安定化分

というところの繰り入れが増えているというような

ことになっていると思います。独立採算でできるだ

けの収入が得られるような介護報酬になるのかどう

かということも、すごく大きいかなと思いますが、

それとやはり私たちの職員の人件費等の上昇なんか

が連動しているわけではないので、なかなか先行き

というのは、ちょっと今の状況では判断しにくいか

なと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ３８１ページです。委託料

のところの、いわゆる施設維持管理費の関係が１,

４６１万３,０００円とあります。これについて

は、５年契約の５分の１という解釈でよろしいの

か。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えします。 

 ５年の継続契約の中で、毎年スライドしていくよ

うな内容で最初契約をしています。その内容に沿っ

た来年度の見積ということでなっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ５年契約というのは前から

そうだったと思いますが、今年は何年目なのか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えします。 

 現在３年目になっております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今から、いわゆる３年目の

前の段階の契約のときは、多分この金額より大分安

かったとは思います。それは人件費の関係なのか分

かりませんけれども、いわゆる施設の中の維持管理

の部分が増えたとかということではないのか、その

辺お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

委員の御質問にお答えします。 

 業務の内容が変わっているものではございませ

ん。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第５号令

和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

予算の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第６号令和５年度上富良野町簡易水道

事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ここで説明員のことなの

ですが、上下水道班技師の方が漏水対応のため、席

を外しておられますので、御了承いただけますで

しょうか。建設水道課長が代わりに何かあれば応対

していただけるという、質疑。よろしくお願いしま

す。 

 それでは議題といたしますが、何か御質問あれ

ば。 
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 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４１５ページの工事請負費

で、西部地区静修という形でポンプなどという形の

設備の更新という形で計上されております。これは

ざっくり言ってポンプほかということで、本体その

ものなのか、併せてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 今お話ありましたように、ポンプということなの

ですけれども、このポンプも設置からもう２７年経

過していまして、耐用年数２０年超えていること

で、送水ポンプ等、取水ポンプ等、８台更新という

ことで今回予定してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） 失礼しました。ページ数

は１９ページから２１ページ及び４０２ページから

４２０ページまでということでよろしくお願いいた

します。 

 ほか、ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第６号令

和５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の質

疑を終了いたします。 

 次に、議案第７号令和５年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入歳出を一

括して、２２ページから２４ページ及び４２２ペー

ジから４５１ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４４１ページです。１２節

の委託料のところでお伺いいたします。昨年度、ス

トックマネジメントという形の、いわゆる全体の施

設がどのようになっているかということで、効率的

な投資を目指すということの委託費も組まれており

ました。併せて、今回こういった根幹的なという形

になっておりまして、下水道の更新、耐震設計とい

う形の内容かと思いますが、まずストックマネジメ

ント、どのように今回生かされて、その成果等、ま

だなっていないのか分かりませんが、まずはお伺い

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 令和４年度につきましては、ストックマネジメン

ト契約ということで、今の下水道施設の全てを調査

をしまして、その中でどういった部分が経年し過ぎ

ているだとか、更新が必要だとかという計画を今、

現在立てているところでございます。それに基づき

まして、令和５年度につきましては、米沢委員言わ

れたように耐震設計、浄化センターの耐震設計を令

和５年度と６年度に実績を行っていきたいなと考え

てございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第７号令

和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算の

質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号令和５年度上富良野町水道事業

会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、歳入歳出を一

括して、２５ページから２６ページ及び４５４ペー

ジから４７２ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第８号令

和５年度上富良野町水道事業会計予算の質疑を終了

いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第９号令和５年度上富良野町病院事業

会計予算を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許可いたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これより、歳

入歳出を一括して、２７ページから２９ページ及び

４７５ページから５０１ページまでの予算全般の質

疑に入ります。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ４８５ページ、収入に関し

て、医業収益のほうが昨今コロナのワクチン接種の

委託で増加傾向、その他の医業収益増加傾向にあっ

たと思うのですけれども、令和５年度はこの当たり

どのように見積もっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １番元井委員の収入

の関係の質問にお答えいたします。 
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 令和５年度につきましても、委員言われたとおり

コロナのワクチン接種というのは国で進めていると

ころでありますので、公衆衛生活動費がその収益の

科目となっていますので、そちらのほうは増額と

なってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 今年度からこの積算にあり

ますように町立病院の改築整備事業等が始まりま

す。昨年、地中熱の熱応答試験というのが実施され

たかと思います。それに基づいて、恐らく今年度は

実施、工事に入ると思いますが、この熱応答試験と

いうのは実際どういうデータが得られたのか、分か

ればお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 熱応答試験の内容ですけれども、現地のほうでは

実際に地中熱を施工する際にも掘りますボアホー

ル、こちらを１本掘削しまして、そちらに不凍液を

循環させることによって、地中の土の性質、熱的な

性質を調査する試験になっておりまして、具体的な

数字としては、言葉で言いますと熱伝導率という、

最終的にはこの熱伝導率という数値を把握すること

が目的となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 熱伝導率、ちょっと専門的

で分からないのですけれども、何となくぼんやり分

かるのですが、もうちょっと詳しく。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 熱伝導率、土からの熱がどれくらい効率よく移動

するかという係数という考えでよろしいかなと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この予算の中には、工事管

理業務という形で１,１００万円くらい計上されて

いるかと思いますが、この内容というのは、どのよ

うな内訳なのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 米沢委員、ページ数分か

ります。どこかに載ってる。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ７番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 工事管理費の内訳ですけれども、これは工事監理

に就く技術者の人件費、それから移動の旅費、それ

から会社との諸経費、以上から構成されておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） あと、これから工事に入る

のですが、杭打ちだとか、よく分からないですが、

そういうものは工事に実際入った場合、近隣に、い

わゆる騒音だとか、そういった影響というのはどの

ように対処されるのか、入院患者等もいると思いま

すのでお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院施設整備室長、答

弁。 

○病院施設整備室長（長谷川千晃君） ７番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 地中熱の工事につきましては、その音について現

在の病院と同様に仮囲いだとか、そういった防音対

策は行うと思いますが、工事の詳細についてはまだ

決まっておりませんので、今後の打ち合わせでどの

ような対策を講じていくか、近隣住民に御迷惑がか

からないような配慮をしながら進めていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） あと、この会計年度任用職

員という形で４９１ページにあります。そこで、い

わゆる従来正職員、会計年度任用職員等についても

介護の部分なのですが、ここ介護ではなかったか

な、全般でちょっとお伺いいたします。申し訳あり

ません。いわゆる国の処遇加算という形のこういっ

た予算付けというのは、今回の中では確保されてい

るのかどうなのか。国の説明では２２年度のそれを

踏襲するという形の説明がされておりますが、この

点確認しておきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ７番米沢の御質問に

お答えいたします。 

 処遇改善手当につきましては、令和４年度に条例

等を改正いたしまして、看護師にも手当が加算され

ていますが、令和５年度の予算につきましても介護

士、看護師共に予算付けはされているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 米沢委員、よろしいです

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） ４８５ページに出ておりま
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す、こちらはその他医業収益というところの公衆衛

生活動収益というところで４２３万７,０００円、

この部分のところの、いわゆるラベンダーハイツだ

とか予防接種だとか自衛隊のほうの診療だとか、そ

ういったところに出掛けるときに、歩いて行ってる

わけではないですよね。基本的にタクシーか何かを

利用して行っているのではないかと思われますけれ

ども、もしタクシーを利用して行っているとすれ

ば、どの部分のところで支出されているのか教えて

いただきたい。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番中瀬委員の御質

問にお答えします。 

 外部への診療の交通手段でありますけれども、自

衛隊診療につきましては、自衛隊のほうからお迎え

が来ます。そして、ハイツの診療につきましては、

病院の公用車を使いまして、先生自ら運転して行っ

ています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） そこでちょっと伺いたいの

は、ラベンダーハイツに、いわゆる医師の方が診療

に行くということですが、私の聞いている中で、あ

る先生は自家用車で行く、ある先生はタクシーで

行ってるという話を聞いておりますが、これは事実

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番中瀬の御質問に

お答えします。 

 先生によっては、今言われたとおり、原則は公用

車で自ら運転で行きますけれども、先生によっては

自家用車で行く場合も確かにあります。タクシーに

つきましては使用していません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 今、たまたま自家用車で行

くという場合があるという説明でありましたけれど

も、もしラベンダーハイツまで行くまでの間に、自

家用車で行ったときの万が一事故があったときの対

応はどのようになります。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番中瀬の御質問に

お答えいたします。 

 原則、公用車の使用ということで位置付けられて

いますが、場合によって自家用車で行く場合につき

ましては、自家用車ということになれば、事故を起

こしたときは本人での責任になってしまうかなと思

われます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ４８７ページの報酬で出張

医の件についてお伺いいたします。 

 恐らく、今常勤の方が２人、前回まではたしか常

勤の方が３人いたのですが、病気という形の中で現

在２名、それを補う形で引き続き出張医、従来から

も来ておりましたが、常勤の確保という点ではなか

なか今年度も難しいのかどうなのか、この点をお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ７番米沢の御質問に

お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、令和４年度の途中から１

名につきましては病気休暇というようになってござ

います。この間も旭川医大のほうには要請等をして

いっております。今現在、出張医対応で、全てでは

ございませんけれども、半分、やや５割、６割程度

の出張医対応で今現在進めているところでございま

すけれども、これが今後ちょっとどうなるかという

ことは分からないところもありますけれども、今後

も診療体制に影響ないように旭川医大のほうには要

請をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） この出張医の併せてお伺い

いたしますが、報酬というのは経験年数等など基準

に基づいて支給されているかと思いますが、どのよ

うな内容になっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ７番米沢の御質問に

お答えいたします。 

 出張医の報酬単価につきましては、今現在うちの

ほうの基準といたしまして、２種類ございましし

て、医員の基準と、あと医員以外、役職が付いてい

る先生、助教とか講師とか、そういった役職付けの

先生の分ということで２種類の手当の基準がござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 病院運営も医師あるいは看

護師だとか、人材がいなければ当然運営できないと

いう状況になっております。４９７ページの職員の

異動状況というところで、前年度は４９人で、本年

度は４７人という形の説明がされております。これ

でいきますと、５年度採用は括弧で２人という形に

なっているのですが、これは現状ではこの２名欠員

という形になっているのか、もう既に採用があるの
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かどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ７番米沢の御質問に

お答えいたします。 

 令和５年度の予算につきましては４７名で職員数

計算、計上いたしております。今現在の町立病院の

定員につきましては５０名ですので、今定員に対し

ては３名少ない状況となってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番よろしいですか。 

１番、元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 関連で、医師の配置状況と

いうか今後の見通し、令和５年度の見通しというの

は全く立っていない状況なのか、その当たり、何か

ありましたらお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １番元井委員の御質

問にお答えいたします。 

 医師の配置状況でありますけれども、先ほど述べ

たとおり、旭川医大のほうへはちょっと常勤医の要

請ということで要請はしているところでございます

けれども、何せ医大、医局のほうにつきましても人

員不足というようなことがありまして、見通しとい

うのは今現在立っていない状況にあります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 常勤医に関して、令和５年

度も病気休暇で席は続いているという認識で大丈夫

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １番元井委員の御質

問にお答えいたします。 

 今現在、医師１名につきましては、令和５年度２

月までが病気休暇ということで休暇中でありまし

た。２月の期限を迎えるときに、３月から、今年令

和５年の３月から令和５年１０月まで病気に伴いま

す休職というような手続を取ってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） ４９５ページになります

が、資産購入費で医療機器１,５５０万円というの

があります。医療機器の購入ということで説明があ

ります。これの内容について。 

○委員長（岡本康裕君） 病院施設整備室長、答

弁。 

○病院施設整備室長（長谷川千晃君） ６番中澤委

員の御質問にお答えいたします。 

 令和５年度の医療機器の購入に関しましては、内

訳としまして検査課にある検体検査システム、検査

のシステム、検査のシステムを一括にまとめるシス

テムを１,１００万円、そして健康診断に使うシス

テムと、あと通常、毎年予定しておりますその他医

療機器ということで内訳となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今病院が新しくなるのです

が、それらの重機、備品についてはそのときはもっ

たいなくないという認識でよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院施設整備室長、答

弁。 

○病院施設整備室長（長谷川千晃君） ６番中澤委

員の御質問にお答えいたします。 

 現在購入している医療機器につきましては、全て

新しい病院のほうに移設して使うという予定で、も

う既に現在から整備を進めているというところで御

理解いただければと思います。 

 以上になります。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 今度は施設整備費のところ

で若干教えてほしいのですが、外構・基礎工事とい

うことになっています。外構工事が約１,０００万

円近くで、そして基礎工事が５,５００万円くらい

ということになっていますが、外構工事ってどうい

うことを予定されているのか教えていただければと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 今年度の外構工事の内訳につきましては、本体工

事・基礎工事を着工する前に、本体工事は着工した

後、例えば土を掘った、そこから雨が降った、その

雨が敷地外へ出てしまう、そういうことはあっては

いけませんので、そのための、例えば素掘り側溝を

掘って水の流出を防ぐとか、それから基礎工事をし

やすいように現地盤を盛ったり、切ったりするよう

な、そのような工事が内訳となっております。 

○委員長（岡本康裕君） ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 素人で分からなかったので

すが、基礎工事と外構工事の、要するに基礎工事で

はない外構工事があるという認識でよろしいので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建築施設班主幹、答弁。 

○建築施設班主幹（髙松 徹君） ６番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 基礎工事はあくまでも建物の杭、それから地下部

分のコンクリートでつくられる部分、それ以外の周

りの部分は外構ということで区別をしております。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、議案第９号令

和５年度上富良野町病院事業会計予算の質疑を終了

いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午前１１時０８分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和５年３月１３日 

 

 

予算特別委員長    岡 本 康 裕 
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令和５年上富良野町議会予算特別委員会会議録（第４号） 

 

令和５年３月１４日（火曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 令和５年度上富良野町一般会計予算 

議案第２５号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

議案第２６号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について 

議案第 ２号 令和５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 令和５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 令和５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 令和５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 令和５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 令和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 令和５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 令和５年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       荒 生 博 一 君 

   委   員  元 井 晴 奈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

   委   員  髙 松 克 年 君   委   員  中 瀬   実 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  米 沢 義 英 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  今 村 辰 義 君 

   委   員  小 林 啓 太 君   委   員  小田島 久 尚 君 

   （議長 村上和子君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副  町  長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君 

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

 保健福祉課長         深 山   悟 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

 農業振興課長         大 谷 隆 樹 君     保 健 福 祉 課         星 野   章 君 

 農業委員会事務局長                       健康づくり担当課長          

 教育振興課長         谷 口 裕 二 君     建設水道課長         菊 地   敏 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。御

出席、まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しております。これより令和５年上富良野町議会予

算特別委員会第４日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程のとおり

進めてまいりますので御了承願います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ここで、理事者及び説明

員は退席願います。 

 これより、令和５年度上富良野町各会計予算及び

基金の一部支消２件についての令和５年上富良野町

議会予算特別委員会審査意見書（案）を事務局長よ

り朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 令和４年上富良野町議

会予算特別委員会審査意見書（案）。 

 一般会計。 

 １、ジオパークの拠点施設である郷土館について

は、今後の管理、運営体制を明確にして進められた

い。 

 ２、地域おこし協力隊の活用については、隊員が

任期中にその能力を十分に発揮され、定住につなが

るよう、各関係機関が制度の理解を深めると共に受

け入れ体制の充実を図られたい。 

 また、募集にあたっては、効果的な募集となるよ

う努められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 １、ラベンダーハイツの施設老朽化が進んでお

り、長期的視野に立って、改修計画を立て適切な施

設整備に努められたい。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ただいま朗読しました令

和５年上富良野町議会予算特別委員会審査意見書

（案）について、これで決定することに御異議あり

ませんか。 

○委員長（岡本康裕君） ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） この案についてちょっと、

２番目の地域協力隊、地域協力隊という名前のどう

ですか。 

○委員長（岡本康裕君） 大変申し訳ございませ

ん。おこしを入れていただいて、意見を精査すると

きにもここで承ったのですが、そのままプリントし

てしまいました。すみません。 

 ２番は、地域おこし協力隊の活用についてはとい

う文になります。 

 よろしいでしょうか、この部分。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 意見これでよろしいかどうかお伺いしますが、あ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、ここで、正副

委員長による町長への審査意見書の提出のため、暫

時休憩いたします。 

 なお、再開時間を９時３０分といたします。よろ

しくお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時０４分 休憩 

午前 ９時３０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がありますので、発

言を許します。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤繁君） 委員長より許可をいただきま

したので、私のほうより所信を表明させていただき

たいと思います。 

 このたびは、令和５年度の予算審議に当たりまし

て、皆様方には４日間という長時間にわたり御審議

賜り、大変感謝申し上げたいと思います。 

 先ほど、正副委員長より新年度予算に対し意見書

をいただいたところであります。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計を含めて３点の御

意見を承りました。 

 ジオパークの拠点施設の管理運営、地域おこし協

力隊の活用については、しっかりとした体制で将来

の上富良野町の地域産業の振興に寄与する形で進め

てまいりたいと考えております。 

 また、ラベンダーハイツの施設の老朽化に関しま

しても、しっかりと取り進め、地域福祉の要の施設

として、住民の安心につながるよう管理運営を取り

進めてまいりたいと思っております。 

 今回賜りました御意見を十分踏まえて行政執行に

努めてまりいたいと考えております。 

 それぞれの意見につきましては、人口減少、少子

高齢化等に対応し、住民の皆様が安心して暮らせる
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まちづくり、産業を生かした活力あるまちづくり、

福祉の充実など、来る時代にしっかりと備えてほし

いという貴重な御意見であると感じております。 

 皆様方からいただきました御意見を町政運営の場

でしっかりと生かし、さらに町民一人一人の声にも

しっかりと耳を傾けながら町政運営を図ってまいり

たいと、このように思っております。 

 今後ともまちづくりに関しましては、皆様方と連

携を密にし、十分審議を図り、活力あるまちづく

り、魅力あるまちづくり、持続可能なまちづくりの

実現に邁進することを申し上げ、所信表明とさせて

いただきます。 

 長時間にわたる御審議、誠にありがとうございま

した。 

○委員長（岡本康裕君） これより、議案ごとに討

論を行い、採決いたします。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

（「委員長、動議」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 動議を提出します。 

 予算特別委員会に付託中の議案第１号令和５年度

上富良野町一般会計予算について、修正案を別紙に

より提出します。 

○委員長（岡本康裕君） 議案第１号令和５年度上

富良野町一般会計予算に対しては、元井晴奈君ほか

１名から、お手元にお配りした、すみません、暫時

休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時３５分 休憩 

午前 ９時３７分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 議案第１号令和５年度上富良野町一般会計予算に

対しては、元井晴奈君ほか１名から、お手元お配り

した修正案が提出されています。 

 したがって、これを議案第１号と併せて議題と

し、提出者の説明を求めます。 

 １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） ただいま議題となりました

令和５年度上富良野町一般会計予算に対する修正動

議の提案理由を説明いたします。 

 修正案は、歳出予算、２款総務費１項総務管理費

９目地方振興費にあります。 

 泥流地帯映画化事業の泥流地帯映画化を進める会

負担金１００万円を減額修正するものであります。 

 主な理由といたしましては、泥流地帯映画化を進

める会の活動内容、会の活動費用の積算根拠が不明

確である点であります。 

 会の旅費については、制作者との東京への調整旅

費としながら、誰が何をしに行く旅費なのか答弁が

二転三転し、計画性が全くなく、使途不明金となる

ことが懸念されます。 

 また、泥流地帯映画化は、制作会社との協定解消

後、現在はまだどことも協定はしておらず、町が制

作会社を探している段階であります。いつ映画化で

きるのか、今後のスケジュール、計画も全く示され

ていません。そのような先が見えない状況で、泥流

地帯映画化を進める会として、どのような活動がで

きるのか、不透明でなりません。 

 さらには、泥流地帯映画化を進める会の本来の役

割について、気運醸成やロケサポートとしており、

いずれも制作会社が決定し、映画公開のスケジュー

ルなどが計画が立ってからの活動が主であると思わ

れます。会の総会や会議も昨年一度開かれて以来、

開催されていないと承知しております。 

 まずは映画化を進める会としての活動内容、目

的、活動計画を明確にしていただき、町長の執行方

針でもあったように、町と映画化を進める会と一体

となって進めるイメージであるならば、映画化を進

める会と計画を見直し、協議をした上で提案してい

ただければと思います。 

 なお、泥流地帯映画化事業そのものをなくす修正

案ではなく、映画化に関して町として引き続き制作

会社を１日も早く見つけ、町民が納得する計画を立

て進めていただきたく、そのための旅費、需用費は

そのままにしてあることは御理解いただきたいと思

います。 

 それでは、以下、議案を朗読し、説明とさせてい

ただきます。 

 議案第１号、令和５年度上富良野町一般会計予算

に対する修正案。 

 議案第１号、令和５年度上富良野町一般会計予算

の一部を次のように修正する。 

 第１条中「７６億８,３００万円」を「７６億８,

２００万円」に改める。 

 第１表、歳入歳出予算の一部を次のように改め

る。 

 以下、議案の説明につきましては、修正部分につ

いてのみ説明し、予算の事項別明細書につきまして

は省略をさせていただきますので、御了承願いま

す。 

 次のページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 
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 次のページをお開きください。 

 １９款繰入金１億５,２０７万円、２項基金繰入

金１億５,２０６万５,０００円、歳入合計７６億

８,２００万円。 

 次のページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費１１億５,５５７万８,０００円、１項

総務管理費１１億３３７万３,０００円。 

 次のページをお開きください。 

 歳出合計７６億８,２００万円。 

 御審議賜り、御議決いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（岡本康裕君） これをもって、趣旨説明

を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） ただいま修正案の議案第１

号が提出されて、初めて目を通すわけですが、何点

か不明な点がありますので、質問させていただきま

す。 

 映画化策定に至っては、この間、予算委員会の中

でも議会として今、町としてやるべきことはこれだ

け物価高という状況の中で、住民の暮らしを守るた

めの政策をしっかり行うべきだと、そのための予算

を確保すべきだということを訴え続けてきました。

当然、住民の福祉と暮らしを守るのが責務でありま

すから、映画化に行政が率先して行うべきではない

という主張もしてきました。同時に、泥流地帯の教

訓や町のすばらしさ、魅力を発信するのであれば、

いろいろな他の方法もありますし、現状で言えば、

もう既に取り組んでいるところもあるということ

で、そういう意味では行政はこの映画化を取り組む

のを見直すべき、やめるべきだということを主張し

てきました。 

 そこでお伺いいたしますが、この前提してなって

いるのは、映画をする制作会社がはっきり明確にな

れば容認するという修正案の中身であります。そう

しますと、現本案とほぼ変わらないのかなと思って

おります。中身で言えば、若干映画化に、進める会

に予算が付いていると、不明確な部分で予算を付け

ているのはだめだと言っているだけであって、前提

は映画化を進めるということが前提になっている修

正案だと思いますが、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 元井晴奈君、答弁。 

○１番（元井晴奈君） ７番米沢の質問にお答えし

ます。 

 本修正案は、町長の執行方針並びに今までの一般

質問等で町長のお考えをお聞きした上で、私として

は映画化を断念というよりかは、計画そのものを見

直して前に進んでいっていただきたいという思い

で、この修正案を提出しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうであるならば、本案で

十分足りるのではないですか。別に修正案を出さな

くても、多少の若干の違いがあるだけで、あとは

はっきりその制作会社を行政側も見つけるというこ

とを言っているだけであって、現時点では見つかっ

ていないだけで、将来的にはしっかりと見つけたい

と言っているのであれば、その方向で容認するので

あれば、そういう方向で同じ歩調合わせて進めて

いったほうがいいような気がするのですけれども、

この修正案というのは、全く修正案になっていない

と思うのです。 

 手短に言えば、今暮らしが本当に大変です。町民

の暮らし、物価高や農業にしても産業にしても商業

にしてもそうです。本来であれば、こういう修正案

の中にもそういった住民の暮らしを守る修正案の予

算の確保という点がうたわれなければならないの

に、一切うたわれていないという大きな問題がある

と私は思います。そういう意味では納得できる修正

案ではありませんが、この点、町民との暮らしを守

る政策と合わせてどのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 元井晴奈君、答弁。 

○１番（元井晴奈君） ７番米沢の御質問にお答え

いたします。 

 本修正案は、泥流地帯映画化を進める会の負担金

の中に、説明が二転三転し、使途不明金になること

が懸念されるものであり、この泥流地帯映画化を進

める会そのものの組織体制等を町と一緒になって協

議をした上で計画性をはっきり計画をさせていただ

き、この旅費等、映画化を進める会の活動内容、ま

た活動の目的、役割、しっかり町と協議して、改め

てその計画性を示していただきたく、この修正案を

提出いたしました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） そうであれば、本予算にも

不十分さはあったとしても、進める会と行政がしっ

かりと問題意識を持って進めれば、その部分は対処

できる部分がたくさんあるのだと思うのです。映画

化を進める会というのは、あくまでも任意団体、民

間の団体でありますから、そこに強制的に議会とし

て、補助団体だとはあったとしても、無理やりこう

すれ。ああすれという話にはならない。当然、自主

的な団体でありますから、その団体の判断の下で、

また行政との関わりの下で今後どうするのかという

ことを話し合っていけば済む話だと思うのです。 
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 また同時に、私の質問に対して答えていないので

すが、これだけ暮らしが大変なときに、その暮らし

を守るための予算修正というのが出てきていないと

いうのが私は問題だと思います。 

 ただ、一般的に見れば、やはりそういったところ

も大切にしながら、この予算修正があるのであれ

ば、私は容認できますが、しかしそういった部分は

全く見られていないので、この点容認できません。

どのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員、答弁。 

○８番（荒生博一君） ７番米沢委員の質問に対し

てお答えさせていただきます。 

 米沢委員、懸念されるように、負担金をもって運

営する団体ということではありますが、実質２０１

８年の発足以来、約６年の間、どちらかというと行

政主導により、この会は運営がなされております。

と言いますのは、様々な新年度に向けての事業内容

や予算の計上などなどは、役場職員、担当者と会の

主要メンバーとのコンセンサスが全く図られておら

ず、それに危惧した同僚議員が、このままでは会そ

のものの在り方、そして町と会との両輪でことを成

し遂げるとは到底たどり着けないのではないだろう

かということで今回の修正案を提出しております。 

 また、同時に米沢委員の質問にありました町の福

祉の施策においては、町長も先に御答弁されており

ますが、この後、国からまたコロナ関連、一旦落ち

着きを見せておりますが、今般の物価高等々におい

て臨時的な、この後助成金等の予定がなされており

ます。私ども、この４日間の審議に当たっては、

様々な町側の福祉政策等々にも異議を感ずることな 

く取捨選択において十分ではないとしても福祉施策

等には力をいただいているということは感じており

ます。 

 また先に申し上げた臨時的なその国からの交付金

等々で、私はしっかりと理事者はそういった物価高

に対応する予算措置というのは講じていただけるも

のと信じております。 

 以上をもちまして、答弁とさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） ちょっとお聞きします。

私は今、前任者の委員が質問したのと似ているとこ

ろもあるのです。ただ、考え方はちょっと違うと思

うのですけれども。私が今心配しているのは、この

１００万円を否決することになってどうなってしま

うのだろうと、映画をつくる会が、そこが非常に危

惧されている。この泥流地帯映画化を進める会の予

算が、まさしくゼロになってしまうと、負担金が。

当事者である泥流地帯の映画化を進める会というも

のは、本当に今後どうなっていくのだろう、これの

戦意消失というものが考えられるのです。そこはど

のように捉えていますか。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員、答弁。 

○８番（荒生博一君） １０番今村委員の質問に対

してお答えさせていただきます。 

 もちろん負担金を差し上げる団体である映画化を

進める会の戦意喪失というところでの懸念において

は、私もプライベートで会の主要役員の方々と日々

交流をいたしております。その役員の方々からお聞

きするに当たり、残念ながら町職員との間にコミュ

ニケーションが図られておらず、先に申し上げたと

おり事業実施や予算化等、例えば会の意思を反映し

て、これに基づき５０万円の予算をくださいなどと

いったコンセンサスは残念ながら全く図られており

ません。ですので、この６年間の町側の姿勢等々を

襟を正していただくよう、修正動議を提出するもの

でありまして、会そのものの戦意喪失という懸念に

関しては、それ以前に、会そのものの役割や機能と

いうところにおいて問題があるということでの指摘

でございますので、現段階では心配に及ばないと私

は考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １０番今村委員。 

○１０番（今村辰義君） 例えば計画が７０％、６

０％であったとすれば、実行で直していけばいいの

ではないですか。それをもってだめだということは

私はちょっと理解できないと思っています。ただ、

この映画をつくる会が本当に戦意喪失して解散して

しまうということが私は考えられると思うのですけ

れども、そこも答えてほしいのですけれども。そう

なるとどうなるかというと、町長も一般質問の質問

で佐藤委員の質問で答えているではないですか。ふ

るさと納税制度全般に影響を及ぼすのだと。町に対

する信頼を大きく揺らぎ、特に企業版ふるさと納税

やクラウドファンディングにおいては次回その他の

目的で活用した場合は極めて困難になることが予想

される。返礼品に関しても種々の大きな問題がある

と想定されるというようなことを申されておりま

す。もちろん皆さんの、発案者の方の意見も聞い

て、映画をつくるそのものは反対していないのだと

いうことでありますけれども、１００万円をなくし

てしまうと、映画をつくる会そのものがまず解散さ

れたら、だんだん、それが蟻の一穴となって、映画

をつくるそのものが頓挫する可能性が、そうしたら

町に極めて損失になると思うのですけれども、そこ

はどのように考えておられるのか。 

○委員長（岡本康裕君） ８番荒生委員、答弁。 
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○８番（荒生博一君） １０番今村委員の質問に対

してお答えさせていただきます。 

 これまで一般質問等々の質疑のやり取りの中で、

町、理事者におきましては、これまでの間、企業版

ふるさと納税で得た４,６００万円、またさらに今

年に入りましてから５５０万円程度上乗せして、現

在では５,０００万円を超えております。それだけ

全国の三浦綾子ファン及び一般の消費者の方々は、

この映画化というのを望んでおり、それが数字と

なって出ております。我々の今修正動議の案件の提

出においては、あくまでも先に申し上げたとおり、

そういった町の過大なる損失を被るようなことを行

うものではないということでまず御理解をいただき

たいのと、また、万が一この企業版ふるさと納税を

映画化を断念したときに被る損失は、本当に上富良

野町という名前を汚すだけではなく、多くのファン

の方に、これまでの６年間、丸っきり事業化がなさ

れなかったということで、ただお金的な損失だけで

はなく、町の信頼等々も損なわれるものということ

は、これまでの町長からの答弁でも十分我々も認識

しております。 

 また、会の開催においては、この先、新年度に入

りましたら総会が予定されております。私たち修正

案の提出の際には、その総会の後にしっかりと今年

度必要な予算が計上された暁には、それをもって補

正予算を計上しろということで、町側に申し伝える

予定でございますので、会の解散などはこの後の新

年度に入りましてからの総会で大きく変わるかと思

いますので、その辺の不安は払拭いただければと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

 １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） ただいま提出された修正

案に関して質問いたします。 

 修正案の趣旨の中でも映画化そのものを否定する

ものではないということが述べられていました。ま

た、映画化に当たっては進める会と足並みをそろえ

て事業を継続していってほしいというような意図

だったかと思いますが、その後、協定先を見つけ、

計画づくりができてから会に予算を付ければいいと

いうような考えだというお話でしたが、この二つは

矛盾する考えではないかなと私は考えております。

つまり、足並みをそろえて一緒にこの事業に取り組

んでほしいものの、計画や協定先を見つけるところ

に関しては、もう完全に行政が主導して行い、その

計画ができた後にやっと会や町民を巻き込むという

のは、まさに言われていることが矛盾しているので

はないかなと感じてしまいましたが、その点はどう

お考えかお答えお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井晴奈君、答弁。 

○１番（元井晴奈君） １１番小林の御質問にお答

えいたします。 

 足並みをそろえてという発言は、町からの映画を

進める会に対して、足並みをそろえていきたいとい

う思いであり、現在の映画を進める会の活動内容で

は気運醸成またはロケが開始されたときのロケサ

ポートとなっており、その点も踏まえてちゃんと町

と映画を進める会と協議を行った上で、どのような

スタンスで行くのかを協議して進めていきたいとい

うことで修正案を提出いたしました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 今の御答弁だと、あくま

で進める会に対して予算を付けるのは、会と行政が

しっかり話し合った後に初めて予算を付けるべきで

あるということかなと思いましたが、それまでの間

に関しては、基本的には行政が主導してこの事業を

動かしてほしいというお考えでよろしかったか、お

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員、答弁。 

○１番（元井晴奈君） １１番小林の質問にお答え

いたします。 

 それまでの間につきましては、現在知ってる限り

では映画化を進める会は、あくまでも町民の気運醸

成、そしてロケができたときのロケサポートとなっ

ているので、それまでの間は町が制作会社を探して

活動するということで認識していますので、御理解

賜ります。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これより、議案第１号令和５年度上富良野町一般

会計予算の修正案に対する討論に入ります。 

 最初に、本修正案に対する反対討論の発言を許し

ます。 

 ９番佐藤委員。 

○９番（佐藤大輔君） ただいまの質疑応答で重複

する部分あろうかと思いますが、私の意見を述べさ

せていただきます。 

 先に開催された予算特別委員会で質疑が集中した

泥流地帯映画化を進める会への負担金１００万円に

関して、疑義を抱かれていることが修正案提出の主

な理由であるとのことですので、ここに焦点を当て

ながら、修正案に反対の立場で意見を述べさせてい

ただきます。 

 予算特別委員会での論点としては、大きく三つ。
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一つ目、予算計上の内訳について、進める会と事務

局で詳細な打ち合わせがなかったこと。二つ目、要

求資料にある旅費の執行方法に疑わしい点があるこ

と。三つ目、映画化が決まっていない段階あるいは

連携協定の相手方が決まっていない段階での予算計

上は拙速であることであったと思われます。 

 １点目の予算計上の内訳について、進める会と事

務局で詳細な打ち合わせがなかったことについてで

ありますが、任意団体の収入の一つである町負担金

については、まずは担当課が予算要求し、その後査

定を経て、町長が上程し、それを議会が審議するも

のと聞いております。可決された場合、その町負担

金を含む収入予定額をもって当該団体が令和５年度

の予算をつくることになりますが、つまりその時点

で初めて具体的な収入予定額が固まり、その範囲内

での支出予算、具体的な使い道が団体の総会等で審

議されるものと理解しております。 

 これだけ注目される事業であることを思えば、事

務局は進める会との連携を密にし、特に慎重に進め

るべきであったと厳しく指摘せざるを得ませんが、

年度明けに開催予定の総会で審議される支出の内容

について、予算編成段階で事前に決定されているこ

とを町負担金の支出条件とするならば、映画という

非常に特殊性の高い事業であるという観点からも、

活動の柔軟性が損なわれる懸念がありますので、そ

の点を修正案提出の論拠とするには慎重であるべき

と考えます。 

 ２点目の要求資料にある旅費の執行方法に疑わし

い点があることについてでありますが、事前要求資

料として提出された負担金の内訳については、現段

階において確定的なものではないと理解しておりま

す。映画化が進まなかったことを受け、執行せずに

減額補正したＪＲ上富良野駅舎改修事業の事例から

も、異議がある場合は適切な内容に改めさせること

が可能であると考えます。そもそも負担金の内訳が

記載された事前要求資料は、歳出事項別明細書に記

載された事項の詳細を説明するための資料であっ

て、適切な内容に改めさせることが可能な事項を取

り上げて修正案を提出する論拠とすることには慎重

であるべきと考えます。 

 ３点目の映画化が決まっていない段階あるいは連

携協定の相手方が決まっていない段階での予算計上

は拙速であることについてでありますが、当初予算

計上時に年度内の執行が予定される費用について

は、当初予算においてしっかりと計上し、執行する

タイミングが来たら速やかに執行し、逆にそうでな

ければ執行しない、予算とはそうあるべきと私は考

えます。事業の進捗状況に合わせ、年度途中に補正

予算で対応しても構わないという考え方を議会側が

積極的に持つことに違和感を覚えます。 

 また、連携協定を結ぶ可能性のある相手方との交

渉をスムーズに進めるためには、町全体が映画化プ

ロジェクトを支えているということをアピールする

必要があります。ロゴ入りポロシャツや商店街の登

り旗など、これまでも継続的に活動を推し進めては

おりますが、先月著名な映画監督が我が町を訪れて

いることからも、協定締結前、まさに今が気運醸成

活動における力の入れどころであり、当初予算での

予算計上はむしろ妥当であると考えます。 

 以上、三つの論点について私の見解を述べさせて

いただきました。確かに映画化を進める会への負担

金について、予算特別委員会における町長や担当者

の説明が不適切であったことに対して苦言を呈せず

にはおれません。一方、２月２１日に開催された総

務産建常任委員会での審議と議員間討議、さらには

理事者側との協議が十分であったとは到底思えず、

議会側にも非があることは明らかであり、私を含

め、大いに反省すべきです。 

 修正案の提出は、泥流地帯映画化プロジェクトの

適切な事業展開を願ってのものと理解はいたします

が、それと引き替えに大きな代償を払う可能性があ

ります。各メディアにおいてセンセーショナルな見

出しで取り上げられるであろう上富良野町議会の判

断は、先日我が町を訪れた著名な映画監督をはじめ

とする連携協定候補先との交渉に大きな影響を与え

るだけでなく、それこそ我々が懸念する町のイメー

ジダウンをいたずらに招き、寄附金を募る際の障害

となることは容易に想像がつくことと思います。 

 町内の商工業、観光業者はコロナ禍で大きなダ

メージを受け、中には廃業に追い込まれた事業者も

少なくありません。そこに追い打ちをかけるよう

に、令和５年度、令和６年度において陸上自衛隊上

富良野駐屯地の定数削減が決まっております。特に

若い世代が町から姿を消し、人口はここ数年で９,

５００人程度までは減少することが予想されます。

そのような危機的状況下で町の活力を維持しようと

今多くの職員が奮闘しています。そんな彼らの目に

泥流地帯映画化プロジェクトにかかわる議会の姿は

どのように映っているのでしょう。もちろん、その

事業や予算が適切か否かを判断することは議会の責

務であります。ですが、職員の挑戦する意欲を奪わ

ないよう配慮することもまた我々の責務であると考

えます。 

 以上が、修正案に賛成される議員と思いを等しく

する部分はあるものの、その判断は慎重であるべき

とする私の根拠です。先ほど質問された同僚議員が

述べられていたように、今後我々がしっかりと注視

していくのならば、修正しても、修正しなくても、
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実質的に何ら変わりのないことを重ねて申し上げま

す。 

 最後になりますが、私も町長、副町長のふがいな

さに対しては憤りを通り越して、悲しみすら湧いて

おります。町長に対しては、町民からお預かりした

しっかりしろよとの声をお伝えするとともに、議員

各位におかれましては、何とぞ火を見て森を見ずで

はなく、大所高所から懸命な判断を下されますよ

う、切にお願い申し上げ、修正案に反対の討論とい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ８番荒生委員、答弁。 

○８番（荒生博一君） 私は修正動議に賛成の立場

から討論させていただきます。 

 今修正案につきましては、先に提案者から提案が

ございました泥流地帯映画化を進める会に対しての

負担金１００万円についてであります。 

 皆様御承知のとおり、この間、泥流地帯映画化プ

ロジェクトにおいては、１社目のイメージフィール

ド社との契約、そして２社目のジパング社との契

約、いずれも失敗に終わり、問題点がどこにあった

のかなど、十分な検証も行われないまま、それでも

なお前に進もうとしている町側のプロジェクトの進

め方そのものに私は問題があると考えます。 

 昨年１１月に行われた泥流地帯映画化を進める会

の総会開催まで、この間、行政主導で会は運営され

ており、本年、新年度の事業内容や予算など、会の

方々との十分な審議を経て、承認を受け、計上され

なければならない予算、そのものにおいても会の皆

様とのコンセンサスが図られないまま進められてお

り、事実上何の意思も持たない名ばかりのこの会の

状態について、昨年１１月の総会で会の方々からお

叱りを受けたにもかかわらず、今、令和５年度の予

算についても、そのスタンスは何一つ変わっておら

ず、行政主体で暫定的な予算が計上され、その内訳

においても予算委員会の質疑では担当者がまともな

答弁もできず、その内容においては非常に不透明で

あり、見える化などとはほど遠いものでありまし

た。 

 私は一般質問や予算委員会でも申し述べたとお

り、映画化については現在も反対はしておりませ

ん。しかしながら、プロジェクトの立ち上げ方に問

題があり、その問題に対し間違っていないという今

の町側の姿勢、そして泥流地帯映画化を進める会の

性質上、気運醸成が大きな役割であるならば、これ

まで私が指摘しているとおり、監督や制作会社との

連携協定が決まり、映画制作実行委員会が立ち上

がって初めて機能する会であることから、制作会社

選定が問い合わせの段階の今、すぐに１００万円の

負担金の支出は全くもって時期尚早であることか

ら、今修正案に賛成をするものであります。 

 今後において、町の泥流地帯映画化プロジェクト

が先に述べたプロセスを経て、具体的な制作活動が

開始された暁には、補正予算を組み、上程をいただ

ければ、その内容においてしっかりと審議に望み判

断したいと考えております。 

 そして泥流地帯映画化を進める会についても、組

織そのものを見直し、本当に心から支援いただける

メンバーをもって構成されることを強く望みます。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 私は本修正案に対して反対

の立場から討論するものであります。 

 今、行政に求められているのは、物価高やコロナ

禍という状況の中で、真に住民の暮らしを守る政策

を実行できるかどうか、今問われています。そう

いった点では、改めて見ますと今回のこの修正案の

中には、ただ泥流地帯の映画化の予算においては、

相手が決まっていないというだけで修正案を提出す

るという状況になっております。そういう状況であ

れば、本案と町長部局の提案された原案と何ら変わ

らないという状況が見受けられます。そうであると

するならば、きっちりと行政と話し合って、今後映

画化を進めるに当たって、何が問題でどうすれば実

現可能なのかという、こういったところのしっかり

とした議論をすれば問題が解決されるというのは普

通ではないでしょうか。こうい論点なくして修正案

を出すというのは絶対容認できるものではありませ

ん。 

 今求められているのは住民の暮らしを支える政策

です。そういう意味では、この修正案の中には住民

の暮らしを守る対策の予算を、またどうするのかと

いう点でも予算の方向性や確保が明記されていない

のは非常に残念でなりません。 

 私は改めて本修正案に対して反対の立場から討論

とさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ４番中瀬委員。 

○４番（中瀬 実君） 私は、令和５年一般会計予

算の修正案に賛成の立場で討論をさせていただきま

す。 

 今回の泥流地帯の映画化事業の予算１００万円に

ついて、全く私は理解ができません。まだ海のもの

とも山のものとも分からない状態の中で、まだ問い
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合わせの段階で予算化する、そういったことは本当

に必要なのでしょうか。映画を進める会と十分な話

し合いがないまま推し進められているのはいかがな

ものなのでしょうか。 

 この泥流地帯の映画化制作には、今まで２社が映

画制作を断念しております。町はこのことで十分な

反省をし、何がだめだったのか、それらをきちんと

分析し、二度と同じことを繰り返さないように慎重

に進めるべきと思います。 

 また、この泥流地帯映画化事業の予算が本当に必

要なときは進める会との合意の下で事業計画、事業

目的、積算根拠を明確に示していただき、提案をい

ただければと思います。 

 私は以上を申し上げ、今回の修正案には賛成し、

賛成討論とさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

○委員長（岡本康裕君） １１番小林委員。 

○１１番（小林啓太君） 私は今回提出された修正

案に反対の立場で討論いたします。 

 今回提出された修正点の争点である泥流地帯の映

画化を進める会への負担金の１００万円の支出が適

正であるかについては、先ほど同僚議員がとても丁

寧で分かりやすく説明されており、私もおおむね意

見を共にするものであります。 

 また、今年度に行われた定例会や決算特別委員

会、今予算委員会での審議を通じ、映画化事業の推

進そのものに疑問を感じておられる方も多くいらっ

しゃるものと感じております。 

 そこで私は、この泥流地帯の映画化事業に対する

自身の考えをお伝えることを通じ、議員各位に今修

正案に対して、再度熟慮いただきたく思います。 

 まず結論から申し上げますと、私はこの事業に対

するスタンスは、行政主導で事業が行われ、町民は

成果物である映画を受け取るだけであれば、それほ

ど価値のある事業ではない。泥流地帯というテーマ

を核に行政と町民、また民間企業が一丸となって一

つのものをつくり上げ、共有し続けることができる

のであれば、それはとても価値のある事業になると

考えるものです。 

 つまり、この事業の本質的な価値は、成果物の映

画そのものではなく、そこに至るまでの失敗も含め

た経験を町民同士、また行政と民間が当事者として

共有することにあり、その一つのものを共につくり

上げたという経験が今後さらなる大きなまちづくり

につながってくるのではないかと考えております。 

 実は私も昨年ジパング社と協定が破棄になるとの

第一報を受けた際は、もう映画化は諦め、貴重な財

源や職員の人的資源は一般的な住民福祉の向上に専

念すべきではないかと思いました。そして、いざＺ

ｉｐａｎｇ社の代表がことの経緯を説明するために

当町を訪れたその日は、奇しくも私が総務産建常任

委員会の先進地行政調査で宮城県女川町を訪れ、官

民連携のまちづくりというテーマを大いに学んでき

た直後でありました。 

 東日本大震災の津波による影響で、町の人口の１

割を失い、７割近くの家屋が前回した女川町は、そ

の後の町の復興に当たっては、行政と住民が復興と

いうテーマの下、互いが納得いくまで話し合い、共

に先進地に赴き、行政職員と町民が同じものを見

て、同じ空気を吸い、同じ釜の飯を食って町の未来

について語り合ってきたのだという、町の復興の歴

史をお伺いいたしました。 

 そんな女川町はこの官民が連携したまちづくりの

手法が高く評価され、復興まちづくりの成功例と呼

ばれています。そこで何人かの女川町の町づくりの

キーパーソンにどうしたら行政と住民がそんなに一

丸となれるのかを伺ったところ、どちらも人任せに

せず、責任と当事者意識を持って取り組むことが大

事であると伝えられました。 

 また、テーマは何でもいいので自分が当事者意識

を持って前向きにかかわれることを共に取り組んだ

らいいのではとも伝えられました。 

 このことが伝えられたとき、私はすぐに泥流地帯

の映画化事業のことを思い出し、行政主導で町民が

当事者意識を持つ隙もなく、粛々と行政内のみで事

業が振興しているのであれば、この事業にあまり意

味がないが、もし泥流地帯という上富良野の歴史に

とっても大きな意味を持つ文学作品を題材として、

行政と町民が一丸となれるのであれば、ほかにはな

い上富良野らしいまちづくりにつながってくるので

はないかなと考えるようになりました。 

 そんな思いを胸に戻ってきて、映画を進める会の

会員として参加した昨年の映画を進める会の総会

は、とてもではありませんが官民が連携をしている

と胸を張って言える状態にはありませんでした。 

 しかし、先に行われた定例会の一般質問の中で、

町長は一度目と二度目の連携協定を結んだのは自分

ではなく、三度目の協定においては自らの手で相手

を見定めると言われていました。 

 また、副町長においても、今予算委員会の質疑の

中で昨年の進める会の総会を契機に大いに反省し、

進める会と密にコミュニケーションを取りながら事

業を進めていこうとしているという旨の発言をされ

ていました。もし、この発言に信用を置くのであれ

ば、今回予算として計上されている映画化を進める

会に対する１００万円の負担金は、今後のこの町の

官民連携のまちづくりを占う試金石であり、その金
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額として高過ぎることはないと考えます。 

 また、もしこの１００万円を会から取り上げ、あ

くまで道筋が見えるまで行政単体で事業を行ってい

くことを期待するのであれば、それは私の考えると

ても残念な事業の在り方を議会が主導していること

につながってしまうのではないでしょうか。 

 そして、先ほど来から会と行政が現在においても

綿密なコミュニケーションが行われていないと感じ

るのであれば、それは会の完全に受け身な姿勢にも

課題があるのではないかと考えます。 

 予算の適正な計画や執行を審議することは、我々

議員の責務ではありますが、過干渉は自主性を発揮

する機会を奪うことにつながります。ある精神科医

の言葉に過保護は自立の芽を育て、過干渉は自立の

芽を摘むというものがあります。どうか、議員各位

におかれましては、過干渉になることなく、懸命な

保護判断をお願いし、私の反対討論とさせていただ

きます。 

 以上になります。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ６番中澤委員。 

○６番（中澤良隆君） 私は修正案に賛成の立場か

ら意見を申し上げます。 

 令和５年当初予算において、泥流地帯映画化を進

める会に対し１００万円の予算が計上されていま

す。泥流地帯映画化は、２０１８年１月に映像制作

会社イメージフィールドと町が連携協定を結んでお

りましたが、２０１９年にイメージフィールドが民

事再生法適用で協定が解消となりました。一度目の

破綻であります。 

 次に、Ｚｉｐａｎｇと２０２０年に泥流地帯映画

化の公開を目指し、連携協定を締結しておりました

が、残念ながらＺｉｐａｎｇとも協定が破棄とな

り、映画化は事実上振り出しに戻った状況が現在で

あり、二度目の破綻であります。 

 本来であれば、町は二度の破綻となった今、その

原因や要因について分析し、総括し、町民や映画化

を進める会の方々の御意見を集約し、次のステップ

へと進むのが当たり前のことだと私は考えておりま

す。 

 このような中、ロケサポート、気運の醸成を目的

に町民有志が泥流地帯映画化を進める会を２０１８

年に設立しておりますが、設立から現在までの進め

る会の活動、運営状況については、予算状況を見て

も一切の自己財源が全くありません。町からの負担

金だけの運営となっております。さらには、事務局

は町職員が担い、会計も町職員が行っている状況

で、運営の主導権はほとんどが町主導の状況の団体

となっております。会の意思はどこにあるのか大変

疑問でありますとともに、私はこの負担金という性

格からして、会計制度上も負担金の在り方に大変疑

問を持っております。 

 令和５年度要所予算で１００万円、泥流地帯映画

化を進める会に負担することになっておりますが、

現在映画化は二度の破綻により、事実上振り出しに

戻った状態で制作会社も決定されておらず、いつ映

画化が実現するのか、いつ映画化公開されるのか全

く不明の状況にあると言わざるを得ません。 

 このような状況にありながら、ロケサポートと気

運醸成が目的の進める会に対し、１００万円もの貴

重な予算を投入することに対しては、僅か１００万

円と言われるかもしれませんが、先ほど議論になっ

ていましたが、この１００万円があったら生活や暮

らしの予算に回すべきだと私は考えます。 

 また、先ほど令和４年度で２,０００万円を削減

したのは議会で削減したという話もありました。当

初予算に２,０００万円があったらどうでしょう。

除排雪、それから道路の維持管理にこの２,０００

万円は本当に大きな財源になり、それを私たちは見

逃してきたという責任は非常に大きなものがあると

考えております。 

 この１００万円という貴重な予算、財政的には厳

しい状況の中で、そこに何に使うか分からないよう

な予算を計上するということについては、私は全く

理解ができないのであります。 

 本当にこの１００万円が、今が本当にタイムリー

なのか、非常に疑問を感じております。ある程度、

映画制作者が決定し、この１００万円が無駄になら

ない時点、それはいつか分かりませんが、そのゆな

状況になったときに、本当に予算化をするというよ

うなことが私は大切だと考えております。 

 この町と映画化を進める会が一体となって映画化

を進めるということについては、私は望ましいと考

えますが、今どちらかというと進める会についての

自主性というのは全く考えられませんで、そういう

観点から私は１００万円を計上することに反対をす

るところであります。 

 よって、現状の状況を考慮し、今１００万円の予

算化をすることに反対し、修正案に賛成をいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

反対討論の発言を許します。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（今村辰義君） 私は、令和５年度の一般

会計予算案の修正案について反対の立場から討論意

見を述べさせていただきます。 

 修正動議の焦点と思われる令和５年度の泥流地帯
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映画化を進める会の負担金１００万円ですが、これ

をゼロ円にするということについてでございます

が、まずその前に提案者が申されました積算の根拠

が不明確であるとか、制作会社がまだ決まっていな

いと、協定もできていない、あるいは会の活動がど

のようにするのだろう、できるのだろうというのが

不明確であると、あるいは活動内容を明確に示して

ない、賛成者の答弁には答弁が不明瞭であったとい

うようなこともございますけれども、先ほど申しま

したように、計画というものに１００％を求めると

いうのは私は間違っていると思います。当事者が潰

れてしまう可能性はもちろんありますけれども、時

間等の勝負で、それはなかなかできない場合もある

と思います。あとは実行の段階でしっかり見直しな

がら、修正しながらやっていけるのではないかと、

強い信念を持っております。 

 それでは、反対の討論を述べさせていただきま

す。 

 この泥流地帯映画化を進める会の負担金が否定さ

れるとどうなるのだろうと私は本当に真剣に考えて

おります。この泥流地帯映画化を進める会の予算が

ゼロということになると、当事者である、負担金が

ゼロということでございます。泥流地帯映画化を進

める会はどう思うでしょう、どうなっていくので

しょうか。まさしく、今までは活動はあまりなかっ

た、今年はしっかり会員を増やしてやっていくとい

う決意等が全く消失され、戦意消失が予想されると

思います。町の姿勢が疑われ、あるいは我々議会の

姿勢が疑われ、それが大きく波及して、映画そのも

のの制作が頓挫した場合、大変な町の信用の失墜に

なり、多大な損失を被るのではないかと危惧してお

ります。 

 ふるさと納税制度全般にも影響を及ぼし、町へ対

する信頼は大きく揺らぎ、特に企業版ふるさと納税

やクラウドファンディングにおいては、次回その他

の目的で活用した場合には極めて困難になることが

予想される、返礼品に関しても種々の大変さが想定

されると町長が申されております。 

 私の泥流地帯映画化に関するスタンスを述べます

と、私は私の自分の所信を大事にしたいと思ってい

ます。皆さんも多くの方が賛成されました。私は映

画つくるそのものがなくなってしまうのではないか

と、これをゼロにしてしまうと、そういう危惧から

申し上げているわけでございます。そして、自分の

所信を大事にする、そして２番目には町長のやる気

です。町長がみなぎるやる気を持っておられます。

我々は一旦決めたらそれに付いていく、私は付いて

いこうと思っています。もう一つは、映画をつくる

という方針は全く変えておりません。微動だにして

おりません。これについては我々もしっかりと町長

を応援していく必要があるのではないかと思ってい

ます。なぜ言っているというのはお分かりのよう

に、この１００万円をなくして映画をつくる会のや

る気が頓挫をしまして、ものすごく波及をしまし

て、映画そのものができなくなることを私は非常に 

危惧しているわけです。だからそういうことを申し

上げているわけです。 

 そして、今、２回映画会社がだめになりました。

そして３回目にはやる気のある映画会社は複数あり

ます。今が踏ん張りどころなのです。今この踏ん張

りどころで町長の強いやる気と町長の方針、映画を

つくるのだという揺るぎない方針がある限り、映画

は私はできると思っております。その決意を尊重し

ますし、やる気を損ねるかもしれない、きっかけと

なるかもしれない泥流地帯映画化を進める会の予算

をゼロにすることには、今まで述べましたとおり、

そういった理由で私は反対をいたします。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 私は、修正案に賛成の立場

から意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私は、この映画を進める会において１００万円と

いうお金を入れることに対して、内容的には出張旅

費とかというのがありますので、旅費を出すという

ことは進める会にも責任を持たせることになるので

はないかと思います。それは行政としてやってはい

けないと思います。やはりつくるためには行政が主

体となってやるものなので、連れていって同じ責任

を負うということになったら、やはりつくる会の趣

旨が変わってくると思います。そこを思って映画化

を進める会にその１００万円を入れることに対して

私は反対して修正案に賛成したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

反対討論の発言を許します。 

 １２番今村委員。 

○１２番（小田島久尚君） 私は、修正案に対し反

対の立場から討論をいたします。 

 ほぼ同僚議員が述べれたことと重複はしますが、

特に私は進める会の存続等について懸念がある部分

というところで発言をさせていただきます。 

 町長は泥流地帯の映画化について、制作会社の協

定解消後にも強い意志を持って幾度も進めていくと

述べられております。修正案についての意見につい

ては、映画化の中止を求める修正案ではないとの御

意見が多数ある中で、映画を進める上で進める会の

役割は私は非常に重要と考えます。負担金の中止は
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会の活動に対し議会が必要がないとも受け止められ

かねない事項ではないでしょうか。この修正案は負

担金を議会が反対したとなれば、進める会の解散に

もつながりかねないことが懸念されることから、修

正案に対し私の反対討論といたします。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ３番髙松委員。 

○３番（髙松克年君） 今回の修正案に対して賛成

の討論をしたいと思います。 

 議会でこの泥流地帯映画化についての討論の時間

の長さは、過去の大きな主題の問題より、より長い

時間の討論を重ねてきたと思っています。今日に

至っている状況の中でも、残念なのは今までここま

で来て修正案を出さざるを得ないような内部での

しっかりした協議もなされていないこと、本当に今

回の討論の中でもこのことは本当に非常に残念なこ

とだと思います。 

 自分の知っている小さな部落ですけれども、新得

に新井内という小さな部落があります。そこにもう

十数年間映画祭をやっている自分たちの仲間がいる

のですけれども、それを見ていて思うことは、本当

に情熱がなければ映画というのはできないものなの

だなというのを感心させられるくらい見せられま

す。本当にみんなで持ち寄りでその映画会に来る人

たちに地域のものを提供していくこととか、本当に

どれだけの時間を費やして、そのことに農業をやり

ながら、新規の就農者なのですけれども、その人た

ちが頑張っている姿を見て、我々本当に仲間内で毎

回見に行くことができないのですけれども応援して

います。そのようなくらい、映画をつくることとい

うのは大変、また上映していくことも大変な時代に

なっているときに、本当にこのような状況の十分そ

の中で精査されたものが我々の前に出されてきたか

どうかということを問われる状況になっていると思

います。 

 今、そのようなことを考え、この修正案に賛成の

討論とします。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許可しますが、なしですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 賛成討論もなしですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了いたいします。 

 まず、議案第１号令和５年度上富良野町一般会計

予算に対する、元井晴奈君ほか１名から提出された

修正案について、起立によって採決いたします。 

 本修正案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案につ

いて討論に入ります。 

 最初に、本件に対する反対討論の発言を許しま

す。 

 ７番米沢委員。 

○７番（米沢義英君） 私は、一般会計の本原案に

対して反対の討論をさせていただきます。 

 今、国の政策の下で経済が低迷し、賃金が上がら

ない国になりました。それは地方の暮らしや経済に

も悪影響を及ぼしています。今求められているの

は、大軍拡ではなく、平和憲法を生かした平和外交

と経済、暮らしを守ることではないでしょうか。

今、物価高騰から暮らしと経済を守ることが、国や

地方自治においても一層求められているときはあり

ません。 

 新年度予算を見てみますと、部分的に改善点があ

ります。地域おこし協力隊を活用する経費、産後ケ

アの予算、住宅改修、教育支援センターの設置な

ど、暮らしにかかわる必要な予算もあります。また

一方で、物価高騰から住民の暮らしを守るための予

算が確保されていないことは納得できるものではあ

りません。 

 また同時に、十勝岳ジオパーク拠点と位置付ける

ための施設改修費が計上されております。必要なも

のではあります。しかし、説明員の確保、今後どの

ようにするのか明確ではありません。 

 さらに問題は泥流地帯の映画化です。映画化を進

めるに当たり、この間２社との協定を結びました

が、破綻したにもかかわらず、さらに進めようとし

ていることが問題です。 

 また、新たな協定を結ぶために、この間複数の企

業や個人と接触したとしながら、相手方の公表を避

けるという状況にあります。今瑕疵化、透明化が求

められているにもかかわらず、その相手方を公表し

ないというのは絶対許されるものではありません。 

 さらに見てみますと、資金制作費の確保が不透明

であること、映画制作が破綻のもとで、さらに進め

ようとするのであれば、その詳細について議会と町

民に対して説明が当然行われなければなりません

が、その説明すらされていません。 

 映画制作を前提とした映画化を進める予算の計

上、基金の取崩が計上されていることは、また同時

に認めるわけにいきません。何よりも映画制作から

行政は身を引くべきです。上富良野町の十勝岳、泥

流の教訓や魅力を知ってもらう方法というのは多様

にあります。今、もう既に泥流地帯の探訪や、ある
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いは朗読劇が実施され、ＳＮＳなどの発信が行われ

ています。今町が優先すべきことは、物価高騰の中

で苦しんでいる住民の暮らしと経済を守ること、同

時に住民福祉の向上です。そのためには、職員定数

枠の見直しを行って、必要な職員の確保をしなけれ

ばならないにもかかわらず、採用が、必要な定数の

確保ができないという形で、これを先送りにすると

いうことは許されるものではありません。 

 また同時に、今子育て支援が強調されています。

高校生までの医療費の無料化、この間の予算委員会

のやり取りでも、約２００万円あれば実現できま

す。このことを見た場合でも、すぐに今、町長の決

断で実施できる予算がたくさんまだまだあります。

町民が今後もこの町で安心して住み続けられるまち

づくりを今後するためには、映画制作をやめること

です。町長の真剣な取組、この上富良野町で持続的

に安心して暮らせるための政策、その真剣な姿勢が

感じられません。直ちに泥流地帯の映画制作の中止

を求めて、一般会計に対する反対討論といたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本修正案に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ２番北條委員。 

○２番（北條隆男君） 私は、令和５年度上富良野

町一般会計予算について賛成の立場から討論いたし

ます。 

 最初に、妊娠、出産、子育て、教育、それと商工

業、農業、観光、それらに対して大変よくできてい

る予算だと思います。決められた予算の中で、この

ように組んでくれることは大変ありがたいと思いま

す。その立場から賛成討論いたしました。 

○委員長（岡本康裕君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号令和５年度上富良野町一般会計予算に

ついて、修正議決した部分を除く部分については、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和５年度上富良野町一般会

計予算の修正議決した部分を除く部分は、原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１１時１５分。 

─────────────── 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、議案

第２５号上富良野町公共施設整備基金の一部支消に

ついての討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第２５号上富良野町公共施設整備

基金の一部支消についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 賛成多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号に移ります。 

（「委員長、動議」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １番元井委員。 

○１番（元井晴奈君） 動議を提出します。 

 予算特別委員会に付託中の議案第２６号十勝岳と

共生するまちづくり応援基金の一部支消についてに

対する修正案を提出します。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前１１時１７分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩を解きます。 

 議案第２６号十勝岳と共生するまちづくり応援基

金の一部支消について、元井晴奈君ほか１名からお

手元にお配りした修正案が提出されています。 

 したがって、これを議案第２６号と合わせて議題

とし、提出者の説明を求めます。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ただいま議題となりました

十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消に

ついてに対する修正案は、議案第１号令和５年度上

富良野町一般会計予算の修正案の可決により、１０

０万円を減額するものです。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第２６号十勝岳と共生するまちづくり応援基

金の一部支消についてに対する修正案。 

 議案第２６号十勝岳と共生するまちづくり応援基

金の一部支消についての一部を次のように修正す

る。 

 １、支消金額中「１,０００万円」を「９００万

円」に改める。 

 御審議賜り、御議決いただきますよう、よろしく
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お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） これをもって、趣旨説明

を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これより、議案第２６号十勝岳と共生するまちづ

くり応援基金の一部支消についての修正案に対する

討論に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、次に、賛成討

論に対する発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 まず、議案第２６号十勝岳と共生するまちづくり

応援基金の一部支消についてに対する元井晴奈君ほ

か１名から提出された修正案について、起立によっ

て採決いたします。 

 本修正案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本修正案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第２号令和５年度上富良野町国民健康

保険特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第２号令和５年度上富良野町国民

健康保険特別会計予算を採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号令和５年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第３号令和５年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号令和５年度上富良野町介護保険

特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第４号令和５年度上富良野町介護

保険特別会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号令和５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第５号令和５年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号令和５年度上富良野町簡易水道

事業特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第６号令和５年度上富良野町簡易

水道事業特別会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決しました。 

 次に、議案第７号令和５年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第７号令和５年度上富良野町公共

下水道事業特別会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号令和５年度上富良野町水道事業
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会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第８号令和５年度上富良野町水道

事業会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号令和５年度上富良野町病院事業

会計予算の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第９号令和５年度上富良野町病院

事業会計予算を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了いたしました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言御

礼を申し上げます。 

 長きにわたる委員会、本当にお疲れさまでした。

初日においては、午後７時４５分までの熱い審査か

ら始まり、４日間という期間で多くの予算の審査に

当たられた各委員をはじめ、説明員の皆さんの御労

苦に感謝申し上げますとともに、町長はじめ執行機

関の皆様に当たっては、住民の立場に立った行政の

執行に当たっていただきたいと考えております。ま

た、我々も襟を正し、よりよい上富良野を築いてい

けるよう、町民に寄り添い、意見に耳を傾けるよう

努力してまいりたいと存じます。 

 不慣れなところもあり、各委員の皆様や町長をは

じめ、職員の皆様に御迷惑をおかけしたことに対し

おわびを申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。お疲れさまで

した。 

 これをもって、令和５年上富良野町議会予算特別

委員会を閉会いたします。 

午前 １１時３０分 閉会  
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